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序章 はじめに 

１ 計画策定の背景と目的 

   栃木市は、栃木県の南部に位置しており、首都圏と東北地方を結ぶ南北交通軸と、太平洋

と日本海の玄関口を結ぶ東西交通軸の結節点に位置するという地理的優位性を有しており、

多様な交流が容易となる恵まれた立地条件が強みの都市である。また、豊かな自然環境に恵

まれており、市南部にはラムサール条約登録湿地である渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

など、県南のシンボル

的な自然景観を有している。 

   市内各所において、旧石器時代の石器や縄文時代の集落跡が見つかるなど、古くから人が

住む地域であり、律令時代には、現在の栃木県域とほぼ同じ下
しも

野
つけ

国
のくに

の国
こく

府
ふ

が置かれるととも

に、東
とう

山
さん

道
どう

が敷かれ政治や交通の要衝であった。 

   江戸時代には、日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

が通り、富
とみ

田
だ

宿
じゅく

、栃
とち

木
ぎ

宿
じゅく

、合
かっ

戦
せん

場
ば

宿
じゅく

、金
かな

崎
さき

宿
じゅく

の宿場が

置かれ、現在のまちの基礎を築いた。また、江戸後期以降は、栃木河
が

岸
し

、部
へ

屋
や

河岸、新
にっ

波
ぱ

河

岸など渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

と巴
うず

波
ま

川
がわ

を利用した舟
しゅう

運
うん

による物資の集散地として発展した。 

   明治時代には、栃木県の県庁所在地となったが、時の県令が、この地域の自由な風土から

自由民権運動の拠点の一つとなっていたことを嫌い、現在の宇
う

都
つ

宮
のみや

市に県庁を移したとさ

れている。また、明治後期から大正時代にかけて、周辺の河川の治水を目的に渡良瀬遊水地

が整備されるが、その際にも谷
や

中
なか

村
むら

が廃村となるなど、数々の歴史の舞台となった。 

   このような歴史の面影として日光例幣使街道の形状や町割りとともに、商業活動を象徴す

る見
み

世
せ

蔵
ぐら

や木造店舗、土
ど

蔵
ぞう

等多くの歴史的な建造物が残されており、商都としての豊かさが

もたらした山
だ

車
し

祭りも町の誇りとして今日まで守り続けられ、商業地として発展した時代を

よく継承している。各地域においても地域固有の祭礼や伝統が受け継がれており、また、独

自の産業・活動が発展するなど、歴史的資源である歴史的な建造物とともにそれらが一体と

なった良好な市街地の環境を形成している。 

   栃木市では、平成２年度（1990）から「栃木市歴史的町並み景観形成要綱」を制定して、

市中心部を「歴史的町並み景観形成地区」に指定し、良好な景観を整備及び保全することで、

観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担い、地域の活性化に資するよう、市、事

業者及び住民により、その形成に向けて一体的に取組んできた。平成 23 年度（2011）から

は、「歴史的町並み景観形成地区」の一部を文化財として保存し、活用を図ることとし、「嘉
か

右
う

衛門
え も ん

町
ちょう

伝統的建造物群保存地区」（以下「嘉右衛門町伝建地区」という。）を指定し、現状

変更の規制が盛り込まれた保存計画を策定し、行政が住民と協力しながら歴史的な町並みの

保存・整備を進めている。また、平成 27年（2015）４月に「栃木市景観計画」を策定し、市

内全域を「景観計画区域」とし、現在、さらなる歴史的町並みの保全活用を図るために「重

点地区」の指定を目指している。 

   こうした歴史的資源を活用したまちづくりの取組みにより、歴史・文化・景観を大切にし

たまちづくりの必要性が市民に浸透してきているが、近年において各分野での後継者不足が

深刻な課題となっており、管理することが困難となった歴史的建造物が取壊される状況も発
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生し、町並みを保存していくうえで建造物の活用がうまくできなくなってきている。また、

伝統産業・伝統工芸や伝統芸能等においても、維持が困難になってきているものもあり、栃

木固有の歴史的風致が失われる恐れもある。 

   こうした状況を踏まえ、栃木市では、歴史と伝統により培われた人々の活動が根付いてお

り、これまで維持されてきた栃木固有の歴史的文化や風情、たたずまいを、今後とも維持し、

さらに向上させることを目指し、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平

成 20年（2008）法律第 40号）」（以下「歴史まちづくり法」という。）に基づき、「栃木市歴

史的風致維持向上計画」を策定する。 

 

２ 計画期間 

   本計画の計画期間は、平成 31年度（2019）から令和 10年度（2028）の 10年間とする。 
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３ 計画の策定体制 

   本計画は、庁内組織において課題の整理、歴史的風致及び施策・事業等の検討を行い、学

識経験者や各種団体等の意見を反映させるための歴史まちづくり法第 11 条に基づく「栃木

市歴史的風致維持向上協議会」において計画案の協議をし、各種審議会の助言及びパブリッ

クコメントによる市民意見等を経て策定を進めた。 

 

 

 

 

 

 

４ 計画策定の経緯 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市歴史的風致維持向上計画 策定体制 

庁内組織 

栃木市歴史的風致維持向上計画策定検討会議 

【構成】 

・総合政策部長 

・総合政策課長   ・土木管理課長 

・蔵の街課長    ・公園緑地課長 

・財政課長     ・都市計画課長 

・商工振興課長   ・市街地整備課長 

・観光振興課長   ・建築課長 

・農林整備課長   ・文化課長 

・道路河川整備課長 

 事務局 

 【構成】蔵の街課、都市計画課、文化課 

栃木市長 

歴史的風致維持向上計画の策定 

主務大臣 

文部科学大臣・農林水産大臣・国土交通大臣 
 

 

 

栃木市歴史的風致維持向上協議会 

【構成】 

・学識経験者 

・歴史的風致に関わる関係団体 

・栃木県：都市計画課長 

    文化財課長 

    栃木土木事務所長 

・栃木市：総合政策部長 

    産業振興部長 

    都市整備部長 

    生涯学習部長 

法定協議会 

意見 

提案 

栃木市文化財保護審議会 

栃木市景観審議会 

栃木市都市計画審議会 

栃木市伝建地区保存審議会 

栃木市歴史的風致維持向上計画案の作成 

助言 

報告 

市民 
意見 

公表（パブリックコメント） 

申請 
認定 
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栃木市歴史的風致維持向上協議会 委員構成（敬称略） 

 

区分 氏名 所属等 備考 

会長 苅谷 勇雅 
小山工業高等専門学校名誉教授 

元文化庁文化財鑑査官 
 

副会長 初山 孝行 元とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター副所長  

委員 

増山 正明 足利大学名誉教授  

是澤 博昭 大妻女子大学教職総合支援センター教授  

髙橋 悦男 栃木市自治会連合会第１地区連合会長  

菅沼 誠一 栃木市自治会連合会第２地区連合会長  

杉戸  洋 栃木市自治会連合会第５地区連合会長  

大橋  智 民俗芸能保存会代表（小天狗流杖術保存会長）  

寺内 誉迪 村檜神社宮司  

山本 香奈子 NPO法人とちぎ蔵の街職人塾  

笹沼 政行 栃木県県土整備部都市計画課長  

山本 訓志 栃木県教育委員会事務局文化財課長  

上野 寿幸 栃木県県土整備部参事兼栃木土木事務所長  

永島  勝 栃木市地域振興部長  

秋間 広行 栃木市産業振興部長  

宇梶 貴丈 栃木市都市建設部長  

名淵 正己 栃木市教育委員会事務局教育次長  
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４ 計画策定（変更）の経緯 

   本計画の策定経緯は、以下のとおりである。 

 

栃木市歴史的風致維持向上計画策定の検討経過一覧 

 

開催日 会議名等 主な検討の内容 

平成 29年（2017）９月 21日 第１回策定検討会議 

歴史まちづくり制度、 

計画策定について、 

歴史的風致について 

平成 30年（2018）２月５日 第２回策定検討会議 計画（骨子）について 

平成 30年（2018）７月 30日 第１回歴史的風致維持向上協議会 

計画策定体制、 

計画策定スケジュール、 

計画（骨子）について 

平成 30年（2018）８月 21日 第３回策定検討会議 計画（素案）について 

平成 30年（2018）10月 26日 第２回歴史的風致維持向上協議会 計画（素案）について 

平成 30年（2018）11月 15日 第４回策定検討会議 計画（案）について 

平成 30年（2018）12月 26日 

～ 

平成 31年（2019）１月 31日 

意見募集（パブリックコメント） 計画（案）について 

平成 31年（2019）１月 28日 栃木市文化財保護審議会への意見聴取 計画（案）について 

平成 31年（2019）１月 29日 栃木市都市計画審議会への意見聴取 計画（案）について 

平成 31年（2019）１月 29日 栃木市景観審議会への意見聴取 計画（案）について 

平成 31年（2019）２月５日 
栃木市伝統的建造物群保存地区保存審

議会への意見聴取 
計画（案）について 

平成 31年（2019）２月 12日 第３回歴史的風致維持向上協議会 
計画（案）について、 

パブリックコメント結果 

平成 31年（2019）２月 20日 栃木市歴史的風致維持向上計画認定申請 

平成 31年（2019）３月 26日 栃木市歴史的風致維持向上計画認定 
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開催日 会議名等 主な検討の内容 

令和元年（2019）８月 29日 第４回歴史的風致維持向上協議会  

令和２年（2020）２月 歴史的風致維持向上協議会 意見聴取 

令和２年（2020）３月６日 変更の認定申請 

令和２年（2020）３月 24日 変更の認定 

令和２年（2020）５月 第５回歴史的風致維持向上協議会 文書による意見照会 

令和３年（2021）２月 歴史的風致維持向上協議会 意見聴取 

令和３年（2021）３月３日 変更の認定申請 

令和３年（2021）３月 15日 変更の認定 

令和４年（2022）２月 25日 変更の認定申請 

令和４年（2022）３月 29日 変更の認定 

令和５年（2023）２月 29日 軽微な変更の届出 
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第１章 栃木市の歴史的風致形成の背景 

１ 自然的環境 

(１) 位置 

   栃木市は栃木県の南部に位置しており、東京から鉄道でも高速道路でも約１時間の距離に

ある。 

   南北約 33.1㎞、東西約 22.3㎞、面積 331.5㎢で、市の東側を小
お

山
やま

市、下
しも

野
つけ

市、西側を佐
さ

野
の

市、北側を鹿
か

沼
ぬま

市、壬
み

生
ぶ

町
まち

、南側を野
の

木
ぎ

町
まち

、茨城県古
こ

河
が

市、埼玉県加
か

須
ぞ

市、群馬県板
いた

倉
くら

町
まち

と接しており、３県境（栃木・群馬・埼玉の県境が一点に集まる箇所）が平地に存在する稀

有な地域でもある。 

 

 

 

 

 

 
図 栃木市の位置 
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(２) 地形 

   栃木市の地形は、市域の大部分が関東平野の一部を成す平坦地で、北西部のみ足
あし

尾
お

山地に

続く丘陵地を形成しており、それに伴い何本かの河川が足尾山地の東側の麓
ふもと

より南流し、市

南端部の渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

において渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

へと合流する。 

   足尾山地は、1,000～1,300ｍ級の高山が西よりの部分を北北東から南南西に向かって連な

り、分水界を形成し、群馬・栃木両県の境を成している。この分水界を中心に、東側は緩や

かな傾斜となり、南東方に次第に低下し、その緩やかな傾斜面をいくつもの河川が関東構造

盆地へ向かって流入している。 

 ① 山地 

   北部の山岳地帯には、大
おお

倉
くら

山
やま

(454.8ｍ)、谷
や

倉
ぐら

山
さん

(599.4ｍ)、三
みつ

峰
みね

山
さん

(604.9ｍ)等の山々がそ

びえ、中央から西部には、太
おお

平
ひら

山
さん

(341ｍ)、晃
てる

石
いし

山
さん

(419.1ｍ)、馬
うま

不
いら

入
ず

山
さん

(345.2ｍ)等の山々が

連なっている。 

 

 ② 河川 

   市の中央部から東南にかけては広大な関東平野が開け、市内には巴
うず

波
ま

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

、永
なが

野
の

川
がわ

、

赤
あか

津
づ

川
がわ

、渡良瀬川等の河川が流れている。 

 ア 巴波川 

   栃木地域川
かわ

原
ら

田
だ

に端
たん

を発
はっ

して市内中央部を貫流し、大
おお

平
ひら

地域東部から小山市西部を経て渡

良瀬川に合流している。市の代表河川であり栃木地域発展に歴史的役割を果たし、商品の輸

送及び沿岸の灌
かん

漑
がい

用水として利用されてきた。現在も灌漑用水及び防火用水として大きな役

割を担っている。 

 イ 思川 

   粕
かす

尾
お

山系に 源
みなもと

を発し、各支流を集めて南下し、市東部で黒
くろ

川
かわ

を併せる。市内を流れ、小

山市内を経て県南部で渡良瀬川に合流する利
と

根
ね

川
がわ

水系で、市東部及び以南の水田の灌漑に利

用されている。 

 ウ 永野川 

   鹿沼市永野の深い谷川から発し、吹
ふき

上
あげ

西部山麓を流れ、市内中央部を経て大平地域を貫流

し、小山市中
なか

里
ざと

付近にて巴波川に合流している。 

 エ 赤津川 

   永野川の支流で西
にし

方
かた

地域真
ま

名
な

子
ご

の峡谷
きょうこく

を源として、吹上伊
い

吹
ぶき

山
やま

の東側の麓を流れ、永野川

緑地公園付近で永野川に合流する。巴波川は、かつては大雨のたびに氾濫により大通りに水

害をもたらし、市民を悩ませてきたが、赤津川分水工事が行われた後は、洪水から解放され

ている。 

 オ 渡良瀬川 

   北関東を流れる利根川水系利根川支流の一級河川で、流域面積は利根川支流の中では最大

である。栃木市では、藤
ふじ

岡
おか

地域内を流れ、渡良瀬遊水地に入り巴波川、思川を併せる。 
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図 栃木市の地形 
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(３) 地質 

   栃木市の地質をみると、低地には沖
ちゅう

積
せき

層
そう

が分布し、山地部には段
だん

丘
きゅう

堆
たい

積
せき

物
ぶつ

が分布してい

る。 

   このうち低地にみられる沖積層は、新
しん

生
せい

代
だい

第
だい

四
よん

紀
き

新生(数 10 万年前から約１万年)の最も

新しい時代の堆積物であり、多量の水分を含み、緩んだ状態で堆積している地層で、海岸平

野や大河川沿いに厚く分布している。 

   一方、山地部を構成する地層は、主に古
こ

期
き

岩
がん

類
るい

でチャート（岩石）や砂
さ

岩
がん

の堆積物から成

っており、古
こ

世
せい

代
だい

二
に

畳
じょう

期
き

から中
ちゅう

生
せい

代
だい

ジュラ紀(約３億年から２億年前)のものであると考え

られている。チャートは岩
がん

体
たい

、岩
がん

片
ぺん

とも著しく堅く、急傾斜や急
きゅう

崖
がい

をつくっている。 

 

 

 

 
図 栃木県の地質 

資料：『栃木の自然をたずねて』(築地書館刊)（一部加工） 

 

  

栃木市 

凡例 

沖積層 

段丘堆積物 

古段丘堆積物（湖成層を含む） 

第四紀火山岩類 

下部更新統（火山砕屑物など） 

第
四
系 

第
三
系 

上部中新統-鮮新統（流紋岩類） 

中部-上部中新統（砂岩、泥岩） 

下部-中部中新統（火山岩類） 

上部白亜系-古第三系（ハンレイ岩類） 

上部白亜系-古第三系（花こう岩類） 

上部白亜系-古第三系（流紋岩類） 

古
第
三
系 

―
白
亜
系 

ジュラ系（砂岩、けつ岩、れき岩） 

ペルム系、三畳系、ジュラ系（層状チャート） 

ペルム系中部（石灰岩、苦灰岩） 

ペルム系中部（玄武岩質溶岩類） 

中
・
古
生
界 
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(４) 気象 

   栃木市の気象は太平洋岸気候であるが、内陸部に位置するため、夏季は気温が 30℃を超え

る日が多く、35℃以上の猛暑になる日もある。また、冬季は最低気温が－５℃以下に冷え込

む日もあり、降雪日数が年に数日ある。近年の年平均気温は 14.7℃となっている。 

   また、降水量は、夏季は多く多湿で発雷を特徴とし、冬季は少ないため乾燥する。近年の

年間降水量は 1,300㎜程度となっている。 

 

 
図 月別平均気温・最高気温・最低気温（平成 24年（2012）～平成 29年（2017）） 

 

 
図 月別平均降水量（平成 24年（2012）～平成 29年（2017）） 

資料：栃木市消防本部 
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２ 社会的環境 

(１) 市域の変遷 

   栃木市は、平成 22年（2010）３月 29日に栃木市、大
おお

平
ひら

町
まち

、藤
ふじ

岡
おか

町
まち

、都
つ

賀
が

町
まち

の１市３町が

新設合併して誕生し、平成 23 年（2011）10 月１日に隣接する西
にし

方
かた

町
まち

を、平成 26 年（2014）

４月５日に岩
いわ

舟
ふね

町
まち

を編入合併した。 

  

   

 

 
図 栃木市合併図 

栃木市誕生までの歩み 
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(２) 土地利用 

   栃木市の総面積 33,150ha のうち、田が 25.6％、畑が 7.9％、合わせると農地が 33.5％を

占めている。 

   駅や幹線道路を中心とした都市的土地利用を田園・農村部等の自然的土地利用が囲む、比

較的明確な空間構成となっている。 

 

 
図 土地利用現況の割合 

資料：平成 23年度（2011）都市計画基礎調査 
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図 栃木市土地利用現況図 

資料：平成 23年度（2011）都市計画基礎調査（一部加工） 
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(３) 人口動態 

   栃木市の人口は、平成 27年（2015）の国勢調査によると、159,211人となっており、平成

２年（1990）まで増加したが、その後は減少傾向に転じている。 

   年齢別人口では、平成 27年（2015）で、年少人口（15歳未満）18,963人（11.9％）、生産

年齢人口（15～64歳）94,138人（59.1％）、老年人口（65歳以上）45,706人（28.7％）とな

っている。これを栃木県全体の年齢別人口割合（年少人口 12.9％、生産年齢人口 61.3％、老

年人口 25.9％）と比較すると、栃木市の年少人口・生産年齢人口割合は県値よりも低く、老

年人口割合は高いことから、県内の他市町と比較して高齢化の傾向にある。 

   世帯数は、平成 27年（2015）で、57,838世帯となっており、昭和 60年（1985）以降緩や

かな増加傾向にある。平均世帯員数は 2.70人で、栃木県平均（2.54人）と比較すると多く、

核家族化や単独世帯化の傾向は低いことが窺
うかが

える。 

 

 
図 年齢別人口及び世帯数の推移 

 

 

表 総人口及び年齢別人口構成比の推移（単位：人） 

 昭和 60年 

（1985） 

平成２年 

（1990） 

平成７年 

（1995） 

平成 12年 

（2000） 

平成 17年 

（2005） 

平成 22年 

（2010） 

平成 27年 

（2015） 

総人口 172,613 174,717 174,305 171,755 168,763 164,024 159,211 

年少人口（15歳未満） 22.5％ 19.2％ 16.4％ 14.5％ 13.3％ 12.7％ 11.9％ 

生産年齢人口（ 1 5～ 6 4 歳 ） 66.5％ 67.6％ 67.5％ 66.4％ 65.0％ 62.6％ 59.1％ 

老年人口（65歳以上） 11.0％ 13.1％ 16.1％ 19.0％ 21.6％ 24.5％ 28.7％ 

    注：総人口には「年齢不詳」を含むため、合計しても 100％にはならない場合がある。 

    資料：国勢調査（外国人を含む） 
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(４) 交通機関 

   栃木市は、南北に走る「東北縦貫自動

車道」に、「佐野藤岡」、「栃木」の２つの

インターチェンジを有し、東西には「北

関東自動車道」が通り、「都賀インターチ

ェンジ」を有している。この２つの高速

道路を、群馬方面からは「岩舟ジャンク

ション」、茨城方面からは「栃木都賀ジャ

ンクション」が結び、物流の効率化や地

域経済の発展に寄与する交通の 要
かなめ

の地

域であるといえる。また、南部には、群

馬、栃木、茨城を結ぶ「一般国道 50号」

が東西に通り、北部には「一般国道 293

号」が通るなど、県内外とのアクセス性

に優れた道路網を形成しており、それぞ

れの沿道には、「みかも」、「にしかた」の

２つの道の駅が設置されている。 

   公共交通では、「東武鉄道日
にっ

光
こう

線」、「東

武鉄道宇都宮線」、「JR両
りょう

毛
もう

線」の３路線、

13駅を有し、市内や近隣自治体への通勤

通学の足として、東京、埼玉方面への交

通手段として、充実した鉄道網となって

いる。 

   バスは民間路線バスが１路線あるほ

か、市コミュニティバスである「ふれあ

いバス」が 10路線あり、沿線住民の足と

して、また、定時性が求められる通勤・通

学・観光の足として運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 道の駅みかも 

 
写真 道の駅にしかた 

 
写真 ふれあいバス 
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図 交通網図 
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(５) 産業 

   栃木市の平成 27年（2015）の就業者総数は、77,548人である。農林漁業の第１次産業は、

4,587人（5.9％）、輸送機械や電気機械製造業を中心とする第２次産業は26,224人（33.8％）、

卸売業・小売業やサービス業などの第３次産業は 44,821人（57.8％）となっており、就業者

総数は減少傾向が続き、産業別就業者数割合は第３次産業が主体となっている。 

   平成 22年（2010）から平成 27年（2015）にかけては、第１次産業と第３次産業が減少し、

第２次産業は概ね横ばいとなっている。 

 

表 産業別就業人口の推移（単位：人） 

  第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 就業者総数 

平成 12年 

（2000） 6,456 33,829 47,202 257 87,744 

平成 17年 

（2005） 6,208 29,540 48,373 464 84,585 

平成 22年 

（2010） 5,000 26,584 46,284 1,264 79,132 

平成 27年 

（2015） 4,587 26,224 44,821 1,916 77,548 

    注：分類不能の産業とは、国勢調査の定義により「おもに調査票の記入が不備であって、 

      いずれの項目に分類すべきか不明の場合、または記入不詳で分類し得ないもの」とされている。 

    資料：国勢調査 

 

 
図 産業別就業者数割合 
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 ① 農業 

   栃木市の農家戸数は、5,461 戸（県内第１位：平成 27 年（2015）農林業センサス）、農業

振興地域の農地面積は、10,255haで、うち田については、約 80％にあたる 8,132haの大きな

水田地帯があり、土地利用型農業※の盛んな地域である。 

   栃木市の農業経営の状況は、米・麦等の二毛作を中心とした土地利用型農業に加え、いち

ご・トマト・にら・ぶどう等の施設園芸が盛んである。平成 27年（2015）の農林水産省統計

資料によると二条大麦（ビール麦）は全国で第２位（県内第１位）、いちごは全国第５位（県

内第２位）の生産量を占める。 

   また、近年トマト産地としての強化が図られ、収量の向上と年間を通した出荷の実現によ

る安定的な生産が可能となり、施設園芸の経営が着実に伸びてきている。 

   いちごやトマト等の農産物は、栃木市の農畜産物ブランドにも認定され、県内はもとより

首都圏において高い人気と評価を得ている。 

   さらに、栃木市には、食の街道「とちぎ渡良瀬いちご・フルーツ街道」をはじめ、南北に

２つの道の駅や 16箇所の農産物直売所があり、地産地消の取組みが進められている。 

   一方、観光農業にも力を入れており、大平地域西部の太平山南山麓や岩舟地域南部では、

巨
きょ

峰
ほう

、シャインマスカット等のぶどうが栽培され、県内有数のぶどう団地を形成し、ワイン

やジュース、ジャム等の加工品を製造するなど、６次産業化※が図られている。 

 
      ※土地利用型農業：効率的な土地利用を前提とした農業。多くの面積を要する露地栽培作物を栽培する 

       農業経営。主に水田を中心とした農業。 

      ※６次産業化：農林水産業者が生産（１次）、加工（２次）、販売（３次）まで一体的に取組んだり、 

       ２次、３次業者と連携して新商品やサービスを生み出したりすること。 

 

表 土地利用状況（平成 27年（2015）12月 31日現在） 
（単位：ha、（ ）内数字は構成比 ％） 

 総面積 

農地 採草

放牧

地 

混牧

林地 

農業

用施

設用

地 

混牧林

地以外

の山

林・原

野 

その他 
 

田 畑 樹園地 

農業振

興地域 

(100.0) (60.4) (47.8) (11.2) (1.3) (0) (0) (0.2) (8.7) (30.7) 

16,997 10,255 8,132 1,906 217 2 2 40 1,472 5,226 

農用地

区域 

(100.0) (98.7) (85.5) (11.2) (0.9) (0) (0) (0.2) (0.1) (0.2) 

7,843 7,744 6,710 880 154 0 0 38 20 41 

農振白

地区域 

(100.0) (27.4) (15.5) (11.2) (0.4) (0) (0) (0) (8.5) (30.5) 

9,154 2,511 1,422 1,026 63 2 2 2 1,451 5,185 

    資料：栃木市農業ビジョン（平成 29年（2017）３月） 
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 ② 工業 

   栃木市の産業は、製造業の割合が非常に高く、ものづくりが盛んな地域である。 

   平成 29年（2017）の栃木市の事業所数は 404所、従業者数 19,568人、平成 28年（2016）

の年間製造品出荷額等は１兆 0,922億 3,124万円となっている。 

   推移をみると、世界的金融危機の影響を受けた平成 20 年（2008）から平成 28 年（2016）

にかけて、事業所数が 17.3％の減、従業者数が 0.6％の減と減少傾向にあるものの、年間製

造品出荷額等は 33.4％の増と大幅に増加しており、生産の効率化・集約化が図られていると

考えられる。 

   業種別の製造品出荷額等では、「電気機械」、「輸送機械」、「飲料・たばこ」、「食料品」が全

体の約８割を占め、事業所数では「生産機械」、「金属」、「プラスチック」、「輸送機械」、「食

料品」に関連する企業が全体の約半数を占めているが、バランスよく幅広い業種の事業所が

立地している。 

 

表 工業の推移 

 事業所数（所） 従業者数（人） 
年間製造品出荷額等

（百万円） 

平成 20年（2008） 560 18,693 818,463 

平成 21年（2009） 498 17,795 703,256 

平成 22年（2010） 461 17,930 804,744 

平成 23年（2011） 493 16,814 542,648 

平成 24年（2012） 442 15,875 780,709 

平成 25年（2013） 432 17,557 856,225 

平成 26年（2014） 426 17,039 898,151 

平成 27年（2015） ‐ ‐ 1,105,884 

平成 28年（2016） 463 18,590 1,092,231 

平成 29年（2017） 404 19,568 ‐ 

    資料：○事業所数、従業者数 

        工業統計調査（平成 20年（2008）、21年（2009）、22年（2010）、24年（2012）、 

        25年（2013）、26年（2014）、29年（2017）） 

        経済センサス-活動調査[製造業]（平成 23年（2011）、28年（2016）） 

       ○年間製造品出荷額等 

        工業統計調査（平成 20年（2008）、21年（2009）、22年（2010）、24年（2012）、 

        25年（2013）、26年（2014）、28年（2016）、29年（2017）） 

        経済センサス-活動調査[製造業]（平成 23 年（2011）、24 年（2012）、27 年（2015）、28 年（2016）） 

    注：平成 27年（2015）事業所数、従業者数は調査実施なし、平成 29年（2017）年間製造品出荷額等は公表前 
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図 業種別事業所数 

    資料：工業統計調査（平成 29年（2017）） 

 

  
図 業種別製造品出荷額等 

    資料：工業統計調査（平成 28年（2016））、経済センサス-活動調査[製造業]（平成 28年（2016）） 

生産機械, 59

金属, 53

プラスチック, 47

輸送機械, 32

食料品, 36

窯業・土石, 27

電気機械, 18

その他の製造業, 
16

繊維, 11

木材, 14

印刷, 10

はん用機械, 16

パルプ・紙, 8

電子部品, 10

業務機械, 9

ゴム, 7
家具, 8

その他, 23

電気機械, 4,483

輸送機械, 2,344

飲料・たばこ, 1,185

食料品, 697

金属, 431

プラスチック, 404

生産機械, 260

窯業・土石, 198

木材, 153

その他, 767

（単位：億円） 

（単位：所） 

404事業所 
（平成 29年） 

約 1兆 0,922億円 

（平成 28年） 
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 ③ 商業 

   平成 26年（2014）商業統計調査によると、栃木市の商業規模は、事業所数 1,527所、従業

者数 9,614人、年間商品販売額 2,776億 5,834万円となっている。 

   推移をみると、平成６年（1994）から平成 26年（2014）にかけて、事業所数が 45.5％減、

従業者数が 28.7％減、年間商品販売額が 30.7％減となっている。 

 

表 商業の推移 

 事業所数（所） 従業者数（人） 
年間商品販売額 

（百万円） 

平成６年（1994） 2,801 13,488 400,679 

平成９年（1997） 2,581 11,999 329,305 

平成 11年（1999） 2,631 13,114 345,349 

平成 14年（2002） 2,371 12,365 318,934 

平成 16年（2004） 2,224 12,140 308,324 

平成 19年（2007） 2,059 11,643 290,794 

平成 26年（2014） 1,527 9,614 277,658 

    資料：商業統計調査（平成６年（1994）、平成９年（1997）、平成 11年（1999）、14年（2002）、 

               16年（2004）、19年（2007）、26年（2014）） 

 

   小売業は、郊外の幹線道路沿いにスーパーマーケットなどの大規模店舗の出店が続いてい

たものの、個人・小規模企業等を中心として、事業所数は約半数まで減少している。また、

年間商品販売額は約２割減少し、従業者数は約３割減少している。 

   卸売業は、事業所数が約３割減少し、これにほぼ比例して、年間商品販売額や従業者数も

減少している。 

   近況としては、大平地域に店舗面積 6,000㎡を超える大型家具店が出店するなど、大規模

店舗の出店が続いている。 

   また、中心市街地においては、蔵の街大通りにドラッグストアやコーヒーショップなどで

構成された複合商業施設が出店したほか、空き店舗を利用した新規出店が増加しつつあり、

活性化に向けた動きとして期待されている。 
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図 事業所数の推移 

 

 
図 従業者数の推移 

 

 
図 年間商品販売額の推移 

    資料：商業統計調査（平成６年（1994）、平成９年（1997）、平成 11年（1999）、14年（2002）、 

              16年（2004）、19年（2007）、26年（2014）） 
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(６) 観光 

   平成 29年（2017）栃木県観光客入込数・宿泊推定調査によると、栃木市の観光客入込数は

5,600千人となっている。平成 23年（2011）は、東日本大震災の影響を受け 4,551千人まで

落込んだが、平成 24年（2012）は 5,430千人まで回復し、以後 5,500千人前後を推移し、平

成 28年（2016）には初めて 6,000千人を超え、前年比 6.9％伸びた。平成 25年（2013）（5.9％

減）、平成 29年（2017）（7.2％減）は前年比で減少しているものの全体的には横ばい傾向に

ある。 

   これらの結果は、市民協働によるおもてなしの推進や、観光資源の磨き上げなどによるも

ので、リピーターや新たな観光客の獲得に繋がったものと思われる。また、近年、情報番組

や映画、ドラマのロケなどの各種マスメディアに多く取上げられるようになったことも入込

数増加に寄与していると思われる。 

   平成 29年（2017）における主要観光施設の入込数は、「道の駅みかも」が最も多く 468千

人、次いで「みかも山公園（東口集計）」の 399千人、「道の駅にしかた」の 368千人となっ

ている。 

 

 
図 栃木市観光客入込数（平成 22年（2010）～平成 29年（2017）） 

 

表 主要施設等の入込数（平成 29年（2017）） 

主要施設等名 入込数(千人） 

道の駅みかも 468 

みかも山公園（東口集計） 399 

道の駅にしかた 368 

とちぎ花センター 317 

渡良瀬遊水地 255 

みかも山公園（南口集計） 139 

つがの里花彩祭（４月） 49 

蔵の街ｻﾏｰﾌｪｽﾀ（８月） 62 

    資料：栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査 
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３ 歴史的環境 

(１) 原始・古代 

 ① 旧石器時代 

   昭和 40年（1965）に栃木地域星
ほし

野
の

町
まち

でルヴァロア型石
せっ

核
かく

が発見され、栃木市教育委員会と東北大学考古学研究室に

よる星野遺跡の発掘調査が実施された。当時３万２千年前

頃に堆積したとされる赤
あか

城
ぎ

鹿
か

沼
ぬま

軽
かる

石
いし

層
そう

よりも古い年代で、

旧石器時代でも前期旧石器時代とされ注目されたが、出土

した珪
けい

岩
がん

製旧石器については自然成
せい

因
いん

説も出され前期旧

石器時代の存否については決着していない。 

   しかし、この調査を契機に旧石器時代の研究も進展し、

栃木市においては約 10万年前まで 遡
さかのぼ

る地層が確認され、

その後「星野遺跡地層たんけん館」の整備を行った。 

   また、栃木地域平
ひら

井
い

町
ちょう

の向
むこう

山
やま

遺跡では昭和 45・

46 年（1970・1971）に東北大学、平成６年（1994）

に栃木市教育委員会の発掘調査が行われ、後期旧石

器時代から縄文時代の長期に渡り、チャート露
ろ

頭
とう

か

ら石材採取・採掘を行った日本最古に属する原産地

遺跡であることが確認された。 

 

  
写真 星野遺跡地層たんけん館 写真 向山遺跡発掘調査状況 

 

   他に遺跡としては西
にし

方
かた

地域の小
お

倉
ぐら

水
すい

神
じん

社
じゃ

裏
うら

遺跡や藤
ふじ

岡
おか

地域の後
ご

藤
とう

遺跡が知られている。 

 

 ② 縄文時代 

   旧石器時代から気温が徐々に上昇したことにより、北極や南極、山
さん

河
が

を覆
おお

っていた氷が溶

け出し、海水面が上昇したため、海岸線が内陸の奥深くまで入り込む現象が起きた。栃木市

域については藤岡地域南方の茨城県古
こ

河
が

市付近まで入り込んだと考えられ、現在の渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

周辺は海水と淡水が交じる汽
き

水
すい

域
いき

が形成されていたと考えられる。 

 
写真 ルヴァロア型石核 

 
写真 星野遺跡縄文復元住居 
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   この現象を表す代表的な遺跡が藤岡地域の篠
しの

山
やま

貝
かい

塚
づか

で、長径約 70ｍの馬
ば

蹄
てい

形状に貝
かい

層
そう

が廻
めぐ

る遺跡であ

る。発掘調査により、住居跡とともにヤマトシジミを

中心にシカ・イノシシなどの骨やイタボガキ製の貝
かい

輪
わ

も出土し、貝層の剥
はく

離
り

断面標本とともに「藤岡歴史

民俗資料館」に保管されている。 

 

 
図 藤岡地域周辺の貝塚分布（縄文時代前期） 

（『藤岡町史通史編前編』より（一部加工）） 

 

   関東平野の一部である藤岡台地には、旧渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

左岸

に藤
ふじ

岡
おか

神
じん

社
じゃ

遺跡があり、調査の結果、縄文時代前期から晩

期（約６千年から２千６百年前）の拠点集落で住居跡等と

ともに数多くの遺
い

物
ぶつ

が出土した。このうち後期から晩期

の精神生活の様
よう

相
そう

を知る上で貴重な資料として、イヌや

イノシシなどの動物型土製品や蹲
そん

踞
きょ

（腰を落として立膝

をして座った）姿勢の土
ど

偶
ぐう

と、約 800点にも及ぶ耳飾りを

含む 1,244点の土器・石器・土製品・石製品・骨
こっ

角
かく

・牙
きば

・

貝製品が平成 12年(2000)に重要文化財に指定されている。 

 
写真 篠山貝塚 

 
写真 藤岡神社遺跡出土土偶 
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 ③ 弥生時代 

   金属器とともに稲作など大陸の技術が伝わり、大きな溝
みぞ

で囲まれた集落が、ムラやクニと

呼ばれるようになり、その地域の首
しゅ

長
ちょう

達は溝に囲まれ土を高く積み上げた「墳
ふん

丘
きゅう

墓
ぼ

」とい

う墓を造った時代で、前期・中期・後期の３時期に分けられる。しかし、東日本では前期前

半までは縄文時代晩期に含まれるため、前期後半から弥生時代となる。 

   栃木県及び栃木市域内においてこのようなムラと呼ばれるような遺跡は現在確認されて

いないが、中部地方から東北南部の前期後半から中期中頃にかけて、白骨化した先祖の骨を

土器に入れ替え、穴にいくつも埋
まい

納
のう

するという「再
さい

葬
そう

墓
ぼ

」と呼ばれる習
しゅう

俗
ぞく

が存在した。栃木

市域では西方地域の弥
や

八
はち

田
だ

遺跡と栃木地域大
おお

塚
つか

町
まち

の大塚古墳群内遺跡で調査されている。 

 

 
写真 大塚古墳群内遺跡 人面付土器 

 

 ④ 古墳時代 

   ４世紀後半頃、藤岡地域の渡良瀬遊水地に近い巴
うず

波
ま

川
がわ

右岸の低地に墳
ふん

丘
きゅう

長
ちょう

96ｍの前方後

方墳である山
さん

王
のう

寺
じ

大
おお

桝
ます

塚
づか

古墳が造られた。出土遺物から、被
ひ

葬
そう

者
しゃ

は武
ぶ

人
じん

的性格を帯びると想

定され、この地を治める支配者像が司
し

祭
さい

的役割から武人的役割に変貌
へんぼう

していく過程を示すも

のとして注目された。 

 

 
写真 山王寺大桝塚古墳 
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   ６世紀後半段階で、壬
み

生
ぶ

町
まち

に跨
またが

る栃木地域大
だい

光
こう

寺
じ

町
まち

に、墳丘長が栃木県最大で国指定の遺跡（史跡）で

もある吾
あ

妻
づま

古墳が造られた。墳丘 1 段目が平坦に造

られ、その内側に前方後円形の盛り土が造成される。

また、石
せき

室
しつ

は大きな切石を使い、前方部に構築するな

ど、前代とは異なる形態を取る。 

   このように東国では６世紀に前方後円墳の全盛期

を迎えるが、この時期の栃木市域では大
おお

平
ひら

地域富
とみ

田
だ

の平坦地に墳丘長 54ｍの前方後円墳であるオトカ塚

古墳が造られた。 

   この後、６世紀中頃から各地域に円墳を中心に古

墳群が多数造られる。代表的な古墳群を挙げると太
おお

平
ひら

山
さん

南東山麓に宅地造成中に確認された大平地域の

七
なな

廻
まわ

り鏡
かがみ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

が知られる。古墳は径約 28ｍのやや

歪
ゆが

んだ形の円墳であり、古墳群の中央に位置する主
しゅ

墳
ふん

と考えられる。舟
ふな

形
がた

木
もっ

棺
かん

と副
ふく

棺
かん

であると考えられ

る小型の組み合わせ式箱
はこ

形
がた

木
もっ

棺
かん

が発見され、舟形木

棺からは、遺
い

骸
がい

が確認された。屍
し

蠟
ろう

（蠟のように変化

した死体）状態であるが仰
ぎょう

臥
が

（あおむけに寝ること）

伸
しん

展
てん

葬
そう

（両脚を伸ばして葬る葬法）で衣服をまとった

40 歳前後の男性と推定された。副
ふく

葬
そう

品
ひん

は良好な状態

で木装大
た

刀
ち

（玉
たま

纒
まき

大刀含む）、黒
くろ

漆
うるし

塗
ぬり

弓
ゆみ

、鉾
ほこ

、鉄
てつ

鏃
ぞく

、

鏑
かぶら

矢
や

、靫
ゆぎ

、竪
たて

櫛
ぐし

、毛織首飾り、馬具等が出土し、構

築時期は遺骸と副葬品から６世紀中頃と考えられて

いる。出土品は昭和 61年（1986）に一括して重要文

化財に指定されている。 

 

 
写真  七廻り鏡塚古墳出土玉纏大刀 

 

 
写真 吾妻古墳 

 
写真 オトカ塚古墳 

 
写真 七廻り鏡塚古墳 
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 ⑤ 奈良・平安時代 

   ７世紀の中頃以降、日本の古代国家は中国の政治

体制に倣
なら

い中央集権的な律
りつ

令
りょう

国
こっ

家
か

へと転換し、前代

の首長達は、祖先をまつる場所として前方後円墳を

下
しも

野
つけ

古墳群に造営した。そして、思
おもい

川
がわ

を挟んだ対岸

の地である現在の栃木地域田
た

村
むら

町
まち

が下野国
こく

府
ふ

の場所

として選定された。栃木県の発掘調査により国
こく

庁
ちょう

域

やその周辺の状況が判明し、昭和 57年（1982）には

国指定の遺跡（史跡）となった。 

   宮
みや

野
の

辺
べ

神社の南側で国府の中核となる国庁（政庁）跡が発見された。国庁は、政
せい

務
む

や国家

の権
けん

威
い

を示す儀
ぎ

式
しき

の場で、方
ほう

１町
ちょう

（約 108ｍ）四方の囲いの中に正
せい

殿
でん

・前
ぜん

殿
でん

と左右の脇
わき

殿
でん

か

らなり、中央は儀式のための広場となる。 

 

 
図 下野国府跡・下野国庁跡 

 

   他に、注目される遺
い

構
こう

としては大
おお

路
じ

がある。南大路は幅９ｍで国庁正面から南に延び、幅

３ｍの側溝が付き、国庁から南へ約 1.5 町（約 162ｍ）の所では、東西に横切る溝と交差す

るため、橋が設けられていたという。国庁の南方約３町（約 324ｍ）の南大路西側では、整

然と配置された建物群が見つかっており、「介」と書かれた墨
ぼく

書
しょ

土
ど

器
き

が出土したため国
こく

司
し

の

館
やかた

が想定された。 

 
写真 下野国庁の復元された前殿 
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   また、下野国府跡からは、非常に多量の遺物が出土しているが、注目されるものに墨書土

器があり、「国
くにの

厨
くりや

氷
こおり

」と書かれた土器や円
えん

面
めん

硯
けん

、 公
おおやけ

の文書の再利用である漆
うるし

紙
がみ

文
もん

書
じょ

が

100点以上も見つかっている。木
もっ

簡
かん

については約 5,200点以上出土し、天平元年（729）や延

暦９・10年（790・791）の年号も確認されている。 

   この時代、朝
ちょう

廷
てい

は地方を五
ご

畿
き

七
しち

道
どう

の行政単位に分け、中央と地方の国府等を結ぶ道路網

（駅
えき

伝
でん

制
せい

・官
かん

道
どう

）を整備した。駅
えき

鈴
れい

（駅
えき

馬
ば

使用の鈴型の許可証）を携
たずさ

えた特定の重要かつ緊

急な任務を帯
お

びた役人や、税
ぜい

物
もつ

等の物資の輸送及びこの時期特に重要視されたものに地方で

の反乱を鎮
ちん

圧
あつ

するための軍隊等の極めて限定された人
じん

馬
ば

が、中央と地方間を速やかに移動す

るための道路であった。このため、中継基地としての「駅
うま

家
や

」が約 16㎞ごとに設置され、駅

家には駅馬を備え、旅行者の宿泊や食事・各種装備等を提供したとされている。 

   栃木市域を通る東
とう

山
さん

道
どう

のルートについては、上
こう

野
ずけ

国
のくに

から足
あし

利
かが

郡（足利駅）、都
つ

賀
が

郡（三
み

鴨
かも

駅）から下野国府の南限を通過したと推測されており、その先は河
かわ

内
ち

郡（田
た

部
べ

駅・衣
きぬ

川
がわ

駅）、

芳
は

賀
が

郡（新田駅）、那
な

須
す

郡（磐
いわ

上
かみ

駅・黒川駅）へ、さらに陸
む

奥
つ

国
のくに

白
しら

河
かわ

へと繋がっていたとさ

れている。 

 

 
図 東山道推定ルート 

（『西方町史』より） 
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   古代都賀郡において忘れてはならないものに、窯
よう

業
ぎょう

生産がある。国家において官
かん

衙
が

（官庁）

及び寺院の建
こん

立
りゅう

等が続けられる中で行われたものであるが、佐
さ

野
の

市三
み

毳
かも

山
さん

麓
ろく

から岩
いわ

舟
ふね

地域

小
お

野
の

寺
でら

及び藤岡地域にかけて三毳山麓窯
よう

跡
せき

群
ぐん

と呼ばれ、下
しも

野
つけ

国
のくに

随一の窯業生産地であった

ことが判明している。岩舟地域では大
おお

芝
しば

原
はら

窯
よう

跡
せき

ほか 15箇所、藤岡地域でも幡
はた

張
ばり

窯
よう

跡
せき

があり、

須
す

恵
え

器
き

窯
よう

跡
せき

も含めると 37 箇所の窯跡が確認されている。発生としては、周辺に古墳時代の

埴
はに

輪
わ

窯
かま

も存在するため、前時代から技術的基盤を持つ工
こう

人
じん

（職人）が居住し、良質の粘土・

燃料が確保されることによるものと思われるが、国府とも比較的近距離で東山道も通過する

ため運搬にも好
こう

地
ち

であると考えられる。 

   さらに、藤岡地域では大
おお

前
まえ

製
せい

鉄
てつ

遺
い

跡
せき

群
ぐん

と呼ばれる 22 箇所の製鉄遺跡が存在する。県南地

域の拠点的な製鉄遺跡で、鉄生産と鍛
か

冶
じ

（鉄器生産）を窺
うかが

わせる。時期は９世紀前半から 10

世紀中葉と思われる。三毳山麓窯跡群と大前製鉄遺跡群は時期がほぼ同じで近接するため、

同じ勢力（経営者）であったと推察されている。 

 

 
図 製鉄遺跡・窯業遺跡 

（『藤岡町史通史編前編』より（一部加工）） 

凡例 
 

製鉄遺跡   窯業遺跡 
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(２) 中世 

   下野国庁終末期は 10世紀前葉で、国府所在地域としての終末期は 11世紀中頃と検討され

ているが、前代より中世への国
こく

衙
が

機構を運営してきた在地最有力者は在
ざい

庁
ちょう

官
かん

人
じん

の下野大
だい

掾
じょう

小
お

山
やま

氏であると考えられる。栃木市域については皆
みな

川
がわ

氏を中心とするものであるが、他に宇
う

都
つ

宮
のみや

氏系の西
にし

方
かた

氏や佐野氏系とされている小野寺氏・木村氏・鍋
なべ

山
やま

衆が考えられる。 

   下野の各武士団は、 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

の鎌倉幕府や足
あし

利
かが

尊
たか

氏
うじ

の足利幕府開設に力を注ぎ、幕府内

の勢力争いや各地域間及び一族内の抗争を戦い抜いた。その後、戦国時代には後
ご

北
ほう

条
じょう

氏
し

によ

る北進に伴い生き残りを賭けた従
じゅう

属
ぞく

・離
り

反
はん

を繰り返すものの、羽
は

柴
しば

秀
ひで

吉
よし

の小
お

田
だ

原
わら

征
せい

伐
ばつ

後から

徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

の江戸幕府初期に改
かい

易
えき

や領地没収により断
だん

絶
ぜつ

・没
ぼつ

落
らく

を余
よ

儀
ぎ

なくされたが、地域に根

差した文化や風習は受け継がれている。 

 

 ① 川
かわ

原
ら

田
だ

合戦（都
つ

賀
が

地域合
かっ

戦
せん

場
ば

・升
ます

塚
づか

） 

   大永３年（1523）10月、宇都宮忠
ただ

綱
つな

は南
なん

摩
ま

地方（鹿沼市）を奪い南下し、皆川（栃木地域

皆川地区）を目指した。対する皆川宗
むね

成
なり

はその弟、成
なり

明
あき

とともに川原田に陣を張り迎え撃っ

た。しかし、宇都宮氏の大軍勢に皆川宗成も、平
ひら

川
かわ

城を守っていた弟の成明も討ち死にした。

まさに総崩れの間際、小山氏・結
ゆう

城
き

氏・壬生氏の加
か

勢
せい

が入り、宇都宮氏を押し返したと伝え

られる。 

   当時、この一帯は川原田と呼ばれていたが、この激

戦の地をそれから合戦場というようになった。また、

人々はこの戦死者を敵味方問わず埋葬し塚を築き、

傍
かたわ

らに普
ふ

門
もん

院
いん

を建立し供
く

養
よう

した。この塚は基
き

壇
だん

が 12

間
けん

四方の３段築
ちく

盛
せい

で升塚といい、この郷
さと

も升塚と呼

ばれるようになった。 

 

   この西方にはシラジ沼があるが、修羅地が転じたものともいわれる。シラジ沼から南側に

接するしめじが原は清水が湧き出す所で、巴波川の源流でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 升塚 
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 ② 沼
ぬま

尻
じり

合
かっ

戦
せん

古戦場（藤岡地域大
おお

田
だ

和
わ

・甲
こう

・都
つ

賀
が

） 

   天正 12年（1584）５月から７月の３箇月間、三
み

毳
かも

山
やま

南東山麓で北条氏
うじ

政
まさ

・氏
うじ

直
なお

の北条軍と

佐
さ

竹
たけ

義
よし

重
しげ

・宇都宮国
くに

綱
つな

を中心とする北関東の領主達が雌
し

雄
ゆう

を決するため対
たい

峙
じ

した。 

   時期を同じくして豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

と徳川家康の天下の後継者を決める小
こ

牧
まき

・長
なが

久
く

手
て

の合戦が行わ

れていた（長久手の戦いは４月９日）。当時、北条氏は徳川家康と同盟関係にあり、一方、佐

竹氏・宇都宮氏は豊臣秀吉に与
くみ

しており、互いに連携を取っていた。 

   ７月半ば、北条方が佐竹氏・宇都宮氏の退
たい

路
ろ

となる北側の岩
いわ

船
ふね

山
さん

を取ったことが引き金と

なり、合戦が終了した。 

 

 
図 沼尻合戦 

（『藤岡町史通史編前編』より） 
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(３) 近世 

 ① 城下町栃木の始まり 

   皆川広
ひろ

照
てる

は豊臣秀吉の小田原攻めの後、徳川家康

を通じ降伏したため本
ほん

領
りょう

安
あん

堵
ど

となり、皆川へ戻り、

天正 19年（1591）に栃
とち

木
ぎ

城
じょう

を築くとされている。し

かし、天正 12年（1584）の広照書状（皆川文
もん

書
じょ

）で

「拙者新
しん

地
ち

を存じ立て油断なきの間」とあることか

ら、新地を栃木城とすれば沼尻合戦の頃から築城計

画は進んでいたものとも推定されている。 

   また、城下町の建設に関しては諸社寺の移転からみると、円
えん

通
つう

寺
じ

を天正７年（1579）に現

在の地へ移転している。神
しん

明
めい

宮
ぐう

は棟
むな

札
ふだ

からみるに、応永 10 年（1403）の創建の後、天正 17

年（1589）に移転した。近
きん

龍
りゅう

寺
じ

は応永 28年（1421）に栃木城
じょう

内
ない

の宿
しゅく

川
が

原
わら

に建立され、天

正 16年（1588）に移転している。他に満
まん

福
ぷく

寺
じ

、定
じょう

願
がん

寺
じ

、長
ちょう

清
せい

寺
じ

等も円通寺移転の頃から築

城の天正 19年（1591）までには移転したと推定されている。他に、円通寺文書には「天正十

四年丙戌栃木町立初ル」とあることから、城下町建築のための準備及び整備は天正７年（1579）

には始められていたと考えられる。 

   しかし、皆川氏は慶長 14年（1609）には取潰され、城は破
は

却
きゃく

された。 

 

 
写真 『円通寺文書』 

（天和２年(1682)から元禄 15 年(1702)までにわたる過去帳） 

写真 神明宮 

 
写真 近龍寺  

 ② 栃
とち

木
ぎ

町
まち

の支配と陣屋 

   栃木町は、皆川氏の後、榎
えの

本
もと

城の本
ほん

田
だ

忠
ただ

純
ずみ

の支配となるが、慶長 18年（1613）の検
けん

地
ち

を行

ってからは他藩の支配や天
てん

領
りょう

となり廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

を迎えることとなる。 

   この間、栃木市域内には足利藩陣屋、畠
はたけ

山
やま

陣屋、吹
ふき

上
あげ

藩陣屋、西方陣屋、皆川陣屋、深
ふか

沢
さわ

陣屋、藤岡陣屋が設けられた。 

 
写真 栃木城の一部掘割とその石垣が残る 
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 ③ 栃木町の発展と繁栄 

   栃木町は栃木城の城下町として整備されたが、その後大きく発展するきっかけとなる出来

事は徳川家康の死去であった。家康の遺
ゆい

言
ごん

により遺霊は下野の日
にっ

光
こう

山
さん

に改
かい

葬
そう

されることとな

り、東
とう

照
しょう

権
ごん

現
げん

社
しゃ

造
ぞう

営
えい

や大
だい

法
ほう

会
え

等に必要な物資を栃木町で陸揚げし日光へ送った。この出来事

によって栃木町は街道沿いで人馬の継
つぎ

立
たて

（宿ごとに人馬をかえて送ること）を行う宿
しゅく

駅
えき

とし

ての機能を持つこととなり、併せて巴波川の遡
そ

航
こう

終点河
が

岸
し

としても公認された。こうした日

光社
しゃ

参
さん

のための例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

の整備・宿
しゅく

場
ば

の創設によって栃木町は陸上交通の要地と物資集

散市場との二つの性格を兼ね備えた商人町となり発展した。 

   日光例幣使街道については、

上野国倉
くら

賀
が

野
の

（高
たか

崎
さき

市）から犬
いぬ

伏
ぶし

（佐野市）を通過し、栃木市

域では富
とみ

田
だ

宿
じゅく

から栃木宿、合

戦場宿、金
かな

崎
さき

宿と続き、楡
にれ

木
ぎ

（鹿

沼市）で壬生通り（日光西街道）

へと入る。各宿場には本陣（脇

本陣）や旅
はた

籠
ご

屋が設けられ、伝
てん

馬
ま

問屋が昼夜の別なく人足と

馬を常備した。なお、日光例幣

使については正保４年（1647）

から慶応３年（1867）まで続けられた。 

   舟
しゅう

運
うん

については、栃
とち

木
ぎ

河
が

岸
し

は巴波川を遡

った終点に位置し、江戸方面からの荷物は部
へ

屋
や

か新
にっ

波
ぱ

河
が

岸
し

で小舟に積み替えて、曳
ひき

綱
つな

をも

って遡航し、栃木河岸からの諸荷物は部屋か

新波河岸で大舟に積み替えて送った。部屋河

岸が積み替え河岸であるため、巴波川の河
か

岸
し

組合は部屋組といった。また、栃木から部屋

河岸の間には沼
ぬま

和
わ

田
だ

、下
しも

高
たか

島
しま

、上川原田（小

山市）、鏡（小山市）、緑川に舟
ふな

渡
と

場
ば

があった。 

   街中においては、馬
うま

市
いち

や丈
じょう

間
ま

（稲わら、

麻の織物）等商品によって日を替えた市
いち

（通

称六
ろく

斎
さい

市
いち

）が開かれ賑わいを見せ、栃木町は

活気に溢
あふ

れ、商人の富とともに和歌、狂
きょう

歌
か

、

俳句、折
おり

句
く

の他に謡
うたい

、長唄、浄
じょう

瑠
る

璃
り

など遊

芸の町としても知られるようになり、有名無

名の文
ぶん

人
じん

墨
ぼっ

客
かく

が町を訪れた。 

 
図 日光例幣使街道とその周辺の街道 

（『栃木県歴史の道調査報告書第二集』より（一部加工）） 

 
図 思川・巴波川の舟運と河岸 

（『栃木市史通史編』より（一部加工）） 
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 ④ 幕末の動乱 

   尊
そん

王
のう

攘
じょう

夷
い

運動も激化する中、水
み

戸
と

藩内の尊王攘夷に関わる慎
しん

重
ちょう

派
は

と過
か

激
げき

派
は

の派
は

閥
ばつ

抗
こう

争
そう

に

端
たん

を発
はっ

し、急
きゅう

進
しん

的
てき

な尊王攘夷派は筑
つく

波
ば

山
さん

に挙
きょ

兵
へい

し、聖地日光東
とう

照
しょう

宮
ぐう

を占
せん

拠
きょ

して攘夷の軍事

行動に出る構えを見せた。これに対して連絡を受けた近隣諸藩は兵を動かしたため、水戸浪
ろう

士
し

隊は西に進路を変え栃木町へと進んだ（この急進的な尊王攘夷派でも西進した一派を通称

天
てん

狗
ぐ

党
とう

と呼ぶ）。隊は総勢 250名で、栃木町に着いたのは元治元年（1864）４月 14日であっ

た。彼らは太
おお

平
ひら

山
さん

の多
た

門
もん

院
いん

を本陣とし周辺に宿泊した。騒動を恐れた栃木町の商人達は軍資

金を集め献
けん

金
きん

し、一行は５月 30日には栃木町を出た。しかし、隊から分かれた一隊が６月５

日に引き返し、軍用金要求等で騒動となった。 

   翌夕刻、浪士達は、足利藩陣屋へ談
だん

判
ぱん

に押しよせ衝突し、用意しておいた松
たい

明
まつ

に火を点け、

家々に投げ込みながら逃走していった。町は下
しも

町
ちょう

を中心に大火となり全体で 237軒が焼け、

さらに数人が殺害されている。これを栃木では愿
げん

蔵
ぞう

火事と言い伝える。この火事を含め江戸

末期には４回の大火に見舞われたことから、これを教訓に土
ど

蔵
ぞう

造りの建物が増えたともいわ

れる。 

 

 
図 元治元年（1864）の水戸天狗党の動向 

（『栃木市史通史編』より（一部加工）） 

 

   その後、徳
とく

川
がわ

慶
よし

喜
のぶ

は大
たい

政
せい

奉
ほう

還
かん

の上
じょう

表
ひょう

をなし朝
ちょう

廷
てい

はこれを承認したが、討
とう

幕
ばく

派
は

、特に薩
さつ

摩
ま

藩はこれを不服とし幕府を挑
ちょう

発
はつ

し、開戦に導こうと江戸市中で乱暴をはたらかせたり、別動

隊を関東の要所に派遣して討幕の義
ぎ

兵
へい

をつのった。この一つとして浪士達が出
いづ

流
る

に集った出
いづ

流
る

山
さん

事件があり、世
よ

直
なお

し一
いっ

揆
き

騒動も起きた。このように戊
ぼ

辰
しん

戦争前後、栃木町や周辺の村々

も、打ちこわしに襲われる恐れはあったが、米麦や金銭等を与えることによって巧
たく

みに回避

した。 
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(４) 近現代 

 ① 時代の流れ 

   大政奉還がなされ、新政府は慶応４年（1868）に真
も

岡
おか

代官の支配地を治めて真岡県とし、

佐賀藩士を知
ち

県
けん

事
じ

に任命したことから、栃木市内の天領の村々は真岡県となる。明治２年

（1869）に日光県が設置され、旗本領であった村々と厳
いづ

原
はら

藩
はん

（対
つし

馬
ま

府
ふ

中
ちゅう

藩）領分はその管
かん

轄
かつ

下
か

に入り、大名領は吹上藩県・足利藩県・六
むつ

浦
うら

藩県・古河藩県・関
せき

宿
やど

藩県・壬生藩県という

ように、それぞれの藩県に属した。 

   その後、版
はん

籍
せき

奉
ほう

還
かん

がなされ明治４年（1871）廃藩置

県の 詔
みことのり

が出された。下野国は栃木県と宇都宮県と

に分かれ、ついで明治６年（1873）には栃木県に統一

され、栃木町に県庁が置かれた。庁舎については敷地

周囲に堀が廻
めぐ

らされるとともに、巴波川から直接舟

が着くように漕
そう

渠
きょ

（県
けん

庁
ちょう

の堀
ほり

と巴波川を繋ぐ堀）も

造られた。同年、大通りには 36基の街
がい

燈
とう

(ガス燈)も

設置され、県庁所在地としての景観も整えられた。旧

県庁の堀と漕渠は、平成８年（1996）に県指定の遺跡

（史跡）となっている。 

   新時代へと変
へん

貌
ぼう

を遂
と

げていく明治期、西南戦争の鎮
ちん

圧
あつ

で武力による反抗が抑えられると、

言動の力で民
みん

権
けん

を主張して政府の専
せん

制
せい

に対抗する自由民権運動が起こった。明治 14年（1881）

の栃木県の自由党員の数は全国２位で、その中でも栃木町を中心とした下都賀郡が多数を占

めた。これはこの地域が経済的にも先進的であり、特に栃木町は古くから自由を尊
とうと

ぶ気
き

風
ふう

が

あったこと、学
がく

塾
じゅく

を中心にした教育の高まりが批判的精神を生んだこと、併せて水戸天狗党

事件や出流山事件等が政治に目を向けさせたことなどが考えられる。 

   このような時代の趨
すう

勢
せい

の中、県
けん

令
れい

（県に置かれた長官の呼び名）の三
み

島
しま

通
みち

庸
つね

は栃木県に着

任すると明治 17年（1884）自由党急進派の一部と衝突しながらも県庁を宇都宮へ移した。 

 

 ② 街の移り変わり 

   県令が三島通庸となる以前、大通りは中央を幅１

間(約 1.8ｍ)の堀が流れていたが、県令の指示で堀は

通りの両側に付け替えられ、さらにその外側に歩道

が設置された。工事施工は強制的であったが、道路が

広くなった。交通網の整備が施行される中、鉄道では

東北本線誘致運動が進められたが、巴波川の舟運か

ら恩
おん

恵
けい

を受けていた人々からの反対も多かったとさ

れている。東北本線は浦
うら

和
わ

から宇都宮への直線的ル

ートと決定してしまうが、この時の熱心な誘致運動も契機となり、明治 21 年（1888）には

 
写真 栃木県庁 

（明治 10年（1877）頃） 

 
写真 明治 20年代の大通り 
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両
りょう

毛
もう

鉄道（現在のＪＲ両毛線）が開通する。 

   文明開化も一層進められ、明治 22年（1889）には

町村制が施行され、村々も新しい町村へと変
へん

貌
ぼう

して

行くこととなる。街には自動車も走るようになり、明

治 44年（1911）には電気も通り電灯がつき、産業は

機械化が進んだ。大正 15年（1926）にはバスの運行

も始まるが、 隆
りゅう

盛
せい

を誇
ほこ

った舟運は衰退
すいたい

の道を辿
たど

っ

た。昭和４年（1929）に東武鉄道日光線が、続いて昭

和６年（1931）には東武鉄道宇都宮線が開通した。他

に、栃木県最初の写真館第一号も開かれた。 

 

 ③ 商業都市・産業の移り変わり 

   政府は明治４年（1871）に江戸時代以来の貨幣制度

を廃して、明治５年（1872）に国立銀行制度を布
し

き、

国立銀行が銀行券を発行した。栃木町には明治 11年

（1878）四
し

十
じゅう

一
いち

国立銀行が設置された。大正７年

（1918）には桐
きり

生
ゅう

の四
し

十
じゅう

銀行と合併し八
はち

十
じゅう

一
いち

銀行

の支店となる。明治 25年（1892）以降、栃木町の人

達によって栃木銀行、栃木農商銀行、栃木商業銀行、

栃木共立銀行、栃木倉庫銀行等の多くの銀行が創立された。同時期の明治 26年（1893）に栃

木商業会議所も設立され、県内のみならず北関東における有力商業会議所として発展した。

この頃の栃木の町は米
べい

穀
こく

商・肥料商・麻
あさ

問屋・荒
あら

物
もの

問屋等の商人、高利貸資本業がおり、生

産業は殆
ほとん

ど勃
ぼっ

興
こう

せず、生産より流通を通じて、問屋町として発展したようである。 

   しかし、戦中・戦後時の配給制度も含めた流通シス

テムの変化に伴い問屋を通す流通は崩
ほう

壊
かい

し、一部の

問屋が残るのみとなった。このような中、昭和７年

（1932）から昭和９年（1934）にかけては、栃木町に

より救済事業として太平山遊
ゆう

覧
らん

道路新設という一大

事業が施行され、昭和の大不況での生活困
こん

窮
きゅう

者を救

った。 

 

   その後、栃木市と商業会議所も経済変化に対応するため工業誘致を推
お

し進めた。代表的な

ものとして昭和 14年（1939）の日
ひ

立
たち

製
せい

作
さく

所
しょ

栃木工場の誘致が挙げられる。 

 

 ④ 旧谷
や

中
なか

村
むら

と足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

鉱毒事件 

   足尾銅山は江戸時代に開かれた鉱山であるが、明治時代に入り大規模な鉱
こう

脈
みゃく

が発見され

 
写真 二代目栃木駅舎 

（明治 43年（1910）） 

 
写真 栃木商業会議所 

（明治 45年（1912）頃） 

 
写真 太平山遊覧道路新設 

（昭和７年（1932）） 
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産
さん

銅
どう

量が急増した。それとともに周辺の山は荒
こう

廃
はい

し、大雨が降ると鉱山からの廃棄物を含ん

だ土砂が渡良瀬川に流れ込み、農作物に被害を及ぼした。政府からの度重
たびかさ

なる予防命令や経

営会社古河鉱業の対応にもかかわらず鉱毒は止まず、渡良瀬川沿岸の農民による鉱山操業停

止と補償を求める運動が激化した。明治 23年（1890）の第 1回総選挙で衆議院議員に選ばれ

た田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

は、渡良瀬川沿岸の人々を救うため、国会で足尾銅山の鉱毒問題を取上げた。社

会問題にまで広がったが解決せず明治 36 年（1903）政府は治
ち

水
すい

事業によって利
と

根
ね

川
がわ

流域の

洪水を防ぐとともに鉱毒水を沈
ちん

殿
でん

させるため、遊水地建設を決めた。明治 37年（1904）谷中

村民と自らも谷中村に移り住んだ田中正造は遊水地建設と廃村に反対したが、政府は買収を

進め、明治 38年（1905）第１回村民の移転、明治 40年（1907）には残
ざん

留
りゅう

村民 16戸を強制

的に破壊した。残留村民は仮小屋での反対運動を続けたが、大正２年（1913）田中正造の死

などもあり、大正６年（1917）反対運動を断念した。旧谷中村跡には、水
み

塚
づか

や延
えん

命
めい

院
いん

跡が残

るのみである。 

   旧谷中村に人々が住まなくなると、その跡地には

土砂が堆積し、上質のヨシが繁殖するようになり、葦
よし

簀
ず

づくりが地
じ

場
ば

産業として発展しはじめ、昭和 30～

40 年（1955～1965）頃に最盛期を迎えるが、この頃

から良質なヨシを採るために行われるようになった

ヨシ焼きは、３月中旬から下旬の地域の風物詩であ

る。 

 

 

 ⑤ 戦後の復興 

   第二次世界大戦の戦時下においては、すべての物資は配給制度となって、江戸時代の初め

以来培
つちか

ってきた栃木商人の商圏は根
こん

本
ぽん

から 覆
くつがえ

され、銃
じゅう

後
ご

にある働き手は軍用工場に徴
ちょう

用
よう

された。 

   戦後においては、昭和 21年（1946）からの農地改

革が、再び大商人や、先祖の財産をもとに貸金的な事

業を営んでいた人々に、大きな打撃を与えたが、栃木

市は見事に立ち上がり、その先駆
さ き が

けをなしたのが下
げ

駄
た

製造である。しかも戦前にはなかった、鼻
はな

緒
お

生産ま

で付
ふ

随
ずい

して起こった。 

   栃木市の下駄製造は、戦争中から終戦後にかけて

急速に発展、東京や東北・北海道の市場へ進出し、広

島県・静岡県等の先進下駄工業地帯と肩を並べて、三大生産地の一つにのし上がった。 

 

 

 
写真 延命院跡 

 
写真 下駄材を円型状に積みあげて 

干しているところ（昭和前期） 
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   巴波川は、明治時代から度々、栃木町中に氾濫し大

きな被害が生じていたため、大正 11年（1922）から

下流の寒
さむ

川
かわ

（小山市）より改修工事が始められていた

が、根本的な解決を図るため、赤
あか

津
づ

川
がわ

への分水工事が

昭和 23年(1948)から始められ、昭和 26年（1951）に

完成した。 

   また、太平山南側の大平地域西地区山麓地帯にお

いては、昭和 21年（1946）に「大平下ぶどう組合」

が発足し組織的なぶどう栽培が始まり、その後、土地

改良が行なわれ、圃
ほ

場
じょう

整備事業や昭和 46年（1971）

に着工した県営広域農道下都賀西部地区により規模

が拡大され、昭和 48年（1973）に「大平ぶどう団地」

が完成した。 

   栃木市の中心部では、大通りの西側倭
やまと

橋
はし

付近から

町
まち

屋
や

の敷地を分断する形で、北に延
えん

伸
しん

する道路が昭

和 25年（1950）頃から昭和 30年（1955）にかけて造

られ、新しい通り沿いには、店や住宅が混在する町並

みが形成された。道路が建設されると間もなく市
いち

が

開催されるようになった。 

   近代化は、大通りにも影響を与えた。昭和 30年代

後半から大通り両側のアーケードの設置や建物の建

て替えが進み、数多く残っていた伝統的な建造物も、

下
げ

屋
や

庇
びさし

部分を改造して外観を近代的な建物に見せ

る工夫が施
ほどこ

され、それまでの古い見
み

世
せ

蔵
ぐら

や木造店舗

が通り沿いに建ち並ぶ町並みが、通りから見た目に

は近代的な町並みへと変貌し、中心商店街として賑

わっていた。 

   昭和 50年代になると、歴史的な町並みに着目し「蔵

の街」として全国に観光 PRを始め、昭和 53年（1978）

からは、市内５箇所（安
あ

達
だち

家、岡
おか

田
だ

家、坂
さか

倉
くら

家、塚
つか

田
だ

家、横
よこ

山
やま

家）の旧家が公開されるようになった。 

   同時期、東北縦貫自動車道栃木インターチェンジ

の供用開始（昭和 47年(1972)）とともに市街地周辺

部においては栃木環状線等の新しい道路が開通し、

その沿線には新たな商業施設が展開されていたが、

栃木駅前から続く大通りの中心商店街でも新たに大

 

写真 昭和 13年（1938） 万
よろず

町
ちょう

 

巴波川が氾濫し洪水に見舞われた 

 
写真 大平ぶどう団地 

 

 
写真 昭和 30年（1955）蚤の市会場 

 

 

写真 昭和の頃の大通り（室
むろ

町
まち

） 

 

 
写真 昭和 47 年（1972）東北縦貫自動車道開通 
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小のスーパーが出店するなど、平成２年(1990)の百貨店の出店まで町並みにも大きな変化が

起こっている。 

   昭和の終り頃からは、住民と行政の協働により、歴

史的資源を活かしたまちづくりを基本方針として、

歴史的景観のまちづくりが進められ、平成２年

（1990）からアーケードの撤去や建造物の外観の復

元等が 20年以上行われてきた。 

   このまちづくりの結果、活況を呈した時代を象徴

する見世蔵や土蔵等の建物を中心とした歴史的建造

物が数多く残され、こうした歴史資産を観光資源化

し、関東地方では「蔵の街とちぎ」や「小
こ

江
え

戸
ど

とちぎ」

として知られるようになり、平成８年（1996）からは

同じく小江戸と称する埼玉県川
かわ

越
ごえ

市と千葉県香
か

取
とり

市

との交流を図るため、持ち回りで「小江戸サミット」

を開催している。平成 24年（2012）には、市中心部

にある「嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

伝建地区」が県内初の国の「重

要伝統的建造物群保存地区」（以下「重伝建地区」と

いう。）に選定された。 

   また、市南部にある渡良瀬遊水地は、治
ち

水
すい

と利
り

水
すい

を

目的に整備され平成９年（1997）に完成した。現在も

治水の機能を第一として整備され、また、貯水は首都

圏に供給され、首都圏の水がめとして機能している。

内陸部では国内最大級の面積をもつヨシ原
はら

のある湿

地で、世界的に湿地が減少する中で貴重な存在とな

っており、ヨシ原を中心に多くの動植物が生息し、豊

かな生態系が形成され、平成 24年（2012）に渡良瀬

遊水地の約四分の三がラムサール条約登録湿地になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 平成３年（1991）大通り（ 倭
やまと

町
ちょう

） 

 
写真 平成 11 年（1999）大通り（倭町） 

 
写真 渡良瀬遊水地 航空写真 
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(５) 歴史に関わる人物 

   栃木市には、産業や民俗芸能の発展に深く関わる人物がいる。 

 ① 勝
しょう

道
どう

（天平７年（735）～弘仁８年（817）） 

   勝道は、世界的にも有名な観光地、日
にっ

光
こう

を開山した

ことで知られる。父は高
こう

藤
ふじ

介
すけ

で姓は若田と名乗り、下
しも

野
つけ

国
こく

府
ふ

の高
こう

官
かん

であった。母は吉田氏である。 

   長らく子がなく、伊
い

豆
ず

留
る

（現在の栃木地域出
いづ

流
る

町
まち

）

の千
せん

手
じゅ

観
かん

音
のん

菩
ぼ

薩
さつ

に祈願し、子を授かったといわれる。

夫婦の間には「藤
ふじ

糸
いと

」と呼ばれた男の子が生まれた。

天平宝字６年（762）には、下野薬
やく

師
し

寺
じ

にて具
ぐ

足
そく

戒
かい

、

沙
さ

弥
や

戒
かい

を受けて勝道と改名した。天平神護元年（765）

には、市指定文化財（建造物）の本堂と山門のある出
いづ

流
る

山
さん

満
まん

願
がん

寺
じ

を開
かい

基
き

した。延暦元年（782）、男体山に数

度の登頂を試みて成功し、日光を開山した。延暦 14

年（795）に当時の天皇より上
こう

野
ずけ

国
のくに

内の寺院・僧
そう

尼
に

を

統括する僧職に任じられた。弘仁５年（814）、空
くう

海
かい

は

「沙
さ

門
もん

勝道山水を歴
へ

て玄
げん

珠
じゅ

を瑩
みが

く碑
ひ

并
なら

びに序
じょ

」で勝

道の業績を記した。『遍
へん

照
じょう

発
ほっ

揮
き

性
しょう

霊
りょう

集
しゅう

』に収録されている。 

   また、勝道は、城
き

山
やま

の地に華
け

厳
ごん

精
しょう

舎
じゃ

を建
こん

立
りゅう

したといわれ、この精舎は華
け

厳
ごん

寺
じ

と考えられ

ている。伝
でん

来
らい

したといわれる阿
あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

立
りつ

像
ぞう

も残されている。華厳寺はその後明治の初めま

で隆
りゅう

盛
せい

を極めた。 

 

 ② 円
えん

仁
にん

（延暦 13年（794）～貞観６年（864）） 

   円仁は延暦 13年（794）、現在の岩
いわ

舟
ふね

地域下
しも

津
つ

原
ばら

で

生まれたといわれ、９歳から大
だい

慈
じ

寺
じ

の住職広
こう

智
ち

につ

いて修行を積み、15歳で比
ひ

叡
えい

山
ざん

に登って、伝
でん

教
ぎょう

大
だい

師
し

最
さい

澄
ちょう

の弟子となった。平安時代随一の学僧といわ

れ、斉衡元年（854）に第三代天
てん

台
だい

座
ざ

主
す

となり、後に

山
さん

門
もん

派
は

の流
りゅう

祖
そ

とされた。貞観６年（864）に 71歳で

天台宗の総本山である比叡山延
えん

暦
りゃく

寺
じ

で 入
にゅう

寂
じゃく

して

いる。朝廷から慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

という「大師号」を授けた最

初の高
こう

僧
そう

としても知られている。 

   承和３年（836）、42 歳のとき最後の遣
けん

唐
とう

使
し

として

唐
とう

に留学することになり、途中２回の渡
と

航
こう

失敗を重

ね、承和５年（838）、渡
と

海
かい

に成功したが船は全壊する

という経緯を経て唐に到着した。山
さん

東
とう

省
しょう

の赤
せき

山
ざん

法
ほっ

華
け

 

写真 日光輪王寺 勝道上
しょう

人
にん

像 

 
写真 慈覚大師円仁 
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院
いん

や福
ふっ

建
けん

省
しょう

の開
かい

元
げん

寺
じ

、中国仏教三大霊山に数えられる五台山で修業し、唐文化や仏教思想を

学び日本に伝えた。唐を旅した承知５年（838）から約 10年間の旅行記が『入
にっ

唐
とう

求
ぐ

法
ほう

巡
じゅん

礼
れい

行
こう

記
き

』と呼ばれ、その内容は仏教のみならず晩
ばん

唐
とう

の政治・制度・文
ぶん

物
ぶつ

・民俗等に及ぶ貴重な史

料である。また、『入唐求法巡礼行記』はマルコポーロの『東
とう

方
ほう

見
けん

聞
ぶん

録
ろく

』、玄
げん

奘
じょう

三
さん

蔵
ぞう

の『大
だい

唐
とう

西
さい

域
いき

記
き

』とともに旅行記として知られている。 

 

 ③ 皆
みな

川
がわ

広
ひろ

照
てる

（天文 17年（1548）～寛永 4年（1627）） 

   皆川広照は天正 18 年（1590）、豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

の小
お

田
だ

原
わら

攻めの際に後
ご

北
ほう

条
じょう

氏
し

に与
くみ

したが、小田原城の落城前

に豊臣秀吉の傘
さん

下
か

となり、関ヶ原の戦い後、慶長８年

（1603）には徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

から松
まつ

平
だいら

忠
ただ

輝
てる

の付
つけ

家
が

老
ろう

として

信
しな

濃
の

国
のくに

飯
いい

山
やま

藩４万石
ごく

に封じられた。慶長 14年（1609）

には忠輝との対立から領地や城を没収されたが、再

び常
ひた

陸
ち

国
のくに

府
ふ

中
ちゅう

藩１万石の領主に任じられ、隠
いん

居
きょ

後

も家
いえ

光
みつ

の相談役として仕え、寛永４年（1627）80 歳

で生涯を終えた。 

 

 

 

 ④ 田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

（天保 12年（1841）～大正２年（1913）） 

   田中正造は、天保 12年（1841）、安蘇
あ そ

郡小
こ

中
なか

村（佐
さ

野
の

市）に生まれた。栃木県会議員、栃木県会議長をつ

とめ、明治 23 年（1890）の第１回衆議院議員選挙

に当選し、代議士時代には、明治 24年（1891）の第

２回帝国議会で鉱毒被害に関する質問書の提出をは

じめ、足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

の鉱毒問題に取組んだ。明治 34 年

（1901）には、代議士を辞職後、鉱毒被害の惨
さん

状
じょう

と

被害民の救済を訴
うった

えるため明治天皇に直
じき

訴
そ

を試
こころ

み

たが、失敗した。 

   その後は、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

の遊
ゆう

水
すい

地
ち

計画の反対運動に尽
じん

力
りょく

し、谷
や

中
なか

村
むら

に移住し村民とともに村を守るために

闘い、村内では破
は

堤
てい

所
じょ

を 修
しゅう

築
ちく

して村民の生活を守

り、村外では在京谷中土地所有者及び旧友とともに

議会や裁判で当局の不当を訴えつつ、専
もっぱ

ら谷中村の

復活を要望して日
にち

夜
や

奔
ほん

走
そう

し、大正２年（1913）９月４日、73歳の生涯を閉じた。 

 

 
写真 皆川広照肖像 

 
写真 田中正造像 
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 ⑤ 山
やま

本
もと

有
ゆう

三
ぞう

（明治 20年（1887）～昭和 49年（1974）） 

   山本有三（本名山本勇造）は明治 20年（1887）栃

木町に生まれた。 

   幼い頃から尚
しょう

学
がく

の精神が旺
おう

盛
せい

で、幾
いく

多
た

の苦難を乗

り越え、東京帝国大学（現在の東京大学）独文学科を

卒業し、戯
ぎ

曲
きょく

作家として文
ぶん

壇
だん

に登場した。 

   新聞の連載小説で多くの読者の心をつかみ、特に

小説『路
ろ

傍
ぼう

の石』は何度も映画化され、青少年に多大

な影響を与えて今日に至っている。また、第二次世界

大戦後の第１回参議院選挙に当選し、日本国憲法の

口語化や文化財保護法の新立法化など文化国家の建

設、推進にあたり政治家としても活躍した。さらに、

次世代の子ども達の教育面にも意を用い、小学校や

中学校の国語の教科書編
へん

纂
さん

にも携わり、有三の精神

は学校教育の現場でも活かされている。昭和 35年（1960）栃木市名誉市民に推挙
すいきょ

され、昭和

40年（1965）には第 25回文化勲章を受章した。近
きん

龍
りゅう

寺
じ

に墓所があり、毎年１月 11日に法要
ほうよう

が営まれている（一一一忌）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 山本有三 
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４ 文化財等の分布状況 

   栃木市には、令和２年（2020）２月１日現在で、300 件の国県市の指定等文化財がある。

その内訳は、国指定文化財が６件、重伝建地区が１箇所、県指定文化財が 41件、市指定文化

財が 198件、国の登録有形文化財が 54件となっている。 

 

 

表 栃木市指定等文化財件数一覧 

種類 
国 県 市 

計 
指定・選定 登録 指定 指定 

有形文化財 

建造物 １ 54 ６ 21 82 

絵画 ０ ０ ９ 13 22 

彫刻 １ ０ 10 32 43 

工芸品 ０ ０ ７ ８ 15 

書跡・典籍 ０ ０ １ ４ ５ 

古文書 ０ ０ ０ ２ ２ 

考古資料 ２ ０ ０ 16 18 

歴史資料 ０ ０ ４ 16 20 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 ０ ０ １ 10 11 

無形の民俗文化財 ０ ０ １ 13 14 

記念物 
遺跡 ２ ０ ２ 41 45 

動物・植物・地質鉱物 ０ ０ ０ 22 22 

伝統的建造物群 １ ０ ０ ０ １ 

計 ７ 54 41 198 300 

  令和２年（2020）２月１日現在 
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(１) 国指定等文化財 

   国指定文化財は６件あり、建造物１件、彫刻１件、考古資料２件、遺跡２件となっている。 

   また、重伝建地区が１箇所となっている。 

   さらに、建造物を対象として、54件が国の登録有形文化財とされている。 

 

 
図 国指定等文化財位置図 

    注：「栃木県藤岡神社遺跡出土品」は市外に所在する。 
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図 登録有形文化財位置図（国指定等文化財位置図の拡大図） 
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 ① 村
むら

檜
ひ

神社本殿（建造物） 

   本殿は天文 22年（1553）に建てられ、県内でも珍

しい三
さん

間
げん

社
しゃ

春
かす

日
が

造
づくり

、屋根は檜
ひわ

皮
だ

葺
ぶき

である。小
お

野
の

寺
でら

保
ほ

領主の小野寺氏、唐
から

沢
さわ

山
やま

城主の佐
さ

野
の

氏等が造営にあ

たったといわれる。由来は平安時代まで 遡
さかのぼ

り神社

の敷地から出土した遺物の文字瓦は第三代天
てん

台
だい

座
ざ

主
す

円
えん

仁
にん

を輩出した隣接の大
だい

慈
じ

寺
じ

との関連性が窺
うかが

える。

境内には杉の大木や植物が自生して希少生物も生息

し、これらは市指定文化財（村檜神社社
しゃ

叢
そう

）となって

おり、本殿とともに厳
おごそ

かな神域となっている。 

 

 ② 鉄
てつ

造
ぞう

薬
やく

師
し

如
にょ

来
らい

坐
ざ

像
ぞう

（彫刻） 

   鎌倉時代の作で、背面に建治３年（1277）の陽
よう

鋳
ちゅう

された

銘
めい

文
ぶん

があり、施主、勧
かん

進
じん

した僧
そう

侶
りょ

、檀
だん

那
な

が記されるが、作

者は不明である。陽鋳された銘文から河
かわ

内
ち

国
のくに

丹
たん

南
なん

郡
ぐん

を本

拠とする鎌倉大仏を鋳
ちゅう

造
ぞう

した丹治氏が鋳
い

物
も

師
じ

として関与

したと考えられる。鋳
ちゅう

鉄
てつ

造で、像の高さは 90.0cm、厚 1.5cm

であり、ごく一部に漆
うるし

が残り、漆の上に金箔を重ねてい

る。 

   台座も鋳鉄造で、彩
さい

色
しき

され、四
し

重
じゅう

蓮
れん

華
げ

座
ざ

、高さ 51.0cm

である。陽鋳の銘文があり野
や

州
しゅう

天
てん

明
みょう

大工によって元文５

年（1740）に製作されたことが記される。 

   光
こう

背
はい

は後世に補われたものである。 

   同様の鉄造の仏教遺物が宇
う

都
つ

宮
のみや

氏の領土に多く分布し

ていることから、同氏の関与が窺える。 

 

 ③ 下
しも

野
つけ

七
なな

廻
まわ

り鏡
かがみ

塚
づか

古
こ

墳
ふん

出土遺物（考古資料） 

   七廻り鏡塚古墳は昭和 44年（1969）に宅地造成中に発掘

された円墳である。巨大な桧
ひのき

材
ざい

の舟
ふな

形
がた

木
もっ

棺
かん

と組み合わせ

式箱
はこ

形
がた

木
もっ

棺
かん

が地下水の湧く状態で発見され、中から木装大
た

刀
ち

２振や黒
くろ

漆
うるし

塗
ぬり

弓
ゆみ

２張、鉾
ほこ

１口、鉄
てつ

鏃
ぞく

88本、鏑
かぶら

矢
や

６本、

革紐付の靫
ゆぎ

、竪
たて

櫛
ぐし

や毛織首飾り、馬具等が出土し、特に木・

革製品の遺存状態が非常に良好であったため当時の歴史的

発見となった。特に木装大刀は三
み

輪
わ

玉
だま

が付属する１振があ

り、刀と鞘
さや

の構造が分かる資料である。構築時期は６世紀

中頃と考えられている。 

 
写真 村檜神社本殿 

 
写真 鉄造薬師如来坐像 

 
写真 七廻り鏡塚古墳舟形木棺出土状況 



第１章 栃木市の歴史的風致形成の背景 

49 

 ④ 栃木県藤
ふじ

岡
おか

神
じん

社
じゃ

遺跡出土品（考古資料） 

   藤岡神社遺跡で平成３年（1991）か

ら４年間発掘調査が行われた結果、縄

文時代の集落と多数の出土品が発見

された。出土品の中でも、縄文時代後

期から晩期（約４千年から２千６百年

前）にかけての土器・土製品（土
ど

偶
ぐう

、

動物型土製品等）829点、石器・石製品（石
せっ

剣
けん

、石
せっ

冠
かん

等）408点、骨
こっ

角
かく

・牙
きば

・貝製品（垂
たれ

飾
かざり

、

貝
かい

輪
わ

等）７点の合計 1,244点が国の指定を受けている。また、これらの出土品は、系統的に

製作されたものであり、縄文時代の精神文化や生活の様
よう

相
そう

を知る上で貴重とされた。土製品

のうち犬形土製品については、同遺跡内の埋葬された犬
いぬ

頭
とう

骨
こつ

とともに、日本の犬の系統と人

との関係について注目されている。 

 

 ⑤ 吾
あ

妻
づま

古墳（遺跡） 

   全長 128ｍの栃木県最大の前方後円墳である。埋葬施設は、前方部中央に横穴式石
せき

室
しつ

があ

る。奥
おく

壁
へき

、側
そく

壁
へき

は閃
せん

緑
りょく

岩
がん

の一枚石、玄
げん

門
もん

（入口）は凝
ぎょう

灰
かい

岩
がん

を加工した石で、玄
げん

室
しつ

（遺体を

おく部屋）の前面の側壁は川原石を積み、羨
せん

門
もん

（石室の前の入口）は凝灰岩からなる。墳
ふん

丘
きゅう

一段目が広く、凝灰岩を加工して造られた石室を持つ。栃木県南部の古墳時代後期の古墳で

基
き

壇
だん

を持ち石室が前方部にあり切石を使用する「下
しも

野
つけ

型古墳」であり、規模と特徴からその

完成型と考えられている。主体部前面から桂
けい

甲
こう

小
こ

札
ざね

（鎧
よろい

）、形
けい

象
しょう

埴
はに

輪
わ

、円
えん

筒
とう

埴輪等が出土し

た。銀
ぎん

装
そう

刀
とう

子
す

や銀
ぎん

片
ぺん

も出土し、銀装の被葬者像が想定できる。構築時期は６世紀後半と考え

られている。 

 

 
図 吾妻古墳墳丘平面図 

 
写真 藤岡神社遺跡出土動物型土製品 
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 ⑥ 下野国
こく

庁
ちょう

跡（遺跡） 

   昭和 54年（1979）の発掘調査により発見された。

国
こく

府
ふ

の中心である国庁域は方
ほう

１町
ちょう

（約 108ｍ）の四

方の囲いの範囲で、板
いた

塀
べい

と区画溝によって囲まれる。

南中央に南門があり、中心部には前
ぜん

殿
でん

、東西には南北

に長い東脇
わき

殿
でん

、西脇殿があった。現状は宮
みや

野
の

辺
べ

神社敷

地だが、前殿の北には正
せい

殿
でん

があったと考えられてい

る。調査結果から８世紀前半から 10世紀前葉まで存

続し、少なくとも４回の建て替えがあることが判明した。西脇殿の西側から木
もっ

簡
かん

屑
くず

と焼
しょう

土
ど

が

出土し、延暦９・10 年（790・791）の年号が記され、建て替えに係る焼失年代も確定した。

『将
しょう

門
もん

記
き

（平安時代中期頃成立）』には 平
たいらの

将
まさ

門
かど

の軍が下野国府周囲で布
ふ

陣
じん

する姿が記され

ている。律
りつ

令
りょう

制下の地方統制の中核として設置された役所で、奈良、平安時代を通して政

治・軍事・経済・交易を集約する一大拠点であった。平成６年（1994）に前殿を復元し、平

成８年（1996）には「下野国庁跡資料館」を開設した。 

 

 ⑦ 栃木市嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

（伝統的建造物群） 

   嘉右衛門町伝建地区の面積は約 9.6ha で、伝統的

建造物（建築物）が 92件、伝統的建造物（工作物）

が 36件、環境物件（伝統的建造物と景観上密接な関

係にある樹木、庭園等を特定したもの）が５件であ

る。天正年間（1573～1592）に岡
おか

田
だ

嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

が新田開

発したとされ、嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

新
しん

田
でん

村
むら

といわれた。元禄２年

（1689）には畠
はたけ

山
やま

氏の陣
じん

屋
や

が置かれ、岡田家は嘉右

衛門を代々襲
しゅう

名
めい

し畠山領内の惣
そう

代
だい

名
な

主
ぬし

を務めた。 

   南北に巴
うず

波
ま

川
がわ

と日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

が通り、街道沿いの敷地割りとともに、江戸末期から近代

にかけ在
ざい

郷
ごう

町
まち

として繁栄した蔵造りの見
み

世
せ

蔵
ぐら

や土
ど

蔵
ぞう

、真壁造りや洋風の店舗が残り、変化の

ある町並みを形成している。 

 

 ⑧ 登録有形文化財（建造物） 

 ア 旧足
あし

利
かが

銀行栃木支店 

   足利銀行栃木支店として使用されていた建物で、

昭和９年（1934）に建設された。切
きり

妻
づま

造鉄板葺の周囲

に低い壁を立ち上げ、外観を平らな屋根に見せた比

較的小規模な建物であり、典型的な昭和初期の銀行

建築として貴重である。 

 

 
写真 下野国庁跡前殿（復元） 

 
写真 嘉右衛門町伝建地区 

 
写真 旧足利銀行栃木支店 
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 イ 栃木高校記念館（旧栃木尋常中学校栃木分校本館）・講堂・記念図書館 

   記念館は明治 29年（1896）の建築で、栃木尋常中

学校の栃木分校として創立された。大正７年（1918）

の陸軍特別大演習の際に大正天皇の行
あん

在
ざい

所
しょ

となっ

た。木造二階建、寄
よせ

棟
むね

造桟
さん

瓦
がわら

葺
ぶき

で、正面中央に玄関

部分を張り出し、外壁は下
した

見
み

板
いた

張
ば

りペンキ塗とし、規

則的に上げ下げ窓を並べただけの比較的質素な建物

である。一階内部は職員室や校長室、事務室など、旧

本館時代の機能を留めるが、二階は大正天皇の行在

所となった当時の施設（御
ご

座
ざ

所
しょ

や浴室）がそのまま保存されている。明治期の典型的な中学

校建築であるとともに、明治・大正期の行在所の実態を知る貴重な建物である。明治 43 年

（1910）には講堂、大正３年（1914）には記念図書館が建築された。 

 

  
写真 栃木高校講堂 写真 栃木高校記念図書館 

 

 ウ 関
せき

根
ね

家住宅店舗・主
おも

屋
や

・文
ぶん

庫
こ

蔵
ぐら

 

   関根家は江戸末期頃から煙草の卸売商を営み、明

治初期からは「栃木煙草売
うり

捌
べつ

組合」として昭和４年

（1929）まで存続した。洋館（店舗）の奥には通り庭

形式の住居（主屋）が続き、その奥に土蔵（文庫蔵）

がある。洋館は、大正 11年（1922）に建設されたが、

土蔵はそれよりは古く、江戸末期（推定）である。洋

館は鉄筋コンクリート造二階建、屋根の骨組みは木

造で、切妻造桟瓦葺の屋根が架けられている。 

 

 

 

 

 

 
写真 栃木高校記念館 

 
写真 関根家住宅店舗 



第１章 栃木市の歴史的風致形成の背景 

52 

 エ 好
こう

古
こ

壱
いち

番
ばん

館
かん

（旧安
あ

達
だち

呉服店店舗） 

   元は呉服商の店舗（洋館）で大正 12年（1923）に

建設された。木造二階建で、一階正面をポーチ状に張

出し、銅
どう

板
ばん

葺
ぶき

の二段の勾配で四方向に傾斜する屋根

を架け、屋根窓を設ける。柱や扁
へん

平
ぺい

アーチ部に石貼し

て石造風に仕上げるなど、大正期の意匠を良く表現

している。 

 

 オ 綿
わた

忠
ちゅう

はきもの店店舗 

   小
こ

屋
や

梁
ばり

（中
なか

引
びき

梁
はり

）の墨
ぼく

書
しょ

から安政３年（1856）の建

築であることが知られる。全体的に小規模ながらも

古い形式を留めており、通りに面して引き戸を用い

た庇
ひさし

付きの小窓を二つ並べ、屋根の装飾も控え目な

見世蔵である。 

 

 カ 山
やま

本
もと

有
ゆう

三
ぞう

ふるさと記念館南棟・北棟 

   ２棟の見世蔵が一つの屋根の下に並ぶ。建築年代

は確定できないが、２棟の見世蔵が同時に建設され

たものではないことは、軒
のき

先
さき

の意
い

匠
しょう

や窓の形式が異

なることからも明らかである。見世蔵はどちらも二

階建、桟瓦葺、切妻造平
ひら

入
いり

で下
げ

屋
や

庇
びさし

を設けている。 

 

 キ 佐
さ

藤
とう

家住宅店舗 

   切妻造平入の二階建で正面に下屋庇を設ける。外

壁は黒漆
しっ

喰
くい

塗で、正面二階窓はやや縦長であるが、南

妻
つま

面
めん

にも窓を設ける。全体に天井が高く、開口部も多

くなっており、明治中期の建設と推定されている。 

 

 ク 大
おお

島
しま

肥料店店舗 

   小屋裏の棟札から明治 15年（1882）の建設である

ことが分かる。桟瓦葺の二階建で、通りに面して下屋

庇を出し、正面は左右に小さな角窓を設ける。外面は

土蔵造り漆喰仕上げで軒には鉢
はち

巻
まき

（軒下を厚く塗っ

た部分）を廻
めぐ

らせている。 

 

 

 
写真 好古壱番館（旧安達呉服店店舗） 

 
写真 綿忠はきもの店店舗 

 
写真 山本有三ふるさと記念館南棟・北棟 

 
写真 佐藤家住宅店舗 

 
写真 大島肥料店店舗 
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(２) 県指定文化財 

   県指定文化財は 41 件あり、建造物６件、絵画９件、彫刻 10 件、工芸品７件、書跡１件、

歴史資料４件、有形の民俗文化財１件、無形の民俗文化財１件、遺跡２件が指定を受けてい

る。 

 

 
図 県指定文化財位置図 

    注：「絹本著色 虚空蔵曼茶羅図」は市外に所在する。 

    注：所有者の都合等により公表していないものが２件ある。 
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 ① 古
こ

久
く

磯
いそ

提
ちょう

灯
ちん

店
てん

見世蔵（建造物） 

   小屋梁に弘化２年（1845）の墨書が確認でき、現存

する見世蔵の中でも古い時期の建造である。通りに

面して前面に下屋庇を設け、黒漆喰の外壁で、二階窓

は引き戸である。内部も当時の状態を保っており、北

半分は帳
ちょう

場
ば

である。東側の背面には中央に両引戸が

残る。二階は２室の座敷が通りに面して並んでおり、

南側の１室に床の間が付く。古い時期の見世蔵とし

て典型的な構造と手法で造られ、見世蔵という建築

構造の完成度が高かったことが窺える。古久磯店は、本店から独立した後、明治末期以降に

栃木地域万
よろず

町
ちょう

内で提灯店を営んでおり、大正年間（1912～1926）よりこの場所にて営業し

た。 

   現在は「とちぎ歌
うた

麿
まろ

館
かん

」として美術作品等の簡易展示が行われている。 

 

 ② 田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

に関わる遺品と墨
ぼく

跡
せき

（歴史資料） 

   明治 34 年（1901）に、足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

鉱毒事件を明治天皇へ直
じき

訴
そ

した田中

正造に関わる遺品１件と墨跡３件の歴史資料である。田中正造は天皇直

訴後、明治 37 年（1904）から谷
や

中
なか

村
むら

（現在の渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

内）に居住

し、遊水地計画の反対運動に尽
じん

力
りょく

し、大正２年（1913）支援者まわりの

途中に死去した。栃木市内では正造に関する遺品と墨跡が藤岡地域に所

在しており、同氏の影響の高さが窺える。同様の墨跡や資料は佐野市や

宇都宮市にもある。 

 

 ③ とちぎの山
だ

車
し

（有形の民俗文化財） 

   とちぎの山車は江戸型人形山車であり、万町一丁

目・二丁目・三丁目、倭
やまと

町
ちょう

二丁目・三丁目、室
むろ

町
まち

の

山車が指定されている。江戸型人形山車は三層から

なり、最上部が人形、二層目が上
じょう

段
だん

幕
まく

にかこまれた

枠、そして最下部は見
み

送
おくり

幕
まく

にかこまれた枠である。 

 

 ④ 木
き

の杖
じょう

術
じゅつ

（無形の民俗文化財） 

   木の杖術は都
つ

賀
が

地域木地区に伝わる祭礼である。

木
き

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

の氏子が小
こ

天
てん

狗
ぐ

流
りゅう

杖術を隔年で同社へ奉

納し、杖
つえ

と太
た

刀
ち

の打ち合いの演
えん

舞
ぶ

が行われる。中学校

の文化祭で生徒による杖術の発表があり、保存と普

及活動が継続的に行われている。 

 
写真 古久磯提灯店見世蔵 

 
写真 田中正造墨跡（個人蔵） 

 
写真 とちぎの山車 

 
写真 木の杖術 
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(３) 市指定文化財 

   市指定文化財は 198 件あり、建造物 21 件、絵画 13 件、彫刻 32 件、工芸品８件、書跡４

件、古文書２件、考古資料 16件、歴史資料 16件、有形の民俗文化財 10件、無形の民俗文化

財 13件、遺跡 41件、動物・植物・地質鉱物 22件が指定を受けている。 

 

 
図 市指定文化財位置図（建造物、美術工芸品） 

    注：「田﨑草雲紙本墨画淡彩『農家団欒図』」、「田﨑草雲紙本墨画淡彩『鍾馗の図』」 

      「徳川秀忠黒印状」「藤田信吉知行宛行状」「西方綱吉官途状（渡辺四郎兵衛あて）」 

      「西方綱吉官途状（中新井主水丞あて）」「宇都宮国綱書状」は市外に所在する。 

    注：所有者の都合等により公表していないものが２件ある。 
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図 市指定文化財位置図（有形の民俗文化財、無形の民俗文化財） 
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図 市指定文化財位置図（遺跡、動物・植物・地質鉱物） 
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 ① 旧栃木町役場庁舎（建造物） 

   大正 10年（1921）に栃木町役場庁舎として建設さ

れ、昭和 12年（1937）市制施行以来、市庁舎として

使用されていた。木造二階建の洋風建築で、屋根の上

に小
しょう

塔
とう

をのせる。大きな改変がなく当時の設計図も

残されており、典型的な大正期の公共建築である。平

成 26年（2014）に庁舎が移転したため、現在は使用

されていない。 

 

 ② 栃木病院（建造物） 

   栃木病院は大正２年（1913）に建造された洋風建築

である。木造二階建で、外壁は木造の骨組みを現すハ

ーフティンバー（木骨形式）で装飾的な骨組みの曲線

を強調している。一階は板張りペンキ塗、二階は漆喰

塗である。正面中央は吹き放ちのベランダとし、左右

非対称の屋根となっており、変化に富んだ軽快な外

観である。 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 善
ぜん

野
の

家土蔵（通称おたすけ蔵）（建造物） 

   善野家は元禄 12年（1699）以降、栃木に存続した

旧家で、「釜
かま

佐
さ

」の名で知られる。土蔵は東蔵、中蔵、

西蔵の３棟の質
しち

蔵
ぐら

であり、内部各所の墨書から、東蔵

が文化年間（1804～1818）初期、中蔵が天保２年

（1831）以前、西蔵は天保 11年（1840）の建築であ

ることが確認できる。西蔵が最も大きく、奥行きが２

間ほど広くなる。すべて二階建で黒漆喰塗であり、前

面に３棟を繋ぐ庇を設ける。屋根上の装飾も大きく、

大規模で良好な造りで、３棟が連続して並ぶ様子は重厚な歴史を感じさせる。 

   「おたすけ蔵」の名称は、江戸時代末期に困
こん

窮
きゅう

人救済のため多くの銭や米を放出したこと

に由来するとも、また失業対策事業として蔵の新築を行ったためともいわれている。 

 
写真 旧栃木町役場庁舎 

 
写真 栃木病院 

 
写真 善野家土蔵 
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   内部改修を行い、平成 15年（2003）から令和３年（2021）３月まで「とちぎ蔵の街美術館」

として建造物の公開と、美術作品の展示に活用された。 

 

 ④ 大
おお

宮
みや

神社の獅
し

子
し

舞
まい

（無形の民俗文化財） 

   大宮神社の獅子舞は江戸時代に始まったとされ、

11月の秋の大祭にて奉納される。以前の秋の大祭は、

旧暦９月 29 日に行われていた。舞の種類は 12 通り

あり、雄
お

獅
じ

子
し

、雌
め

獅
じ

子
し

、子
こ

獅
じ

子
し

、日
にっ

天
てん

、月
がっ

天
てん

の役の５

人で行い、笛と太鼓を鳴らして舞を行う。拝殿の西側

と東側、竜神前と愛
あた

宕
ご

社
しゃ

前で４回の本舞を行う。 

 

 

 ⑤ 富
とみ

田
だ

節
ぶし

（無形の民俗文化財） 

   富田節は大
おお

平
ひら

地域富
とみ

田
だ

地区で江戸時代に生まれ

た。同地区には富
とみ

田
だ

宿
じゅく

があり日光例幣使街道が南北

に延びる。第二次世界大戦後に衰
すい

退
たい

したが、昭和 52

年（1977）に保存会が発足し継承された。囃
はや

し唄
うた

とく

どき唄の二種類があり、囃し唄は随時その場の雰囲

気で合わせて区切り、人の一生を唄う内容で踊り手

全員が唄う。くどき唄は、京都大阪を舞台にしたお

吉・清三の悲
ひ

恋
れん

を唄う内容である。道具は四
よん

斗
と

樽
だる

、大

太鼓、鉦
しょう

、笛で、衣装は浴衣、襦
じゅ

袢
ばん

、まわし、手
てっ

甲
こう

である。 

 

 ⑥ 新
あらい

の神
かん

田
だ

五
ご

段
だん

囃
ばや

子
し

（無形の民俗文化財） 

   新の神田五段囃子は「ひょっとこ囃子」と呼ばれ、

江戸末期頃から伝承された。第二次世界大戦後に衰

退したが、昭和 54年（1979）に「新ひょっとこ囃子

保存会」が発足し継承された。神田囃子の流れを組む

小
こ

松
まつ

流
りゅう

五段囃子で、演奏に合わせてひょっとことお

かめ、その他の仮面を被った者が農民の働く姿を滑
こっ

稽
けい

な仕
し

草
ぐさ

で舞い踊る。演奏譜
ふ

曲
きょく

はすべて口
く

伝
でん

で、囃

子、踊りともに熟練を要する。 

 

 

 

 

 
写真 大宮神社の獅子舞 

 
写真 富田節 

 
写真 新の神田五段囃子 
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(４) 主な未指定文化財 

 

 
図 主な未指定文化財位置図 

 

 

 

②イ 小倉堰 

①ア 近津神社本殿 

③オ 西方地域本郷出土石棒 

④イ 流鏑馬奉納 大神神社 

④イ 流鏑馬奉納 東宮神社 

③ア 西方城址、二条城址 

③イ 星野遺跡及び出土品、採集品 

①イ おおひら郷土資料館（白石家戸長屋敷）主屋、離れ、土蔵群 

④ア 高勝寺彼岸会 

①ウ 岩舟石の資料館 

①エ 古澤邸 

②ア 旧谷中村合同慰霊碑 

③エ 大前製鉄遺跡群 

③ウ 三毳山麓窯跡群 

建造物 

近代化遺産、土木遺産 

遺跡、有形文化財 

祭・行事 
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 ① 歴史的価値の高い建造物 

 ア 近
ちか

津
つ

神社本殿 

   近津神社は西
にし

方
かた

地域にあり、村の総鎮
ちん

守
じゅ

社である。

本殿は三
さん

間
げん

社
しゃ

流
ながれ

造
づくり

である。拝殿は昭和 35年（1960）

に改築、本殿は昭和 62年（1987）に解体・彩色修理

と曳
ひき

家
や

が行われている。万治元年（1658）の建築とい

われ、改修時に文化 13年（1816）の墨書が見つかっ

ている。奉納された扁
へん

額
がく

には貞享４年（1687）、鉦
しょう

に

は元禄９年（1696）の銘がある。大
おお

沢
さわ

田
だ

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

は本

神社に奉納されている。当地域の信仰と歴史を知る

上で重要な建造物である。 

 

 

 イ おおひら郷土資料館（白
しら

石
いし

家
け

戸
こ

長
ちょう

屋
や

敷
しき

）主屋、離れ、土蔵群 

   おおひら郷土資料館は文政年間（1818～1830）の建

築といわれる。茅
かや

葺
ぶき

の主屋、離れ、長
なが

屋
や

門
もん

の他、６棟

の土蔵が建ち並ぶ。主屋の玄関部と離れ、裏の蔵は瓦

葺漆喰止めを施す。大正７年（1918）の陸軍特別大演

習で秩
ちち

父
ぶの

宮
みや

の宿となった。昭和 41年（1966）に「栃

木県緊急民家調査対象家屋」に指定され、昭和 56年

（1981）に旧家保全事業として長屋門と蔵が修復さ

れた。白石家は江戸時代には名主、明治初期には戸長

を務めた名家である。主屋には書
しょ

院
いん

造
づくり

の客間があり、格式を伝える。現在は郷土資料館とし

て活用されており、旧名家の歴史と文化を伝える重要な建造物である。 

 

 ウ 岩
いわ

舟
ふね

石
いし

の資料館 

   岩舟石の資料館は昭和６～７年（1931～1932）にか

けて建築された洋館風の建物である。昭和初期の不

況は深刻で、石
いし

工
く

の細
さい

工
く

技術の保存と救済を目的と

して建てられた。二階建で切り出した安
あん

山
ざん

岩
がん

質
しつ

角
かく

礫
れき

凝
ぎょう

灰
かい

岩
がん

（通称岩舟石）を内装、外装に使用する。石

表面にはノミ痕
こん

が筋状に見られ、切石を連ねること

で線状に見える装飾効果を得ている。古墳時代から

利用された石材である岩舟石が現代も利用されており、廃坑となった砕
さい

石
せき

場
じょう

とともに地域

に産出する石材の歴史が分かる重要な建造物である。 

 

 
写真 近津神社本殿 

 
写真 おおひら郷土資料館 主屋 

 
写真 岩舟石の資料館 
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 エ 古
ふる

澤
さわ

邸 

   古澤邸は移築された住宅で、当時蚕
さん

種
しゅ

商
しょう

を営んで

いたが、明治 39年（1906）河川法適用による旧谷中

村の廃村後、明治 41年（1908）に現在の地へ曳家を

行い移住した。明治 12年（1879）の建築と伝えられ

ている。当時の当主は移住後も桑
くわ

畑
はた

の租
そ

借
しゃく

や養
よう

鯉
り

の

請
せい

願
がん

を行った記録が残され、衰退した谷中村住民や

新規移住者に仕事を用意しようとした意図が窺え

る。曳家の際の写真も残っており、当時の農村の建築

技術と谷中村の歴史を伝える重要な建造物である。 

 

 ② 歴史的価値の高い近代化遺産、土木施設 

 ア 旧谷中村合同慰
い

霊
れい

碑
ひ

 

   旧谷中村内に点在していた墓
ぼ

石
せき

、野
の

仏
ぼとけ

があること

が明らかとなり、長年の調整を経て昭和 45年（1970）、

「旧谷中村合同慰霊碑建設促進協議会」が発足し、昭

和 48年（1973）に旧谷中村内に点在していた墓石、

野仏を１箇所に集めて合同慰霊碑を設立した。合同

慰霊碑には旧谷中村住人の先祖や工事中の殉
じゅん

職
しょく

者
しゃ

も含まれ、当時の県知事の書が記される。集められた

野仏には、延宝４年（1676）から嘉永２年（1849）までの青
しょう

面
めん

金
こん

剛
ごう

が描かれる庚
こう

申
しん

塔
とう

や、十
じゅう

九
く

夜
や

塔
とう

、馬頭観音塔、念仏塔等 55基が確認できる。近世の信仰、遊水地化による近現代の歴

史が一堂に会する重要な場所である。 

 

 イ 小
お

倉
ぐら

堰
ぜき

 

   小倉堰は西方地域の北端に位置し、西方地域と都

賀地域の一部にわたる灌
かん

漑
がい

用水と防火用水、生活用

水を供給する 思
おもい

川
がわ

の取
しゅ

水
すい

堰
ぜき

で慶長年間（1596～

1615）に造られたといわれ、江戸時代には名主や百姓

によって維持管理されていた。昭和６年（1931）には

三連巻
まき

上
あげ

樋
ひ

門
もん

と樋
ひ

管
かん

を改修し、昭和 29年（1954）に

は井
い

堰
ぜき

と仮
かり

堰
ぜき

の固定堰化、土砂吐
と

樋
ひ

門
もん

、魚
ぎょ

道
どう

工事を行

った。昭和 53年（1978）には洪水で流された堰
せき

体
たい

下部の改修を行った。江戸時代以降、連
れん

綿
めん

と維持管理と改修を行っており、水利によって地域組織の構造と歴史に多大な影響を与えた

遺産である。 

 

 
写真 古澤邸 

 
写真 旧谷中村合同慰霊碑 

 
写真 小倉堰 
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 ③ 歴史的価値の高い遺跡、有形文化財 

 ア 西
にし

方
かた

城
じょう

址
あと

、二
に

条
じょう

城
じょう

址
あと

 

   西方城址と二条城址は中世、近世初頭の山
やま

城
じろ

と陣

屋である。西方城址は南北に延びる尾根上の曲
くる

輪
わ

（城

の人工的な平坦面）と東西に曲輪を持ち、十字形の広

がりを持つ。二条城址は丘陵頂部に主
しゅ

郭
かく

を置き、西側

尾根筋に二重の堀を配している。両城址は現在も堀

や土塁が良好に残されている。西方城の城主は宇都

宮氏一族の西方氏で、文献史料上戦国時代末期から

確認できる。宇都宮氏側の勢力として最前線に位置した。二条城は江戸時代になり新たな領

主となった藤
ふじ

田
た

信
のぶ

吉
よし

が築いた陣屋と考えられている。中世後期から近世初頭の地方城郭とし

ての姿が残され今後調査が望まれる重要遺跡である。 

 

 イ 星
ほし

野
の

遺跡及び出土品、採集品 

   星野遺跡は旧石器時代から縄文時代の遺跡であ

り、昭和 40年（1965）、地元の住民が採集した石核
せっかく

が

きっかけとなり、東北大学の調査が行われた。５次調

査まで実施され、13 層の文化層が確認された。当初

は前期旧石器時代の可能性が示されたが、石器の技

術系統、土層の年代等については議論がある。栃木市

は平成 10・11年（1998・1999）、「星野遺跡地層たん

けん館」と「星野遺跡憩いの森」を整備し、遺跡と出

土品の重要性について普及を図った。国内の旧石器時代に関連する学問的重要度が高い遺跡

と資料である。 

 

 ウ 三
み

毳
かも

山
さん

麓
ろく

窯
よう

跡
せき

群
ぐん

 

   三毳山麓窯跡群は栃木市と佐野市に 跨
またが

る三
み

毳
かも

山
やま

周辺に分布する古代瓦、須
す

恵
え

器
き

の窯跡である。７世紀

後半には生産が開始され、９世紀まで続いたと考え

られている。製作技術系統から群馬県西部の影響を

受けたと考えられている。８世紀には国府、国
こく

分
ぶん

寺
じ

、

国
こく

分
ぶん

尼
に

寺
じ

に瓦を供給しており、国府による統治の強

い影響下にあったと考えられている。また、県内の益
まし

子
こ

窯跡群や宇都宮窯跡群に技術、形態的影響を与えたことが判明している。数多くの窯跡が

残され、当時の技術のみならず奈良平安時代の地方体制や、支配層の経済基盤、近隣の大慈

寺など、仏教との関わりが推測されている重要な遺跡である。 

 
写真 西方城址、二条城址 

 
写真 星野遺跡出土品、採集品展示 

 
写真 三毳山麓窯跡群 
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 エ 大
おお

前
まえ

製
せい

鉄
てつ

遺
い

跡
せき

群
ぐん

 

   大前製鉄遺跡群は製鉄炉の遺跡群で、河川に浸食

された台地の谷に造営され、東西約２㎞、南北約４㎞

の範囲に総数 22地点に分布する。採集品から製
せい

錬
れん

炉
ろ

で素材鉄を生産したと考えられ、操業時期は９世紀

前半から 10世紀中葉と考えられている。 

   同地域の後
ご

藤
とう

南
みなみ

遺跡からは鉄鍋の鋳
い

型
がた

が、藤
ふじ

ケ
が

丘
おか

遺跡群では鍛
か

冶
じ

滓
さい

付着須恵器が出土し、製錬から加

工までを行った可能性が指摘されている。百
どう

目
め

貫
き

遺跡では２×７間の長い掘
ほっ

立
たて

柱
ばしら

建物が発

見され、地域権力層との関係を示
し

唆
さ

できる。平安時代の鉄生産技術と交易、地域権力の経済

基盤と武士団発生の関連性を解明する上で重要な遺跡である。 

 

 オ 西方地域本
ほん

郷
ごう

出土石
せき

棒
ぼう

 

   西方地域本郷地内から全国最大級の石棒が出土し

ている。都賀地域の住民が砂利採取中に、地下約

320cm のあたりに横向きの状態で発見した。全長

205cm、径 15cm、重量約 70㎏で、石質は砂
さ

岩
がん

である。

縄文時代中期から晩期頃と考えられる。全体に熱を

受けて変色するが下部約三分の一は変色していない

ため、石棒を直立させて火を焚いた可能性が高く、儀

式に使用されたと考えられている。長野県佐
さ

久
く

穂
ほ

町
ちょう

北沢にある全国最大の石棒（全長 223cm）

に次ぐ大きさである。発見地が川であった可能性があり、当初の使用場所から流れたとも推

測されている。 

 

 ④ 歴史的価値の高い祭・行事 

 ア 高
こう

勝
しょう

寺
じ

彼
ひ

岸
がん

会
え

 

   高勝寺は伯
ほう

耆
き

（現在の鳥取県）大
だい

山
せん

寺
じ

の弘
ぐ

誓
ぜ

坊
ぼう

明
みょう

願
がん

が宝亀年間（770～781）に開山したと伝えられる。

古くから霊魂の集まる霊
れい

場
じょう

として信仰を集め、岩
いわ

船
ふね

地蔵の名で知られる地蔵菩
ぼ

薩
さつ

を本尊としている。 

   毎年、高勝寺では、３月 18日～24日頃に「春の彼

岸会」が、９月 20日～26日頃に「秋の彼岸会」がそ

れぞれ開かれている。 

   彼岸会には関東一円から多くの参拝者が訪れてお

り、参拝者は、本堂の内
ない

陣
じん

前に立てられた塔
とう

婆
ば

の前に座り、僧が参拝者に応じた読
ど

経
きょう

を行い、

読経を終えると参拝者が本堂西側の霊場といわれる幾体もの地蔵菩薩が立つ崖に塔婆を立

 
写真 大前製鉄遺跡群 航空写真 

 
写真 西方町本郷出土石棒 

 
写真 高勝寺境内 
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て、供養としている。また、小塔婆は、本堂前の香
こう

炉
ろ

の傍
そば

で棚に上げて供養する。僧の読経

は境内に響き渡り、厳
げん

粛
しゅく

な雰囲気のなか、苔
こけ

むした岩肌に数十以上の塔婆がかかる様子は荘
そう

厳
ごん

である。中世以降の岩船山地蔵信仰が現代まで受け継がれている重要な伝統行事である。 

 

 イ 流鏑
や ぶ さ

馬
め

奉納 

   栃木地域皆
みな

川
がわ

城
じょう

内
ない

町
まち

にある東
とう

宮
ぐう

神社と、栃木地域

惣
そう

社
じゃ

町
まち

の大
おお

神
みわ

神社では、流鏑馬奉納が行われている。 

   流鏑馬は、丸や四角の３つの標的（東宮神社は開く

と 30cm 程の円形になる丸
まる

扇
おうぎ

、大神神社では四角い

杉板）を、早稲（わせ）・中稲（なかて）・晩稲（おく）

として、馬上から鏑
かぶら

矢
や

を射
い

る。矢が命中した標的に

よって、その年に植える稲の種類を決める。 

   東宮神社では、かつては５月 13日、14日に行われ

ていたが、現在は、５月第１週目の日曜日に行われている。起源は不詳であるが、永享元年

（1429）、皆川氏が城を築くにあたり、奈良の春
かす

日
が

神社を勧
かん

請
じょう

した際の行事と伝わり、昭和

31 年（1956）の『栃木市政だより』に、「神殿の後方に馬場があって毎年五月十四日の春の

大祭には、神馬の奉納、流鏑馬の式があり又競馬も行われ当日の人出は数万に上ります。」と

の記載がある。流鏑馬に参加した者にボンデン（梵天）が授けられ、雷・災難除けや五
ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

のお守り、農家では馬
うま

屋
や

の柱に飾り、家
か

屋
おく

のお守りとしている。 

   また、大神神社では４月 16 日の春の例大祭に飾り馬と流鏑馬が行われる。起源は不詳で

あるが、明治 36年（1903）４月 20日発行の『下野神社沿革誌』の大神神社の覧に記載があ

る。江戸時代には国
こ

府
う

町
まち

の島田氏６家が「判
はん

官
がん

」という祭礼役となり飾り馬と米 10 石を奉

納、田
た

村
むら

町
まち

の長氏が代々射
い

手
て

（弓を射る人）を務めたといわれる。標的を持つ人は当たると

声をあげ、馬が通り過ぎた後はお守りとされる板を参加者が奪い合う。かつては流鏑馬奉納

後に馬の曲乗りや手拭い取りなどが披露され、桟
さ

敷
じき

が組まれて、そこから見ることができた。 

   どちらの神社においても、ザンザと呼ぶ 鬣
たてがみ

飾りや布団で馬を飾り、地区内を練り歩いた

後、神社へ向かい、神社では装飾が解かれ、流鏑馬の馬となる。飾りは氏子や参加者に配ら

れる。かつては地元農
のう

耕
こう

馬
ば

を使用していたが、現在は、他市の牧場から馬を呼んでいるとと

もに、射手も他市から呼んでいるという。流鏑馬奉納は、農村の稲作に関わる年占い神事と

して共通しており、今も地元の氏子達によって、大切に受け継がれている。 

  

 
写真 東宮神社の流鏑馬奉納 
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～コラム～ 

「野
や

州
しゅう

麻
あさ

の生産用具」 

 栃木市・鹿
か

沼
ぬま

市周辺地域で麻の栽培と麻繊維の生産に使用されたタイマハシ

ュキ（大麻播種器）、アサキリボウチョウ（麻切り包丁）、オブネ（麻槽）等の用

具類を県が取りまとめ、その資料群が、平成 20 年（2008）３月 13 日に重要有

形民俗文化財に指定され、県立博物館に所蔵されている。栃木県で生産される

麻は、野州麻として知られ、第二次世界大戦後まで盛んに生産が行われていた。

特に市北部の都
つ

賀
が

地域や西
にし

方
かた

地域で麻は栽培され、栃木町の麻問屋にも販売さ

れていた。 

 野州麻の生産工程は、堆
たい

肥
ひ

作り、地ごしらえ、麻の種まき、施肥
せ ひ

、中
ちゅう

耕
こう

、く

ず抜き、麻抜き、根切り、葉打ち、生
き

麻
あさ

束ね、麻切り、湯かけ、麻干し、床臥せ、

麻はぎ、麻ひき、麻掛けなどの作業が順次行われ、工程ごとに各種の用具を用

いて作業が行われる。 

 麻は日本の伝統的な植物繊維で、木綿利用が一般化する前には衣料の代表的

な素材でもあった。野州麻の資料群は、麻の生産地で用いられてきた用具が体

系的に収集されたもので、麻の伝統的な繊維生産の有り様を示す文化財として

重要である。 

 現在、栃木市内では麻の生産は行われていないが、当時、使用されていた代

表的用具等は市内の資料館等で展示保管している。 

 

 
写真 野州麻の生産用具（栃木県立博物館所蔵） 
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(５) 栃木市の主な特産品 

 ① しもつかれ 

   しもつかれは、ぶつ切りにした塩引き鮭
しゃけ

の

頭に、粗
あら

くすり下ろした大根や人参、炒
い

った大

豆、酒
さけ

粕
かす

等を加えて煮込んだもので、古くから

伝わる初
はつ

午
うま

の行事食である。この日に７軒のし

もつかれを食べると病気にならないといわれ

ている。 

 

 

 

 ② モロ・サガンボ料理 

   モロ・サガンボとは鮫
さめ

肉の通称である。 

   鮫の肉は鮮度が落ちるとアンモニアを生じ

てしまい、一般の魚のような料理には向かな

い。ただし、アンモニアがあるために腐敗が遅

く、冷蔵技術が発達する前の内陸部では海の幸

として珍
ちん

重
ちょう

されていたため、栃木市では身近

な魚料理として今もなお文化が残っている。 

   一般的には鮫はすり身にし蒲
かま

鉾
ぼこ

やはんぺん

に加工されることが多いが、栃木市では煮付け

やフライとして昔から食されている。 

 

 ③ 鯰
なまず

の天ぷら 

   渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

が流入する藤
ふじ

岡
おか

地域

には、渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

ができる以前は多くの小さ

な沼が存在し、江戸時代よりこれらの沼では鯉
こい

や鮒
ふな

、鯰等の川魚の漁が盛んに行われていた。

これらの川魚は海の無い栃木県において貴重

な食材として昔から食されてきた。特に鯰の天

ぷらは昔ながらの藤岡地域の郷土料理である。 

   今でこそ提供する店は少なくなってしまっ

ているものの、淡
たん

泊
ぱく

でくさみの少ない鯰の天ぷらは今も昔も変わらず地元で愛されている。 

 

 

 

 
写真 しもつかれ 

 
写真 モロ料理 

 
写真 鯰の天ぷら 
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 ④ 鮒
ふな

の甘
かん

露
ろ

煮
に

 

   古くから川魚漁が盛況だった藤岡地域では、江戸

時代の昔より川魚を料理する店の暖
の

簾
れん

がはためいて

おり、今でも往
おう

時
じ

の名
な

残
ごり

ともいうべき甘露煮店がい

くつか残っている。 

   特に鮒の甘露煮は昔から藤岡地域の名産品であ

り、丁
てい

寧
ねい

に泥抜きされた鮒は川魚特有の臭みもなく、

長時間じっくりと煮込んだ甘露煮はこってりとした

甘さはあるが、まろやかでしつこさはなく、とても上品な味である。 

 

 ⑤ いちご 

   いちごは、栃木県の農産物における主要品目であ

り、県の野菜の農業産出額の約３割を占めている。特

に「とちおとめ」は栃木地域大
おお

塚
つか

町
まち

にある栃木県農業

試験場いちご研究所で育種、誕生した品種であるこ

とから、栃木市の「とちおとめ」の生産は栃木県内で

も１、２位を争う歴史の長さを誇
ほこ

っている。 

 

 ⑥ ぶどう 

   大
おお

平
ひら

地域の大平ぶどう団地や岩
いわ

舟
ふね

地域では、水は

けのよい緩
かん

斜
しゃ

面
めん

と温暖な気候といった条件を活用し

て、巨
きょ

峰
ほう

をはじめ、シャインマスカット、ハニービー

ナス、ベリーＡ、ピオーネ、キャンベル、デラウエア

などが栽培されている。大平ぶどう団地は観光農園

の規模として北関東最大であり、70 を超えるぶどう

園がある。 

 

 ⑦ トマト 

   栃木市におけるトマト栽培の歴史は古く、昭和 30

年代から始まっており、冬季の日照時間が長いとい

う気象条件を活かし、太陽の光を好む冬春トマトの

栽培が盛んである。栃木市では、独自の環境風土、高

い栽培技術及び徹底した生産管理のもと赤い恋人、

スーパーファースト、ふじ娘
むすめ

、カクテルトマト、桃
もも

姫
ひめ

等の高品質なトマトが生産されている。 

 

 
写真 鮒の甘露煮 

 
写真 いちご（とちおとめ） 

 
写真 ぶどう（巨峰） 

 
写真 トマト（ふじ娘） 
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 ⑧ 姫きゅうり 

   姫きゅうりの栽培は、全国的に少なく、栃木

県内でも栃木市だけで長年栽培されている希

少品目で、栃木市を代表する農産物の一つであ

る。 

   通常のきゅうりの半分くらいの長さ（14～15

㎝）が特徴で、皮が軟らかく味が濃厚で、生で

食べたり浅漬にしたりするのに適したきゅう

りである。現在では、ハウス栽培により年間を

通して生産が可能となっている。 

 

 ⑨ 宮
みや

ねぎ 

   宮ねぎは、栃木市の伝統野菜であり、長年栃

木地域宮
みや

町
まち

を中心に生産されており、別名「ダ

ルマねぎ」とも呼ばれている。 

   江戸時代に栃木の商人が江戸の地
じ

頭
とう

役所に

出向くときに宮ねぎを持参したところ、味や香

りがよいことから、江戸に毎年歳暮用として送

る風習が続いたと伝えられている。 

   一般的な長ネギとは異なり、軟
なん

白
ぱく

部
ぶ

が太く短

いねぎで、寒さが深まり降
こう

霜
そう

にあうと、葉
は

部
ぶ

は

先端から黄
おう

変
へん

し、軟白部の甘みが一段と増す。 

 

 ⑩ 大平かぼちゃ 

   大平かぼちゃは、かぼちゃ栽培に適した自然

環境である大平地域のみで栽培されており、生

産者の高い技術とこだわりを持って長年栽培

されている。 

   食
しょく

味
み

にこだわるため、出荷にあたり厳しい

基準を設けており、市場における評価は、一般

のかぼちゃより好評を得ている。 

 

 

 

 

 

 
写真 姫きゅうり 

 
写真 宮ねぎ 

 
写真 大平かぼちゃ 
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(６) 栃木市の主な工芸品 

 ① 桐
きり

下
げ

駄
た

（栃木県伝統工芸品） 

   江戸時代より栃木は下駄の産地で、特に北関

東一帯に産する野
や

州
しゅう

桐
きり

は質が高く、有名であ

る。桐下駄は軽くて履きやすく、温かいのが特

徴であり、文献にも安政の大地震で、江戸市中

が灰塵
かいじん

に帰
き

した際、形そのままに栃木の桐下駄

が大量に灰の中から発見され、江戸の市民に愛

用されたとある。絵柄を掘る、草
ぞう

履
り

表
おもて

を貼る、

塗る、鼻緒をすげるなど、それぞれ数十年の年

季が生んだ技が今も続いている。 

 

 ② 鬼
おに

瓦
がわら

（栃木県伝統工芸品） 

   瓦には、数多くの種類があるが、「鬼瓦」は奈

良時代の鬼瓦に源流があり、洗練されたなかに

も、勇
ゆう

壮
そう

、華
か

麗
れい

さを誇るものである。屋敷や館

を守り家内安全の魔よけとして言い伝えられ

ており、特に神社仏閣のものは複雑で特殊な技

術が必要とされ、その職人を鬼
おに

師
し

と呼ぶ。 

   「栃木瓦」の歴史は、江戸末期に遡る。瓦に

適した豊富な粘土や、燃料用の材木を産出する

山々を後背地とした瓦製造は、大消費地の関東

地方をひかえていたこともあり、隆
りゅう

盛
せい

を極め

た。 

   現在も巴波川沿いの土蔵や古い家屋の屋根に使われている。 

 

 ③ 樽（栃木県伝統工芸品） 

   主に県内産の杉を材料とし、作業は数十種類

あるカンナなどを使用し、冬に切った真竹でタ

ガを編み込み木
き

槌
づち

で叩いて締めていく。醤油樽

等の実用品としての利用のほか、装飾にも用い

られている。 

 

 

 

 

 
写真 栃木の桐下駄 

 
写真 栃木鬼瓦 

 
写真 栃木の樽 
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 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われ

る歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良

好な市街地の環境 

第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

   「歴史的風致」は、歴史まちづくり法の第１条で以下のように定義されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   栃木市における維持向上すべき歴史的風致は、次のとおりである。 

 

   １ 商家町栃木にみる歴史的風致 

    (１) 物資の集散による問屋業の発展にみる歴史的風致 

    (２) 栃木の山
だ

車
し

祭りにみる歴史的風致 

    (３) 百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼にみる歴史的風致 

    (４) 巴
うず

波
ま

川
がわ

にみる歴史的風致 

   ２ 式
しき

内
ない

社
しゃ

における祭礼にみる歴史的風致 

   ３ 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致 

   ４ 大
おお

平
ひら

地域のぶどう栽培にみる歴史的風致 

   ５ 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

のヨシにみる歴史的風致 

 

 

 

 

歴史的風致 

１．地域におけるその固有

の歴史及び伝統を反

映した「人々の活動」

＝人々の営み 

 ２．その活動が行われる

「歴史上価値の高い

建造物及びその周辺

の市街地」 

 

一体となって形成された良好な市街地の環境 
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図 栃木市歴史的風致位置図 
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１ 商家町栃木にみる歴史的風致 

 はじめに 

   栃木市の中心市街地、かつての栃
とち

木
ぎ

町
まち

は天正年間（1573～1592）に栃木城の城下町として

築かれたが、その後、江戸から明治時代にかけては、日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

の宿場町と併せて商家

町として栄えた。また、江戸末期から明治期の鉄道開設以前、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

を利用した

舟
しゅう

運
うん

により、各地からの物資の集散地の町として栄え、麻
あさ

、荒
あら

物
もの

（日常生活に使う雑多な品

物）など、様々な商品が行き交った。 

   栃木町の北側の平
ひら

柳
やなぎ

新
しん

地
ち

（現在の泉
いずみ

町
ちょう

）や嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

新
しん

田
でん

村
むら

（現在の嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

）も、

日光例幣使街道に沿って発展した町で、明治時代になると栃木町に編入され、それ以降は一

体的な発展を遂げた。 

 

 
図 栃木市街の変遷 
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   現在の中心市街地を南北方向に貫通する大通り（旧日光例幣使街道）には、今も数多くの

蔵造りの建物すなわち黒塗りの見
み

世
せ

蔵
ぐら

や木造店舗、さらに敷地の奥には土
ど

蔵
ぞう

が残存しており、

これらの江戸末期から大正期にかけて造られた古い形式の蔵造りの建物とともに、洋風建築

も分布しており、栃木の歴史的な町並み景観を特徴付けている。 

   巴波川を利用した物資の集散地であった栃木町の商人は、江戸との交流も深かったことか

ら、嘉永から明治初めにかけて実際に江戸の「山
さん

王
のう

祭
さい

」で活躍した山
だ

車
し

を購入し、栃木の祭

礼に参加させ「山車祭り」が行われるようになった。 

   また、明治時代初頭に巴波川の舟運の安全祈願と百八の煩
ぼん

悩
のう

を水に流すための仏教行事と

して始められたという「百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

し」は、地元住民の安全祈願等として現在も続けられてい

る。 

   以上のように、市内には数多くの蔵が残り「蔵の街」を演出し、山車祭りには、豪
ごう

華
か

絢
けん

爛
らん

な人形山車が巡行し江戸の粋をよみがえらせ、商家町として栄えた往時を偲
しの

ばせる風景が随

所に残されている。 

 

 

 
写真 「巴波川沿いの蔵造りの町並み」と「とちぎ秋まつり」 
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図 商家町栃木にみる歴史的風致の体系図 

①巴波川の舟運と物資の集散による問屋業の発展 

ア 巴波川の舟運 

イ 物資の集散による問屋業の発展 

②歴史的風致を構成する建造物と活動 

ア 麻問屋 

イ 肥料商 

ウ 荒物問屋 

エ 味噌醸造元 

オ その他の問屋業 

③その他の建造物 

ア 麻問屋 

イ 肥料商 

ウ 荒物問屋 

エ 味噌醸造元 

 

①栃木の山車祭りを構成する

歴史的な町並み 

ア 万町、倭町及び室町の町並み 

イ 嘉右衛門町伝建地区の町並み 

②栃木の山車祭りの舞台とな

る歴史的町並みの主な建造

物 

ア 神明宮 

イ 近龍寺 

ウ 神明神社 

エ 大島肥料店見世蔵 

オ 雲龍寺 

 
③栃木の山車祭り 

ア 栃木の山車祭りの歴史 

イ 栃木の山車祭りに受け 

継がれる江戸型人形山車 

ウ 栃木の山車祭りの流れ 

 

①湊町二荒山神社の祭礼を構

成する建造物 

ア 湊町二荒山神社 

イ 巴波川の護岸 

②湊町二荒山神社の祭礼の舞

台となる歴史的な町並みの

主な建造物 

ア 白旗山勝泉院 

イ 白旗八幡宮 

ウ 塚田歴史伝説館（塚田家） 

 
③湊町二荒山神社の祭礼 

ア 湊町二荒山神社祭典の流れ 

  神輿巡行 

  例祭 

  百八灯流し（船上祭） 

 

①巴波川に関わる建造物 

ア 巴波川の護岸と橋 

イ 県庁堀附漕渠 

 
②巴波川に関わる活動 

ア 巴波川の保全維持活動 

商
家
町
栃
木
に
み
る
歴
史
的
風
致 

(１) 物資の集散

による問屋業

の発展にみる

歴史的風致 

(２) 栃木の山車

祭りにみる歴

史的風致 

(３) 百八灯流し

をはじめとす

る湊町二荒山

神社の祭礼に

みる歴史的風

致 

建造物 活動 

(４) 巴波川にみ

る歴史的風致 
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(１) 物資の集散による問屋業の発展にみる歴史的風致 

   物資の集散地としての栃木は、舟
しゅう

運
うん

や鉄道輸送からトラック輸送に変わっても、現代に至

るまで、麻
あさ

問屋や肥料商、荒
あら

物
もの

問屋等の活況を呈した当時の問屋業が続けられている。 

 ① 巴
うず

波
ま

川
がわ

の舟運と物資の集散による問屋業の発展 

 ア 巴波川の舟運 

   巴波川の舟運とは、栃
とち

木
ぎ

河
が

岸
し

から部
へ

屋
や

・新
にっ

波
ぱ

河
が

岸
し

（現在の藤
ふじ

岡
おか

地域）までの

間を、部
べ

賀
が

舟
ぶね

（都
つ

賀
が

舟
ぶね

とも）という底の

浅い小舟を利用して、荷物を輸送するこ

とをいい、栃木河岸で積み込まれた荷物

は、部屋・新波河岸で大型の川舟である

高
たか

瀬
せ

舟
ぶね

に積み替えられて江戸に運ばれ

た。 

   巴波川の栃木河岸は、元和２～３年

（1616～1617）の日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

社
しゃ

造
ぞう

営
えい

の際

の御
ご

用
よう

荷物に関係した荷揚げが行われ

たことが起源とされる。 

   栃木河岸とは、栃
とち

木
ぎ

町
まち

周辺に存在した

河
か

岸
し

の総称であるが、具体的には巴波川

東岸（左岸）の栃木河岸、西岸（右岸）

の片
かた

柳
やなぎ

河
が

岸
し

、その上流東岸の平
ひら

柳
やなぎ

河
が

岸
し

に分かれており、天保期（1830～1844）

に描かれたとさ

れる『栃木町並

栃木続道路河川

絵図』は、図中に

「船持荷積問屋 

拾壱軒」の文字

がみられ、栃木

河岸に６軒、片

柳河岸に４軒、

平柳河岸に１軒

と、合計 11軒の

船
ふな

持
もち

の荷
に

積
づみ

問屋

が 描か れて い

る。 

 
図 部賀舟（『東京市史稿』より） 

※長 44尺～45尺 横巾８尺～９尺 

 

 
図 高瀬舟（『東京市史稿』より） 

※長 31尺～89尺 横巾７尺～17尺 

 

表 栃木河岸で上げ下ろしされていた荷物 

（『栃木市史通史編』より） 

 荷物の種目 

上がり荷物 

（栃木河岸陸揚げ） 

日光御用荷物、塩、塩あい

物、鮮魚類、糖、ろう、油、

油粕、黒砂糖、干
ほし

鰯
か

 

下り荷物 

（栃木河岸積出し） 
木材、竹（ 筏

いかだ

組み）、板、

杉皮、薪
しん

炭
たん

、米、麦、大豆、

小豆、胡麻、人参・麻・木

綿、ねぎ、ごぼう、紙、た

ばこ、うるし、猪鹿の皮、

瓦、石灰 

 
図 栃木町にあった代表的な問屋の屋敷構え（荷積問屋） 

明治 23年（1890）発行『大日本博覧図 栃木県之部』 
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図 『栃木町並栃木続道路河川絵図』（一部加工） 

 

   巴波川の舟運は、明

治 21 年（1888）の両
りょう

毛
もう

鉄道（現在のＪＲ両

毛線）の開通により衰
すい

退
たい

することになる。明

治２年（1869）の『都賀

郡河岸取調帳』では、広

義の栃木河岸へ津
つ

出
だ

し

する村々として 70 数

箇村が書き上げられ、

10人の積問屋により部

賀舟 50艘
そう

、下
しも

川
かわ

舟
ぶね

14艘

が所有されていたこと

が記されているが、明治 44年（1911）には、荷
に

舟
ぶね

が５艘のみとなり、その後、大正期まで荷

舟は往来したが、やがて姿を消し、筏
いかだ

流しだけが終戦後まで続いたとされる。 

 

 
写真 大正時代の筏流し 

 ○ 船持荷積問屋  

 片柳河岸  

 栃木河岸  

 平柳河岸  

船持荷積問屋 拾壱軒 
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 イ 物資の集散による問屋業の発展 

   栃木町は日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

をはじめとした

陸路と巴波川を利用した舟運による物資の

一大集散地として多くの商人達の活躍の舞

台となり、安土桃山時代から行われていた六
ろく

斎
さい

市
いち

（月６回の市）も益々活発になった。18

世紀に入ると上
かみ

町
ちょう

（現在の万
よろず

町
ちょう

）、中
なか

町
ちょう

（現在の倭
やまと

町
ちょう

）、下
しも

町
ちょう

（現在の室
むろ

町
まち

）の殆
ほとん

どの住民が参加して、町ぐるみの盛大な市場

を開くようになり、他地方からの参加者や移

住者も多くなった。この六斎市の賑わいを通

じて、さらに各種商品の問屋や小売店が続々

と出現し、街道沿いに恒常的な店を構えるも

のも増えていった。 

 

 

   下図『栃木町並栃木続新田村々絵図』（天保８年（1837））には、「下野国都賀郡栃木町屋舗

並栃木続新田村々屋舗 黄色ヲ以ッテ家並ミト定メ、家数凡ソ弐千間余」と記され、街道は

南から、「富
とみ

田
だ

へのみち」（日光例幣使街道）と、古
こ

河
が

道が交差して「川
かわ

間
ま

」に入り、巴波川

の橋（現在の開
かい

明
めい

橋
はし

）を渡って下町、中町、上町と、栃木町の中央の往還を北上、蛭
えび

子
す

神
しん

を

祀
まつ

るやしろの所で街道が狭くなり、左に折れて、50ｍほどの所、平
ひら

柳
やなぎ

新
しん

地
ち

から北は嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

新
しん

田
でん

村
むら

、大
おお

杉
すぎ

新
しん

田
でん

まで街道両側に家並みが続いている。 

 

 
図 天保８年（1837)『栃木町並栃木続新田村々絵図』（個人蔵）（一部加工） 

 
図 江戸時代の栃木町 

平柳新地 

嘉右衛門新田村 
富田へのみち 

古河道 

川間 

下町 

中町 

上町 

大杉新田 

栃木町 

 

日光例幣使街道 

 

巴波川の橋 

 
蛭子神を祀るやしろ 
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   栃木町は江戸末期に４回の大火に見舞われ、約 20 年の間に栃木町の中心地の多くが羅
り

災
さい

し、町の年寄が中心となり全町あげて復興に立ち向かった。大火以前からも蔵造りの建物は

出現していたが、この４回の大火で土
ど

蔵
ぞう

の防火性が見直され、蔵造りの建物を普及させるき

っかけになったといわれている。 

   明治から昭和前期にかけて旧日光例幣使街道の両側には有力商家が続々と進出し、堅固な

見
み

世
せ

蔵
ぐら

が軒を連ねるようになり、巴波川の舟運の盛況などにより、物資を集積する問屋の土

蔵が次々に建設され、重厚な町並みを形成していった。当時建設された見世蔵や土蔵は、現

在も多く残っており、嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

や泉
いずみ

町
ちょう

においては、平成 24年（2012）７月に重伝建地

区の選定を受け、万町、倭町及び室町の重厚な町並みとともに、歴史的町並みを形成してい

る。 

 

  
写真 旧日光例幣使街道沿いの町並み 写真 巴波川沿いの土蔵群 

 

   明治、大正期を経て昭和前期に至るまで、栃木の問屋は、県内の農業系物資の集荷と、県

外からの物資の搬入など、栃木県の物資流通の要
かなめ

を掌
しょう

握
あく

し、専
もっぱ

ら流通過程において資本を

蓄積した。栃木町の有力な商家は、この資本の蓄積にもとづく信用力と高利貸資本的機能を

背景に栃木周辺はもちろん、北関東一円、さらに遠くは東北方面までもその商業勢力圏に収

めて発展した。特に、麻問屋、肥料商、荒物問屋が繁
はん

昌
じょう

し、その取引先は、関東一円ばかり

でなく、西は大阪や岡山、遠くは大分まで、北は仙台や北海道まで全国に及んだ。 

 

 ② 歴史的風致を構成する建造物と活動 

   明治後期の大通り（旧日光例幣使街道）沿いには、万町の北端から室町の南端まで１㎞足

らずの両側に約 250軒の店舗がぎっしりと軒を連ねていた。これらの店舗には５軒の銀行と

28軒の問屋が含まれているが、なかでも問屋は、栃木町全体の７割弱が大通り沿いに集中し、

その半数が栃木地方特産の麻を扱う麻問屋、荒物問屋等であり、栃木町の商業を支えていた。 

   市内には、今でも随所に、麻問屋、肥料商、荒物問屋等の問屋業に関する建造物や販売等

の活動が息づいている。 

 

 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

80 

 ア 麻問屋 

   化学繊維が広まる以前、麻は

丈夫な繊維として大変重要な

ものであった。麻は、下
げ

駄
た

の鼻
はな

緒
お

になる「しんなわ」、漁
ぎょ

具
ぐ

や

網、ロープ等の材料となった。

その原料である大
たい

麻
ま

を盛んに

生産していたのが、栃木町周辺

の村々であり、なかでも、吹
ふき

上
あげ

村
むら

、寺
てら

尾
お

村
むら

、国
こ

府
う

村
むら

が盛んであ

った。麻は栃木町商人の最大の

取扱商品で、明治 17年（1884）

には山
やま

荷
に

問屋と称する栃木麻
あさ

苧
お

商組合員は 198軒に及んだ。 

   明治大正の時代を経て昭和

30年代に至るまで、栃木は麻の

特産地であるとともに、麻問屋

の活躍により麻の町栃木とし

て名を高めていた。現在、栃木

市内では麻の生産は行われて

いないが、麻問屋として栃木県

内から麻を買入れ、昔から変わ

らない作業を経て販売が行わ

れている。 

 

  a) 中
なか

田
だ

良
よし

男
お

商店 

    「中田良男商店」は明治後期創業の麻問屋である。明治 40年（1907）発行の『栃木県営

業便覧』には「下駄商 寺内鹿蔵」と記されており、明治 41年（1908）頃に初代の勝三郎

が上町の「麻繭取扱市場 中田豊三郎」から分かれて、現在地に店を構えた。当時の麻問

屋は専業と肥料販売兼業のものがあったが、ここは専業の問屋であり、仲
なか

買
がい

人
にん

が生産者か

ら直接買入れたものを買受けていた。数年前に仲買人が廃業したため、現在は、生産者か

ら直接買入れている。 

    買入れた麻には漂
ひょう

白
はく

やカビ防止のために、硫
い

黄
おう

を燃やした煙で麻を蒸す作業を行う。午

後 11時頃に硫黄に火を点け、火は一時間程で消えるが、その後朝まで、閉めきりにする。

この作業を行った後しばらくは硫黄の香りが周辺を漂う。その後、選別等の作業を経て販

売を行っている。販売された麻は主に結
ゆい

納
のう

品
ひん

等の飾り物に使用されている。敷地内には昭

 
図 麻問屋の位置 
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和 36年（1961）建築の作業場や昭和 40年（1965）建築の麻を保管する石蔵がある。石蔵

には大
おお

谷
や

石
いし

が使用されており、外壁は石積みをみせている。 

 

  
写真 中田良男商店作業場 写真 中田良男商店石蔵 

 

 イ 肥料商 

   栃木の特産物であった麻や

干
かん

瓢
ぴょう

、また、米も栃木町に集め

られた。栃木町からは肥料、塩

等をはじめ、江戸から送られて

くる諸商品、銚子方面から入っ

てくる塩ものや、干ものの魚に

至るまで供給されることにな

るため、栃木町には肥料商をは

じめ様々な商人が発生した。 

   旧日光例幣使街道沿いには

現在も４軒の肥料商があり、肥

料等の販売を行っている。 

   繁忙期になると、肥料袋や農

薬袋が高く積み上げられ、それ

らは栃木市内及び周辺市町の

農家等に配達される。 

 

 

 

 

 

 
 

図 肥料商の位置 
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   また、栃木町の大
たい

家
け

には専属の頭
かしら

（大工・鳶
とび

）がいた。

頭は出入りの家を旦
だん

那
な

場
ば

と呼び、祝儀・不祝儀にはその

家の屋号を白く染め抜いた半
はん

纏
てん

を着て辻々に立っての

案内、諸
しょ

雑
ざつ

事
じ

に働き、正月の松飾り、井戸ざらい、小修

理をはじめあらゆる力仕事や下仕事を引き受けていた。

現在も、肥料商のいくつかは、頭の出入りが行われてい

る。 

 

 

 

 

 

  a) 平
ひら

澤
さわ

商事 

    「平澤商事」は旧日光例幣使街道の東側にあり、通りに面して間の広い見世蔵が建ち、

その奥に木造二階建の住居が接続し、敷地の奥には２棟の土蔵が並んでいる。平澤家は、

すでに江戸末期の頃、近
きん

龍
りゅう

寺
じ

の近くで袋
ふくろ

物
もの

屋を営んでいたといわれる。現在地に移った

のは明治初期で、四代前の浅次郎が白澤肥料店の番頭から独立し、この地にあった金久保

麻店を買収して新たに肥料店を開いたものである。代々肥料商を受け継ぎ現在に至ってい

るが、明治 40年（1907）発行の『栃木県営業便覧』には「海陸産肥料食塩石油 平澤浅次

郎」と記されており、当時は幅広い商品を扱っていたことが知られる。 

    見世蔵の平屋部分の南側１間を除く南よりの２間は、奥に続く通路として開放されてお

り、御
み

影
かげ

石
いし

が敷き詰められ、かつては肥料を積んだ馬車が直接出入りしたといわれる。主

屋東側の土蔵は明治６年（1873）建築、その奥の土蔵は、大正８年（1919）の建築である

ことが、いずれも小屋組の墨
ぼく

書
しょ

によって確認できる。見世蔵と土蔵２棟は伝統的建造物に

特定されている。 

    現在も、肥料等の販売を行っており、繁忙期になると、肥料袋や農薬袋が高く積み上げ

られ、それらは栃木市内及び周辺市町の農家等に配達される。 

 

  
写真 平澤商事見世蔵 写真 奥に続く通路 

 

 
写真 旧釜平商店 手前２人が頭 

   昭和８年（1933）正月撮影 
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写真 平澤商事土蔵 写真 肥料袋等が積み上げられている 

 

  b) 岩
いわ

崎
さき

肥料店 

    「岩崎肥料店」は旧日光例幣使街道の西側にあ

り、岩崎家が現在地に移ってきたのは先代の茂三

郎の時で、昭和初年といわれる。それ以前は篠崎家

が金物店を営んでおり、明治 40年（1907）発行の

『栃木県営業便覧』にも「銅 鐡
くろがね

物鉄砲火薬商 篠

崎儀右衛門」と記されている。 

    現存する木造倉庫は篠崎金物店の店舗で、かつ

ては通りに面していたが、岩崎家の所有になって

から北向きに変えて商品を保管する倉庫に改造し

たものである。現在は店舗の面影を留めないが、軒

の出
で

桁
げた

や内部の揚
あげ

戸
ど

はそのまま残されている。敷

地の奥の土蔵は、墨書によって慶応２年（1866）の

建築であることが確認できる。木造倉庫と土蔵は

伝統的建造物に特定されている。 

    現在も、肥料等の販売を行っており、繁忙期になると、肥料袋や農薬袋が高く積み上げ

られ、それらは栃木市内及び周辺市町の農家等に配達される。 

 

  
写真 岩崎肥料店土蔵 写真 肥料袋等が積み上げられている 

 

 
写真 昭和６年（1931）左奥が岩崎肥料店 

 
写真 岩崎肥料店木造倉庫 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

84 

  c) 櫻
さくら

井
い

肥料店 

    「櫻井肥料店」は旧日光例幣使街道の西側にあり、江戸時代の栃木町の北端に位置し、

すぐ脇には栃木町の北の関門となる木
き

戸
ど

が設けられていた。櫻井家は河
かわ

内
ち

国
のくに

（大阪府東

部）桜井の出身で、江戸時代前期の寛永時代頃（1630 年前後）に下
しも

野
つけ

国
のくに

（栃木県）に移

り住み、大
おお

平
ひら

町
まち

を経て現在地に居を構えたと伝えられている。代々油商を営み、やがて肥

料も扱うようになり、明治 40年（1907）発行の『栃木県営業便覧』にも「製油各種肥料食

塩度量衡石油 櫻井源右衛門」と記されている。すでに江戸末期から栃木を代表する有力

商人として知られていたが、十六代目の源四郎は、明治 26年（1893）県内初の商業会議所

の設立に関与し、その後は栃木町長も務めている。 

    現存する町
まち

屋
や

（店舗）と主
おも

屋
や

、文
ぶん

庫
こ

蔵
ぐら

、煉
れん

瓦
が

蔵
ぐら

の

正確な建設時期は分かっていないが、同家には、大

正元年（1912）11 月に作成された家相図と、その

検討図と思われる改正家相図が残されており、い

ずれも現存する建物を描いていることから、少な

くとも大正元年（1912）以前の建設であることが分

かる。また、いずれの建物も平成 16年（2004）、登

録有形文化財に登録されている。 

 

  
写真 櫻井肥料店文庫蔵 写真 櫻井肥料店煉瓦蔵 

    町家の一階には南寄りに、通りから屋敷の奥に続く幅１間

の通路が設けられ、その南側は板敷きの物置、北側は土間を

経て畳敷きの帳
ちょう

場
ば

となる。通路には今でもトロッコの線路が

残されており、古式を感じさせる。二階は３室の座敷が横に

並び、それぞれに格子窓が開けられているが、いわゆる客座

敷ではなく、使用人の寝泊りや納
なん

戸
ど

として使用していたと思

われる。 

    現在も、肥料等の販売を行っており、繁忙期になると、肥

料袋や農薬袋が高く積み上げられ、それらは栃木市内及び周

辺市町の農家等に配達される。 

 
写真 櫻井肥料店町屋（店舗） 

 
写真 奥に続く通路 
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  d) 本
ほん

澤
ざわ

商店 

    「本澤商店」は天保期（1830～1844）創業という老
しに

舗
せ

で、明治 40年（1907）発行の『栃

木県営業便覧』にも「肥料商 本澤與四郎」と記されている。旧日光例幣使街道の東側に

あり、通りに面して町屋（店舗）が建ち、その奥に住居や土蔵、石蔵が並ぶ。３棟の土蔵

のうち年代が特定できるものは２棟で、文久２年（1862）の建築と明治６年（1873）の建

築である。いずれも墨書により確認できる。 

    現在も、肥料等の販売を行っており、繁忙期になると、肥料袋や農薬袋が高く積み上げ

られ、それらは栃木市内及び周辺市町の農家等に配達される。 

 

  
写真 本澤商店町家（店舗） 写真 本澤商店土蔵（西側） 

  
写真 本澤商店土蔵（間蔵） 写真 本澤商店土蔵（東側） 
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 ウ 荒物問屋 

   戦国時代に皆
みな

川
がわ

広
ひろ

照
てる

がすすめたといわれる「丈
じょう

間
ま

（稲わら、麻の織物）」は、栃木町の西部に位置する

皆川（現在の栃木地域皆川地区）の特産だった。それ

がすべて栃木町に集まることによって、栃木町では

荒物問屋が生まれ、江戸その他の地方へと商圏をひ

ろげ、商人町栃木の名をあげることになり、それがま

た農村を刺激して生産を増大させていった。 

   旧日光例幣使街道沿いには

現在も２軒の荒物問屋があり、

荒物の販売を行っている。 

   年間を通して店先で荒物を

販売しており、市内はもとより

市外さらには県外からも座
ざ

敷
しき

箒
ぼうき

や茣
ご

蓙
ざ

、竹
たけ

籠
かご

といった荒物

を目当てに買物客が訪れてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 丈間 

 
図 荒物問屋の位置 
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  a) 五
い

十
か

畑
はた

荒物店 

    「五十畑荒物店」は大正 12年（1923）創業の荒物店で昭和 34年（1959）の『栃木市政

だより』に「五十畑荒物店」の名が記されている。旧日光例幣使街道の東側にあり、見世

蔵と奥に接続する住居部分、その奥には土蔵がある。見世蔵は元糸
いと

綿
わた

商
しょう

の佐山家が建てた

ものであり、建築様式から明治中期頃の建造物であることが分かる。また、見世蔵は平成

12 年（2000）、登録有形文化財に登録されている。見世蔵の内部は改装され、奥に板敷き

の帳場の跡が残るのみであるが、当初は下
げ

屋
や

庇
びさし

の付け根まで畳敷きの帳場が伸びていた

といわれる。現在も、座敷箒や茣蓙、竹籠等の荒物を販売している。 

 

  
写真 五十畑荒物店見世蔵 写真 店先に並ぶ荒物 

 

  b） 石
いし

塚
づか

清
せい

次
じ

郎
ろう

商店 

    「石塚清次郎商店」は旧日光例幣使街道の東側に

あり、通りに面して店舗を構え、奥に住居を置いた

配置をとる。石塚家は明治 40年（1907）発行の『栃

木県営業便覧』によると、現在の場所より南に「麻

荒物、麻縄、麻糸麻布箒類商 石塚庄蔵」とあり、

その後、大正初期頃に現在地に移り荒物問屋を営

んで今日に至っており、現在も座敷箒、茣蓙等の荒

物を扱っている。伝統的建造物に特定されている

店舗は、木造平屋の真
しん

壁
かべ

造とした町屋で、寄
よせ

棟
むね

形式の屋根に桟
さん

瓦
がわら

が葺
ふ

かれ、鬼
おに

瓦
がわら

には明

治 40 年（1907）の営業時に使用していた屋号が残っていることから、少なくとも明治 40

年（1907）以前の建設であることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 
写真 石塚清次郎商店店舗 
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 エ 味噌醸
じょう

造
ぞう

元 

   栃木には、多くの味噌醸造元

があった。味噌業者の速
そく

醸
じょう

施

設が完成し大量生産に入った

のは、大正 12 年（1923）の関

東大震災からのちのことであ

り、東京の有力業者の生産施設

が潰
かい

滅
めつ

し、生産が一時停止した

のも、関東一円にのびるきっか

けとなった。 

   当時の速醸方法は、味噌を発

酵・熟成させるための味噌蔵の

内部を、スチームを利用して直

接暖めることで、味噌の発酵・

熟成を促進させるというもの

である。冬場は殆ど発酵が進ま

ず、味噌ができるまでに約１年

かかっていたが、速醸すること

によって、１箇月ほどでできた

という。 

   江戸時代に栃木ではすでに

醤油とともに商品化していた

味噌であるが、明治時代から大

正時代にかけ、大量生産の必要

が生じ、味噌醸造の近代化のた

めに速醸方法を取入れ、昭和から平成へ

と伝統を継承し、現在も製造及び販売等

が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 味噌醸造元の位置 

 
写真 昭和初期の味噌製造風景 
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  a) 油
あぶ

伝
でん

味噌 

    「油伝味噌」は、創業が江戸中期の天明年間（1781～1789）という老舗で、明治 40 年

（1907）発行の『栃木県営業便覧』にも「味噌製造業 小池傳兵衛」と記されている。代々

傳
でん

兵
べ

衛
え

を襲
しゅう

名
めい

しており、古くは油屋を営んでいたことから、油屋傳兵衛すなわち「油傳

（伝）」の名で呼ばれてきた。 

    江戸末期には三代目傳兵衛が味噌の製造も始め、その後は徐々に味噌が主力となった。

味噌の原料は大豆、米若しくは麦、塩、そして使う麹
こうじ

の種類によって米味噌、豆味噌（大

豆と食塩を主原料としている味噌）、麦味噌の３種に大
たい

別
べつ

される。また、出来上がりの色に

よって、赤味噌、淡
たん

色
しょく

味噌、白味噌の３種に大別される。これは、発酵・熟成の期間によ

って変わり、赤味噌で１年、淡色味噌は約２箇月である。油伝味噌では戦後間もなくまで、

麦味噌と米味噌を製造していたが、現在は米味噌のみを製造している。味噌の製品は４種

類で赤味噌の「天
てん

然
ねん

米
こめ

味噌」「十
と

麹
こうじ

粒
つぶ

味噌」「芳
ほう

醇
じゅん

味噌」、淡色味噌の「ゴールデン味噌」

である。「天然米味噌」は麹が少なくて塩が多いので辛口であり、「十麹粒味噌」と「芳醇

味噌」は麹が多くて塩が控えめなので甘口である。 

 

  
写真 油伝味噌 写真 油伝味噌の製品 

 

    「油伝味噌」は旧日光例幣使街道の西側にあり、通りに面して木造平屋の店舗と門が並

び、北側には築
つい

地
じ

塀
べい

、南側には板
いた

塀
べい

が設けられている。 

    中央の門を入ると、奥に通じる庭があり、右手

（北側）には主屋（住居）と文庫蔵さらに３棟の土

蔵が連なる。左手（南側）には三代目傳兵衛が建設

したという離れがあり、その奥に味噌工場が続く。

味噌工場では、圧力釜や味噌樽が並び、味噌工場の

周辺では大豆を蒸かした匂いや発酵の匂いが薫り

立つ。 

 

 

 

 
写真 味噌工場 
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    文庫蔵は棟
むな

札
ふだ

によって、明治 18年（1885）の建築であることが分かり、奥の３棟の土蔵

は建築年代を示すものは見当たらないが、明治 23年（1890）発行の『大日本博覧図 栃木

県之部』には、文庫蔵やこれらの土蔵も現状のとおり描かれており、明治 23年（1890）以

前に建設されたことが確認できる。店舗と主屋（住居）が平成 20年（2008）、離れ、文庫

蔵及び３棟の土蔵の内２棟が平成 16年（2004）、登録有形文化財に登録されている。また、

これらは伝統的建造物に特定されている。 

敷地西側には石蔵と木造長屋がある。石蔵は昭和 15年（1940）には既に倉庫として使用

されており、運送業者の馬車が出入りしていた。木造長屋は昭和 16年（1941）に軍需工場

として建築され、戦時中は石蔵とともに乾燥野菜工場として使用されていた。戦後まもな

くは木造長屋では物資が少ない中、サツマイモを製粉しパンを作っていた。その後、石蔵・

木造長屋は油伝味噌の醗酵室等として利用されてきた。 

 

  
写真 油伝味噌土蔵 写真 油伝味噌文庫蔵 

  
写真 油伝味噌石蔵 写真 油伝味噌木造長屋 
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    敷地内には、昭和 61年（1986）に開店した食事処があり、豆腐・里芋・こんにゃくの田
でん

楽
がく

盛り合わせが食べられる。素材に合わせて味噌の種類を変えており、何度も丁寧に重ね

塗りして焼き上げられ、周辺には味噌の香ばしさが広がる。食事処では味噌の直売も行わ

れている。 

 

  
写真 食事処 写真 田楽盛り合わせ 

 

    近年では、油伝味噌を使用した商品が市内

で販売されており、明治 25 年（1892）創業

の老舗和菓子店、「山
やま

本
もと

總
そう

本
ほん

店
てん

」では「十麹粒

味噌」を使用した「十麹味噌羊
よう

羹
かん

」や油伝味

噌を使ったタレで仕上げた「ごぼう餅」を販

売している。「ごぼう餅」は江戸期の料理本や

文献をもとに再現した料理であり、とちぎ江

戸料理の一品である。他に味噌饅頭や市内洋

食店の味噌ムースが開発された。また、油伝

味噌はハヤシライスの隠し味にも使用され

ている。 

 

  
写真 ごぼう餅（右） 写真 味噌ムース 

 
写真 十麹味噌羊羹 
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図 明治 23年（1890）発行『大日本博覧図 栃木県之部』 
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オ その他の問屋業 

  a) 毛
け

塚
づか

紙店 

    「毛塚紙店」は旧日光例幣

使街道の東側にあり、この辺

りではひときわ目立って保

存度の良い豪
ごう

壮
そう

な見世蔵が

建つ。明治末期の火災後に改

築されたものとされるが、小
こ

屋
や

梁
ばり

（中
なか

引
びき

梁
はり

）に残された墨

書によって明治 41年（1908）

の上棟であることが確認で

きる。見世蔵の奥には通り庭

形式の住居部分が続き、さら

にその奥に３棟の土蔵が縦

に連なる。「中源」（中屋源蔵）

の名で知られる毛塚家は、

代 「々源蔵」を名乗ってきた。

創業は古く、すでに享保２年

（1717）には紙商を営んでい

たといわれ、明治 40 年

（1907）発行の『栃木県営業

便覧』にも「和洋紙諸帳簿商 

毛塚源蔵」と記されている。

明治期には、和洋紙、帳簿類

を幅広く扱い、栃木でも有数

の紙問屋として現在に至っ

ている。見世蔵は軒
のき

先
さき

を出
で

桁
げた

に三重蛇
じゃ

腹
ばら

（漆
しっ

喰
くい

塗

り）とし、箱
はこ

棟
むね

やかげ盛を高く上げた重厚な外観

は、栃木における明治末期の見世蔵の典型を示す

ものであり、平成 12年（2000）、登録有形文化財に

登録されている。 

 

 

 

 

 

 
図 紙問屋の位置 

 

 
写真 毛塚紙店見世蔵 

 かげ盛  箱棟 
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 ③ その他の建造物 

   市内には、現在は商売をやめてしまったが、かつての麻問屋、肥料商、荒物問屋等といっ

た問屋業を営んでいた頃の見世蔵や土蔵等の建造物が今も残されている。これらは、現在も

商売が続けられている建造物とともに歴史的な町並みをつくり上げており、物資の集散によ

る問屋業の発展を物語っている。 

 ア 麻問屋 

  a) 野
の

口
ぐち

家（旧野口栄
えい

三
ぞう

商店） 

    「野口家」は、かつての麻
あさ

苧
お

問屋で、もとは店舗

が嘉右衛門町の神
しん

明
めい

神
じん

社
じゃ

の道を挟んだ北側にあっ

たが、昭和 14年（1939）に現在地に移り、平成 25

年（2013）頃まで商売を続けていた。 

    通りに面して木造店舗を構え、その奥に住居が

続く。庭を挟んでさらに奥には明治期の土蔵が現

存している。木造店舗と住居の建築年代は確認で

きないが、店舗の一部は戦時中に改造されたと伝

えられており、木造店舗と住居が一体的に造られ

ていることから、転居前の建物である可能性が強

い。木造店舗、住居、土蔵は平成 16年（2004）、登

録有形文化財に登録されている。また、これらは伝

統的建造物に特定されている。 

 

  b) 相
さ

良
がら

家（旧相良勝
かつ

太
た

郎
ろう

商店） 

    「相良家」がこの地で麻苧糸繭
まゆ

商を始めたのは明治中期頃であり、太平洋戦争開戦時ま

で商売を続けた。 

    通りに面して見世蔵を構え、その奥に住居が続

く。敷地の奥には２棟の土蔵が連なり、巴波川寄り

には稲
いな

荷
り

社も残されている。見世蔵は棟札や墨書

により天保 10年（1839）に建設されたことが確認

できる。主屋よりの土蔵の建築時期は不明である

が、大正８年（1919）以降に曳
ひき

家
や

を行っている。西

側の土蔵は外壁をセメント洗出し仕上げとする

が、これは大正 12年（1923）の改修によるもので

ある。見世蔵、住居、土蔵２棟は伝統的建造物に特定されている。 

 

  c) 大
おお

貫
ぬき

家（旧大貫定
さだ

衛
えい

商店） 

    この地は江戸末期から「山崎家」が麻苧商を営んでいたところで、明治 40年（1907）発

 
写真 野口家（旧野口栄三商店） 

 
写真 野口家土蔵 

 
写真 相良家（旧相良勝太郎商店） 
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行の『栃木県営業便覧』には「麻苧商 萬屋 山崎藤平」と記されている。大正 15年（1926）

に「大貫家」が土地建物を購入し麻苧問屋を営んできたが、平成９年（1997）に商売をや

めている。 

    通りに面して重厚な見世蔵が建ち、その奥に住

居が接続する。さらに奥には、敷地の北寄りに３棟

の土蔵が連なる。見世蔵は、小屋裏の墨書によっ

て、天保５年（1834）に建設されたことが分かる。

主屋寄りの土蔵は、「大貫家」が、この地に移り住

んだ後に建設した文庫蔵である。その西側の土蔵

は、山崎家時代（大正 15年（1926）以前）の土蔵

であるが、建築年代は確認できない。西端の土蔵も山崎家時代の土蔵で、明治 7年（1874）

の建築であることが中引梁の墨書によって確認できる。 

 

  d) 横
よこ

山
やま

郷土館（旧横山家） 

    「横山家」は、当初、万町の旧日光例幣使街道沿いに店舗を構えていたが、明治後期に

なって現在地に移った。 

    中央に木造平屋の店舗があり、その両側に隣接

して、鹿
か

沼
ぬま

産の深
ふか

岩
いわ

石
いし

を積んだ石蔵が建つ。中央の

木造店舗は、左半分が銀行の店舗として、右半分が

麻問屋として造られている。両側の石蔵は店舗に

やや遅れて建設されたと考えられるが、棟木に記

された墨書によって右側の麻蔵が明治 42 年

（1909）、左側の文庫蔵が明治 43年（1910）の上棟

であることが知られる。このほか敷地内には、店舗に続く住居部分や、大正７年（1918）

建築の洋館（離れ）がある。いずれの建物も平成 10年（1998）、登録有形文化財に登録さ

れている。 

 

 イ 肥料商 

  a) 田
た

中
なか

家（旧柳
やなぎ

田
だ

留
とめ

吉
きち

商店） 

    「田中家」は、戦前まで「柳田留吉商店」として

肥料商を営んでおり、現存する建物もその当時の

ものである。 

    通りに面して見世蔵を構え、その南側に平屋の

増築部分を連ねる。見世蔵の奥には大正時代の建

設と伝えられる住居部分が接続し、さらに庭を隔

てて西側に文庫蔵が現存する。見世蔵の建築年代

 
写真 大貫家（旧大貫定衛商店） 

 
写真 横山郷土館（旧横山家） 

 
写真 田中家（旧柳田留吉商店） 
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を確認できる資料は見当たらないが、大正時代の建設とされる住居部分と同時期か、ある

いはそれより若干古い可能性もある。文庫蔵は中引梁に残された墨書によって、昭和 10年

（1935）に建設されたことが分かる。見世蔵、住居、文庫蔵は伝統的建造物に特定されて

いる。 

 

  b) 舘
たて

野
の

家（旧釜
かま

平
へい

商店） 

    「舘野家」は、江戸末期からこの地にあって肥料・履物商を営んでいたといわれる。肥

料を扱ったのは戦前までで、昭和 30 年代前半頃からは飼料が中心となったが、平成９年

（1997）に商売をやめている。 

    通りに面して特徴ある洋風外観の店舗が建ち、

その奥に和風の住居が接続する。さらに奥には土

蔵が現存している。店舗・住居の建設時期は新築記

念の時計によって昭和７年（1932）10 月竣工であ

ることが分かり、土蔵は明治 24年（1891）に建設

したものであることが墨書によって確認できる。

店舗、住居、土蔵は平成 16年（2004）、登録有形文

化財に登録されている。また、これらは伝統的建造

物に特定されている。 

 

  c) 下
しも

野
つけ

新聞社栃木支局（旧毛
け

塚
づか

肥料店） 

    見世蔵と住居、土蔵（文庫蔵）が現存し、これら

の建物は「毛惣」で知られた肥料商の「毛塚惣
そう

八
はち

」

が建設したものである。平成 11年（1999）３月、

下野新聞創刊 115 年を記念して同社の栃木支局と

なった。 

    見世蔵は、小屋裏の中引梁に墨書が残されてお

り、それによって文久元年（1861）に建設されたこ

とが分かる。旧毛塚肥料店に関

しては、明治 23 年（1890）発

行の『大日本博覧図 栃木県之

部』にも、「肥料商及び質舗 毛

塚惣八」として敷地全体の建物

群が詳細に描かれている。それ

によると、見世蔵とその奥に続

く住居部分、さらに文庫蔵は、

ほぼ現状と一致することから、

 
写真 舘野家（旧釜平商店） 

 
写真 下野新聞社栃木支局（旧毛塚肥料店） 

 
図 『大日本博覧図 栃木県之部』 
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現存する住居と文庫蔵も、すでに明治中期には存在していたことになる。見世蔵は平成 12

年（2000）、登録有形文化財に登録されている。 

 

 ウ 荒物問屋 

  a) 落
おち

合
あい

荒物店 

    「落合家」がこの地に店舗を構えたのは初代奥蔵の時で、それまでは泉町で商売を行っ

ていたといわれる。泉町のかつての場所は不明であるが、明治 40年（1907）発行の『栃木

県営業便覧』によると、当時泉町には麻苧真縄商の落合長太郎の店舗が存在しており、何

らかの関係も考えられる。当初から一貫して麻苧荒物店を営んできたが、現在は荒物を扱

っていない。 

    通りに面して昭和 12年（1937）建築の木造店舗

が建ち、その奥に住居が接続する。住居部分も一体

的に造られており、店舗一階の土間の奥に通り庭

が設けられている。さらに敷地の奥には２棟の土

蔵が縦に連なっている。木造店舗、住居は伝統的建

造物に特定されている。 

 

  b) 若
わか

林
ばやし

家（旧若林源
げん

吉
きち

商店） 

    「若林家」がこの地に移り住んだのは昭和２年

（1927）、源吉の代である。以後、「若林源吉商店」

として荒物問屋を営んでいたが、戦後になって「山

二商事株式会社」と改称し、近年まで商売を続けて

いた。 

    通りに面して木造店舗を構え、その奥に住居が

続く。巴波川よりには２棟の土蔵が現存している。

木造店舗は、梁の墨書によって、昭和８年（1933）

に建設したものであることが分かる。 

 

  c) とちぎ蔵の街観光館（旧田
た

村
むら

家） 

    「田村家」は、かつては「八百金」の名で知られ

た栃木でも有数の麻荒物商であった。 

    豪壮な見世蔵と文庫蔵、２棟の荷蔵からなり、か

つては、見世蔵に続いて住居と現存する土蔵群の

北側にさらに３棟の土蔵が連なっていたが、腐朽

が進行していたために改築された。いずれの建物

も小屋裏の墨書あるいは田村家所蔵の『普請調上

 
写真 落合荒物店 

 
写真 若林家（旧若林源吉商店） 

 
写真 とちぎ蔵の街観光館（旧田村家） 
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帳』によって建設年代が判明している。見世蔵が明治 37年（1904）６月起工、明治 38年

（1905）上棟、文庫蔵が慶応４年（1868）上棟、２棟の荷蔵が明治 28年（1895）及び明治

32年（1899）起工である。見世蔵は平成９年（1997）、市指定文化財に指定されている。 

 

 エ 味噌醸造元 

  a) 旧ヤマサみそ 

    「ヤマサみそ（益子味噌）」は、創業が江戸中期

の天明元年（1781）といわれ、明治 40年（1907）

発行の『栃木県営業便覧』にも「味噌製造海産肥料

商 益子佐平」と記されている。 

    通りに面して見世蔵や袖
そで

蔵
ぐら

、土蔵が建ち並ぶと

ともに、門や板塀も残され、奥の敷地には多くの土

蔵が現存し、これらは江戸末期から昭和前期頃に

かけて建設されたものであり、伝統的建造物に特

定されている。 

    長年、栃木の味噌として親しまれてきたが、平成 23年（2011）に惜しまれつつも廃業し

た。嘉右衛門町伝建地区内の味噌工場跡地の約 5,000㎡の敷地や伝統的建造物は、平成 28

年（2016）に市が取得し、現在、嘉右衛門町伝建地区の拠点施設として整備を進めている。 

 

 
 

 

  
写真 旧ヤマサ味噌 

 

 

 
写真 昭和 30年代のパンフレット 
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図 かつて問屋業を営んでいた歴史的建造物の分布図 
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 まとめ 

   輸送方法は変わったが集散地としての機能は変わらず麻問屋、肥料商、荒物問屋等の問屋

業が、江戸末期から大正期に建てられた見世蔵や土蔵の歴史的建造物で現代も続けられてい

る。味噌醸造も、昔ながらの製造方法を守りながら今日へ繋がっている。これらが物資の集

散地として発展したことを物語る数多くの歴史的建造物と一体となり、往時の商家町として

の繁栄を感じることができることから残していきたい歴史的風致である。 

 

 
図 物資の集散による問屋業の発展にみる歴史的風致の範囲 
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(２) 栃木の山
だ

車
し

祭りにみる歴史的風致 

   栃木の山車祭りは、現在、「とちぎ秋まつり」と称し２年に一度、11 月に、栃木の象徴で

ある蔵造りの町並みを中心とした栃木地域の市街地を南北方向に貫通する旧日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

周辺を主な舞台として開催される。平成 28年（2016）には 38万人の観光客を集める栃木

市最大のイベントとなっている。 

   栃木の山車祭りは、伝統的な神社の祭礼やしきたりに基づくものではなく、明治政府によ

る神
じん

武
む

天
てん

皇
のう

遥
よう

拝
はい

式
しき

の実施命令を受けて、県、村内で神武天皇の祭礼を行うようになり、その

神
じん

武
む

祭
さい

の「行事」として開催された。その後、招
しょう

魂
こん

社
しゃ

祭典、県社神
しん

明
めい

宮
ぐう

祭典の付祭りとして

開催され、その都度、豪商や住民の寄付によって山車や祭りの衣装を整えていった。 

   町民の結束と活力を示し、町の発展を願うための祭りであり、町内で資金を準備し、ゆか

りのある職方
しょくかた

やお囃
はや

子
し

連に協力を願い、街中を各町内の山車が練り歩く祭りの形ができあ

がった。 

   現在、９台の山車と一対の獅
し

子
し

頭
がしら

があり、10 の町内が山車を曳き出しており、活況を呈

した時代を象徴する歴史的な建造物が数多く残され、それらが安土桃山から江戸初期に形成

された町割りとともに現在へと継承された旧日光例幣使街道沿いの町並みを舞台に、地域の

人々により大切に守られ現在も続けられている。 

 

 
写真 栃木の山車祭り 
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図 栃木の山車祭り参加町内（塗りつぶし範囲） 
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 ① 栃木の山
だ

車
し

祭りを構成する歴史的な町並み 

 ア 万
よろず

町
ちょう

、倭
やまと

町
ちょう

及び室
むろ

町
まち

の町並み 

   栃木の山車祭りの主会場となる栃木地域万町、

倭町及び室町の蔵の街大通り沿いには、主として

見
み

世
せ

蔵
ぐら

や土
ど

蔵
ぞう

をはじめとする江戸末期から昭和

前期頃にかけて建造された歴史的な建造物が建ち

並ぶ。 

   万町、倭町及び室町は、江戸時代、それぞれ上
かみ

町
ちょう

、中
なか

町
ちょう

及び下
しも

町
ちょう

といわれ栃
とち

木
ぎ

町
まち

を形成して

いた。また、現在の蔵の街大通りの一部は、江戸

時代、日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

と呼ばれていた。 

   日光例幣使街道を中心として町並みが形成され

てきたことは、多くの資料や絵図からも明らかで

あり、江戸時代の栃木町を描いた天明７年（1787）

の『栃木町絵図』には、栃木町の中枢である「御

本陣」が明記され、街道に面した玄関から巴
うず

波
ま

川
がわ

の際まで敷地が続いていたことがわかる。その後、

明治期までには旧日光例幣使街道につながる東西

の道路の変
へん

遷
せん

とともに、特に万町における敷地の

細分化が進行し、旧日光例幣使街道と巴波川との

間は戦後に南北方向の道路が通ったことで敷地が

分断されているものの、奥行の深い短冊形の敷地

形状は、ほぼ江戸時代に町の骨格ができた当時の

まま、現在に受け継がれている。 

   各敷地では、道路に面して店舗、その奥に住居

があり、通り庭（表から裏口まで続く土間）形式

を取ることが一般的で、店舗からの出入口は通り庭に向けて引戸を設けるものが多いが、帳
ちょう

場
ば

から直接住居に出入りする戸口を備えたものもある。奥に続く土蔵は細長い敷地に沿って

配置されている。 

 

 
図 代表的な建物の配置 

 
写真 蔵の街大通り沿いの町並み（倭町） 

 

 
図 天明７年（1787）『栃木町絵図』（個人蔵）（一部加工） 

日
光
例
幣
使
街
道 

巴
波
川 

上
町 

中
町 

下
町 

御本陣 
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  a) 伝統的な店舗 

    蔵の街大通り沿いの景観を作り上げる主要な歴史的建造物は伝統的な店舗であり、これ

らは大きく、外壁を厚く土で塗り込めて漆
しっ

喰
くい

仕上げとした見世蔵とそれ以外の木造店舗に

分けられる。 

   ○ 見世蔵 

     蔵の街大通り沿いには多くの見世蔵が遺存し、うち、墨
ぼく

書
しょ

により年代が特定できる６

棟については江戸後期から明治後期にかけてのものである。最も早期のものは、弘化２

年（1845）の建築である。見世蔵は、桁
けた

行
ゆき

を３間半～４間、梁
はり

行
ゆき

を３間とするものが多

く、大半が切
きり

妻
づま

造
づくり

平
ひら

入
いり

である。 

 

   ～墨書により年代が特定できる６棟～ 

  

写真 a)-1 蔵の資料館「古
こ

久
く

磯
いそ

提
ちょう

灯
ちん

店
てん

見世蔵」 

とちぎ歌
うた

麿
まろ

館【古久磯提灯店見世蔵】 

［弘化２年（1845）建築《墨書》］ 

県指定 

写真 a)-2 とちぎ蔵の街観光館 

【旧田
た

村
むら

家見世蔵】 

［明治 38年（1905）建築《墨書》］ 

市指定 

  

写真 a)-3 日
にっ

光
こう

珈琲蔵ノ街 

【綿
わた

忠
ちゅう

はきもの店店舗】 

［安政３年（1856）建築《墨書》］ 

国登録文化財 

写真 a)-4 下
しも

野
つけ

新聞社栃木支局 

【旧毛塚肥料店見世蔵】 

［文久元年（1861）建築《墨書》］ 

国登録文化財 
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写真 a)-5 毛
け

塚
づか

紙店見世蔵 

［明治 41年（1908）建築《墨書》］ 

国登録文化財 

写真 a)-6 太田
お お た

家見世蔵 

［明治 37年（1904）建築《墨書》］ 

 

   ～建築様式から年代が分かる２棟～ 

  

写真 a)-7 山
やま

本
もと

有
ゆう

三
ぞう

ふるさと 

記念館南棟、北棟 

［江戸末期建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

写真 a)-8 北蔵カフェひがの 

【佐
さ

藤
とう

家住宅店舗】 

［明治中期建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

 

   ○ 木造店舗 

     木造店舗は、切妻造平入の見世蔵と同等の規模であり、いぶし銀の桟
さん

瓦
がわら

葺
ぶき

を基本とす

る。 

  

写真 a)-9 旧金
かな

澤
ざわ

呉服店店舗 

［明治 41年（1908）建築《建築様式》］ 

写真 a)-10 三
み

桝
ます

屋
や

本店 

［明治 41年（1908）建築《棟札》］ 
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b) 木造住宅及び蔵 

    見世蔵や木造店舗の背後に建ち、これらの間に垣
かい

間
ま

みえて町並み景観を成すのが木造住

宅や蔵である。 

   ○ 木造住宅 

     木造住宅は、二階建を基本とし、屋根は切妻造、寄
よせ

棟
むね

造
づくり

、入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

など様々である

が、いぶし銀の桟瓦葺とし、敷地内の他の建物と大
おお

棟
むね

の方向を合わせたシンプルな形状

を基本とする。外壁は白漆喰仕上げや下
した

見
み

板
いた

張
ば

りとしているものが多い。 

 

  
写真 b)-1 郷土参考館居宅 

［明治初期建築《建築様式》］ 

写真 b)-2 古久磯提灯店住居 

［明治期建築《建築様式》］ 

  

写真 b)-3 関根家住宅主
おも

屋
や

 

［大正 11年（1922）以前建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

写真 b)-4 旧金
かな

澤
ざわ

呉服店住居 

［明治 41年（1908）建築《建築様式》］ 
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○ 蔵 

     蔵には、土蔵、石蔵がある。棟数が多いのは土蔵で、大正初期まで建築されていた。

土蔵は桁行３間、梁行２間規模が平均的で、切妻造、桟瓦葺、二階建を基本とするが、

三階建土蔵も存在する。石蔵は大半が明治末期から昭和初期の建築である。規模は大小

様々で切妻造、桟瓦葺、二階建を基本とし、鹿
か

沼
ぬま

産の深
ふか

岩
いわ

石
いし

や大
おお

谷
や

石
いし

が用いられている。 

      ～土蔵～ 

  

写真 b)-5 善
ぜん

野
の

家土蔵(通称おたすけ蔵) 

［東蔵 文化年間（1804～1818）初期建築、 

中蔵 天保２年（1831）以前建築、 

西蔵 天保 11年（1840）建築《墨書》］ 

市指定 

写真 b)-6 関
せき

根
ね

家住宅文庫蔵 

［江戸末期建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

  

写真 b)-7 塚
つか

田
だ

家住宅文
ぶん

庫
こ

蔵
ぐら

 

［明治 32年（1899）建築《墨書》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 

写真 b)-8 塚田歴史伝説館展示館 

［明治 36年（1903）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 

  
写真 b)-9 塚田歴史伝説館 

人形山車・銘
めい

木
ぼく

展示館（旧荷
に

蔵
ぐら

） 

［明治 42年（1909）建築《墨書》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 

写真 b)-10 塚田歴史伝説館 

事務室・売店及び休憩所 

［大正５年（1916）建築《墨書》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 
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写真 b)-11 塚田家住宅旧米
こめ

蔵
ぐら

 

［大正 13年（1924）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 

写真 b)-12 塚田家住宅銘木蔵 

［大正 13年（1924）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・景観重要建造物 

  
写真 b)-13 郷土参考館土蔵 

［弘化３年（1846）以前建築《墨書》］ 
写真 b)-14 旧金

かな

澤
ざわ

呉服店土蔵 

［嘉永６年（1853）建築《棟札》］ 

～石蔵～  

 

 

写真 b)-15 おたまじゃくし文庫石蔵 

［大正５年（1916）建築《建築様式》］ 
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c) 洋風建築 

    蔵の街大通り沿いには、外観を洋風にあつらえている、いわゆる洋風建築が数棟存在し、

町並み景観に特徴をもたらしている。蔵の街大通りに面して建築されている洋風建築はい

ずれも大正期に通りに面する店舗部分が改築されたものである。 

    また、蔵の街大通り周辺には、大正から昭和前期に建てられた病院や銀行などの様々な

用途の洋風建築も存在する。 

 

  
写真 c)-1 パーラートチギ 

【関根家住宅店舗】 

［大正 11年（1922）建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

写真 c)-2 好
こう

古
こ

壱
いち

番
ばん

館
かん

 

【旧安
あ

達
だち

呉服店店舗】 

［大正 12年（1923）建築《建築様式》］ 

国登録文化財 

 

 

写真 c)-3 蔵の街ダイニング蒼 

【旧足
あし

利
かが

銀行栃木支店】 

［昭和９年（1934）建築《棟札》］ 

国登録文化財 

 写真 c)-4 医療法人 杏
きょう

林
りん

会
かい

 

栃木中央クリニック 

【旧栃木病院】 

［大正２年（1913）建築《建築様式》］ 

市指定 
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図 建造物の位置 
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 イ 嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

伝統的建造物群保存地区の町並み 

   祭りの舞台でもある泉
いずみ

町
ちょう

及び嘉右衛門町は、

主として見世蔵や土蔵をはじめとする江戸末期か

ら昭和前期頃にかけての伝統的な建造物が群とし

てよく残り、地形に沿って湾曲する道、巴波川、

翁
おきな

島
じま

や陣屋跡の緑等とともに特徴的な町並みを

つくり上げており、平成 24年（2012）には、国の

重伝建地区に選定された。 

   保存地区は、現在の泉町及び嘉右衛門町におけ

る旧日光例幣使街道沿いの町並みに、岡田家別邸

が建つ通称翁島を加えた範囲を基本とし、地区の

西側は、南北方向の旧道及び巴波川を界
かい

とし、地

区の東側は、南北方向の水路を界とし、日光例幣

使街道に沿って、平
ひら

柳
やなぎ

新
しん

地
ち

、嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

新
しん

田
でん

村
むら

な

ど、安土桃山時代に開発された村々が発展してで

きた町並みである。 

   嘉右衛門新田村は、天正期（1573～1592）に足

利から移り住んだ岡
おか

田
だ

嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

が開発したとさ

れ、元禄２年（1689）には陣屋も置かれ、また、

平柳新地には、江戸初期に開かれた巴波川の舟運

に伴って早くから河
か

岸
し

が設けられた。 

   旧日光例幣使街道に面して江戸時代に成立した

町
まち

場
ば

として、江戸時代後期の状態をほぼ引き継ぐ

と考えられる地割を良好に残している。 

 

 

 
写真 嘉右衛門町伝建地区の町並み 

 
図 天保 13年（1842）『嘉右衛門新田村絵図』（個人蔵） 
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   伝統的な建造物の配置は、道路

に面して店舗が建ち、それに接続

して住居部分があり、その奥に土

蔵が並ぶ例が多く見られる。 

   敷地の奥に 祠
ほこら

を配置すること

もあり、また、巴波川に面する敷地

の多くは、塀を廻
まわ

している。 

 

  a) 伝統的な店舗 

    嘉右衛門町伝建地区の景観を作り上げる主要な歴史的建造物は伝統的な店舗であり、こ

れらは大きく、外壁を厚く土で塗り込めて漆喰仕上げとした見世蔵とそれ以外の木造店舗

に分けられる。 

   ○ 見世蔵 

     嘉右衛門町伝建地区内には８棟の見世蔵が遺存し、うち、年代が特定できる５棟につ

いては江戸後期から明治初期にかけてのものである。最も早期のものは、天保５年（1834）

の建築である。 

     見世蔵は、桁行を３間半～６間、梁行は２間半とし、大半が切妻造平入である。軒
のき

は

出
で

桁
げた

造、二重若しくは三重蛇
じゃ

腹
ばら

（漆
しっ

喰
くい

塗り）、鉢
はち

巻
まき

（軒下部分）といった仕様で塗り込め

るが、置き屋根（屋根と躯体を別構造としたもので、屋根を躯体に載せている形式のも

の）とするものもある。 

 

    
写真 出桁造 写真 蛇腹 写真 鉢巻 写真 置き屋根 

 

  

写真 a)-1 相
さ

良
がら

家見世蔵 

［天保 10年（1839）建築《棟札・墨書》］ 

伝統的建造物 

写真 a)-2 大
おお

貫
ぬき

家見世蔵 

［天保５年（1834）建築《墨書》］ 

伝統的建造物 

 
図 代表的な建物の配置 
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写真 a)-3 岡
おか

田
だ

記念館見世蔵 

［明治５年（1872）建築《建築様式》］ 

伝統的建造物 

写真 a)-4 平
ひら

澤
さわ

商事見世蔵 

［明治７年（1874）建築《建築様式》］ 

伝統的建造物 

  
写真 a)-5 旧ヤマサ味噌見世蔵 

（置き屋根形式） 

［江戸末期建築《建築様式》］ 

伝統的建造物 

写真 a)-6 田
た

中
なか

家見世蔵 

［大正期以前建築《建築様式》］ 

伝統的建造物 

 

   ○ 木造店舗 

     木造店舗は、桁行は２間半～５間、梁行は２間半とし、切妻造平入、いぶし銀の桟瓦

葺を基本とする。 

 

  

写真 a)-7 天
あま

海
がい

家店舗 

［大正 12年（1923）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 

写真 a)-8 野
の

口
ぐち

家店舗 

［昭和前期以前建築《建築様式》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 
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  b) 木造住宅及び蔵 

    見世蔵や木造店舗の背後に建ち、これらの間に垣間みえて町並み景観を成すのが木造住

宅や蔵である。 

   ○ 木造住宅 

     木造住宅は、二階建を基本とし、屋根は切妻造、

寄棟造、入母屋造など様々であるが、いぶし銀の桟

瓦葺とし、敷地内の他の建物と大棟の方向を合わ

せたシンプルな形状を基本とする。外壁は白漆喰

仕上げや下見板張りとしているものが多い。 

 

   ○ 蔵 

     蔵には、土蔵、石蔵がある。棟数が多いのは土蔵で、昭和前期まで建築されていた。

土蔵は桁行３間、梁行２間規模が平均的で、切妻造、桟瓦葺、二階建を基本とするが、

三階建土蔵が１棟存在する。石蔵は大半が大正期から昭和期（戦後も含む）の建築であ

る。規模は大小様々で切妻造、桟瓦葺、二階建を基本とし、鹿沼産の深岩石や大谷石が

用いられている。 

 

  

写真 b)-2 油
あぶ

伝
でん

味噌文庫蔵 

（三階建） 

［明治 18年（1885）建築《棟札》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 

写真 b)-3 油伝味噌土蔵 

［明治 23年（1890）以前建築《文献》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 

  
写真 b)-4 岡田記念館土蔵 

［天保 12年（1841）建築《墨書》］ 

伝統的建造物 

写真 b)-5 野
の

尻
じり

家石蔵 

［大正 15年（1926）建築《墨書》］ 

伝統的建造物 

 
写真 b)-1 天海家住宅 

［大正 12 年（1923）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 
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  c) 洋風建築 

    嘉右衛門町伝建地区には、いくつかの洋風建築が

あり、正側面に低い壁を立ち上げて洋風のオーダー

（柱）、バルコニーやアーチ窓をあしらった店舗が存

在し、町並み景観に特徴をもたらしている。 

 

 

 

 

 

  d) その他 

    見世蔵や木造店舗の付属屋として建つ木造住宅及

び蔵の他、旧日光例幣使道の西側を流れる巴波川沿

いには、翁
おきな

島
じま

と呼ばれる緑豊かな広大な敷地に岡田

家別邸が建つ。この主
おも

屋
や

は、岡田家当主を隠居した孝

一が、古希を迎えた大正９年（1920）に東京木場から

銘木を取寄せて大正 13年（1924）に完成した木造二

階建（一部平屋）、入母屋造、桟瓦葺とした屋根形式

の隠居所である。外壁は簓
ささら

子
ご

下見板張りとし、南側及び西側に縁側を廻してほぼ全面にガ

ラス戸を建てている。 

    また、旧日光例幣使街道の東側の岡田記念館敷地内には旧陣屋が建つ。 

 

  
写真 d)-1 岡田家翁島別邸主屋 

［大正 13年（1924）建築《建築様式》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 

写真 d)-2 岡田記念館旧陣屋 

［江戸末期建築《建築様式》］ 

伝統的建造物 

 

 

 

 

 

 
写真 c)-1 舘野家店舗 

［昭和７年（1932）建築《新築記念の時計》］ 

国登録文化財・伝統的建造物 

 
写真 簓子下見板張り 
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図 嘉右衛門町伝建地区の範囲と伝統的建造物及び環境物件 

（平成 28年（2016）10月 11日現在） 
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② 栃木の山
だ

車
し

祭りの舞台となる歴史的町並みの主な建造物 

 ア 神
しん

明
めい

宮
ぐう

（本殿、拝殿が市指定文化財（建造物）） 

   栃木の山車祭りの舞台となる市街地を構成する歴

史的建造物として、神明宮の本殿・拝
はい

殿
でん

が挙げられ

る。神明宮の由来は、創設は応永 10年（1403）とさ

れ、当初は神
しん

明
めい

宿
じゅく

（現、栃木地域神
かん

田
だ

町
ちょう

）にあった

ことが当時の棟
むな

札
ふだ

によって知られる。天正 16 年

（1588）に皆
みな

川
がわ

広
ひろ

照
てる

による栃木城築城に伴って現地

に移転され、以後、栃木郷の総
そう

鎮
ちん

守
じゅ

社
しゃ

として崇
すう

敬
けい

を集

め、明治５年（1872）には県社に列せられている。主

祭神は天
あま

照
てらす

大
おお

神
みかみ

である。本殿は、明治 13年（1880）

３月の起工、明治 16年（1883）10月の竣工と伝えら

れており、高
こう

欄
らん

の擬
ぎ

宝
ぼ

珠
し

に残された刻
こく

銘
めい

によってそ

のことが裏付けられる。桁行３間・梁行２間で、石積

みの高い基
き

壇
だん

の上に建つ切妻造平入の高床建築であ

る。正面中央に階を設け、周囲に高欄付きの縁を廻

す。屋根に反りはなく、千
ち

木
ぎ

（大棟の両端に載せたＸ

字状の材）と勝
かつ

男
お

木
ぎ

（棟上に横たえて並べた円柱状の装飾の部材）を備え、妻側には独立し

た棟
むな

持
もち

柱
ばしら

を建てるなど、典型的な神
しん

明
めい

造
づくり

である。 

 

 イ 近
きん

龍
りゅう

寺
じ

（本堂が市指定文化財（建造物）） 

   近龍寺本堂も市街地を構成する歴史的建造物で、

近龍寺の由来は、宿
しゅく

河
が

原
わら

（現在の栃木地域城
じょう

内
ない

町
ちょう

）

に創建されたと伝えられる浄土宗の寺院である。当

初は称
しょう

念
ねん

寺
じ

と呼ばれていたが、天正 16年（1588）に

皆川広照による栃木城築城に伴って現地に移転さ

れ、その際に近龍寺と改称した。正保４年(1647)以

降、日光例幣使がたてられるようになると、脇本陣と

して、本陣に支障がある場合の宿泊所にあてられた。

寛文年間(1661～1673)の頃より鐘
しょう

楼
ろう

堂
どう

において時
じ

鐘
しょう

をついていたが、鐘は太平洋戦争中に

回収されてしまった。 

   本堂は入母屋造・桟瓦葺で、正面に向
こう

拝
はい

（階段上の庇）を設け、周囲に高覧付きの切
きり

目
め

縁
えん

（縁板を敷居と直角方向に張った縁）を廻した大規模な仏堂である。外回りの建具には引違

い桟
さん

唐
から

戸
と

（縦横に框
かまち

を組み、間に薄い板を入れた扉）と明り障子が用いられている。文化３

年(1806)の上棟の棟札が残されており、さらに正面の桟唐戸には「同４年７月」の銘
めい

文
ぶん

が残

されていることから、建物の竣工は文化４年（1807）であった可能性が高い。 

 
写真 神明宮拝殿（旧神道中教院講堂） 

 
写真 神明宮本殿 

 
写真 近龍寺本堂 
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 ウ 神
しん

明
めい

神社（本殿・幣
へい

殿
でん

・拝殿・神楽殿・社務所・石蔵が伝統的建造物） 

   神明神社の境内には嘉右衛門町の山車収納庫があり、神明神社の本殿なども市街地を構成

する歴史的建造物である。神明神社は、岡
おか

田
だ

嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

が開拓した土地に、慶長年間（1596～

1615）、神
じん

祇
ぎ

を勧
かん

請
じょう

したのが起源とされている。主祭神は大
おお

日
ひる

孁
め

貴
むち

命
のみこと

である。 

 

  
写真 神明神社拝殿 写真 神明神社本殿 

 

   本殿は、昭和６年（1931）に幣殿、拝殿とともに建築され、桁行と梁行は１間の切妻造銅

板葺、平入の高床建築で、石積みの基壇の上に建つ。本殿の柱は丸柱とし、外壁正面中央間

に扉を設け、その他の壁面はすべて板羽目とする。また、周囲に高欄付きの縁を廻して正面

中央に階を設け、反りを持たない直線的な屋根の棟には千木と勝男木を備え、妻側には独立

した棟持柱を建てた典型的な神明造りの社殿であるが、掘
ほっ

立
たて

柱
ばしら

とはせずに礎石の上に柱を

のせている。本殿の他には、切妻造銅板葺の幣殿、流造銅板葺の拝殿、入母屋造銅板葺の神

楽殿、木造入母屋造瓦葺の社務所、切妻造平入の石蔵、２つの境内社がある。境内には、狛

犬（明治 24年（1891））や石灯籠（文久３年（1863）、昭和６年（1931））などの石造物が残

り、これらも伝統的建造物（工作物）に特定されている。 

 

 

エ 大島肥料店見世蔵（登録有形文化財） 

   大島肥料店は旧日光例幣使街道の東側に位置し、

通りに面する見世蔵は市街地を構成する歴史的建造

物である。大島家は江戸末期の頃からこの地で肥料

店を営んできた旧家で、現存する見世蔵は初代元平

が建設したものであり、小屋裏に残された棟札によ

って明治 15年（1882）の上棟であることが分かる。

切妻造平入の桟瓦葺・二階建で、桁行４間半、梁行２

間半、一階前面に約１間の下屋庇を張り出し、外部を

全て土蔵造とした典型的な見世蔵である。 

 

 
写真 大島肥料店見世蔵 
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オ 雲
うん

龍
りゅう

寺
じ

 

 雲龍寺は泉
いずみ

町
ちょう

にあり、市街地内の重

要な歴史的建造物の一つである。境内に

は泉町の山車収納庫がある。栃木町民は

文化・文政年間(1804～1830)のころから

成
なり

田
た

山
さん

不
ふ

動
どう

尊
そん

を信仰するものが多く、そ

のため講
こう

が三つも組織されていたが、慶

応年間(1865～1868)にひとつとなって栃
とち

木
ぎ

大
おお

護
ご

摩
ま

講
こう

社
しゃ

といった。明治 13年(1880)

成田山の不動尊の像を模刻し、成
なり

田
た

山
さん

新
しん

勝
しょう

寺
じ

の原口照
しょう

輪
りん

師によって開眼供養を

行い、はじめ定
じょう

願
がん

寺
じ

本堂に安置したが、やがて平柳・泉町の土地を買い入れて寺院をたて、

稲
いな

葉
ば

村
むら

（壬生町）の雲龍寺の寺号をうつし、明治 23(1890)年 11月 25日遷
せん

仏式
ぶつしき

を行って、成

田山不動尊雲龍寺と名付けた。当初創建されたのは、栃木町大字平
ひら

柳
やなぎ

新
しん

地
ち

であったが、昭和

になり北
きた

関
かん

門
もん

道
どう

路
ろ

の建設に伴い、東側に曳家して現在の地にある。 

   入母屋造桟瓦葺で、本堂天井裏にある棟札には「明治二十二年十二月一日上棟」と記され

ている。 

 

 

 

 

 

 
写真 雲龍寺 
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図 建造物の位置 

  

オ 雲龍寺 
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③ 栃木の山
だ

車
し

祭りに関わる活動 

 ア 栃木の山車祭りの歴史 

   明治７年（1874）４月３日、県庁構内で行われた神武祭

に倭町三丁目が東京日本橋の町内（瀬戸物町・伊勢町・本

小田原町）が所有する江戸の天
てん

下
か

祭
まつ

りとして有名な「山
さん

王
のう

祭
さい

」の９番山車を購入し参加させ、通
とおり

泉
いずみ

町
まち

（現在の泉町）

が宇
う

都
つの

宮
みや

から買い求めた諫
かん

鼓
こ

鶏
どり

の山車を参加させたこと

が祭の起源とされ、明治７年（1874）４月 15 日『栃木新

誌』に、県庁構内に「静
しずか

御
ご

前
ぜん

」の山車を練り込んだ様子が

記されている。 

 

 

 

 

 

 

 
図 栃木新誌（一部抜粋） 

 

   神武祭に出
しゅつ

御
ぎょ

させたことを機に、山車への関心が高まり各町とも大工や人形師に、山車を

作らせる動きが活発となり、明治 22年（1889）10月、明治 23年（1890）10月、いずれも神

明宮・招魂社（栃木地域箱
はこの

森
もり

町
まち

の錦
きん

着
ちゃく

山
さん

の頂きにあった）の両祭典に山車が出ている。 

 

 

 

 
図 東都日枝大神祭礼練込之図 

９番山車「静御前」 

明治元年（1868） 
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   明治 26年（1893）、万町一丁目・二丁目・三

丁目及び倭町二丁目が豪華な山車を東京日本

橋本石町の人形師の原
はら

舟
しゅう

月
げつ

（三代）に山車本体

の制作を依頼した。万町の３町内は、すでに所

有していた三国志で有名な「劉
りゅう

備
び

玄
げん

徳
とく

（万町一

丁目）」、「関
かん

羽
う

雲
うん

長
ちょう

（万町二丁目）」、「張
ちょう

飛
ひ

翼
よく

徳
とく

（万町三丁目）」の人形を山車に乗せた。「劉

備」「関羽」「張飛」は、中国の三国時代の英雄

であり、劉備は蜀
しょく

の建国者、関羽・張飛は義
ぎ

弟
てい

とされる。３体の人形は、劉備を長
ちょう

兄
けい

として、

関羽・張飛が義
ぎ

兄
きょう

弟
だい

の盟
めい

を結んだ「桃
とう

園
えん

の盟」

に因
ちな

んだもので、万町の３町内は町内間の硬い

絆をあらわすために「劉備」「関羽」「張飛」を

制作したとされる。それぞれ綾
りょう

羅
ら

錦
きん

繍
しゅう

（上質

の素材を用い、刺繍を数多く施した美しい衣

服）をもって衣服とし、山車に使われている緞
どん

帳
ちょう

も金
きん

糸
し

銀
ぎん

糸
し

をもって刺
し

繍
しゅう

した豪華なもの

である。ところがこの山車が作られて間もなく

日清戦争が勃発した。そのため、敵国の歴史的

な英雄を飾ることに異論が出て、万町一丁目は

「天
あま

照
てらす

大
おお

神
みかみ

」、万町二丁目は「日
やま

本
と

武
たけるの

尊
みこと

」、

万町三丁目は一時、大明征伐の英雄「豊
とよ

臣
とみ

秀
ひで

吉
よし

」

としたが、馬に乗った秀吉は人物が小さくみえ

るので、新たに「素
す

盞
さの

嗚
おの

尊
みこと

」を作り、乗せ替え

た。（以後、人形は時によって乗せ替えている。） 

   明治 26 年（1893）７月 22 日、全国で 35 番

目に、関東においては東京、横浜に次いで、栃

木商業会議所の設立が許可され、明治 26 年

（1893）10月、設立を祝う記念祝典を兼ねて行

われた秋祭りには、前述の４町内と倭町三丁

目、泉町が参加し、更に、明治 39年（1906）10

月、神明宮・招魂社祭典では、室町が桃太郎の

山車で参加して現在の祭りの形ができあがっ

たとされる。 

 

 

 
写真 明治 40年（1907）関東陸軍大演習 

張飛翼徳 万町三丁目・劉備玄徳 万町一丁目、関羽雲長 万町二丁目 

 

 
写真 大正４年（1915）御大典記念奉祝祭典 

素盞嗚尊 万町三丁目・日本武尊 万町二丁目・天照大神 万町一丁目 

 

 
写真 昭和 12 年（1937）栃木市制祝賀式典記念  

天照大神 万町一丁目・日本武尊 万町二丁目・豊臣秀吉 万町三丁目 

※この年は「豊臣秀吉」を乗せている。 

 

写真 旧日光例幣使街道での山車 巡
じゅん

行
こう

 明治期 
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表 とちぎ祭典山車巡行記録 

祭   典   日 摘            要 

明治７年（1874）４月３日 神武祭県庁構内へ山車練込（遥拝所完成記念） 

明治９年（1876） 神武祭付祭 

明治 10年（1877）４月 神武祭付祭 

明治 11年（1878）９月 24日 招魂社祭典（招魂社完成記念） 

明治 12年（1879）４月 神武祭 

明治 13年（1880）９月 招魂社祭典 

明治 15年（1882）10月 招魂社祭典 

明治 16年（1883）10月 神明宮祭典 

明治 17年（1884）  

明治 22年（1889）10月 神明宮、招魂社祭典 

明治 23年（1890）10月 神明宮、招魂社祭典 

明治 24年（1891）10月 神明宮、招魂社祭典 

明治 26年（1893）10月 栃木商業会議所設立記念祝典 

明治 39年（1906）10月 神明宮、招魂社祭典 

明治 42年（1909）10月 神明宮、招魂社祭典 

明治 44年（1911）11月 神明宮、招魂社祭典、第６回関東商業会議所式典 

大正４年（1915）11月 御大典記念奉祝祭典 

昭和３年（1928）11月 御大典記念奉祝祭典 

昭和７年（1932）11月 神明宮祭典及び第 27回関東商工会議所式典 

昭和 12年（1937）４月１～４日 栃木市制祝賀式典記念 

昭和 21年（1946）11月 15～17日 市制 10周年記念祝典 

昭和 26年（1951）11月 15～17日 市制 15周年記念祝典 

昭和 29年（1954）11月 15～17日 ４村合併記念並びに会議所開設 60周年記念祝典 

昭和 32年（1957）11月 15～17日 国府村合併記念祝典 

昭和 36年（1961）11月 15～17日 市制 25周年記念祝典 

昭和 41年（1966）11月 15～17日 市制 30周年記念祝典 

昭和 46年（1971）11月 15～17日 市制 35周年記念祝典 

昭和 51年（1976）11月 15～17日 市制 40周年記念祝典 

昭和 56年（1981）11月 15～17日 市制 45周年記念祝典 

昭和 61年（1986）11月 15～17日 市制 50周年記念祝典 

平成３年（1991）11月 15～17日 市制 55周年記念祝典 

平成８年（1996）11月 15～17日 市制 60周年記念祝典 

平成 12年（2000）10月 27～29日 シンボルロード等完成記念 

平成 13年（2001）11月 16～18日 市制 65周年記念祝典 

平成 15年（2003）11月 14～16日 栃木商工会議所創立 110周年 

平成 18年（2006）11月 17～19日 市制 70周年記念祝典 

平成 20年（2008）11月 15～16日  

平成 22年（2010）11月 13～14日 祝合併記念（11月 12日：こども山車まつり開催） 

平成 24年（2012）11月 10～11日 

栃木商工会議所創立 120周年記念 
栃木市・西方町合併記念 
嘉右衛門町重要伝統的建造物群保存地区選定記念 
渡良瀬遊水地ラムサ－ル条約登録記念 
滝川市盟約締結 30周年記念 
平成 24年とちぎ秋まつり（11 月９日：こども山車まつり開催）  

平成 26年（2014）11月 14～16日 
栃木市・岩舟町合併記念 
平成 26年とちぎ秋まつり（11月 14日：こども山車まつり開催） 

平成 28年（2016）11月 11～13日 平成 28年とちぎ秋まつり（11月 11日：こども山車まつり開催） 

平成 30年（2018）11月９～11日 平成 30年とちぎ秋まつり（11 月９日：こども山車まつり開催）  
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   このように、栃木の山車祭りは、はじめ、神

武祭や神社の付祭としてとり行われ、その豪
ごう

華
か

絢
けん

爛
らん

な様は、関東一帯に「山車の栃木」の名を

とどろかせ、富裕の商都を象徴し、昭和 12 年

（1937）の市制施行祭以降は、市の発展の祭礼

として曳き出され、今日では２年ごとに行われ

る「とちぎ秋まつり」で見事な姿をみせている。

商都として全国に名を馳せた栃木の豊かさが、

見事な山車をこの地にもたらし、人々はそれを

町の誇りとして今日まで守り続けてきた。まさに、山車は「とちぎの心」である。 

 

 イ 栃木の山車祭りに受け継がれる江戸型人形山車 

   栃木の山車は、かつて江戸城下で豪華絢爛を競った江戸型人形山車と呼ばれている。江戸

型人形山車の最大の特徴は二段階のくり上げ・くり下げ装置（エレベーター）である。つま

り高さの制限に対応できるカラクリになっている。これは、江戸城に入って将軍の上
じょう

覧
らん

に供

するためで、江戸城の 36 箇所の見
み

付
つけ

門
もん

をくぐれるように上げ下げ可能のカラクリに作られ

ている。 

 

 
人形と上段幕         上段幕を下げた         人形と上段幕 

を上げた状態         状態              を下げた状態 

図 山車の上げ下げの状態 

 

 

 

 

 
写真 昭和 29年（1954） 

４村合併記念並びに会議所開設 60 周年記念祝典 
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   江戸型人形山車は三層からなり、最上部が人形、二層目が上
じょう

段
だん

幕
まく

にかこまれた枠、そして

最下部は見
み

送
おくり

幕
まく

にかこまれた枠である。人形は二層目の枠内を上下することができ、さらに

人形と二層目は折り畳まれた状態で最下部に収納される。つまり基
き

部
ぶ

から二層目がせり出し、

さらに二層目から人形がせり出すという二段上下可変式のカラクリになっている。また、山

車を覆う幕は、金糸銀糸で刺繍された花や鳥、龍や鳳
ほう

凰
おう

など山車ごとに特色のある刺繍が施

されている。 

 

 
図 枠仕立形式山車 山車各部名称（倭町三丁目所有山車） 

 

   現在、栃木の山車は、江戸時代さながらの飾付けがなされ、往時の姿そのままの状態で受

け継がれている。様々な英雄を表す人形は、社会変化の中で人物を変え、その時々の時
じ

勢
せい

を

象徴してきたが、いつの時代も変わらぬ山車を愛する人々の心が、時を越え、今日まで続く

山車祭りを守り続けてきたのである。 
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町 概 要 山 車 

 

万 町 一 丁

目 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 人形師・三代目法橋 原舟月 

○制作 明治 26年（1893）（人形を除く山車の制作年） 

○山車 高さ 8.89ｍ、長さ 3.54ｍ、幅 2.07ｍ 

○山車の見所 

 [岩座]四
し

神
しん

の彫刻（三味線胴） 

 [上段幕]緋
ひ

羅
ら

紗
しゃ

地
ぢ

に飛
ひ

竜
りゅう

・波
は

頭
とう

紋
もん

（一枚続き） 

 [中層]極
ごく

彩
さい

色
しょく

で魅せる十
じゅう

二
に

支
し

の彫刻 

 [囃子座]雲と群
ぐん

鶴
かく

の彫刻 

○山車の説明 

 車は三輪で、その内前輪は轅
ながえ

に締
てい

結
けつ

した古式を踏
とう

襲
しゅう

し

たものであるが、車輪の外輪に洋風の手法が加わった

珍しいものである。人形座は軸部構造からの 「せりあ

げ」となっている。腰組を支える地
じ

覆
ふく

は隅や中央に金

具型の装飾を付けてある。特に囃子座の上部の長押上

には雲と群鶴の彫刻があり、見事な出来となっている。

中段は三つ割とし、アーチ状の縁を連続し、その中に

十二支の彫刻を配してある。岩座は黒塗の三味線胴で

四神の彫刻が配置してあり、彫刻と金具型隅飾りは金

箔押しで、黒塗の胴によく映えている。上段の幕は緋

羅紗地に飛竜・波頭紋刺繍の四面一枚続きである。見

送幕は色違い錦
きん

襴
らん

の縫い合わせで、四隅に朱の揚巻が

ついている。人形が２体あり、時によって乗せ替えて

いる。 

 

 

天
あま

照
てらす

大
おお

神
みかみ

 

 

劉
りゅう

備
び

玄
げん

徳
とく

 

 

万 町 二 丁

目 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 人形師・三代目法橋 原舟月 

○制作 明治 26年（1893）（人形を除く山車の制作年） 

○山車 高さ 8.75ｍ、長さ 3.80ｍ、幅 2.18ｍ 

○山車の見所 

 [岩座]青
せい

龍
りゅう

の彫刻（三味線胴） 

 [上段幕]緋羅紗地に飛竜・雲
うん

紋
もん

 

 [囃子座]雲紋と宝づくしの方形板を市松に配置 

 [中層]金箔のかかった波に千鳥の彫刻 

○山車の説明 

 車は三輪であり、前輪は組込み固定されている。腰を

支持する地覆は中を引き抜き、波の彫刻にするなど、

技巧を凝らしている。囃子座上部の欄間装飾も、雲紋

の中に宝づくしの方形の板を市松に配する奇抜な意匠

の装飾になっている。見送幕を支持する胴廻りの柱も、

地彫りを施した見事なものである。中段部分は、波に

千鳥の彫刻に金箔が総体にかかり異彩を放っている。

上段の幕は緋羅紗地に飛竜・雲紋を施した華麗なもの

で、高度な繍技によって表現されている。見送幕は錦

襴の縫い合わせで、裏地は印
いん

度
ど

更
さら

紗
さ

であるが配色も上

品で優雅な幕である。人形が２体あり、時によって乗

せ替えている。 

 

 

日
やま

本
と

武
たけるの

尊
みこと

 

 

関
かん

羽
う

雲
うん

長
ちょう

 

図 栃木の山車祭りの山車 
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町 概 要 山 車 

 

万 町 三 丁

目 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 人形師・三代目法橋 原舟月 

○制作 明治 26年（1893）（人形を除く山車の制作年） 

○山車 高さ 7.61ｍ、長さ 3.60ｍ、幅 2.18ｍ 

○山車の見所 

 [岩座]朱塗りに金箔の竜の彫刻（三味線胴） 

 [上段幕]白地の羅紗に四神の刺繍 

 [囃子座]金箔の雲
うん

形
けい

彫刻に鳳凰の彫刻を重ね付け 

 [見送幕]七宝を朱とし亀・牡
ぼ

丹
たん

・菊が織り込まれて

いる。 

○山車の説明 

 車は三輪である。蹴込みは黒
こく

檀
たん

地
じ

板
いた

に唐
から

獅
じ

子
し

彫
ぼり

が付さ

れているが高度な技術によって彫られている。囃子座

上部の長押は金箔の雲形彫刻に鳳凰の彫刻を重ねて付

けて、柱は菊の透し彫りが付けられ豪華である。台座

の三味線胴は黒塗りの花鳥彫りであるが、鳥のみ箔
はく

捺
おし

となっている。岩座の三味線胴は朱塗りに金箔の竜の

彫刻が付いており、その上は同じく朱塗りの刎高欄と

なっている。上段幕は白地の羅紗に朱
す

雀
ざく

・青竜・白
びゃっ

虎
こ

・

玄
げん

武
ぶ

の四神の刺繍があり、高度な技術によってよく映

えている。見送幕は錦襴で七宝を朱とし亀・牡丹・菊

が織り込まれ、色調・文様とも整い、上段幕とも調和

し全体が見事な出来映えとなっている。人形が２体あ

り、時によって乗せ替えている。 

※前述した豊臣秀吉の人形はとちぎ山車会館に所在す

る。 

 

 

素
す

盞
さの

嗚
おの

尊
みこと

 

 

張
ちょう

飛
ひ

翼
よく

徳
とく

 

 

倭 町 二 丁

目 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 人形師・三代目法橋 原舟月に依頼し制作は古
ふる

居
い

楽
らく

山
ざん

 

○制作 明治 26年（1893） 

○山車 高さ 7.91ｍ、長さ 3.36ｍ、幅 2.14ｍ 

○山車の見所 

 [人形]弓に金のトビが止まる 

 [岩座]牡丹、唐獅子彫刻（三味線胴） 

 [上段幕]緋羅紗に金色の竜丸に雲 

 [中層]黒塗の地紋に金箔の鳳凰彫り 

○山車の説明 

 この山車の特徴は、岩座の部分の三味線胴の背が非常

に高いことであり、牡丹、唐獅子彫刻は初代 渡辺喜平

治の作である。中層は黒塗の地
じ

紋
もん

に金箔の鳳凰彫りが

あしらっており二代目 渡辺喜平治の作である。囃子台

は黒塗の棒組みで落ち着いた色調で、反面蹴込みは極

彩色で孔雀と牡丹の図柄が彫刻されている。特に素晴

らしいのが囃子座の竜と欄間の雲、蹴込みの波の彫刻

である。上段幕は四面とも緋羅紗に金色の竜丸に雲を

散らした刺繍である。見送幕は赤・白・緑の緞
どん

子
す

が染

め分けられた、木
も

綿
めん

地
じ

となっている。 

 

 

神
じん

武
む

天
てん

皇
のう

 

図 栃木の山車祭りの山車 
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町 概 要 山 車 

 

倭 町 三 丁

目 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 松雲斎徳山 

○制作 嘉永元年（1848） 

○山車 高さ 7.01ｍ、長さ 3.81ｍ、幅 2.18ｍ 

○山車の見所 

 [岩座]花
はな

菱
びし

紋
もん

 

 [上段幕]鶴に飛雲を配す。 

 [欄間]青
せい

海
がい

波
は

・牡丹の彫刻 

○山車の説明 

 囃子座上部の欄間と、胴廻りの欄間装飾を直線的にし

た独自の意匠で当時としては大胆なものであるとさ

れ、すっきりとし品が良い。この欄間は堆
つい

朱
しゅ

のような

竹の節の羽目板で板には青海波の地彫りを施し、中の

狭間は牡丹の彫刻になっている。腰の匂
こう

欄
らん

もめずらし

く、一文字で上の欄間装飾との均衡を図っている。水

引幕は錦襴に巴
ともえ

紋を刺繍したもの、見送幕は金糸で若

松の刺繍をしたものである。三味線胴下の鶴に飛雲を

配した上段幕は図案もよく、人形とも調和している。 

 

 

静
しずか

御
ご

前
ぜん

 

 

室町 

 

県 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 大沢銀之丞 

○制作 明治 28年（1895）頃 

○山車 高さ 7.66ｍ、長さ 3.32ｍ、幅 2.21ｍ 

○山車の見所 

 [欄間]花鳥牡丹箔捺 

○山車の説明 

 車は四輪である。人形座の匂欄、中段、腰、囃子座の

各匂欄も同じ意匠で統一している。囃子座上の欄間装

飾は長押を二重に廻して安定した構えとし、その上下

を彫刻で飾り、調和のとれた欄間となっている。胴の

廻りの彫刻も廻りに縁を付け、均衡と安定感を出して

いる。腰組を支える地覆も卍
まんじ

くずしの地彫を施し、隅

や中央に付けた金具型の板飾りも七宝の地彫でよく調

和している。全体的には三味線胴を小型にして均整を

とった作りであり、バランスのとれた品の良い山車で

ある。 

 

 

桃
もも

太郎
た ろ う

 

 

泉町 

 

市 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 不明 

○制作 明治 7年（1874）以前 

○山車 高さ 7.59ｍ、長さ 4.10ｍ、幅 2.82ｍ 

○山車の説明 

 ４輪の台車の上に高い台座を乗せ高欄を廻し、中央に

大太鼓と太鼓台座を乗せる。大太鼓の上には翼を水平

に広げた姿の白羽の雄鶏を乗せる。昔、中国の尭
ぎょう

帝が、

その政治について諌言しようとする人民に打ち鳴らさ

せるため、朝廷の門外に太鼓（諌鼓
か ん こ

）を設けた。良い

政治が行われていたので永い間太鼓をたたく者が無

く、鳥が太鼓に巣を作ったといわれ、その故事にちな

んで諫鼓鶏は天下泰平の象徴であるといういわれがあ

る。 

 

諫
かん

鼓
こ

鶏
どり

 

図 栃木の山車祭りの山車 
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町 概 要 山 車 

 

嘉 右 衛 門

町 

 

市 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 安生 

○制作 昭和期 

○山車 高さ 6.07ｍ、長さ 2.81ｍ、幅 1.68ｍ 

○山車の見所 

 [上段幕]「嘉」の刺繍 

 [欄間]金箔を施した豪華なもの 

 [額]「嘉
か

街
がい

」の文字 

○山車の説明 

 第十六代天皇。民の救済をし、善政に務め、慕われる。

日本最大の前方後円墳（大
だい

仙
せん

陵
りょう

古
こ

墳
ふん

）で有名。山車は、

本体が漆塗り仕上げ、欄間彫刻には金箔を施した豪華

なもので、上段幕には｢嘉｣の文字を意匠化した刺繍が

施されている。正面の額には｢嘉街｣の文字が彫刻され

ている。 

 

 

仁
にん

徳
とく

天
てん

皇
のう

 

 

大町
だいちょう

 

 

市 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 不明 

○制作 明治期 

○山車 高さ 5.92ｍ、長さ 3.73ｍ、幅 2.74ｍ 

○山車の見所 

 [欄間]花鳥の図 

 [柱]昇り竜・下り竜 

○山車の説明 

 独特の型をもった山車で、前の柱には、昇り、下りの

竜が彫刻されており、正面欄間は花鳥の図、千年の齢

を寿
ことほ

ぐもの。裏格子は葡
ぶ

萄
どう

と木
き

鼠
ねずみ

で豊作のしるし。傍

らに波に亀の彫。前垂は梅に 鶯
うぐいす

の彫。京の五条大橋で

牛
うし

若
わか

丸
まる

（源義経）と対決し、家来となるが、後に源頼

朝に追われ、平泉にて仁王立ちの壮絶な最後をとげる。 

 

 

弁
べん

慶
けい

 

図 栃木の山車祭りの山車 

 

町 概 要 獅子頭 

 

倭 町 一 丁

目 

 

市 指 定 有

形 の 民 俗

文化財 

○作者 不明 

○制作 明治 6年（1873）以前 

○雄獅子 高さ 81cm、長さ 66cm、幅 102cm 

○雌獅子 高さ 69cm、長さ 66cm、幅 98cm 

○獅子頭の説明 

 古来、獅子は厄除けの神として祝の諸行事に使われて

きた架空の動物。金箔に生
き

うるしで仕上げた特殊の光

彩と調和のとれた形のよさはなかなかの絶品。幾度か

の火災に夫婦協力してその難を逃れ和
わ

合
ごう

火
ひ

防
ぶせ

の獅子と

いわれている。 

 

獅
し

子
し

頭
がしら

一対 

図 栃木の山車祭りに華を添える獅子頭 
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 ウ 栃木の山車祭りの流れ 

   栃木の山車祭りは、かつては 11月 15日から 17日に行われていたが、現在は 11月中旬の

金曜日、土曜日及び日曜日の３日間で行われ、３日間の１日目は「こども山車まつり」が行

われ、２日目と３日目は「本まつり」が行われる。江戸・明治時代に作られた「江戸型人形

山車」が華やかに市内を練り歩く。豪華絢爛な山車が歴史的な建造物を背景に巡行する様は、

栄華を極めた往時の栃木を彷彿させる。 

  a) 準備 

    栃木地域旭
あさひ

町
ちょう

の神明宮の境内には、山車収納庫（昭和 43年（1968）完成）が現存し、

以前、氏子６ケ町（万町一丁目、万町二丁目、万町三丁目、倭町二丁目、倭町三丁目、室

町）の所有する山車が保管されていたが、平成７年（1995）２月に山車を保管、展示する

施設である「とちぎ山車会館」が完成したため、その役目を終えている。 

    また、泉町、嘉右衛門町及び大町においては、町内に存する寺社境内に山車収納庫を建

設し、それぞれ山車を保管している。 

 

  
写真 神明宮境内の山車収納庫 写真 泉町雲

うん

龍
りゅう

寺
じ

境内 

  

写真 嘉右衛門町神
しん

明
めい

神社境内 写真 大町大
おお

杉
すぎ

神社境内 
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    泉町、嘉右衛門町及び大町では１箇月前に山車の組み立てが行われる。一方、山車会館

に保管されている、万町の３町、倭町の２町及び室町では、一週間前に山車会館にて、山

車の組み立てが行われる。町内によって異なるが、山車の組み立ては、職方と呼ばれる鳶
とび

職
しょく

や大工が中心となって行われ、人形の組み立ては、町民が行う。 

  
写真 山車の組み立て 写真 人形の組み立て 

    一週間前に蔵の街大通りには、万町の３町、倭町の２町及び室町の御
お

仮
かり

屋
や

が設営され、

各町内では会所開きが行われる。なお、泉町、嘉右衛門町及び大町は山車収納庫が御仮屋

となる。会所が開かれると各町内において挨拶回りが行われる。 

  
写真 御仮屋の設営 写真 会所開き 

    この頃には、会場である蔵の街大通りやその周辺に幔
まん

幕
まく

が張られ祭りの雰囲気に包まれ

る。 

  
写真 幔幕（倭町） 写真 幔幕（嘉右衛門町） 
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    前日の夕方には、御仮屋に山車が納まり、会所において神主による山車巡行の安全祈願

が行われ祭りの準備が整う。 

 

  
写真 御仮屋 写真 安全祈願 

 

  b) 本まつりの当日（２日目、３日目） 

    本まつりは２日間とも同じ内容で行われる。午前中は各町内等を会場に山車の巡行が行

われる。各町内とも、裏通りや路地に至るまで隈無く町内を巡行する。裏通りや路地には、

「医療法人杏
きょう

林
りん

会
かい

栃木中央クリニック（旧栃木病院）」や「善野家土蔵」、「郷土参考館」

の土蔵や木造住宅、「旧古久磯提灯店」の木造住宅、「旧関根家」の木造住宅や土蔵、「おた

まじゃくし文庫」の石蔵、「大島肥料店」の見世蔵といった歴史的建造物が残っている。ま

た、町内によっては、他町内への巡行や嘉右衛門町伝建地区での巡行、栃木駅や新栃木駅

に巡行するため、祭り当日は午前中から多くの見物客で賑わう。 

  
写真 午前中の会所の様子 山車は 

町内等を巡行している（神明神社） 

写真 午前中の山車の巡行 

（嘉右衛門町伝建地区内） 

  
写真 栃木駅への巡行 写真 新栃木駅への巡行 
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    午後１時を過ぎた頃、会場である蔵の街大

通りに全ての山車が勢揃いする。出発式が行

われる山車会館前では、各町内の職方１名が

高
たか

張
は

り提灯を持ち並ぶ。出発の合図があり、

職方の代表が拍
ひょう

子
し

木
ぎ

を３回打ち、その後、各

町内も山車の前で拍子木を打って、一斉に山

車の巡行が開始する。 

  
写真 出発式にて拍子木を打つ職方の代表 写真 山車の巡行 

    山車の巡行の先頭は鹿
しか

皮
がわ

の半
はん

纏
てん

を纏
まと

い拍子木を首からぶら下げた

職方の頭
かしら

、他町の会所や山車への挨拶、進行方向の確認を行う。次

に高張り提灯を持った先導役。続いて錫
しゃく

杖
じょう

を手にした手
て

古
こ

舞
まい

。そ

の後ろには町衆。山車の綱先からは山車の曳き手が綱を手にして山

車を曳く。山車の周囲には職方が実質的に山車の動きをコントロー

ルしている。 

   
写真 先導役と手古舞 写真 町衆 写真 職方 

    会場内には、「蔵の資料館「古久磯提灯店見世蔵」とちぎ歌麿館（旧古久磯提灯店）」・「と

ちぎ蔵の街観光館（旧田村家）」・「日光珈琲蔵ノ街（旧綿忠はきもの店）」・「下野新聞社栃

木支局（旧毛塚肥料店）」・「毛塚紙店」・「太田家」・「山本有三ふるさと記念館」・「北蔵カフ

ェひがの（旧佐藤家）」の見世蔵や、「旧金澤呉服店」・「三桝屋本店」の木造店舗、また、

「パーラートチギ（旧関根家）」・「好古壱番館（旧安達呉服店）」の洋風建築、さらに「蔵

の街ダイニング蒼（旧足利銀行栃木支店）」など歴史的な建造物が建ち並んでいる。このよ

うな町並みを背景にゆっくりと巡行する山車の前を、錫杖を持った手古舞姿の子ども達や、

 
写真 山車の勢揃い 

 
写真 職方の頭 
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山車を曳く鯔
いな

背
せ

な着物姿や職人姿の大人達が通りを行き交い、江戸の風情がよみがえって

くる。通りには、お囃子の音色が響き渡り大変賑わう。 

  
写真 歴史的な建造物を背景に行われる山車の巡行 

    山車巡行の見所の一つが「ぶっつけ」と呼ばれるお囃子の競演である。山車と山車がす

れ違う際、複数の山車が向き合って、お互いのお囃子を演奏し合い、お囃子の調子が崩れ

た山車が道を譲るというもので、お囃子連の腕の見せ所である。「ぶっつけ」は、各山車を

曳く職方の頭同士の申し合わせにより始まり「ぶっつけ」の時は、山車の曳き手等が提灯

を振りかざし、掛け声をかけながら、お囃子を盛り上げる。 

  
写真 ぶっつけ 

    祭り会場周辺では、祭りを盛り上げようと様々な行事が行われる。中でも、神明宮の神
かぐ

楽
ら

殿では３日間の２日目と最終日に、大
おお

神
みわ

神社神楽保存会や依
よ

田
だ

流
りゅう

鷲
わしの

宮
みや

太
だい

々
だい

神楽保存会

等によるお神楽が披露されるとともに、近龍寺の境内では最終日に「呑
どん

龍
りゅう

さま縁
えん

日
にち

」が開

催され、多くの人で賑わう。 

  
写真 神明宮神楽殿でのお神楽の披露 写真 近龍寺境内での呑龍さま縁日 
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    また、栃木駅やシャトルバスの発着所となる蔵の街広場では、来訪者を歓迎しようと、

市内各地域のお囃子演奏が行われる。さらに、山車祭りの開催中は飲食等の様々な露店が

ひしめき合い、賑わいを見せている。 

 

  
写真 栃木駅でのお囃子による歓迎 写真 蔵の街広場でのお囃子による歓迎 

 

    夕方になると山車が各町内の御仮屋に戻り、夜

の巡行の準備が行われる。山車には提灯が取付け

られ、日が落ちた後には全ての山車の提灯が一斉

に点灯される。 

 

 

 

    午後６時 30分を過ぎた頃、再び、蔵の街大通り

に全ての山車が勢揃いし、夜の巡行が開始される。

夜の蔵の街大通りを提灯に灯りが灯った豪華絢爛

な山車が蔵造りの町並みをゆっくりと練り歩く様

子はとても幻想的な光景である。およそ２時間の

巡行のあと、山車は各町内の御仮屋へと戻ってい

く。 

    最終日には手締式が行われる。当番町の職方が

拍子木で、三本締めを行い３日間の祭りが終了す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 夜の巡行の準備 

 
写真 夜の巡行 

 
写真 手締式 
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図 各町内の会所・御仮屋及び山車の巡行順路（午前中） 

（平成 28年（2016）） 
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 まとめ 

   歴史的建造物や伝統的建造物が残る町並みを背景に繰り広げられる栃木の山車祭りは、当

時の商都としての豊かさが江戸型人形山車の豪華な山車文化を栃木にもたらし、栃木の人達

によって大切に受け継がれてきた。栃木の山車祭りは、栃木市を代表する歴史的風致である。 

   このように、祭りの舞台であり、祭りを受け継いできた人達が住む旧日光例幣使街道沿い

やお囃子の音色が響くその周辺の市街地を含めた広い範囲に歴史的風致が形成されている。 

 

 
図 栃木の山車祭りにみる歴史的風致の範囲 
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～コラム～ 

こども山車まつり 

 とちぎ秋まつり３日間の１日目に開催される「こども山車まつり」は、平成

18年（2006）に旧栃木市内の小学生約 450名が山車曳き参加を始めたのをきっ

かけに開催されるようになった。平成 22年（2010）からは、合併を機に広くな

った栃木市の多くの小学生に伝統を体験してもらい次世代に継承することを目

的に「こども山車まつり」の名称で開催されている。平成 28年（2016）には、

市内の小学校 14校の３、４年生、約 1,200人が９台の江戸型人形山車を曳き、

一対の獅子頭を担いだ。 

 午前 10時から交通規制され、歩行者天国となっている蔵の街大通りに各町内

の山車が勢揃いし、巡行が始まる。途中休憩を挟み、巡行は午後３時 30分まで

行われる。児童はおそろいの法被
は っ ぴ

を身にまとって力強く綱を握り、「ワッショイ、

ワッショイ」と声を上げながら勢いよく練り歩く。お囃子で競い合う「ぶっつ

け」では児童の声が重なり、会場は活気に包まれる。 

 

 
 

 
写真 こども山車まつり 
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(３) 百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼にみる歴史的風致 

   元禄年間（1688～1704）頃から巴
うず

波
ま

川
がわ

の念
ねん

仏
ぶつ

橋
はし

（現在の幸
こう

来
らい

橋
はし

）付近の西岸（右岸）が片
かた

柳
やなぎ

河
が

岸
し

として栄えた。天保期（1830～1844）には片柳河岸に４軒の船
ふな

持
もち

の荷
に

積
づみ

問屋があった。 

   『片柳新田字上河岸絵図』（弘化３年（1846））により片柳河岸の詳細を垣
かい

間
ま

みることがで

きる。絵図の左上の位置に「念仏橋と唱え伝える」と記された現在の幸来橋がある。この橋

を渡り街道（皆
みな

川
がわ

往
おう

還
かん

）を西に進むと元
もと

亀
かめ

橋
はし

がかかり、その下を悪
あく

水
すい

掘
ぼり

が流れ白
しら

旗
はた

山
さん

勝
しょう

泉
せん

院
いん

裏を流れる河
か

水
すい

掘
ぼり

と合流して相
あい

橋
はし

（現在の湊
みなと

橋
はし

（昭和８年（1933）完成））の下から巴波川

に合わさる。この範囲は現在の湊町の一部である。絵図の中に「利右衛門」の名が多数記さ

れているが、この人が江戸期に片柳河岸で船持の荷積問屋を営んでいた仁
に

科
しな

利右衛門である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 弘化３年（1846）『片柳新田字上河岸絵図』（個人蔵）（一部加工） 

   
写真 幸来橋 写真 片柳河岸があった場所（右側） 

※◎から撮影 

写真 湊橋 

巴波川 

河
水
堀 

元亀橋 

皆
川
往
還 

悪水堀 

東

北 

西 

北 南 
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   この湊町では古くから二

荒山神社を祀
まつ

り、巴波川の

舟
しゅう

運
うん

の安全祈願として「百

八灯流し」の行事が行われ

ていた。巴波川の舟運が、昭

和初期には消滅することに

なるが、その後も「百八灯流

し」は、町民の安全祈願とし

て行われるようになり、湊

町の住民によって現在に受

け継がれている。 

   「百八灯流し」は明治初頭

に僧・星
ほし

覚
かく

全
ぜん

が中
ちゅう

禅
ぜん

寺
じ

湖
こ

に

おける日
にっ

光
こう

修
しゅ

験
げん

行事「船
ふな

禅
ぜん

頂
じょう

」になぞらえ始めたとさ

れ、昭和 27年（1952）発行

の『栃木郷土史』に特異な庶

民行事の一つとして「二荒

神社の祭礼と巴波川の百八

燈と呼ぶ燈
とう

籠
ろう

ながしの催し

がある。」との記述があり、

昭和 51年（1976）、市指定無

形の民俗文化財に指定され

ている。巴波川の舟運の安

全祈願と百八の煩
ぼん

悩
のう

を水に

流すための仏教行事であ

り、白
しろ

装
しょう

束
ぞく

姿の船頭が漕ぐ

御
ご

神
しん

船
せん

が巴波川に浮かび、

船端には 108 本のろうそく

が灯される。108本のろうそ

くは安産のお守りになると

いういわれをもつ。 

   以前は、新暦の８月７日に湊町二荒山神社の祭典が行われ、その前夜祭として６日の夜に

「百八灯流し」を行っていたが、現在は８月の第１日曜日に祭典の行事として行われており、

祭典では「百八灯流し」のことを船
せん

上
じょう

祭
さい

と呼んでいる。 

 

 
図 湊町自治会の位置（湊町自治会の範囲は点線枠内） 

 
写真 百八灯流し 
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 ① 百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼を構成する建造物 

 ア 湊町二荒山神社 

   湊町二荒山神社の総本社である日
にっ

光
こう

二荒山

神社は、1200年以前から男
なん

体
たい

山
さん

（2,486ｍ）を

御
ご

神
しん

体
たい

山として祀られた神社で、日光市内に３

箇所、男体山山頂に奥
おく

宮
みや

、中禅寺湖畔に中
ちゅう

宮
ぐう

祠
し

、日光市内には本社が鎮
ちん

座
ざ

する。 

   栃木には日
にっ

光
こう

山
さん

を開山したことで知られる

勝
しょう

道
どう

上
しょう

人
にん

が男体山へ登る前に、修業していた

という出
いづ

流
る

に出
いづ

流
る

山
さん

千
せん

手
じゅ

院
いん

満
まん

願
がん

寺
じ

が建ち、その

出身地の都
つ

賀
が

地域木
き

には華
け

厳
ごん

寺
じ

跡がある。その

ような関係からか古くから男体山講
こう

が存在し、

盛んであった。湊町の晃
こう

進
しん

講
こう

は日光山修
しゅ

験
げん

者
しゃ

、

護
ご

大
たい

院
いん

の僧・星覚全によっておこされた講社で

ある。 

   湊町二荒山神社の御神体は「大
おお

己
な

貴
むちの

命
みこと

」、

「田
た

心
ごり

姫
ひめの

命
みこと

」、「味
あじ

耜
すき

高
たか

彦
ひこ

根
ねの

命
みこと

」の木像であ

る。祠
ほこら

は昭和 35年（1960）建設であることが

棟
むな

札
ふだ

によって確認できる。 

 

 イ 巴
うず

波
ま

川
がわ

の護
ご

岸
がん

 

   「百八灯流し」が行われる巴波川は、護岸が

岩
いわ

舟
ふね

石
いし

を用いた間
けん

知
ち

石
いし

や雑
ざつ

割
わり

石
いし

で積まれてお

り、落ち着いた景観を形成している。これらの

護岸は少なくとも明治期の頃に造られたもの

とされ、昭和 12 年（1937）の古写真で確認で

きる。護岸には川
かわ

面
も

に導く数箇所の石段がみら

れ、根
ね

継
つぎ

工
こう

（護岸の基礎を守るための小段）は、

松丸太と雑割石による伝統的な工法が採用さ

れており、歴史

的な景観に溶

け込むように

配慮されてい

る。 

 
写真 湊町二荒山神社の御神体 

 
写真 湊町二荒山神社祠 

 
写真 巴波川の石段と根継工 

 
写真 昭和 12年（1937）の巴波川の護岸 
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写真 現在の巴波川の護岸 写真 昭和前期の巴波川の護岸 

 

 ② 百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼の舞台となる歴史的な町並みの主な

建造物 

 ア 白
しら

旗
はた

山
さん

勝
しょう

泉
せん

院
いん

 

   湊町二荒山神社の祭礼の舞台となる市街地

を構成する歴史的建造物として、白旗山勝泉院

の本堂・庫
く

里
り

が挙げられる。白旗山勝泉院は慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

の創建といい、はじめ法泉寺阿
あ

弥
み

陀
だ

坊
ぼう

と

いう修験寺があり、二
ふた

杉
すぎ

神社と白
しら

旗
はた

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

の両

社の別当であったが、慶長 11 年（1606）白旗

山勝泉院と改称した。その後一時衰
すい

微
び

したが天

和年間（1681～1684）の頃、僧・朝海が復興し

て中
ちゅう

興
こう

開
かい

山
さん

となった。文政 11年（1828）11月

出火して本堂・庫里等を全て焼失、文久元年（1861）再建した。 

 

 イ 白
しら

旗
はた

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

 

   白旗八幡宮も市街地を構成する歴史的建造

物で、清和天皇の御
ぎょ

宇
う

、貞観年間（859～877）

の創立とされ、掘
ほり

河
かわ

院
いん

の守護神であった。永保

３年（1083）、 源
みなもとの

義
よし

家
いえ

が清
きよ

原
はらの

武
たけ

衡
ひら

・家
いえ

衡
ひら

の征
せい

伐
ばつ

に向かう際、当社に陣を張り、桜に白旗を立

てて八幡宮に祈願したので、白旗八幡といっ

た。後に、義
よし

経
つね

も頼
より

朝
とも

の陣に向かうとき、武
ぶ

運
うん

長
ちょう

久
きゅう

を祈願した。本殿は入
いり

母
も

屋
や

造瓦葺、幣
へい

殿
でん

は切
きり

妻
づま

造瓦葺、拝
はい

殿
でん

は入母屋造瓦葺である。境

内には大正２年（1913）の鳥居、昭和 16年（1941）の狛
こま

犬
いぬ

、昭和 17年（1942）の天
てん

水
すい

桶
おけ

等

の石造物が現在に残っている。 

 

 
写真 白旗山勝泉院本堂 

 
写真 白旗八幡宮本殿・幣殿・拝殿 
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 ウ 塚
つか

田
だ

歴史伝説館（塚田家） 

   巴波川の舟運を現在に伝える施設である塚田歴史

伝説館も市街地を構成する歴史的建造物である。塚

田歴史伝説館は巴波川に架かる幸来橋のたもと、か

つての西
にし

横
よこ

町
ちょう

（現在の倭
やまと

町
ちょう

）にあり、かつて木材

回漕問屋を営んでいた塚田家である。塚田家は、創業

を弘化年間（1844～1848）と伝えられており、当時は

木材を 筏
いかだ

に組んで巴波川から利
と

根
ね

川
がわ

を経て江戸深

川の木場まで、丸一日かけて運んでいたという。 

   敷地内は、旧主
おも

屋
や

（明治 42年（1909）建築）、文
ぶん

庫
こ

蔵
ぐら

（明治 32年（1899）建築）、展示館

（明治 36年（1903）建築）、旧荷
に

蔵
ぐら

（明治 42年（1909）建築）、事務室・売店及び休憩所（大

正５年（1916）建築）、旧米
こめ

蔵
ぐら

（大正 13年（1924）建築）、銘
めい

木
ぼく

蔵
ぐら

（大正 13年（1924）建築）、

旧別邸（大正 15年（1926）建築）で構成される。縦
たて

板
いた

張
ばり

で桟
さん

瓦
がわら

葺
ぶき

の屋根をもつ板塀は、明

治後期の建築であり、屋敷地と巴波川を画しており、延長約 113ｍの間に５箇所の潜
くぐり

戸
ど

が設

けられている。旧主屋、文庫蔵、展示館、旧荷蔵、事務室・売店及び休憩所、旧米蔵、銘木

蔵、板塀は平成 12年（2000）、登録有形文化財に登録されている。これらと旧別邸は平成 28

年（2016）、景観重要建造物に指定されている。 

 
図 見取図 

 

  
写真 文庫蔵 写真 展示館 

 
写真 塚田家住宅板塀と巴波川 
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写真 旧荷蔵 写真 旧米蔵 

 


  

図 建造物の位置 

 

 ③ 百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼に関わる活動 

 ア 湊町二荒山神社祭典の流れ 

  a) 祭典の準備 

    祭典の準備は二週前から始まり、湊橋から西の上流約 20ｍの場所に御神船が保管されて

おり、自治会役員及び１～５班の連合班長が集まり御神船の清めや船体の点検を行い、修

理が必要な場合は修理をする。湊町自治会には５つの連合班があり、それら連合班が神社

係、灯籠流し係、御神船係に分かれて準備を行う。 

  
写真 御神船保管場所 
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    ５日前には鳶
とび

職
しょく

数人により、御神船を保管場所から巴波川まで移動する。水量がないと

運べないことから、前日から川を堰き止め、水量を増やしてから御神船を流す。 

 

  
写真 御神船の移動 

 

    前々日には、町内の各家の軒下にしめ縄が張りだされるとともに、しめ縄には紙
し

垂
で

が付

けられ、巴波川沿いに植えられた柳の木の間には、ぼんぼりが設置される。 

 

  
写真 しめ縄・紙垂 写真 ぼんぼり 

 

    前日には幸来橋から 100ｍほど西の、皆川・佐
さ

野
の

方面と太
おお

平
ひら

山
さん

に行く街道の分岐点に臨

時に設ける仮の御
みや

社
しろ

である仮
かり

殿
でん

を設営し、幸来橋には「二荒山神社」ののぼり旗が設置さ

れ湊町は祭典の雰囲気に包まれる。 

  
写真 仮殿の設営 写真 設営された仮殿 
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写真 のぼり旗 幸来橋北 写真 のぼり旗 幸来橋南 

 

    当日、船上祭で川上から日光二荒山神社の神様をお迎えするが、お迎えした神様は湊町

二荒山神社に一年間お鎮まりになる。７月 31 日から８月７日に日光二荒山神社で行われ

る「男体山登
とう

拝
はい

大祭」の時に、祭典に自治会役員が出席し、一年間湊町二荒山神社にてお

護
まも

りいただいた神様を日光二荒山神社にお還
かえ

しする。そして新たな御
み

霊
たま

（御札）をいただ

いてくる。 

    当日の朝早く、巴波川沿いのガレージに船上祭

の基となる仮
かり

宮
みや

を祀る清浄な場所である御
お

旅
たび

所
しょ

を

設営する。仮宮とは日光二荒山神社の神様が船に

のるためにお鎮
しず

まりになる仮の御
お

宮
みや

である。 

 

 

 

 

    船上祭で日光二荒山神社の神様を迎えるため、小舟を用意し、新たにいただいてきた日

光二荒山神社の神様を御
ご

幣
へい

に遷
うつ

す。 

    仮殿では最後の飾付けが行われ、祭典の準備が整う。 

 

  
写真 日光二荒山神社の神様が 

お鎮まりになった小舟 

写真 飾付けられた仮殿 

 

 
写真 御旅所・仮宮 
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図 御神船保管場所・ぼんぼり・仮殿・のぼり旗・御旅所 

 

  b) 祭典当日 

   ○ 神
み

輿
こし

巡
じゅん

行
こう

 

     湊町二荒山神社祭典は夜に行われる「百八灯流し」の前に、日中、湊町内では神輿の

巡行が行われる。 

     午前９時 30 分から湊町二荒山神社において、発
はっ

輿
こ

祭
さい

を行い、神様に神輿にお遷
うつ

りい

ただき、これから町内を巡ることを申し上げる。 

 

  
写真 発輿祭 
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     午前 10時、湊町二荒山神社を出発した神輿は

お囃
はや

子
し

の山車とともに北に向かう。神輿は小中

学生の保護者などによって担がれ、お囃子は「お

はやし同好会」や小学生が演奏する。中学生数人

が、烏
え

帽
ぼ

子
し

、白
はく

丁
ちょう

を纏
まと

い、神輿に同行し、各家

をまわりお祓
はら

いをしてお守りを配る。お守りは、

大
おお

板
いた

碑
び

桂
かつら

の葉に麻糸を括
くくり

付けたもので、葉が

麻糸をかかえこむようになり、この形が、母親が

赤子をやさしく抱く姿に似ているところから家内安全、子育ての「御守」とされている。 

 

  
写真 神輿巡行 写真 神輿の後に続くお囃子の山車 

  
写真 お祓いを受ける住民 

  
写真 お守り 

 

 
写真 お囃子の山車 
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     「エッサ」「エッサ」の掛け声とともにお囃子の音色を響かせながら町内の北側を西に

向かって巡行する。その後は、町内の西側及び南側を巡行するが、南側には法泉寺阿弥

陀坊といわれる白旗山勝泉院や白旗八幡宮がある。 

     正午には、湊町二荒山神社に戻り、隣接する湊町公民館で休憩をとり、午後２時から

は、町内の東側、巴波川沿いを巡行し、午後４時に仮殿に到着し巡行が終了する。 

     神輿巡行終了後、ただちに神輿から神様を仮殿に遷
せん

座
ざ

（神仏を他の場所に移すこと）

する。 

     仮殿では午前９時から交代制により常時２人が待機し、参拝者を迎える。参拝者には

お守りとお札が渡される。 

 

  
写真 仮殿の内部 写真 お札 

 

 
図 湊町二荒山神社祭典 神輿巡行ルート（午前） 
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図 湊町二荒山神社祭典 神輿巡行ルート（午後） 

 

   ○ 湊町二荒山神社例祭 

     町内を巡行した神様を仮殿にお迎えして、午

後６時からは、湊町二荒山神社例祭が行われる。

自治会役員が出席し宮
ぐう

司
じ

のもと修
しゅ

祓
ばつ

、献
けん

饌
せん

（神前

に物を供えること）、祝
のり

詞
と

奏
そう

上
じょう

並びに玉
たま

串
ぐし

奉
ほう

奠
てん

が行われ、町内の全ての人々をお護りくださる

よう祈願する。 

 

 

 

   ○ 百八灯流し（船上祭） 

     「百八灯流し」は、仮宮をはじめ自治会役員・神職・山
やま

伏
ぶし

・太鼓打ち及び伶
れい

人
じん

が船に

乗り、湊町の町境の倭
やまと

橋
はし

下流まで 遡
さかのぼ

って、遥か日光二荒山神社の男体山より神様を新

たにお迎えする行事であり、前述したように、かつては祭典の前夜に行われ、日光二荒

山神社の神様を湊町二荒山神社に新たに迎え、祭典を行っていたが、現在は神輿巡行や

例祭等の祭典が執り行われた後、当日の夜に「百八灯流し」を行っている。 

 

 
写真 湊町二荒山神社例祭 
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   【船上祭清
きよ

祓
はらえ

式
しき

のため仮殿から御旅所へ参
さん

進
しん

】 

     仮殿にて行われた湊町二荒山神社例祭が終了し、午後６時 20 分からは、船上祭清祓

式のため仮殿から御旅所へ神職の先導により自治会役員が参進する。 

 

   【船上祭清祓式】 

     午後６時 30分からは、御旅所にて船上祭清祓式が執り行われる。これは、船上祭に先

立ち、御神船や日光二荒山神社の神様がお鎮まりになる仮宮等を祓い清め、船上祭が無

事終わるように祈願するものであり、清めが終わると、御神船に仮宮を遷し、乗船場ま

で御神船を移動し、船上祭清祓式が終了する。 

 

 
図 仮殿から御旅所への参進ルート 

 

  
写真 御旅所へ参進 

御神船に 

仮宮を遷す場所 

御旅所  
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写真 船上祭清祓式 写真 御神船に仮宮を遷す 

 

   【灯籠流し】 

     午後６時 50 分、小学生とその保護者が参加し灯籠流しが始まる。この灯籠流しも昔

から行われており現在も続けられている。湊町二荒山神社で神職のお祓いを受け、太鼓

打ちとともに列を組み、巴
うず

波
ま

川
がわ

橋
はし

下流から川沿いを幸来橋上流へと参進したあと灯籠に

灯りを点け川に流す。各灯籠には小学生の願い事が書き入れられている。 

 

  
写真 灯籠流し 

 

   【船上祭のため仮殿から乗船場へ参進】 

     午後７時 20 分に再び仮殿に集合し、午後７時 30 分、船上祭のため

仮殿から乗船場へ参進する。行列は、提灯を手にした２人の先導を頭

に、神職が２人、ほら貝を吹く山伏、太鼓打ち、自治会役員が並ぶ。そ

の後ろには、烏帽子と浄
じょう

衣
え

を纏った宮司や笙
しょう

、篳
ひち

篥
りき

及び龍
りゅう

笛
てき

を手に

した伶人たちが続く。これら行列と一緒に、烏帽子と白丁を着用した

男子中学生、その後ろには、千
ち

早
はや

と緋
ひ

袴
はかま

を着用した女子中学生がチャ

リン棒（錫
しゃく

杖
じょう

）をもって音を鳴らすものやお守りの入った枡
ます

を持ち

沿道の人々にお守りを配るものが続き、行列の最後が烏帽子と白丁を

纏った船頭である。チャリン棒は上下に振って音を鳴らす鉄の棒であ

り、その音が災いを祓い、清浄にするといわれる。 

 

 
写真 チャリン棒 
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図 仮殿から乗船場への参進ルート 

 

  
写真 乗船場へ参進 

  
写真 ほら貝を吹く山伏 写真 伶人 

 

御旅所  
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   【御神船乗込み】 

     神職等が乗船場に着くと、自治会

役員、宮司、山伏、太鼓打ち及び伶人

３人が乗込み、船頭は前に１人、後

ろに２人が乗込む。乗船が完了する

と、108 本のろうそくを船端に並べ

ろうそくに火を点ける。 

     御神船は、巴波川橋下流に設けら

れた乗船場（湊町と富
ふ

士
じ

見
み

町
ちょう

の境）

から幸来橋を過ぎ、倭橋下流（湊町

と入
いり

舟
ふね

町
ちょう

の境）まで竹竿を川底につ

いて遡るが、現在では、巴波川の水

量が減ったことにより、幸来橋下流

までしか遡れない年が多くなってい

る。 

 

 

 

 

  
写真 乗船場 写真 御神船 

  
写真 御神船乗込み 写真 ろうそくに火を点ける 

 

 
図 百八灯流し 御神船ルート 

神職等が御神船に 

乗込む場所 

幸来橋下流までしか 

遡れない年が多くなっている。 

御旅所  
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   【巴波川を遡る】 

     午後８時になり辺りは薄暗く静寂

の中を、上流の幸来橋に向けて御神

船がゆっくりと巴波川を遡る。 

     巴波川橋から幸来橋の間には、か

つて木材回漕問屋であった塚田家の

約 113ｍの長さを持つ黒板
いた

塀
べい

と明治

末期から大正期にかけて建てられた

白
しら

壁
かべ

土
ど

蔵
ぞう

群が残っており、それらを

背景に、伶人の奏する雅
が

楽
がく

、山伏の

ほら貝を吹く音や太鼓打ちの音が響

き渡り、船端の 108 本のろうそくの

灯りが川面に映りとても幻想的であ

る。 

     御神船が遡る間、中学生は川沿い

を御神船と合わせて歩き、求めに応

じて沿道の人々にお祓いをし、お守

りを配る。 

 

 

  
写真 巴波川を遡る 写真 御神船と並進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 百八灯流し 御神船ルート 

 塚田家の黒板塀と 

白壁土蔵群  

中学生が御神船と合わせて歩く  

御旅所  
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   【日光二荒山神社の神様を迎える】 

     御神船が幸来橋に近づくと上流か

ら日光二荒山神社の神様がお鎮まり

になった小舟が流れくる。小舟は倭

橋下流から、烏帽子と白丁を纏った

者が両岸に分かれて、小舟に取付け

られた綱を引っ張り御神船まで導

く。 

     日光二荒山神社の神様が小舟から

仮宮にお鎮まりになり、修祓、祝詞

奏上が行われ、町内に住む人々の安

全と、会場内の人々の繁栄と幸福を

祈願する。祈願が終わると、川の神

に御
お

神
み

酒
き

を奉
ほう

納
のう

する。 

 

 

 

 

 

  
写真 日光二荒山神社の神様を迎える 

  
写真 祈願 写真 御神酒の奉納 

 

 
図 百八灯流し 御神船ルート 

日光二荒山神社の神

様を迎える場所 

両岸に分かれて

綱を引っ張り、

小舟を流す 
御旅所  
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   【日光二荒山神社の神様が湊町二荒山神社に向けて出
しゅっ

立
たつ

】 

     日光二荒山神社の神様が湊町二荒

山神社に向けて出立するに際し、会

場内の全員で 柏
かしわ

手
で

を大きく二つ打

ち日光二荒山神社の神様を見送る。

山伏がほら貝を吹き、下流の乗船場

に向け御神船が進みだす。 

     乗船場に御神船が着くまでの間、

両岸に群集した人々に御神船により

灯したままのろうそくをとって投げ

与え、人々はそれを得んものと争う。

妊婦の陣痛が起こった時、このろう

そくを灯すと、燃え尽きるまでに安

産するという。 

 

 

 

 

 

  
写真 ろうそくの投げ与え 

 

   【乗船場から御旅所に戻る】 

     乗船場に御神船が着いたら、乗船者が御旅所まで戻るとともに、日光二荒山神社の神

様がお鎮まりになった仮宮を御神船より御旅所へ遷す。御旅所に戻る間、先導の神職２

人が大
おお

麻
ぬさ

（罪やけがれを祓い清める祓
はらえ

戸
どの

大
おお

神
かみ

という神様が宿る、お祓いに使う祭具）を

振りお先
さき

祓
はら

え（神様が移動する時、先導しその行く先を祓い清めて道を開くこと）をし

ている。 

 
図 百八灯流し 御神船ルート 

日光二荒山神社の神様

が出立する場所 

御旅所  
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写真 乗船場から御旅所に戻る 

 
図 百八灯流し 御旅所に戻るルート 写真 仮宮を御旅所に遷す 

 

   【還
かん

幸
こう

祭
さい

】 

     午後９時からは、御旅所において、還幸祭が執り行われる。修祓、祝詞奏上が行われ、

日光二荒山神社の神様に「百八灯流し」が恙
つつが

無
な

く終了したことを申し上げ、湊町二荒山

神社にお鎮まりいただき、一年間湊町をお護りくださるよう祈願する。自治会役員や船

頭、中学生などが玉串を神前に捧
ささ

げてお参りをし、拝
はい

礼
れい

（二礼・二拍手・一礼）し、湊

町二荒山神社祭典が終了する。 

 

  
写真 還幸祭 

 

 

 

 

 

神職等が御神船から 

降りる場所 

御旅所に戻るルート 

巴
波
川 

御旅所  
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 まとめ 

   湊町二荒山神社祭典の行事として行われる「百八灯流し」は、巴波川の舟運の安全祈願で

あることから、巴波川の舟運により商家町として発展してきた栃木町の住民に根付いており、

塚田家の明治末期から大正期にかけて建てられた白壁土蔵群や黒板塀と一体となり、往時の

巴波川の舟運の発展・繁栄を感じさせるとともに、湊町の住民全体で大切に守られ、中心と

なって運営され、湊町民の結びつきが感じられる。 

   このように、祭礼の舞台であり、祭礼を受け継いできた人達が住む湊町の範囲と「百八灯

流し」が行われる巴波川の巴波川橋下流から倭橋下流に歴史的風致がみられる。 

 

 
図 百八灯流しをはじめとする湊町二荒山神社の祭礼にみる歴史的風致の範囲 
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(４) 巴
うず

波
ま

川
がわ

にみる歴史的風致 

   巴波川は、江戸時代の初め頃から栃木と江戸方面

を結ぶ舟
しゅう

運
うん

の交通路として大いに利用され、栃木の

街とともに生きてきた川であり、この街に馴染んだ

巴波川の流れは栃木の人々の安らぎの場であった。 

   少女時代を栃木で過ごし、大正から昭和期にかけ

て作家として活躍した「吉
よし

屋
や

信
のぶ

子
こ

」は『暮らしの手帖

第 34号』（昭和 31年（1956）発行）で発表した『お

もいでの町―栃木―』に「この町の中を巴波川という

河が流れていた。その水の流れがこの小さなさびし

い地方町に、うるおいと風情を与えていた。」と書い

ている。 

   舟運が活発であった江戸時代の巴波川は、水量が

豊富でしかも急流であったため、江戸からの戻り舟

はその両岸に造られた「綱
つな

手
て

道
みち

」と呼ばれる細い道か

ら人が曳
ひ

き舟をしていた。 

   江戸時代から明治・大正期には、川沿いに多くの荷
に

積
づみ

問屋が建ち並び、巴波川沿いには現在もこれらの

面影を残しているものとして、木材回漕問屋であっ

た塚
つか

田
だ

家の塚田歴史伝説館や、特産物の麻問屋と同

時に銀行でもあった横
よこ

山
やま

家の横山郷土館等の歴史的

な建造物が点在している。さらに常
とき

盤
わ

橋
はし

より巴
うず

波
ま

川
がわ

橋
はし

までの左岸の綱手道や泉
いずみ

橋
はし

上流の平
ひら

柳
やなぎ

河
が

岸
し

跡が

あり、栃木市の歴史的な景観を表している。 

   巴波川の東に位置する県
けん

庁
ちょう

堀
ほり

は、漕
そう

渠
きょ

（県庁の堀

と巴波川を繋ぐ堀）で巴波川と結ばれている。県庁堀

と漕渠、巴波川では鯉
こい

が群れ泳ぐ姿をみることがで

き、ゆったりと川面に泳ぐ鯉の姿は人々の心を和ま

せ、市民や観光客の憩いの場となっている。 

   また、商都としての繁栄に重要な役割を担ってき

た巴波川を、市民は「母なる川」と認識しており、栃

木市のシンボルである巴波川の環境美化と河川愛護

の意識の高揚を図るため、現在でも保全維持活動が続けられている。 

 

 

 

 
写真 巴波川と横山郷土館 

 

 
写真 塚田家の黒板塀と綱手道 

 

 
写真 平柳河岸跡 

 

 
写真 巴波川の鯉 
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 ① 巴
うず

波
ま

川
がわ

に関わる建造物 

 ア 巴波川の護
ご

岸
がん

と橋 

   巴波川沿いの景観を特徴付ける景観資源として、明治期の頃に造られたとされる岩
いわ

舟
ふね

石
いし

を

用いた間
けん

知
ち

石
いし

や雑
ざつ

割
わり

石
いし

で積まれた護岸とともに、昭和初期に造られた数多くの橋が挙げられ

る。なかでも嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

橋
はし

、倭
やまと

橋
はし

、巴波川橋、相
あい

生
おい

橋
はし

は昭和初期に造られた鉄筋コンクリート

の橋で、これらの橋の多くはガス灯をのせた大理石の親柱をもっており、コンクリートの欄
らん

干
かん

にもそれぞれ特徴がみられる。また、県庁堀の南東部や漕渠と井上堀には昭和初期に造ら

れた御
み

幸
ゆき

橋
はし

、忍
しのぶ

橋
はし

、寶
たから

橋
はし

等の古い橋が架かっている。 

 

  
写真 現在の巴波川の護岸 写真 昭和前期の巴波川の護岸 

 

表 昭和初期に造られた橋 

橋 名 架設年 橋 名 架設年 

①嘉右衛門橋 昭和 2年（1927） 橋梁台帳 ⑦ 寶   橋 昭和 7年（1932） 親柱刻印 

②倭   橋 昭和 5年（1930） 親柱刻印 ⑧入
いり

 舟
ふね

 橋
はし

 昭和 3年（1928） 親柱刻印 

③巴波川橋 昭和 9年（1934） 親柱刻印 ⑨ 會
あい

  橋
はし

 昭和 7年（1932） 親柱刻印 

④相 生 橋 昭和 7年（1932） 橋梁台帳 ⑩ 湊
みなと

  橋
はし

 昭和 8年（1933） 親柱刻印 

⑤御 幸 橋 昭和 6年（1931） 親柱刻印 ⑪富
ふ

 士
じ

 見
み

 橋
はし

 昭和 5年（1930） 親柱刻印 

⑥忍   橋 昭和 8年（1933） 親柱刻印 ⑫中
なか

 ノ
の

 橋
はし

 昭和 7年（1932） 親柱刻印 

 

表 昭和に造られた橋 

橋 名 架設年 橋 名 架設年 

⑬雷
らい

 電
でん

 橋
はし

 昭和 41年 (1966) 橋名板 ⑱常 盤 橋 昭和 36年 (1961) 橋梁台帳 

⑭小
こ

 平
ひら

 橋
はし

 昭和 36年 (1961) 橋梁台帳 ⑲ 学
まなび

  橋
はし

 昭和 33年 (1958) 橋名板 

⑮沖
おき

 の 橋
はし

 昭和 35年 (1960) 橋梁台帳 ⑳栃
とち

 木
ぎ

 橋
はし

 昭和 44年 (1969) 市政だより 

⑯泉   橋 昭和 20年 (1945) 橋梁台帳 ㉑新
しん

 開
かい

 橋
はし

 昭和 33年 (1958) 橋名板 

⑰大
おお

 川
かわ

 橋
はし

 昭和 43年 (1968) 橋梁台帳 ㉒ 新
しん

  橋
はし

 昭和 34年 (1959) 橋梁台帳 
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写真 ①嘉右衛門橋 

（昭和 2年(1927)） 

写真 ②倭橋 

（昭和 5年(1930)） 

  
写真 ③巴波川橋 

（昭和 9年(1934)） 

写真 ④相生橋 

（昭和 7年(1932)） 

  
写真 ⑤御幸橋 

（昭和 6年(1931)） 

写真 ⑥忍橋 

（昭和 8年(1933)） 

 

 

写真 ⑦寶橋 

（昭和 7年(1932)） 
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写真 ⑧入舟橋 

(昭和 3年(1928)) 

写真 ⑨會橋 

(昭和 7年(1932)) 

写真 ⑩湊橋 

(昭和 8年(1933)) 

   
写真 ⑪富士見橋 

(昭和 5年(1930)) 

写真 ⑫中ノ橋 

(昭和 7年(1932)) 

写真 ⑬雷電橋 

(昭和 41年(1966)) 

   
写真 ⑭小平橋 

(昭和 36年(1961)) 

写真 ⑮沖の橋 

(昭和 35年(1960)) 

写真 ⑯泉橋 

(昭和 20年(1945)) 

   
写真 ⑰大川橋 

(昭和 43年(1968)) 

写真 ⑱常盤橋 

(昭和 36年(1961)) 

写真 ⑲学橋 

(昭和 33年(1958)) 

   
写真 ⑳栃木橋 

(昭和 44年(1969)) 

写真 ㉑新開橋 

(昭和 33年(1958)) 

写真 ㉒新橋 

(昭和 34年(1959)) 
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 イ 県
けん

庁
ちょう

堀
ほり

附
つけたり

漕
そう

渠
きょ

（県指定文化財（遺跡（史跡））） 

   明治４年（1871）廃
はい

藩
はん

置
ち

県
けん

により下
しも

野
つけ

国
のくに

は栃木県と宇
う

都
つ

宮
のみや

県の２県となった。明治６年

（1873）には宇都宮県は廃止され、栃木県に併合され、現在の栃木地域入
いり

舟
ふね

町
ちょう

に栃木県庁が

置かれた。庁舎と関連施設を含む区画の周囲に設けられた堀が県庁堀であり、その南東部に

は、水門により仕切られた舟を停留した場所である漕渠（県庁の堀と巴波川を繋ぐ堀）がみ

られ、巴波川に結ばれている。明治６年（1873）の『杤
とち

木
ぎ

縣
けん

廰
ちょう

圖
ず

』には、県庁舎敷地を囲む

堀が描かれている。堀の長さは東・西辺で 319.9ｍ（176間）、南・北辺で 245.4ｍ（135間）

の規模を誇
ほこ

る。擁
よう

壁
へき

は岩舟地域周辺で産出される安
あん

山
ざん

岩
がん

質
しつ

角
かく

礫
れき

凝
ぎょう

灰
かい

岩
がん

（通称岩
いわ

舟
ふね

石
いし

）を使用

して積まれている。 

   北辺の堀は栃木中学校（現在の栃木高校）運動場整備により埋め立てられたが、平成８年

（1996）に復元整備された。 

 

  
写真 明治 10年代の県庁堀 写真 ①県庁堀川と旧栃木町役場庁舎 

 
写真 ②漕渠 

 
 写真 『杤木縣廰圖』 
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   県庁堀の区画内には、旧栃木町役場庁舎（大正 10年（1921）建築）や、「御聖
せい

蹟
せき

」として、

昭和 23年（1948）まで国の遺跡になっていた栃木高校記念館（明治 29年（1896）建築）、栃

木高校講堂（明治 43年（1910）建築：昭和 27年（1952）発行の『栃木郷土史』に「四十三

年二月十三日講堂新築落成式を挙行」の記述がある。）、栃木高校記念図書館（大正３年（1914）

建築）が存在している。 

 

  
写真 ③旧栃木町役場庁舎 写真 市制施行記念式典 

昭和 12年（1937）4月 1日 

（奥にみえるのが役場庁舎） 

  
写真 ④栃木高校記念館 写真 ⑤栃木高校講堂 

  
写真 ⑥栃木高校記念図書館 写真 栃木中学校記念図書館 

大正 3年（1914）頃 
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図 建造物の位置 
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 ② 巴
うず

波
ま

川
がわ

に関わる活動 

 ア 巴波川の保全維持活動 

   巴波川では、戦後間もなくまで人が泳ぐのが可能

なほどの流量があり、水が澄んでいたが、昭和 30年

代から昭和 40年代半ばにかけて流量の減少は急激に

進み、また、流域内における人口増と産業の進展に伴

って、巴波川に流入する排水が増加し水質の低下と

ともに河川環境が著しく悪化した。 

   このようなことから、市民は栃木の歴史と市民の

心の中に生きてきた巴波川の清流を取戻そうと清掃

活動を行ってきた。昭和 39

年（1964）の『栃木市政だよ

り』に、巴波川沿岸の自治会

が巴波川を清掃する様子が

掲載されている。 

   昭和 48年（1973）10月に

は、「栃木市河川愛護会」が

設立され、河川の美化保全

を図るため、河川愛護思想

の普及や実践活動、河川の

実態調査が行われた。 

   一方、栃木市では、市政だ

よりで清掃活動を呼びかけるとともに、県庁堀の川底をブルドーザーでさらう浚
しゅん

渫
せつ

工事の

実施や、栃木県の協力により巴波川の浚渫工事を行うなど、巴波川や県庁堀の美化を図った。

昭和 49年度（1974）からは巴波川周辺の公共下水道事業に着手し、公共下水道整備区域外に

ついては、合併浄化槽設置の促進を図り、汚水処理施設の整備を展開していった。 

   昭和 55年（1980）からは、「栃木市河川愛護会」「栃木市地域クリーン推進員連合会（平成

25年（2013）から名称変更。栃木市保健委員連合会）」「栃木市自治会連合会」の主催により、

巴波川沿岸及び巴波川支流沿岸の 25 自治会に参加を呼びかけ年３回の巴波川一斉清掃を実

施し、毎回約 1,500人の市民等が巴波川や県庁堀に入り藻刈りやゴミ拾いを行っており、栃

木の風物詩ともなっている。 

 

 

 

 

 

 
写真 巴波川開運橋付近 

昭和 21年（1946）6月撮影 

 
写真 昭和 39年（1964）『栃木市政だより』（部分） 
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図 巴波川一斉清掃範囲 

 

写真 巴波川原
はら

ノ
の

橋
はし

付近 

 

写真 巴波川 倭
やまと

橋
はし

付近 

 

写真 巴波川幸
こう

来
らい

橋
はし

付近 

  

  
写真 横山郷土館付近 
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   また、県庁堀の区画内にある栃木高校の生徒が、地

域への貢献活動の一環として毎年９月に県庁堀の清

掃活動を実施している。 

 

 

 

 

 

 
図 参加依頼自治会（巴波川沿岸及び支流沿岸 25自治会） 

 
写真 高校生による県庁堀清掃 
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   栃木市は歴史豊かな蔵の街として知られる

が、鯉のいる街の名も持ち、巴波川と県庁堀に

多数の鯉が泳ぐ。 

   鯉は放流されたもので、放流は市の歴史を担

ってきた巴波川を誇りに思い、いつまでもきれ

いにとの願いを込めて昭和 38年（1963）に始ま

った。昭和 39年（1964）の『栃木市政だより』

に、巴波川や県庁堀に鯉の子三万尾が放流され

たことが掲載されている。 

   以後は補う形で毎年の恒例行事として、幼稚

園児や小学生を招待し県庁堀に放流したことか

ら、十万尾の鯉が群れ泳ぐ川として「鯉のいる

街蔵の街」をキャッチフレーズに、市民や観光

客の目を楽しませていた。 

   しかしながら、平成 16年（2004）に全国的に

コイヘルペス病が発生し、県庁堀と巴波川にお

いて多くの鯉が姿を消すことになった。生き残

った鯉はほとんどが真鯉で、かつての色とりどりの

錦鯉が泳いでいた巴波川と大きく変わってしまっ

た。その後は、コイヘルペスウイルスの感染拡大を防

ぐため、しばらくの間、鯉の放流が禁止され、県庁堀

や巴波川では色鮮やかな錦鯉の数が減ってしまっ

た。 

   鯉の数が減った現在においても、巴波川や県庁堀

周辺の商店では店先で鯉の餌を販売しており、鯉に

餌をあげている親子連れや観光客の姿がみられる。 

   また、コイヘルペス騒動により減少した鯉の数を

元に戻したいという願いから、鯉をテーマにした市

民の自主的なイベントが開催されるなど、市民の間

でも巴波川の鯉の放流に対する再開への期待が高ま

っている。 

   これらの取組みにより巴波川の水質の浄化が進

み、現在は群泳する鯉や水鳥、水面に映る黒塀や土蔵

等が良好な河川空間を形成し、多くの市民、観光客が

憩いと安らぎ、うるおいを求めて散策する河川へと

改善されてきている。 

 
写真 昭和 39年（1964）『栃木市政だより』（部分）  

 
写真 旧栃木町役場庁舎と県庁堀川の鯉 

 
写真 うずまの鯉のぼり 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

171 

 まとめ 

   巴波川は、商家町としての繁栄に重要な役割を担ってきた「母なる川」であり、巴波川沿

いの歴史的な景観とともに大切にされ、また、巴波川の河川環境を維持するために行われて

きた「河川清掃」という活動も地域住民を中心とした市民によって、今も継承されている。 

   このように、巴波川は市民にとってかけがえのない存在であり、その価値を維持・向上さ

せながら次代に引き継いでいかなければならないものである。 

 

 
図 巴波川にみる歴史的風致の範囲 
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～コラム～ 

蔵の街遊覧船、巴波川を利用したイベント 

 蔵の街遊覧船は、栃木市の発展のきっかけとなった母なる川「巴波川」をテ

ーマにした各種事業を実施することを目的として、平成 17年（2005）に発足し

た「うずま川
せん

遊
ゆう

会
かい

」が始めた事業である。当初は「舟
しゅう

行
こう

イベント」として実施

していたが、平成 18年（2006）4月からは定期的な舟の運行を開始し、現在は

「NPO法人蔵の街遊覧船」が年末年始を除く毎日、運行しており、蔵の街の観光

を支える貴重な観光資源として、多くの観光客を楽しませている。 

 また、春は巴波川に鯉のぼりを掲揚する「うずまの鯉のぼり」、夏は蔵や山車

等の切り絵を貼付けた行
あん

灯
どん

を設置し、夏の夜を幻想的に彩る「うずま川行灯ま

つり」、冬は竹灯籠を設置し、幻想的な世界が川一帯に映し出される「竹あかり」

など、巴波川を愛する市民団体が、巴波川を舞台とした四季折々のイベントを

開催している。 

 

  
写真 蔵の街遊覧船 写真 うずまの鯉のぼり 

  
写真 うずま川行灯まつり 写真 竹あかり 
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 おわりに 

   以上のように、江戸との舟運により北関東有数の商都として発展した時代を象徴する見

世蔵や木造店舗、土蔵等の歴史的建造物が多く残る旧栃木町や、商都としての繁栄に重要

な役割を担ってきた巴波川において、問屋業に関する歴史的風致、山車祭りや百八灯流し

などの祭礼・行事に関する歴史的風致及び巴波川の保全維持に関する歴史的風致が存在す

る。これらの歴史的風致がそれぞれ重なり合って商家町栃木にみる歴史的風致が形成され

ている。 

 
 

図 商家町栃木にみる歴史的風致位置図 
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２ 式
しき

内
ない

社
しゃ

における祭礼にみる歴史的風致 

 はじめに 

   律令時代（7世紀半ばから 10世

紀頃まで）の栃木市は、現在の栃

木県域とほぼ同じ下
しも

野
つけ

国
のくに

の国
こく

府
ふ

が置かれるとともに、東
とう

山
さん

道
どう

が敷

かれ、政治や交通の要衝であった。 

   この時代の律
りつ

・令
りょう

・格
かく

の施行細

則を集成した法典『延
えん

喜
ぎ

式
しき

』（延喜

５年（905）に編
へん

纂
さん

開始、延長５年

（927）完成）の巻九・巻十の神
じん

名
みょう

帳
ちょう

には、神
じん

祇
ぎ

官
かん

や国
こく

司
し

（中央から

の役人）から弊
へい

帛
はく

（神に奉
ほう

献
けん

する

供物）を受ける神社が記載されて

おり、これらの神社を式内社とい

う。 

   栃木市には、式内社として大
おお

神
みわ

神社、大
おお

前
さき

神社、村
むら

檜
ひ

神社の三つ

の国
こく

弊
へい

社（国司から弊帛を受ける

神社）があり、今もなお氏子や地

元の住民達によって神社の祭礼

が執り行われ、多くの伝統が大切に受け継がれている。 

   大神神社では、秋季例大祭に大
やま

和
と

の大
おお

三
み

輪
わの

大
か

神
み

の分霊を奉
ほう

祀
し

した時から始められたと伝え

られている御
お

鉾
ほこ

祭
まつり

が行なわれており、その際には、太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

が奉納される。大前神社では、

夏祭りに、天
てん

王
のう

様の神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

が江戸時代から執り行われている。村檜神社では、主祭神を勧
かん

請
じょう

した日である 10月 17日の例大祭に太々神楽が奉納されている。 

 

表 式内社における祭礼にみる歴史的風致の一覧 

地域 地区 建造物 活 動 

栃木 惣
そう

社
じゃ

 ・大神神社 
・御鉾祭 

・京都吉
よし

田
だ

流
りゅう

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

 

藤
ふじ

岡
おか

 大
おお

前
まえ

 ・大前神社 ・神輿渡御 

岩
いわ

舟
ふね

 小
お

野
の

寺
でら

 ・村檜神社 
・例大祭 

・依田
よ だ

流
りゅう

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

 

 
図 式内社における祭礼にみる歴史的風致の神社の位置 
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【下野国府と式内社】 

 ○ 下野国府 

   律令時代、国家で

は中央官庁（奈良の

都）の整備とともに、

国内の隅々まで支配

を行きわたらせるた

めに地方の整備も押

し進められ、全国を

現在の「都道府県」

にあたる 60余りの国

に分け、国をさらに

「 評
こおり

」（のちに郡）

に分けた。下野国は、

現在の栃木県域とほ

ぼ同じであった。そ

して、各国には「国府」が置かれ、地方支配の拠点となっていた。 

   下野国府は、長い間位置が特定されていなかったが、昭和 51年（1976）から始まった発掘

調査により国
こく

庁
ちょう

（国府の中心になる建物があった部分）の位置（栃木市田
た

村
むら

町
まち

の宮
みや

野
の

辺
べ

神

社周辺）が特定された。 

   国庁の建物は、約１町
ちょう

（約 108ｍ）四方の囲いの中に、正
せい

殿
でん

、前
ぜん

殿
でん

、左右の脇
わき

殿
でん

がコの

字状に並んでおり、前殿の南は広場で儀式を行う場と考えられている。また、周囲には、

多数の建物跡が見つかり、「国
こく

司
しの

館
やかた

」と考えられている施設や倉庫が分散して建っていたこ

とが明らかになっているとともに、国府につとめる職員数は国の位置・課税基準（人口・耕

地面積）などによって決まっており、下野国では 500 人近くの役人がつとめていたと推定さ

れている。 

 

  
写真 下野国庁跡全景 

（昭和 54年度(1979)『発掘調査概報』より） 

写真 国庁展示模型 

（下野国庁跡資料館所蔵） 

 

 
図 下野国府跡・下野国庁跡 

前殿 
東脇殿 

西脇殿 

正殿 

前殿 

西脇殿 東脇殿 

正殿 
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   現在下野国庁跡は、前殿の復元や国庁跡資料館が設

置されるなど、遺跡公園として活用されている。 

 

 

 

 

 

 ○ 国司と式内社 

   「式内社」は平安時代（10 世紀）に、既に官
かん

社
しゃ

として認定されていた神社で、『延喜式』

の巻九・巻十の神名帳に記載された神社である。 

   下野国においては、11の国幣社があった。神社の重要度や幣
へい

物
もつ

（神へ供える物）の量等に

よって定められた座としては、大１座、小 10 座の神社であり、二
ふた

荒
あら

山
やまの

神社のみが大社で

他は小社であった。（現在、栃木県内の式内社としては『延喜式』の神名帳では下
しも

総
ふさ

国
のくに

の神

社とされていた高
たか

椅
はし

神社（小
お

山
やま

市）もある。） 

  

   これらの神社の神々は、その年の稲作の豊
ほう

穣
じょう

を天
てん

神
じん

地祇
ち ぎ

に祈願する祈
とし

年
ごいの

祭
まつり

（正月、の

ちには２月４日となる）に国司が幣帛をささげた神々である。 

   新任の国司が任
にん

国
ごく

に赴任したとき、本来は『延喜式』の神名帳に記載された神社を巡拝す

べきであるが、それは甚
はなは

だ困難であったことから、国府もしくは国府に近接したところに惣
そう

社
じゃ

（総社）を祀
まつ

り、惣社に詣
もうで

ることによって、巡拝に代えることとしていった。 

   惣社制がとられたのは平安時代末期のことだったとされ、国内の神々を奉
ほう

斎
さい

するのに、幣
へい

は国司の代理の者が各神々に奉
ほう

幣
へい

するとして、国司は惣社において、それらの神々を斎
いつ

き祀

った。 

 
写真 下野国庁の復元された前殿 

【『延喜式』の神名帳に記載されている下野国の神社（国司奉
ほう

幣
へい

の神社）】 

  ○都
つ

賀
がの

郡三座（並小） 

    ・大
おほ

神
むわの

神社     ・大
おほ

前
さきの

神社     ・村
むら

桧
ひの

神社（村檜神社） 

  ○河
かわ

内
うちの

郡一座（大） 

    ・二荒山神社 

  ○芳
は

賀
がの

郡二座（並小） 

    ・大
おほ

前
さきの

神社     ・荒
あら

樫
かしの

神社 

  ○那
な

須
すの

郡三座（並小） 

    ・健
たけ

武
む

山
やまの

神社    ・温
ゆ

泉
の

神社     ・三
み

和
わの

神社 

  ○寒
さむ

川
かわの

郡二座（並小） 

    ・阿
あ

房
はの

神社      ・胸
むな

形
かたの

神社 

※この順序は、国司が新しく着任した際の巡
じゅん

拝
ぱい

する順序でもあったといわれている。 
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   下野国司は奉幣する第一番目の神社を惣社とし、大神神社（祭神大国主神）と惣社とを相
そう

殿
でん

となしたといえる。 

   国司が任国に到着して第一番目に行わなければならないことは、神
しん

拝
ぱい

、すなわち神々に

あいさつをすることであり、その夜は惣社の西の仮
かり

屋
や

に赴
おもむ

き、正
せい

装
そう

の束
そく

帯
たい

に着替えて神拝

をして就任の儀式を行った。 

 

１) 大
おお

神
みわ

神社の祭礼を構成する建造物と活動 

   大神神社は栃木地域の北東の惣
そう

社
じゃ

町
まち

にある。神社か

ら南に２㎞ほど離れたところに、律令時代には国
こく

府
ふ

が

置かれ、大神神社が国府の惣社であったことからこの

地の名が付いた。 

   東は思
おもい

川
がわ

（旧小
お

倉
ぐら

川
がわ

）を境とし壬
み

生
ぶ

町
まち

と隣接して

おり、土地は平地で周辺は湧
ゆう

水
すい

を豊かにもつ水田地帯

である。大神神社は総面積 45,000㎡を有し、平地の中

のこんもりと茂った杜
もり

の中にたたずんでいる。 

 

 
図 大神神社と氏子（自治会）の範囲 

 
写真 大神神社表参道入口鳥居 

（右奥の林の所が神社） 
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図 大神神社周辺図 

 

 ① 建造物 

 ア 大神神社 

   大神神社の主祭神は倭
やまと

大
おお

物
もの

主
ぬし

櫛
く

𤭖
みか

玉
たまの

命
みこと

（大国主

神）で、惣
そう

社
じゃ

（総社）である。 

   第 10 代崇
す

神
じん

天皇（紀元前 97 年～33 年）の子であ

る豊
とよ

城
き

入
いり

彦
ひこの

命
みこと

が 勅
ちょく

命
めい

を受けて東
とう

国
ごく

治
じ

定
てい

の時（紀元

前 50年）、天皇の崇拝
すうはい

の厚い大
やま

和
と

の大
おお

三
み

輪
わの

大
か

神
み

（奈良

県桜井大神神社）の分
ぶん

霊
れい

を当地の室
むろ

の八
や

嶋
しま

に奉
ほう

斎
さい

し

たことを起源とする。 

   第 12 代景
けい

行
こう

天皇は、景行天皇 42 年（112 年）に国々の府
ふ

中
ちゅう

に六
ろく

所
しょ

明
みょう

神
じん

（大
おお

国
くに

魂
たまの

神社

の祭神で大
おお

国
くに

魂
たまの

大
おお

神
かみ

、素
す

戔
さの

男
おの

命
みこと

、伊
い

邪
ざ

那
な

美
みの

命
みこと

、邇
に

邇
に

芸
ぎの

命
みこと

、大
おお

宮
みや

女
ひめの

大
おお

神
かみ

、布
ふ

留
るの

大
おお

神
かみ

のこ

と）を祀
まつ

り惣社六所明神と称し、これが後に室の八嶋（筑
つく

波
ば

神社、二
ふた

荒
あら

神社、香
か

取
とり

神社、熊
くま

野
の

神社、雷
らい

電
でん

神社、鹿
か

島
しま

神社、浅
せん

間
げん

神社、天
てん

満
まん

宮
ぐう

の八社）となり、けぶりたつ「室の八嶋」

と呼ばれ、平安時代以来東国の歌
うた

枕
まくら

として都
みやこ

まで聞こえたといい、明治 36 年（1903）発

行の『下
しも

野
つけ

神社沿革誌』の大神神社の覧に詞
し

花
か

和
わ

歌
か

集
しゅう

や古
こ

今
きん

和
わ

歌
か

集
しゅう

で「室の八嶋」が詠
よ

ま

れた歌の記載がある。 

 
写真 室の八嶋 
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   大神神社は、延長４年（926）頃の国府設置に伴い、下
しも

野
つけ

国
のくに

中の名
みょう

神
じん

を総
そう

祀
し

して「惣社」

と称したという。その後、天慶２年（939）の 平
たいらの

将
まさ

門
かど

の乱により兵
へい

火
か

に罹
かか

り被害を受けた

が、藤
ふじ

原
わらの

秀
ひで

郷
さと

等の寄
き

進
しん

を受けて再建された。天正 13年（1585）皆
みな

川
がわ

広
ひろ

照
てる

と小
お

田
だ

原
わら

北
ほう

条
じょう

家
け

の

北条氏
うじ

直
なお

との戦いで焼き討ちにあい、再び社殿・楼
ろう

門
もん

・社
しゃ

宝
ほう

等すべてを焼き尽くされ、し

ばらく再建されず荒
こう

廃
はい

してしまっていた。 

   寛永 17年（1640）、徳
とく

川
がわ

家
いえ

光
みつ

公が日
にっ

光
こう

社
しゃ

参
さん

の折に当

社に参拝され、名社の荒廃を嘆
なげ

き、社
しゃ

領
りょう

30石
ごく

他を寄進

し、天和２年（1682）に社殿及び神
かぐ

楽
ら

殿が再建された。

その後、明治６年（1873）に郷
ごう

社
しゃ

となり、明治 40 年

（1907）神
しん

饌
せん

幣
へい

帛
はく

料
りょう

供
きょう

進
しん

の指定社とされ、明治 44

年（1911）県社に昇格した。 

   表参道から境内に入ると右側に神楽殿、鳥居をくぐ

って正面奥に社殿があり、拝殿・幣殿は入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

、

その奥の本殿は流
ながれ

造
づくり

で屋根はすべて銅
どう

板
ばん

葺
ぶき

である。

神社には、大正 14年（1925）に社
しゃ

司
し

野
の

中
なか

猪
い

三
さぶ

郎
ろう

の私財

と崇
すう

敬
けい

者
しゃ

の寄付により社殿の改修を始め、大正 15 年

（1926）に竣
しゅん

工
こう

した際の記録及び平成５年(1993）に

更なる大改修を行なった際の記録がある。 

 

 
図 大神神社の配置図 

 
写真 神楽殿 

 
写真 拝殿 
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 ② 活動 

 ア 御
お

鉾
ほこ

祭
まつり

 

   この祭は、大神神社鎮
ちん

座
ざ

の由
ゆい

緒
しょ

を示したものであり、大
やま

和
との

国
くに

大
おお

三
み

輪
わ

神社から神
しん

霊
れい

をこの地

にお迎えするにあたり社殿の完成をみなかったので、一時、仮
かり

宮
みや

に安置したことを再現して

おり、その時から始められたと伝えられている。 

   以前は 11月 18日から 26日にかけて行われていたが、現在は 11月 23日を軸に３日間で行

われており、神様から命をいただき、その命が成長しそれを寿
ことほ

ぐ祭であり、「童
くる

女
め

さま」（江

戸時代から大正期頃まで「九
く

良
ら

女
め

さま」と呼ばれていた）の成長とともに、子ども達を将来

健康で幸せに育っていくのを皆で見守っていく祭として、神に仕える童女を中心に祭は進行

する。童女さまは、初潮をみない少女（７歳から８歳が多い）が神にお仕えする。年齢につ

いては、民俗学的、全国的にも非常に稀
まれ

なものであるという。 

   御鉾祭では、事前に境内にお仮
かり

屋
や

をつくり、初日に主祭神の御
ご

神
しん

体
たい

である御鉾を出
しゅつ

御
ぎょ

す

る「出御祭」、中日に「お紐
ひも

解
と

き祭」・「還
かん

御
ぎょ

祭」、最終日に「翌日祭」を執り行う。神社の祭

礼は氏子達が当番区をつくり運営に当たっており、御鉾祭の終了後に「年番受け渡し」の行

事が行われる。 

   この祭は、明治 36年（1903）４月 20日発行の『下野神社沿革誌』の大神神社の覧に記載

があり、昭和 39年（1964）には市指定無形の民俗文化財に指定されている。 

 

  a) 御鉾祭の準備 

    御鉾祭の初日となる「出御祭」の前の日曜日に神様のお旅
たび

所
しょ

となるお仮屋をつくる。以

前は、その年の当番区内の畑に設けられていたが、第二次世界大戦の頃からは大神神社の

境内に設けられている。 

    お仮屋は、仮宮のまわりを竹葉で囲い、正面は畳一枚分の広さがあり、祭
さい

儀
ぎ

の場となる。

また、その前の横 12ｍ、縦 22ｍの広さを竹としめ縄で囲み、そこもまた祭
さい

場
じょう

となる。 

 

  
写真 お仮屋 写真 お仮屋の内部（奥が仮宮） 
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図 祭場の様式 

 

    その他、神社の総代により、参道をはじめ境内に祭
まつり

旗
ばた

が立てられるとともに境内のし

め縄の張替えが行われ、当番区年番により米・塩・酒・野菜・海産物等の神
しん

饌
せん

物
ぶつ

の用意

が行われる。 

 

  
写真 立てられた祭旗 写真 用意された神饌物 

 
写真 お仮屋とその前の祭場 

 

右 

門 

左 

門 

神
饌
所 

神
饌
所 

 
写真 竹葉としめ縄 

  で囲む様子 

 

 

 
写真 お仮屋を竹葉で 

   囲っている様子 

 

 
写真 提灯で飾る様子 
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  b) 出
しゅつ

御
ぎょ

祭（１日目） 

    出御祭は、主祭神（御鉾さま）が、お仮
かり

屋
や

へと移られる祭りである。 

    まず、行列をして社殿に向かうにあたり、禊
みそ

ぎ（手水）を行い、社務所前に、行列の順

番（①禰
ね

宜
ぎ

・②当番区年番・③総代長・④責任総代・⑤宮
ぐう

司
じ

・⑥童
くる

女
め

・⑦伴
とう

男
どの

・⑧童女の

両親・⑨総代・⑩非当番区年番・⑪当番区婦人部代表・⑫来賓）で並ぶ。そして、宮司の

挨拶後、行列は社務所→本殿前大鳥居→社殿へと進む。 

 

 
図 行列のルート 

 

  
写真 禊ぎ（手水） 写真 宮司の挨拶 

 

 

写真 行列の様子  
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    社殿に到着すると、禰宜・宮司とともに童女・伴

男・童女の両親は幣殿へと入り、他の者は拝殿に入

る。その後、儀式（①修
しゅ

祓
ばつ

・②宮司一拝・③御
み

扉
とびら

開

き・④神
しん

饌
せん

を 供
きょう

す・⑤祝
のり

詞
と

奏
そう

上
じょう

・⑥楽
がく

を奏
そう

す・

⑦玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

・⑧神
しん

饌
せん

徹
てっ

す・⑨御扉閉じ・⑩宮司一拝）

が執り行われる。 

    そして、儀式が終わると拝殿の者は外に出て、社

殿前で再び行列の隊形に並ぶ。そこに、祭
さい

主
しゅ

（宮司）

が本殿の中から御
ご

神
しん

体
たい

（御
お

鉾
ほこ

）を抱き、童女は篠
しの

竹
だけ

に幣束を付けたしめ縄をもって登場し、列を整え、

お仮屋（お旅
たび

所
しょ

）へと向かう。これが、主祭神（御

鉾さま）の出御である。 

 

    お仮屋に到着すると、人の目に触れないようにお仮屋の正面を布で覆
おお

い隠し、祭主（宮

司）は、御神体（御鉾）を仮宮に安置する。 

 

  
写真 お仮屋に到着の様子 写真 正面を布で覆い隠している様子 

 

    その後、童女を傍
かたわ

らに寄り添わせ、仮
かり

宮
みや

の入口を白紙でおおい、社殿から童女がもっ

てきた篠竹に付けたしめ縄を仮宮の前に立てる。 

 

  
写真 童女を伴う様子 写真 童女が寄り添い儀式を行っている様子 

 

 
写真 社殿の中の様子 

 
写真 主祭神(御鉾さま)出御の様子 
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    そして、神饌が供され、修祓や玉串拝礼などの一連の儀式が執り行われ、再び行列をし

て社殿前に戻り、拝礼を行い出御祭は終わる。なお、御神体である御鉾は、高さ一尺五寸

（約 45㎝）の剣であり、上部（刃部分の方）一尺（約 30㎝）を藁
わら

で四十八手に包み、そ

の上に新
しん

縄
なわ

を巻き、下部（柄
つか

部分の方）五寸（約 15 ㎝）は、藁が四方に広がるようにす

る。 

 

  
写真 再び社殿に戻る様子 写真 社殿の前での拝礼の様子 

 

  c) お紐
ひも

解
と

き祭（２日目の午後） 

    御
ご

神
しん

体
たい

（御
お

鉾
ほこ

）を巻いていた縄の一部をいただき、それを妊婦が身に着けて安産のお守

りにするというものである。 

    まず、出
しゅつ

御
ぎょ

祭と同様に行列をして社殿に行き、修
しゅ

祓
ばつ

や玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの一連の儀式を行

い、お仮
かり

屋
や

へと向かう。 

 

 
図 行列のルート 
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    お仮屋の前に到着すると、宮
ぐう

司
じ

が拝礼した後、童
くる

女
め

と両親・伴
とう

男
どの

がお祓
はら

いを受けお仮屋

の中へと入り、童女を傍
かたわ

らに寄り添わせ、修祓や玉串拝礼などの一連の儀式が執り行われ

る。 

  
写真 宮司拝礼 写真 童女と両親・伴男へのお祓い 

 

 

写真 童女を傍らに寄り添わせての儀式の様子  

    その後、人の目に触れないようにお仮屋の正面

を布で覆
おお

い隠し、祭
さい

主
しゅ

（宮司）は、藁
わら

で包んだ御

神体（御鉾）を巻いた新
しん

縄
なわ

の一部をいただき、そ

れを、童女に手渡し、また行列を行って社殿へと

戻る。 

 

    社殿では、童女が運んできた新縄の一部を宮司に渡し、宮司が神殿に奉納し、修祓や玉

串拝礼などの一連の儀式を執り行ってお紐解き祭は終了する。この奉納された新縄は、い

くつかに分けられ安産・子宝のお守りとされている。 

  
写真 新縄を宮司に渡す様子 写真 安産・子宝祈願のお守り 

 
写真 正面を布で覆い隠している様子 
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  d) 還
かん

御
ぎょ

祭（２日目の夜） 

    還御祭は、主祭神（御
お

鉾
ほこ

さま）が本殿に戻られる祭りである。 

    御鉾祭の由
ゆい

緒
しょ

でもあるが、この地に神様をお迎えするにあたり社殿の完成をみなかった

ので、一時、仮
かり

宮
みや

に安置していた神
しん

霊
れい

をいよいよ本社殿に奉
ほう

安
あん

する。この次第が還御祭で

あり、祭りの本義でもある。 

    還御祭では、まず、行列をしてお仮
かり

屋
や

へ向かう。この行列は、神様を本殿に迎え入れる

ための祭であるため、付
つき

人
びと

や奉納品などもあり、大規模な行列となる。 

 

 
図 行列のルート 

 

表 行列の役割分担 

①先導（祭員）１名  

②神社代表・総代長 

③先
せ ん

駆
く

（大神神社提灯を持つ） ２名 

④弓矢（弓矢を持つ） ２名 

⑤当番区年番（当番区の提灯を持つ） ４名 

⑥洗
せ ん

足
そ く

（たらい・手桶を持つ） ２名 

⑦大太鼓 ４名 

⑧当番区（高
た か

張
は り

提
ちょう

灯
ち ん

を持つ） ２名 

⑨当番区総代（大神神社提灯を持つ） ３～５名 

⑩儀
ぎ

仗
じょう

（杖を持つ） ４名 

⑪伶
れ い

人
じ ん

（雅
が

楽
が く

奏者） ３名 

⑫唐
か ら

櫃
ひ つ

・神
し ん

饌
せ ん

（唐櫃をかつぐ） ２名 

⑬酒樽 ４名 

⑭祭員 １名 

⑮御
ご

前
ぜ ん

提
ちょう

灯
ち ん

（高張提灯を持つ） ２名 

⑯御鉾（祭
さ い

主
し ゅ

） １名 

⑰大傘（大傘を持つ） １名 

⑱童
く る

女
め

 

⑲大傘（大傘を持つ） １名 

⑳童女係（伴
と う

男
ど の

が兼務してもよい） １名 

㉑伴男 １名 

㉒童女の父母・付き添い 

㉓非当番区総代（神社提灯を持つ） 

㉔非当番区年番（年番区提灯を持つ） 

㉕来賓 

㉖一般参列者 

（※㉑番以降は、行列の役割としてではない） 
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写真 還御祭での行列の様子 

    祭主（宮司）・童女は、赤い大傘の下、御前提灯に

先導されて、太鼓の音が響く中、儀仗・伶人などと

ともに祭
さい

場
じょう

へ向かう。 

 

 

 

 

 

    行列がお仮屋の前の祭場に到着すると、出
しゅつ

御
ぎょ

祭、お紐
ひも

解
と

き祭の時とは異なり、中央か

ら入るのではなく左側の右門（入場口）の縄を切って入場する。 

 

  
写真 右門（入場口）から祭場に入る様子 

 

    そして、祭主（宮司）が前に進み、仮宮に拝礼を

し、童女を傍
かたわ

らに寄り添わせ修
しゅ

祓
ばつ

や玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

など

の一連の儀式が執り行われる。 

 

 

 

 

 

 
写真 行列中の祭主と童女の様子 

 
写真 儀式の様子 
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    その後、人の目に触れないようにお仮屋の正面を

布で覆
おお

い、祭主（宮司）は御
ご

神
しん

体
たい

（御鉾）を仮宮か

ら取出し布で包み、行列をして祭場の左門（退場口）

の縄を切って退場し、主祭神（御鉾さま）を社殿へ

とお運びする。社殿に向かう途中では、神楽
か ぐ ら

が奉納

される。 

 

 

  
写真 左門（退場口）のしめ縄を切る様子 写真 ご神体(御鉾)をもって左門(退場口)から出る様子  

  

  
写真 お神楽を見ている行列の様子 写真 奉納されているお神楽の様子 

 

    社殿に到着すると、祭主（宮司）は御神体（御鉾）を祭壇にお祀
まつ

りし、修祓や玉串拝礼

などの一連の儀式を執り行い、本殿に主祭神（御鉾さま）がお戻りになって還御祭は終了

する。 

 

  e) 翌日祭（３日目） 

    主祭神（御鉾さま）が本殿にお戻りになり、あらためて神様をお祀りするものである。 

    翌日祭では、前２日間の祭と同様に社務所前からの行列にはじまり、社殿に入る。そ

して、修祓や玉串拝礼などの一連の儀式を執り行い、最後に「御鉾祭」全体が終了したこ

との合図として大太鼓が打ち鳴らされ、その音は、境内はもとより周辺の地域にも鳴り響

く。 

 

 
写真 正面を布で覆い隠している様子 
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写真 儀式の様子 写真 「御鉾祭」の終了を告げる太鼓打ちの様子 

 

    古くは、このしろ（こはだ）・にら・にんにくを木箱に詰めて、炭火にかけると、あた

かも人肉を焼くような臭いがするということで、この三種を炭火にかけたものも捧げられ

ていたというが、この儀式は、古来神官のみの伝承であるといわれており、現在は行われ

ていない。 

 

  f) 年番引継（翌日祭終了後） 

    上
じょう

番
ばん

（本年度当番）・下
か

番
ばん

（次年度当番）の受渡しの際、大
たい

盃
はい

（九合入る）で七十八

杯ずつの酒を飲ませ、この杯の納めが終わらない限り当番の受渡しは出来ないという古風

のしきたりがあった。現在でも、年番受け渡しの際には、昔の風習どおりではないが、こ

の形を残しており、拝殿に上番・下番の氏子が集まり、しめ縄で仕切って各年番が交互に

大盃で酒の回し飲みを行い、「参った」と言った方が年番を引き継ぐことになるが、結局は

下番が年番を引き継ぐ。 

 

  
写真 年番引継のための酒と大盃 写真 氏子総代長が酒を入れて渡す様子 

  
写真 各年番で酒を回し飲みする様子 写真 上番は上、下番は下から大盃を渡す 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

190 

 イ 京都吉
よし

田
だ

流
りゅう

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

 

   大
おお

神
みわ

神社でのお神楽は、御
お

鉾
ほこ

祭の２日目還
かん

御
ぎょ

祭に合わせて夕方から十二座が上演され、還

御祭のお仮
かり

屋
や

から御
ご

神
しん

体
たい

（御鉾）が本殿に戻られる際の行列の前において奉納するまで続け

られる。また、春の例大祭（４月 16日に最も近い日曜日）にも神楽は奉納されている。 

   日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

（または二
ふた

荒
ら

山
さん

神社）から上
かみ

都
つ

賀
が

郡
ぐん

尾
お

裂
さく

神社を経て伝来したといわれ、天保

４年（1833）に舞
ぶ

伎
き

・舞
ぶ

面
めん

・装
しょう

束
そく

・楽器などの一切が完成した。そのうち現存のものは、手
た

力
じから

男
お

と天
あめの

宇
う

受
ず

売
め

の装束で、その他は明治 36 年（1903）に補充したものが残っているが、現

在の神楽の衣装は昭和 48年（1973）に新調したものである。 

   型は、京都吉田流太々神楽を名乗っており、今も古式の型を残し、昭和 39 年（1964）に

は市指定無形の民俗文化財に指定されている。 

   神楽は、氏子達の保存会により代々継承されてきており、現在は 18名で活動している。 

  【太々神楽十二座の演目】 

    神楽を舞う前に、お祓
はら

い・神楽祝
のり

詞
と

の神事を行った後、神楽が始まる。 

     第一座  弓舞 

     第二座  幣舞 

     第三座  猿
さる

田
た

彦
ひこ

の舞（赤い天
てん

狗
ぐ

の面を付ける） 

     第四座  住吉の舞（田植祭をかたどる） 

     第五座  榊
さかき

取り 

     第六座  鏡打ち 

     第七座  宇
う

受
ず

売
め

の舞 

     第八座  手
た

力
じから

男
お

の舞 

     第九座  天
あま

照
てらす

大
おおみ

神
かみ

の舞 

          （宇受売の舞・手力男の舞・天照大神の

舞が一連の物語になって「岩
いわ

戸
と

開き」と

なる） 

     第十座  稲
いね

倉
くら

の舞 

          （俗称「稲
いな

荷
り

さま」で、狐
きつね

の面を付け

て舞い豊年を祝福する） 

     第十一座 大
だい

黒
こく

の舞 

     第十二座 恵
え

比
び

寿
す

の舞 

 

 

 

 

 

 

 
写真 神楽「弓舞」 

 
写真 神楽「猿田彦の舞」 

 
写真 神楽「岩戸開き」 

 
写真 神楽「恵比寿の舞」 
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 【大
おお

神
みわ

神社の祭礼にみる歴史的風致の範囲】 

   大神神社は、惣
そう

社
じゃ

となっており、県内有数の古社であり、氏子である地域住民は当神社を

誇りとしている。 

   氏子は、惣
そう

社
じゃ

町
まち

の東区・西区・南区の各自治会住民であり、例祭・御
お

鉾
ほこ

祭をはじめとした

様々な祭礼や行事などはこの３つの自治会が１年ごとに年番で年当番となる。その年に当番

となった地区では、御鉾祭でのお仮
かり

屋
や

の設営や直
なお

会
らい

の準備等を行うが、お供え餅や神
かぐ

楽
ら

での

撒
ま

き餅は他地区が分担するなど、境内の清掃も含め全域の氏子の手で祭礼は行われている。 

   祭礼の際には、参道入口に祭
まつり

旗
ばた

が立てられ、参道を通って多くの参拝者が訪れるととも

に、境内には神楽を舞う音色に誘われた地域住民が集い、神楽殿の周りには神楽で撒かれる

餅などを目当てに子ども達が群がり、そこで行われる厳
おごそ

かな御鉾祭での行列の光景は、代々

受け継がれるこの地域の風物詩となっている。氏子や神楽保存会の活動は、大神神社を中心

とした氏子の営みが一体となって、歴史的風致が形成されている。 

 

 
図 大神神社周辺の歴史的風致の範囲 
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２) 大
おお

前
さき

神社の祭礼を構成する建造物と活動 

   大前神社は、栃木市の南部にある藤
ふじ

岡
おか

地域の中部、赤
あか

麻
ま

地区に位置する。 

   赤麻地区は、米作を中心とした農村地

帯であり、神社は集落脇の緩
かん

斜
しゃ

面
めん

に位置

しており、隣接して小さな公園がある。 

   境内には前方後円墳である大前神社１

号古墳をはじめ３基の古墳が所在し、古

墳時代以来の重要な土地であったことを

窺
うかが

わせる。 

 

 

 
図 大前神社と氏子（自治会）の範囲 

 

 
写真 大前神社参道入口 
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図 大前神社周辺図 

 

 ① 建造物 

 ア 大
おお

前
さき

神社 

   大前神社の主祭神は、於
お

褒
ほ

婀
あ

娜
な

武
む

知
ち

命
のみこと

である。 

   境内に建てられている神社沿革史碑によれば、創立時代は未
み

詳
しょう

であるが、醍
だい

醐
ご

天皇勅
ちょく

撰
せん

を蒙
こうむ

り延喜５年（905）８月、式
しき

内
ない

社
しゃ

に列せられ延
えん

喜
ぎ

式
しき

内の称号を賜り、神
じん

名
みょう

帳
ちょう

に登載さ

れたとあり、また、天慶２年（939） 平
たいらの

将
まさ

門
かど

の乱の際、村中ことごとく兵火
へ い か

に焼かれ当社も

焼失したが、まもなく再建された。その後、室町時代に再度の火災により荒
こう

廃
はい

し、祭
さい

祀
し

を廃

すること数百年であった。元正 19年（1591）、徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

入
にゅう

府
ふ

の際に再建され、元和８年（1622）

に古
こ

河
が

領になると、領主永井
な が い

氏は社地五反
たん

歩
ぶ

、田四反
た ん

七畝
せ

を寄
き

進
しん

し、永井氏が佐
さ

倉
くら

に移
い

封
ほう

さ

れた後も武の神として近
きん

郷
ごう

近
きん

在
ざい

より崇
すう

敬
けい

されたとある。 

   明治３年（1870）には栃木県の管
かん

轄
かつ

となり近郷の総鎮
ちん

守
じゅ

とされて、明治５年（1872）11月

に郷
ごう

社
しゃ

となった。 

   現在の鎮
ちん

座
ざ

地は、明治 12 年（1879）４月に移転されたもので、旧社地跡は北方約 400ｍ離

れた台地であった。また、旧社地跡の記念碑も土地改良によって、北方約 100ｍの畑地に移さ

れている。 

   社殿は、本殿が流
ながれ

造
づくり

銅
どう

板
ばん

葺
ぶき

、幣殿が破
は

風
ふ

造
づくり

瓦葺
かわらぶき

、拝殿が神
しん

明
めい

造
づくり

銅板葺であり、境内

には神
かぐ

楽
ら

殿、神
みこ

輿
し

庫
こ

を配している。また、常
じょう

夜
や

燈
とう

には天保 14年（1843）の奉納年が刻まれ

ているとともに、鳥居には昭和９年（1934）建立と刻まれている。 
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   なお、大前神社は『延喜式』の神名帳によれば「おおさき」神社と称しているが、現在で

は、氏子の住む地名は「大
おお

前
まえ

」となっており、神社もまた近郷においては「おおまえ」神社

と呼ばれている。 

   
写真 拝殿 写真 神輿庫 写真 鳥居 

（「昭和九年建立」 

と刻まれている） 

   
写真 神楽殿（左奥は社務所） 写真 常夜燈（右）と鳥居 写真 常夜燈 

（「天保十四年」 

と刻まれている） 

 

 
図 大前神社の配置図 
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 ② 活動 

 ア 天
てん

王
のう

様の神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

 

   大
おお

前
さき

神社での天王様の神輿渡御は、7月 24日に近い日曜日に、夏祭りとして行われている。 

   夏は疫
えき

病
びょう

が流
は

行
や

る季節であり、人の身体が暑さによって最も弱る時期であることから、夏

を迎えるにあたり、こうした災難から「ムラ」や人々を守ろうとする信仰行事が天王様の神

輿のムラ廻
まわ

りであり、大前神社の夏祭りにおいても江戸時代から天王様の神輿渡御が行われ

始め、氏子の住む地区を廻っているという。 

   第二次世界大戦中は、余
よ

興
きょう

中止の命により神社の祭礼も休止され、夏祭りも一時休止して

いたが、氏子の引継書によれば、昭和 22年（1947）には再開させたという記録が残っている。 

   神輿渡御は、午前中に入
にゅう

魂
こん

式が執り行われ、午後２時から出発式を行い、神輿を氏子達

が担ぎ、その後ろにお囃
はや

子
し

の太鼓を乗せた山
だ

車
し

と一緒に各自治会の立寄所を訪れながら地区

を廻って行く。 

   午後６時頃に再び大前神社へと戻り、午後７時から還御
かんぎょ

式を行い、神輿が納
のう

庫
こ

され終了と

なる。 

  a) 入魂式 

    午前 10 時から行なわれる入魂式は、神輿渡御に向けて御
み

霊
たま

に神輿へ移っていただく儀

式である。 

    まず、参道から拝殿に向かうにあたり禊
みそ

ぎ（手水）を行い、宮
ぐう

司
じ

、氏子総代をはじめと

する関係者が拝殿の中へと入る。 

 

  
写真 禊ぎ（手水） 写真 拝殿の中の様子 
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    その後、儀式（①修祓
しゅばつ

・②宮司一拝・③御
み

霊
たま

移し（本殿から神輿へ）・④献
けん

饌
せん

・⑤祝
のり

詞
と

奏
そう

上
じょう

・⑥玉
たま

串
ぐし

拝礼
はいれい

・⑦撤
てっ

饌
せん

・⑧宮司一拝）が執り行われ、氏子の各戸に配付されるお札も祈
き

祷
とう

を受ける。そして、儀式終了後には、御
ご

神
じん

酒
しゅ

杯
はい

により乾杯を行い神輿渡御の安全を祈願

する。 

 

  
写真 御霊移し(御霊が入る) 写真 玉串拝礼 

  
写真 祈祷を受けたお札 写真 乾杯の様子 

 

  b) 神輿渡御の準備 

    入魂式終了後、御霊が入った神輿は拝殿の前へと移動され、神輿渡御のための準備が始

められる。 

    まず、主軸となる担ぎ棒が取付けられ、胴の部分にさらしが巻かれた後、担ぎ棒全体の

取付けが行なわれる。 

 

  
写真 主軸となる担ぎ棒の取付 写真 胴の部分へのさらし巻き 
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写真 担ぎ棒全体の取付の様子 

 

    次に、提灯や囲
い

垣
がき

（神聖な領域にめぐらす垣）などが付けられ、最後に、飾り綱で神輿

全体が飾付けられる。 

 

  
写真 提灯や囲垣の取付 写真 飾り綱が付けられた神輿 

 

  c) 神輿渡御 

    午後２時から、出発式として氏子総代の挨拶があり、その後、担ぎ手は御
ご

神
じん

酒
しゅ

杯
はい

で清め

を行い、氏子総代の拍
ひょう

子
し

木
ぎ

を叩く音を合図に、神輿の揉
も

みが始まり神輿が出発する。 

 

  
写真 氏子総代の挨拶 写真 御神酒杯での清め 
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写真 氏子総代の拍子木を叩く音で出発 写真 神輿の揉み 

 

    通りに出ると渡御の順番（①さい銭箱持ち・②お祓
はら

い役・③神輿・④お囃子）となり、

神社を後にする。 

 

  
写真 神社を後にする様子 写真 お囃子の様子 

 

    一行は、まず年番自治会の立寄所に行き、その後、各地区を廻る。よって、年によって

地区を廻る順番は異なる。 

 

  
写真 立寄所で神輿を迎える様子 
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    各自治会の立寄所では、一行が到着するとお祓い役の氏子役員が地区の氏子のお祓いを

行い、神輿を迎え入れ、神輿は立寄所の前に配置される。そして、一行に対して飲食物が

振舞われ、その間、お囃子の演奏が続けられている。 

 

  
写真 立寄所に神輿が配置された様子 

  
写真 立寄所で一行に飲食物が振舞われている様子 

  
写真 神輿・お囃子が地区を廻っている様子 

 

 

写真 立寄所でのお囃子の演奏  
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    神輿の担ぎ手は、以前は地元の青年団が担当していたが、現在では青年団がないために、

氏子の有志と年番で調整しているという。 

    また、お囃子は天王様の神輿渡御が始まった当初から行われていたといわれており、現

在は地元の大
おお

崎
さき

囃子連が担当している。囃子連は休止していた時期もあったというが 45

年程前に再開し、現会員は 23 名で毎月第二土曜日に練習を行っているという。 

    お囃子の太鼓を乗せる山車は、25年位前に万
まん

燈
どう

神

輿を模してつくったものであるという。 

    神輿は、４自治会の立寄所を廻り、午後６時頃に

神社へと戻る。 

 

 

 

 

 
図 神輿渡御のルート図 

 
写真 神社へ戻った後の神輿揉みの様子 
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  ｄ) 還
かん

御
ぎょ

式 

    午後７時から還御式が行われる。還御式は、御
み

霊
たま

に神
み

輿
こし

から本殿に戻っていただく儀式

である。 

    神輿渡
と

御
ぎょ

を行い各地区から神社に戻って来た神輿は、飾り綱・担ぎ棒・胴の部分のさら

しが取外され、拝殿の前に配置される。 

 

  
写真 飾り綱取外しの様子 写真 担ぎ棒取外しの様子 

  
写真 さらし取外しの様子 写真 拝殿前の神輿 

 

    その後、儀式（①修
しゅ

祓
ばつ

・②宮司一拝・③御
み

霊
たま

移し（神輿から本殿へ）・④献
けん

饌
せん

・⑤祝
のり

詞
と

奏
そう

上
じょう

・⑥玉
たま

串
ぐし

拝礼
はいれい

・⑦撤
てっ

饌
せん

・⑧宮司一拝）が執り行われ、最後に御
ご

神
じん

酒
しゅ

杯
はい

により乾杯を行

い、無事に神輿渡御を終えることができたことに感謝して式を終える。そして、神輿は再

び神輿庫に納められ、全日程が終了する。 

 

  

写真 修祓 写真 御霊移し(御霊が出る)  
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写真 祝詞奏上 写真 乾杯の様子 

 

 【大
おお

前
さき

神社の祭礼にみる歴史的風致の範囲】 

   大前神社は、式内社として古い歴史と格式をもつ神社であり、現在は、郷
ごう

社
しゃ

として地元住

民が親しみをもっている。 

   氏子は、大
おお

前
まえ

本
ほん

郷
ごう

・国
こく

造
ぞう

の東と西・大
おお

前
まえ

向
むかい

の４つの自治会の住民達であり、祭礼の前日

には、各戸から１名ずつが出て神社の掃除を行うとともに、１年交代での祭りの当番となっ

た自治会では、お供
く

物
もつ

や祭事に使用する榊
さかき

や拝殿に入る前の禊
みそ

ぎの際の足場におく杉の葉

を準備するなど、神社を敬
うやま

う氏子達によって、夏祭りをはじめとした様々な祭礼・行事が

継承されてきた。 

   このように、氏子達の活動は、大前神社と一体となって地区住民の範囲に及んでおり、こ

の範囲に歴史的風致が形成されている。 

 

 
図 大前神社周辺の歴史的風致の範囲 
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３) 村
むら

檜
ひ

神社の祭礼を構成する建造物と活動 

   村檜神社は岩
いわ

舟
ふね

地域にあり、栃木市の最西

部に位置し、西側は佐
さ

野
の

市に隣接しており、

神社の周辺は農村地区で田畑が広がっている。 

   社殿は山の中腹にあり、昔はなだらかな斜

面から長い参道が続いていたが、現在は、道

路（市道 2068 号線）ができ、参道は神社に

続く石段の終わるところからになり、この道

路が参詣ルートとなっている。 

   また、隣には大
だい

慈
じ

寺
じ

が建っている。この大

慈寺は、慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

円
えん

仁
にん

（延暦 13年～貞観６年

（794～864））が９歳から比
ひ

叡
えい

山
ざん

に登った 15歳まで修行した寺である。 

 

 

 
図 村檜神社と氏子（自治会）の範囲 

 
写真 村檜神社旧参道鳥居からの風景 

(中央道路突き当りに神社は位置する) 

 
図 村檜神社周辺図 
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 ① 建造物 

 ア 村
むら

檜
ひ

神社 

   村檜神社の主祭神は譽
ほん

田
だ

別
わけ

命
のみこと

である。 

   孝
こう

徳
とく

天皇の大化２年（646）９月 29日の創建と伝えられる。熊
くま

野
の

大神・大
おお

山
やま

咋
くいの

命
みこと

の二柱

を祀
まつ

り、佐
さ

野
の

庄
しょう

小
お

野
の

寺
でら

十郷の総鎮
ちん

守
じゅ

として崇
すう

敬
けい

され、大同２年（807）に皆
みな

川
がわ

村
むら

小
お

野
の

口
ぐち

の八

幡宮を合
ごう

祀
し

して主祭神と仰いだ。 

   また、清
せい

和
わ

天皇の御
み

代
よ

（在位期間：858～876）、皆川村八
はち

幡
まん

沢
さわ

に八幡大神を勧
かん

請
じょう

したが、

この地が不
ふ

浄
じょう

のため光
こう

孝
こう

天皇の御代（在位期間：884～887）に勅
ちょく

して今の地に合祀し、陰

暦 8月 15日を以て大祭日と定めた。 

   本殿は、天文 22年（1553）の室町後期の建物で、小野寺保
ほ

領
りょう

主
しゅ

・唐
から

沢
さわ

山
やま

城主・足
あし

利
かが

義
よし

持
もち

等

がその造営にあたったといわれており、三
さん

間
げん

社
しゃ

春
かす

日
が

造
づくり

、屋根は檜
ひ

皮
わだ

葺
ぶき

で明治 41 年（1908）

に国の特別保護建造物に指定され、昭和 25 年（1950）の文化財保護法制定に伴い国の重要

文化財の指定を受けている。また、拝殿は破
は

風
ふ

割
わり

瓦
かわら

葺
ぶき

である。 

   社殿（本殿・幣殿・拝殿）は、数十段階段を昇った山腹にあり、そこには神
しん

門
もん

・神
かぐ

楽
ら

殿を

配しているとともに、摂
せっ

社
しゃ

西宮神社を奉
ほう

斎
さい

している。 

 

  
写真 本殿（側面） 写真 拝殿（正面） 

  
写真 社殿への階段 写真 神楽殿 

 

 

 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

205 

 
図 村檜神社の配置図 

 

 ② 活動 

 ア 例大祭 

   村
むら

檜
ひ

神社では、毎年、春祭・秋祭とは別に主祭神を勧
かん

請
じょう

した日である 10 月 17 日に例大

祭を行っており、この例大祭だけは第二次世界大戦中であっても休止することはなかったと

いう。信仰の厚い神社の氏子達にとって例大祭は、それだけ重要な祭礼であるといえる。 

   氏子は、岩
いわ

舟
ふね

地域の旧小
お

野
の

寺
でら

村であった 10 郷の住民であり、神社の祭礼は各自治会の代

表が役員となって運営にあたり、例大祭の日には鳥居に旗が立てられ、地域に祭を知らせて

いる。 

   例大祭は、参道から神
しん

職
しょく

が社殿前に入場し、修
しゅ

祓
ばつ

、号
ごう

鼓
こ

に始まり一連の儀式が執り行わ

れ、号鼓で祭典が終了し、その後太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

が奉納される。 

   旧岩舟町の昭和 42年（1967）11月号の広報の表紙には、神楽の写真が取上げられ、例大

祭の際に奉納されたとの記述がある。 

  a) 神職入場 

    神職は鳥居の前に整列し、参道となる神
しん

門
もん

へとつながる数十段の階段を登り、社殿前へ

と入場する。 

  
写真 神職が整列し参道へ向かう様子 写真 神職が参道の階段を登る様子 
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  b) 儀式 

   ○ 修
しゅ

祓
ばつ

 

     祭典に先立ち祭
さい

場
じょう

・祭
さい

具
ぐ

をはじめ参列者・神
しん

職
しょく

も

お祓
はら

いを受け、心身の罪やけがれを祓い清める。 

     お祓いを受けている間は、頭を下げた姿勢のまま

でおり、すべてのお祓い終了後、一同着席する。 

 
写真 修祓 

 

   ○ 号
ごう

鼓
こ

 

     祭典が始まる合図として太鼓を鳴らす。太鼓の音

により、参列者の心を鎮
しず

め、正すことができるとい

う。 

     また、太鼓の音は、神社のある山の麓
ふもと

まで鳴り響

き周辺の氏子に祭典の始まりを告げるという。 
 

写真 号鼓 

 

   ○ 宮
ぐう

司
じ

一拝 

     祭典を始める挨拶。参列者も起立し、宮司に合わ

せて一拝する。 

 
写真 宮司一拝 

 

   ○ 開
かい

扉
ひ

 

     本殿の中にいらっしゃる神様を、祭壇へとお迎え

するために御
み

扉
とびら

を開く。大祭でのみ開かれる。参列

者は、起立し少し頭を下げた状態のままでいる。 

 
写真 開扉 

 

   ○ 降
こう

神
しん

 

     宮司・神職が神様を祭壇にお迎えする。参列者は、

起立したまま少し頭を下げた状態でおり、神職の指

示で着席する。 

 
写真 降神 
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   ○ 献
けん

饌
せん

 

     神職が神様にお供
そな

え物を捧
ささ

げる。参列者は、着席

したまま静かに待っている。 

 
写真 献饌 

 

   ○ 祝
のり

詞
と

奏
そう

上
じょう

 

     宮司が神様に祈りの詞
ことば

を捧げる。参列者は、起立

し少し頭を下げた状態でおり、奏上終了後、着席す

る。 

 
写真 祝詞奏上 

 

   ○ 幣
へい

を献
けん

ず 

     神様に幣を献上する。参列者は、着席したまま静

かに待っている。 

 
写真 幣を献ず 

 

   ○ 祭
さい

詞
し

奏上
そうじょう

 

     宮司が祭
さい

主
しゅ

の立場として、神様に詞
ことば

を捧げる。参

列者は、起立し少し頭を下げた状態でおり、奏上終

了後、着席する。 

 
写真 祭詞奏上 

 

   ○ 玉
たま

串
ぐし

拝礼
はいれい

 

     玉串を神様に 奉
たてまつ

り拝礼をする。神職・宮司の後、

参列者は神職から玉串を受け取り、神前に進み玉串

を奉納し拝礼する。玉串は榊
さかき

の小枝に紙
し

垂
で

（祭事の

際等に使う特殊な断ち方をして折った白紙）や麻を

付けたもので、神と人との間に立って、神意を通じ

るものといわれている。 

 
写真 玉串拝礼 
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   ○ 撤
てっ

饌
せん

 

     神様に捧げていたお供え物をお下
さ

げする。参列者は、

着席したまま静かに見守る。 

 
写真 撤饌 

 

   ○ 昇
しょう

神
しん

 

     神様に本殿の中にお戻りいただく。参列者は、起立し

て少し頭を下げた状態でおり、神職の指示で直る。 

 
写真 昇神 

 

   ○ 閉
へい

扉
ひ

 

     神様が本殿の中に戻られたので、御扉を閉じる。参列

者は、起立し少し頭を下げた状態のままでいる。 

 
写真 閉扉 

 

   ○ 宮司一拝 

     祭典を終える挨拶。参列者も起立したまま宮司に合わ

せて一拝し、その後、神職の指示で着席する。 

 
写真 宮司一拝 

 

   ○ 号
ごう

鼓
こ

 

     祭典の終了を告げる合図として太鼓を鳴らす。太鼓の

音により、参列者の心を鎮
しず

め、祭典は終了となる。 

     太鼓の音は、神社のある山の麓
ふもと

まで鳴り響き、周辺

の氏子に祭典の終了を告げる。 
 

写真 号鼓 
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 イ 依
よ

田
だ

流
りゅう

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

 

   村
むら

檜
ひ

神社の神楽は、伊
い

勢
せ

神楽の誉
よ

田
だ

流の流れを汲
く

む依田流太々神楽で、舞い方は四方四舞

であり、毎年、10月 17日の例大祭と元旦祭に奉納されている。 

   起源は平安時代といわれており、太々神楽講
こう

社
しゃ

が結成されたのは安永２年（1773）９月で

あり、時の大
だい

宮
ぐう

司
じ

寺
てら

内
うち

式
しき

部
ぶ

太
だ

夫
ゆう

昌
まさ

俊
とし

が組織化したという。 

   以前より奉納していたものを講社に組織化し代々社
しゃ

家
け

が奉納していたが、明治時代には氏

子に伝承されたという。氏子による保存会は、現在８名で活動している。 

   なお、当社の神楽については、明治 36年（1903）４月 20日発行の『下野神社沿革誌』の

村檜神社の覧に太々神楽の記載があるとともに、旧岩
いわ

舟
ふね

町の昭和 42 年（1967）11月号の広

報の表紙にも神楽の写真が取上げられている。 

 

 
写真 昭和 42年（1967）11月号 広報「いわふね」（表紙） 
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    【十一座の演目】 

     第一座  幣舞 

     第二座  翁
おきな

の舞 

     第三座  稲
いな

荷
り

の舞（狐
きつね

の舞） 

     第四座  猿
さる

田
た

彦
ひこ

の舞（赤い天
てん

狗
ぐ

の面を付ける） 

     第五座  天
あめの

児
こ

屋
や

根
ね

の舞 

     第六座  宇
う

受
ず

売
め

の舞 

     第七座  手
た

力
じから

男
お

の舞 

     第八座  天
あま

照
てらす

大
おおみ

神
かみ

の舞 

第九座  火
ひ

吹
ふき

男
おとこ

の舞（俗称「ひょっとこ」） 

第十座  大
だい

黒
こく

の舞 

     第十一座 恵
え

比
び

寿
す

の舞 

 

 

 

 

 

 

 

 【村
むら

檜
ひ

神社の例大祭にみる歴史的風致の範囲】 

   村檜神社は、地域の総鎮
ちん

守
じゅ

でもあったことから、今もなお多くの人々の崇
すう

敬
けい

を集めている。 

   氏子は、岩
いわ

舟
ふね

地域の旧小
お

野
の

寺
でら

村であった 10 郷の住民であり、神社の祭礼は各自治会の代

表が役員となって運営にあたっており、神事の際のお供
く

物
もつ

や餅、赤飯などの準備、例大祭前

の境内の清掃などを行っている。 

   例大祭では、鳥居に祭
まつり

旗
ばた

が立てられ、地域に祭を

知らせるとともに、静かな山腹の中に号
ごう

鼓
こ

の太鼓の音

が鳴り響き、厳
おごそ

かな儀式に心身が清められる思いが

する。また、その後上演される神
かぐ

楽
ら

では、心地よい音

色が境内をはじめ、神社の周辺に響き渡る。 

   氏子や神楽保存会の活動によって、例大祭をはじめ

とした様々な祭礼・行事や、その舞台となる歴史的建

造物が古くから継承されてきており、村檜神社を中心

として氏子の営みが一体となって歴史的風致が形成さ 

れている。 

 

 

 
写真 神楽「稲荷の舞」 

 
写真 神楽「猿田彦の舞」 

 
写真 神楽「恵比寿の舞」 

 
写真 例大祭の際の旧参道鳥居からの様子 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

211 

 

 

 
図 村檜神社周辺の歴史的風致の範囲 

 

 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

212 

 おわりに 

   惣
そう

社
じゃ

でもある大
おお

神
みわ

神社では、神様から命をいただき、その命が成長していく、それを寿
ことほ

ぐ

祭である「御
お

鉾
ほこ

祭」が３日間に渡って執り行われ、氏子達によって「太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

」が奉納され

る。 

   大
おお

前
さき

神社では、災難からムラや人々を守ろうとする信仰行事である「天
てん

王
のう

様の神
みこ

輿
し

渡
と

御
ぎょ

」

が執り行われ、真夏に氏子が神輿を担ぎ地域全体を廻
まわ

る。 

   村
むら

檜
ひ

神社では、現在でも平日・休日に関わらず毎年、主祭神を勧
かん

請
じょう

した日である 10月 17

日に盛大に例大祭が執り行われ、氏子達によって「太々神楽」が奉納される。 

   また、大前神社では、現在、神楽保存会の後継者がいなく活動を休止しているが、春の例

祭には、近隣から同じ流派の保存会に来てもらい「太々神楽」が奉納されている。 

   このように、市内の下
しも

野
つけ

国
のくに

式
しき

内
ない

社
しゃ

である３社の氏子は、歴史ある古社を崇
すう

敬
けい

し、先人達

の思いを受け継ぎ、その地を舞台とした祭礼・行事は脈々と継承されており、神社と氏子の営

みが一体となって歴史的風致が広がっている。 

 

 
図 式内社における祭礼にみる歴史的風致の広がり 
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～コラム～ 

国
こく

庁
ちょう

跡に建つ「宮
みや

野
の

辺
べ

神社」 

 下
しも

野
つけ

国庁跡の正殿跡が宮野辺神社の境内になっている。 

 寛喜２年（1230）、小
お

山
やま

朝
とも

政
まさ

の譲
ゆずり

状
じょう

には「宮
みや

目
のめ

社」とある。宮目神社は、武
むさ

蔵
し

国
のくに

国
こく

府
ふ

跡（現：東京都府
ふ

中
ちゅう

市）をはじめ、各地の国府遺跡に存在する。天皇

の地方官として派遣されてきた国
こく

司
し

に対する地方人民の畏
い

敬
けい

の念を示すもの

で、国府が他に移るか、その機能を停止して間もなく、その正庁跡に「ミヤノ

メ」神社が祀
まつ

られている。 

 主祭神は、大
おお

物
もの

主
ぬしの

命
みこと

・大
おお

山
やま

祗
つみの

命
みこと

であり、大
おお

神
みわ

神社では崇
す

神
じん

天皇（紀元前

97 年～33 年）の長
ちょう

子
し

である豊
とよ

城
き

入
いり

彦
ひこの

命
みこと

が勅
ちょく

命
めい

を受けて東国治
じ

定
てい

の時（紀

元前 50年）、室
むろ

の八
や

嶋
しま

に奉
ほう

斎
さい

したが、命
みこと

は宮野辺神社の地に上陸し、御滞在後

に室の八嶋に向かったと伝えられている。 

 文治・建久年間（1185～1199）、鎌倉幕府の成立などにより国府もいつの間に

か廃絶され、それとともに当社も衰
すい

微
び

した。その後、戦国の世となり、度重な

る兵
へい

火
か

で焼失したこともあったが、住民の厚い信仰に支えられ、増改築が繰り

返された。 

 神社では、11 月 23 日に例祭が行われ、神
しん

饌
せん

物（大根・人参・芋類・枝つき

の豆・魚）をワラヅト（わらを束ね、中へ物を包むようにしたもの）に入れて

真竹に結び付け、摂
せっ

社
しゃ

、末
まっ

社
しゃ

の七社にお供
そな

えする。また、以前は儀式が終わる

と直
なお

会
らい

として、蒸した玄米に生の大豆・麦・大根・鯖
さば

の生身をきざみ、酒少々

と生
しょう

姜
が

の薄切りを混ぜた神饌を一箸ずつ食べ、神
み

酒
き

をいただいていたという

が、現在は、直会の際の料理は作っていないという。 

 宮野辺神社の祭儀習俗は、昭和 59年（1984）に市指定無形の民俗文化財とな

っている。 

 

 
写真 宮野辺神社拝殿 
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～コラム～ 

慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

円
えん

仁
にん

が修行した寺「大
だい

慈
じ

寺
じ

」 

 大慈寺は岩
いわ

舟
ふね

町小
お

野
の

寺
でら

にある寺院で、村
むら

檜
ひ

神社西側の丘
きゅう

陵
りょう

裾
すそ

に位置する。 

 境内には、県指定文化財の建造物として相
そう

輪
りん

橖
とう

、美術工芸品では銅製華
け

鬘
まん

や

銅製聖
しょう

観
かん

音
のん

菩
ぼ

薩
さつ

坐
ざ

像
ぞう

、市指定文化財の建造物として慈覚大師堂がある。 

 天平９年（737）、行
ぎょう

基
き

により建立されたと伝えられており、寺周囲では「大

慈寺」の刻印がある古代瓦も採集されている。 

 唐から渡航した僧鑑
がん

真
じん

の弟子道
どう

忠
ちゅう

は、下
しも

野
つけ

大慈院（大慈寺）を拠点として布
ふ

教
きょう

活動を行っており、道忠の弟子に第二代天
てん

台
だい

座
ざ

主
す

となる円
えん

澄
ちょう

や広
こう

智
ち

がいた。

広智の弟子が円仁で、弟子には第四代座主の安
あん

慧
え

もおり、大慈寺にいた道忠の

師弟関係からは天台座主が幾人も輩出され、道忠系天台教団として初期天台宗

の重要な役割を果たした一派と捉
とら

えられている。 

 円仁は、大同３年（808）に比
ひ

叡
えい

山
ざん

に赴
おもむ

くまで本寺で修業しており、弘仁８

年（817）、天台宗を開いた最
さい

澄
ちょう

は円仁を連れ東国巡行を行い、その際に大慈寺

を訪れている。 

 また、弘安２年（1279）、時
じ

宗
しゅう

の一
いっ

遍
ぺん

が東国巡見の折に最澄の足跡をたどっ

て小野寺周辺を訪れた様子が、一部国宝である『一
いっ

遍
ぺん

聖
ひじり

絵
え

 第５巻』（正安元

年（1299））にも描かれている。 

 大慈寺は、仏教史上、平安の新仏教である天台宗の成立に深く関わる寺院で

あり、当時の新技術であった須
す

恵
え

器
き

、瓦、製鉄等の技術と知識階層の僧侶との

関連性や社会構造を解明する上でも重要である。 

 

 
写真 慈覚大師堂 

（中には、慈覚大師像が祀られている） 
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３ 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致 

 はじめに 

   栃木市は、律令時代（７世紀半ばから 10世紀頃まで）には下
しも

野
つけ

国
のくに

の国
こく

府
ふ

が置かれたこと

により政治の中心となり、それに伴い寺社も整備されていった。 

   それに呼
こ

応
おう

するように、日
にっ

光
こう

を開山したことで知られる勝
しょう

道
どう

上
しょう

人
にん

（天平７年～弘仁８年

（735～817））は、幼少期を過ごした城
き

山
やま

の地（現在の都
つ

賀
が

地域木
き

）である出
いで

井
い

山
さん

（現：観
かん

音
のん

山
やま

）に華
け

厳
ごん

寺
じ

を延暦８年（789）に建
こん

立
りゅう

し、その後、華厳寺は明治初期まで隆
りゅう

盛
せい

を極めた。 

   また、慈
じ

覚
かく

大
だい

師
し

円
えん

仁
にん

（延暦 13年～貞観６年（794～864））は、岩
いわ

舟
ふね

地域下
しも

津
つ

原
ばら

で生まれた

といわれ、９歳のときから 15 歳の比
ひ

叡
えい

山
ざん

に登るときまで、この地の平安新仏教である天台

宗の布
ふ

教
きょう

活動拠点でもあった大
だい

慈
じ

寺
じ

で修行をしており、この寺は今でも地域住民の信仰を

集める寺院となっている。 

   このような背景もあり、栃木市の各地域では神仏が重んじられ、今も多くの寺社が現存し

ており、歴史と伝統を重んじる地域性の中で地元住民によって祭礼が執り行われ、民俗芸能

の継承や育成が図られてきた。 

   大
おお

平
ひら

地域の横
よこ

堀
ぼり

では「太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

」が、都賀地域の木では「獅
し

子
し

舞
まい

」・「杖
じょう

術
じゅつ

」、升
ます

塚
づか

と上
かみ

新
しん

田
でん

では「獅子舞」、鷲
わし

宮
のみや

では「太々神楽」が、西
にし

方
かた

地域の本
ほん

城
じょう

では「太々神楽」が郷土の

芸能として、今もなお地元の住民達によって大切に受け継がれている。 

 

 

 

 

 

 

 

表 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致の一覧 

地域 地区 建造物 活 動 

大平 横堀 ・横堀春
かす

日
が

神社 ・横堀太々神楽 

都賀 

木 ・木八幡宮 
・小

こ

天
てん

狗
ぐ

流杖術 

・関
かん

白
ぱく

流獅子舞 

升塚 ・升塚愛
あた

宕
ご

神社 ・升塚文
ふ

挟
ばさみ

小
こ

流獅子舞 

上新田 ・上新田猿
さる

田
た

彦
ひこ

神社 ・上新田文挟流獅子舞 

鷲宮 ・鷲宮神社 ・依田
よ だ

流鷲宮太々神楽 

西方 本城 ・近
ちか

津
つ

神社 ・大
おお

沢
さわ

田
だ

太々神楽 
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図 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致の神社の位置 
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１) 横
よこ

堀
ぼり

春
かす

日
が

神社の横堀太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

を構成する建造物と活動 

   横堀地区は、市の中央東部で大
おお

平
ひら

地域の北端に位置し、栃
とち

木
ぎ

地域と接する田園地帯である。 

   地区にある横堀春日神社のすぐ東には巴
うず

波
ま

川
がわ

が流れており、江戸時代から明治時代にかけ

ては、栃木と江戸との間で物資を運ぶ舟が川を行き交
か

っていた。 

   江戸から川を上ってきた船頭たちは、横堀春日神社を栃木到着の目印にしていたといわれ

ており、今に伝わる栃木河
が

岸
し

船頭唄の歌詞にも登場する。 
 

  
写真 横堀春日神社周辺 

（左奥の樹木に覆われている部分が神社） 

写真 巴波川の堤防 

（奥が堤防） 

 

 
図 横堀春日神社と氏子(自治会)の範囲 
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 ① 建造物 

   横
よこ

堀
ぼり

春
かす

日
が

神社の主祭神は、天
あめの

児
こ

屋
や

根
ね

命
のみこと

である。 

   承応元年（1652）大
おお

森
もり

信
しな

濃
の

守
のかみ

藤
ふじ

原
わらの

頼
より

直
なお

が将軍徳
とく

川
がわ

家
いえ

綱
つな

の身
みの

上
うえ

安
あん

泰
たい

を祈願して、大
やま

和
と

国
のくに

三
み

笠
かさ

山
やま

より勧
かん

請
じょう

したものとされ、

徳川家の安泰も願って祈
き

祷
とう

を行い、その祈祷札を将軍のお手元

に納めたことから将軍家の崇
すう

敬
けい

が篤
あつ

く、三つ葉葵
あおい

の紋
もん

章
しょう

の使

用を許されたと伝えられる。 

   藤原頼直は、慶安３年（1650）に家綱の傅
もり

役
やく

となり、

家綱は翌年の慶安４年（1651）に第四代将軍となる。

しかし、その翌年の承応元年（1652）には、将軍家綱

の母である高
たか

島
しま

御
ご

前
ぜん

（お楽の方）が亡くなり、頼直は

高島御前の誕生の地（下
しも

野
つけ

国
のくに

都
つ

賀
が

郡
ぐん

高
たか

島
しま

村
むら

：現栃木

市大
おお

平
ひら

地域高島地区）の近くである横堀地区で家綱の

身上安泰を祈願したといわれている。 

   この地区に住む頼直の子孫で

ある大森家に残る古文書によれ

ば、寛文５年（1665）12月には

松
まつ

長
なが

山
やま

久
く

遠
おん

院
いん

大森寺を開山（参

道の二の鳥居の柱には「寛文五

年」との刻印がみられるが、後

に、神仏分離政策による廃
はい

仏
ぶつ

棄
き

釈
しゃく

で廃寺となる）、寛文６年

（1666）８月には春日宮建立の

ため横堀村の新田 50石
こく

を寄
き

進
しん

したとある。 

   大正２年（1913）には近隣の神社を合祀
ごうし

し神
しん

饌
せん

弊
へい

帛
はく

料
りょう

供
きょう

進
しん

指定村社となった。 

   境内には、権
ごん

現
げん

造
づくり

桧
ひ

皮
わだ

葺
ぶき

の本殿、方
ほう

形
ぎょう

造
づくり

瓦
かわら

葺
ぶき

の

幣殿・拝殿の他、神
かぐ

楽
ら

殿・社務所などがある。明治

35 年（1902）暴風害により拝殿と神楽殿が大破した

ため修築を行い、さらに昭和 31 年（1956）と平成５

年（1993）には幣殿と拝殿を修復した。拝殿には、昭

和 31 年（1956）の修復記念として奉納額が掲げられ

ているとともに、神社にはその際の記録が残っている。 

   また、平成５年（1993）に社務所の建設、平成 12

年（2000）に神楽殿の改修を行っている。 

   本殿の建築年は不明であるが、明治 36 年（1903）

 
写真 三つ葉葵の紋章 

 
写真 春日神社拝殿 

 
写真 拝殿に掲げられている 

修復記念奉納額 

  
写真 参道の二の鳥居 写真 二の鳥居の 

柱に｢寛文五年｣ 

と刻まれている 

 
写真 神楽殿 
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４月 20日発行の『下野神社沿革誌』に「本殿一間四方」との記載がある。 

 

 ② 活動 

   横
よこ

堀
ぼり

春
かす

日
が

神社では、毎年、４月 10日と 10月９日に例大祭が開催され、横堀太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

が奉

納されている 

   横堀春日神社の氏子は、横堀自治会の住民であり、

自治会を５つに分けて例大祭等の年番に当たって

おり、役員・年番等は例大祭前には、神社・境内の

清掃を行い、神事のお供
く

物
もつ

や神楽の際の撒
ま

き物の準

備、直
なお

会
らい

の支度などを行うとともに、当日、参道入

口への祭
まつり

旗
ばた

の設置などを行い地域住民に例大祭を

知らせる。 

   例大祭は、午前 10 時から氏子役員達が拝殿に入

り、玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの神事を行った後、午前 11 時か

ら神楽の奉納が始まる。 

   神楽は、伊
い

勢
せ

国
のくに

（現在の三重県）から伝わった

ものといわれている与
よ

田
だ

流（依
よ

田
だ

流）であり、式射・

幣舞（祭
さい

主
しゅ

の舞）・翁
おきな

の舞・春日の舞・猿
さる

田
た

彦
ひこ

の舞

（天
てん

狗
ぐ

の舞）・岩
いわ

戸
と

開きの舞・恵
え

比
び

須
す

（事
こと

代
しろ

主
ぬし

命
のみこと

）

の舞と火吹の舞・稲
いな

荷
り

の舞・大
おお

国
くに

主
ぬし

命
のみこと

の舞（大国

舞）・八幡の舞・山の神舞の十一座の演目が上演さ

れる。 

   また、囃
はや

子
し

の道具としては、大太鼓、大拍子、笛

が使用されている。 

   神楽の由来は定かではないが、江戸時代から奉納

されてきたといわれており、面には大正 11年（1922）

と墨書きされているものや、拝殿には昭和８年

（1933）春に奉納された際の記念額が掲げられてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 参道入口に祭旗を設置する様子 

 
写真 神事の様子 

 
写真 太々神楽（岩戸開きの舞） 

  
写真 大正 11年（1922）の 

墨書きがある神楽面 

 
写真 昭和８年（1933）に奉納された

際の記念額 
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   また、第二次世界大戦中は、余興中止の命により神

楽奉納も休止されていたというが、昭和 27年（1952）

と墨書きされている衣装があることから、その年に

は再開されていたといえる。 

   神楽は、神
しん

職
しょく

と数人の氏子によって奉納されてき

ていたが、昭和 50年（1975）頃、神社周辺の草刈り後

の宴
うたげ

の際に、氏子の若者から神楽を演じてみたいと

の話が持ち上がり、昭和 52 年（1977）に 15 名で保

存会を設立し、現在では、20名の会員で活動している。 

   なお、横堀太々神楽は、昭和 56 年（1981）10 月に旧大平
おおひら

町
まち

において町指定の無形の民俗

文化財となっている。 

 

 まとめ 

   例大祭前には、神
かぐ

楽
ら

保存会が社務所や神楽殿で練習を始め、笛や太鼓の音色が神社周辺に

鳴り響き、祭が近づいているのを感じるという。 

   横堀春日神社の例大祭は、現在でも平日・休日に関わらず毎年、４月 10日と 10月９日に執

り行われ、氏子達によって「太
だい

々
だい

神楽」が奉納されており、歴史ある神社を崇
すう

敬
けい

し、神社と

氏子の営みが一体となって歴史的風致が形成されている。 

 

 
図 横堀春日神社周辺の歴史的風致の範囲 

 
写真 昭和 27年（1952）の 

墨書きがある衣装 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

221 

２) 木
き

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

の杖
じょう

術
じゅつ

・獅
し

子
し

舞
まい

を構成する建造物と活動 

   木地区は、市の北部にある都
つ

賀
が

地域の西部に位置し、

地区の中心を赤
あか

津
づ

川
がわ

が流れている田園地帯である。 

   木八幡宮は、勝
しょう

道
どう

上
しょう

人
にん

が建
こん

立
りゅう

した華
け

厳
ごん

寺
じ

のあっ

た出
いで

井
い

山
さん

（現：観
かん

音
のん

山
やま

）の東麓にある木八幡の丘
きゅう

上
じょう

に鎮
ちん

座
ざ

しており、華厳寺があった明治初期までの八幡

宮への参道は、そのまま華厳寺への参道とも繋がって

いた。 

 

 

 
図 出井山華厳寺全景嘉永年間（1848～1854）還元絵図 

 

   社殿は、参道入口の鳥居から西に数百メートル向かった先にあり、神社入口の朱色の鳥居

をくぐり 20段ほど階段を登ったところにある。 

 

  
写真 参道入口 写真 参道からの木八幡宮 

 

 

 
写真 木八幡宮周辺 

八幡宮 

観音山 
(旧出井山) 

華厳寺 

八幡宮 

観音山 

(旧出井山) 

八幡宮 
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図 木八幡宮と氏子(自治会)の範囲 

 

 ① 建造物 

   木
き

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

の主祭神は誉
ほん

田
だ

別
わけの

命
みこと

であり、境内の八幡

宮再建記念碑には、「白鳳時代、豊
ぶ

前
ぜん

宇
う

佐
さ

八幡宮より遷
せん

座
ざ

」したとある。遷座の地は字小
こ

馬
ば

場
ば

であったが、延

暦８年（789）頃、華
け

厳
ごん

寺
じ

の建
こん

立
りゅう

に併せて現在の地に

移ったという。 

   また、慶安元年（1648）には、徳
とく

川
がわ

家より、社
しゃ

領
りょう

60

石
ごく

と社内別
べっ

当
とう

内を除
じょ

地
ち

（年貢免除の土地）された。本

殿に武
たけ

甕
みか

槌
づちの

命
みこと

を配
はい

祀
し

し、玉
たま

垂
だれ

神社、八
や

坂
さか

神社、枉
まが

津
つ

神社を境内地に奉
ほう

斎
さい

している。 

   平成３年（1991）に本殿・拝殿が不審火により焼失するが、平

成８年（1996）に、春
かす

日
が

造
づくり

茅
かや

葺
ぶき

の本殿と入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

瓦
かわら

葺
ぶき

の拝殿が

再建された。 

   その他、境内には、例祭の際に杖
じょう

術
じゅつ

・獅
し

子
し

舞
まい

を奉納する土俵

があるとともに、焼失を免れた祭
まつり

旗
ばた

を立てる石
せき

柱
ちゅう

があり、そこ

には、大正 13 年（1924）建立と刻まれている。 

 
写真 木八幡宮拝殿 

 
写真 祭旗を立てる石柱 
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 ② 活動 

   木
き

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

では、10月 15日に近い日曜日に秋の例祭が開催され、小
こ

天
てん

狗
ぐ

流
りゅう

杖
じょう

術
じゅつ

と関
かん

白
ぱく

流
りゅう

獅
し

子
し

舞
まい

が奉納される。以前は、毎年奉納されていたが現在は隔年となっている。 

   木八幡宮の氏子は、木の東・西・北の各自治会の住

民であり、神社の祭礼はこの３つの自治会の年番で担

当しており、神事のお供
く

物
もつ

や役員などに振舞われる直
なお

会
らい

の際のお赤飯や煮物などの準備、例祭前の神社・境

内の清掃などを行っている。 

   また、例祭の際には参道に祭
まつり

旗
ばた

を掲げるとともに、

杖術や獅子舞を上演する土俵には、足が痛くないよう

に「おがくず」などを入れて固めており、祭礼は、多くの氏子の尽力によって開催されてい

る。 

例祭では、午前 10時から氏子役員達が拝殿に入り玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの神事を行い、神様に杖術の棒や獅子 頭
がしら

を奉納し、その後、境内において氏子の各自治会（木

の東・西・北）単位で直会が行われているなか、土

俵において杖術・獅子舞が上演される。 

 

 

 

  
写真 奉納された杖術の棒 写真 奉納された獅子頭 

 

   上演させる場所となる土俵のまわりには、四方〆
しめ

がされ、正面には神の依
より

代
しろ

として幣束
へいそく

が

３本差されている。 

   杖術は、地元の人々によって長い間伝承されてきた小天狗流を名乗るもので、獅子舞の露
つゆ

払
はら

い的な役割があり、一般の獅子舞に付属している杖術（棒）では、獅子舞の前に少しだけ

上演されて終了することが多い。 

 
写真 神事の様子 

 
写真 参道に掲げられた祭旗 
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   しかし、ここ八幡宮の杖術は、土俵上で 24 の杖術

の型（振
ふり

棒
ぼう

による入場・飛
ひ

太
だ

刀
ち

・入
いり

杖
つえ

・天
てん

狗
ぐ

戻
もど

し・山
やま

かげ・四
よつっ

張
ぱり

・算
そろ

盤
ばん

・一
いっ

足
そく

引
びき

・水
みず

引
ひき

・転
ころび

杖
つえ

・提
さ

げ・笠
かさ

の

下
した

・小手
こ て

上
あ

げ・松
たい

明
まつ

・端
はし

詰
づめ

・詰
つめ

返
がえ

し・片
かた

かすみ・両
りょう

か

すみ・すねくだき・腰
こし

車
ぐるま

・腰車くずし・五
ご

所
しょ

車
ぐるま

・太
た

刀
ち

棒
ぼう

合
あい

・棒合）裏表 48を演じるところに特色がある。 

   木地区では、この杖術を「ツエ」と呼び、棒と棒・

棒と太刀の渡り合いの演技は、古武術の一つである杖

術が農民の間に自衛の武術として伝わり、その型が芸

能化したものといわれている。 

   まず、杖術演武は、振棒にはじまり、羽
は

織
おり

袴
はかま

姿
すがた

の

長老を先頭にして白
はく

衣
い

着
ぎ

袴姿で棒を持った杖術保存

会員、地元の子ども達が続き、参道を演武しながら神

社正面の朱色の鳥居をくぐり、階段を登って神社の境

内へ入る。 

   次に、土俵上において、順に「飛太刀」、「入杖」、「天

狗戻し」などの演技が披露されるが、演技は「エン、

ヒィヤー」などの掛け声とともに相手に飛びかかって

いく。 

   そして、いくつか演技が披露された後に、獅子舞が

上演され、その後、残りの杖術が上演される。 

   獅子舞は、関白流獅子舞で一人立三匹獅子（雄
お

獅
じ

子
し

・雌
め

獅
じ

子
し

・中獅子）舞である。 

   上演演目としては、入場の舞・新
しん

練
ねり

の舞・昔
むかし

練
ねり

の

舞・繁栄の舞が演じられた後、獅子唄（獅子唄には、

人の庭（家の庭）・鳥居前（鳥居の前）・神の庭（神社

の本殿前）・寺の前（寺の境内）等についての歌詞が

ある）が入り、その後、大立廻り・平
ひら

庭
にわ

の舞・入れ違

いの舞・蒔
ま

き寄せの舞・喜びの舞・小立廻り・退場の

舞が上演される。 

   この獅子舞で使用する楽器は笛とササラであるが、

ササラは古
こ

俗
ぞく

を残す獅子舞にはよく使われるもので

ある。 

   なお、楽器の演奏者である日・月・桜花という役柄

の囃
はや

子
し

方は花
はな

籠
かご

（金色の日像・銀色の月像・桜花）を

頭上に乗せ、日・月がササラ、桜花２人が獅子笛を吹

 
写真 上演される土俵 

 
写真 参道からの振棒による入場 

 
写真 掛け声とともに飛びかかる演技 

 
写真 一人立三匹獅子 

 
写真 楽器演奏の様子 

（右から日・月・桜花(２人)の順） 
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き、舞の途中でその中の一人が獅子唄を歌う。 

   杖術及び獅子舞の由来は、判
はん

然
ぜん

としないが、寛永

13年（1636）日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

に、この地の農民が獅子舞

と杖術を奉納したことが地元の古文書に残っている

とともに、獅子頭に元禄 11 年（1698）７月の墨書き

があり、元禄時代より華
け

厳
ごん

寺
じ

に属するもので、大
おお

栗
ぐり

忠
ちゅう

兵
べ

衛
え

がこの獅子舞を中心となって始めたという言い

伝えがあることから、江戸期からの伝承でかなり古俗

を残すものといえる。 

   その後、第二次世界大戦中は、余興中止の命により神社の祭礼も休止されていたが、戦

後まもなく再開され昭和 44 年（1969）４月には、旧都賀
つ が

町
まち

において小天狗流杖術及び関白

流獅子舞は、町指定の無形の民俗文化財となっている。 

   さらに、小天狗流杖術は、県下において貴重な民俗文化遺産であり、昭和 55 年（1980）

の栃の葉国体の際、これを体操化した演技を地元の都賀中学校の生徒が演じて大好評を博し、

平成３年（1991）10月には、県指定の無形の民俗文化財となった。 

   杖術及び獅子舞は、それぞれ保存会の手で伝承され

ており、杖術保存会は 26 名の会員、獅子舞保存会は

14人の会員で活動している。 

   また、杖術については、地元自治会の育成会と連携

し、地元の殆
ほとん

どの子ども達が小学生で経験するとと

もに、地域で１つの中学校の都賀中学校でも、国体後、

体育祭や文化祭の際に演技が披露されている。 

 

 まとめ 

   秋の例祭の日には、氏子たちが地区ごとに土俵を囲

み、上演される杖術や獅子舞を見ながら直
なお

会
らい

を行うが、

奉納されない年は、神事の後に拝殿の中で役員達だけ

で直会を行う。 

   秋の例祭の際に奉納される杖術や獅子舞は、今も氏

子達の誇りであり、華
け

厳
ごん

寺
じ

により隆
りゅう

盛
せい

を極めた頃の

この一帯の賑わいを思い出させる民俗芸能となって

おり、神社と氏子の営みが一体となって歴史的風致が

形成されている。 

 

 

 

 
写真 獅子頭の墨書き 

 
写真 地元小学生による演技 

 
写真 地区ごとの直会の様子 
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図 木八幡宮周辺の歴史的風致の範囲 
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３) 升
ます

塚
づか

愛
あた

宕
ご

神社の升塚文
ふ

挟
ばさみ

小
こ

流
りゅう

獅
し

子
し

舞
まい

を構成する建造物と活動 

   升塚地区は、市の北部にある都
つ

賀
が

地域の南方に位置

し、神社の周辺には田畑もあるが、地区内を東武日光

線が通り交通の便が良いことから、全体的には住宅地

となっている。 

   升塚の地名の由来は、大永３年（1523）の川
かわ

原
ら

田
だ

合

戦の激闘の地となったことから合
かっ

戦
せん

場
ば

と呼ぶように

なった地区と隣接しており、合戦の戦死者を人々が敵

味方に関係なく穴を掘って埋葬し、そこを通る人に土

を一升枡に入れてかけてもらい霊を供養し、それを枡

（升）の形の塚に築いたので升塚といい、この一帯を

升塚と呼ぶようになったという。 

 

 

 

 

 
図 升塚愛宕神社と氏子(自治会)の範囲 

 
写真 升塚愛宕神社周辺 

 
写真 升塚 
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 ① 建造物 

   升
ます

塚
づか

愛
あた

宕
ご

神社の主祭神は火
か

遇
ぐ

突
つ

智
ちの

命
みこと

、大
おお

雷
いかづち

命
のみこと

である。京都の愛宕神社（権
ごん

現
げん

）から、分霊を勧請
かんじょう

し

てきたものとされており、升塚の愛宕神社の勧請は、

慶長 15年（1610）といわれている。 

   神は、「ワタゴ様」となまって呼ばれることが多く、

火
ひ

伏
ぶせ

の神の性格を持ち、火災からムラ・家々を守る神

として信じられてきた。 

   境内には、瓦
かわら

棒
ぼう

葺
ぶき

の本殿・幣殿・拝殿があり、その他に馬乃神の石碑がある。 

   昭和 41年（1966）９月の台風により、以前の社殿は崩壊してしまったが、氏子達はすぐに

御造営委員会を結成し、翌年の昭和 42 年（1967）10 月には現在の社殿を再建し、10 月 24

日に奉
ほう

祝
しゅく

大祭を挙行した。 

   拝殿には、「御造営之誌」の額が掲げられているとともに、神社にはその際の記録が残ってい

る。 

 

 
写真 「御造営之誌」の 

  額に奉納された日付 

が記載されている 

 

 ② 活動 

   升
ます

塚
づか

愛
あた

宕
ご

神社では、毎年、５月３日の祈年祭、11月３日の例祭の際に文
ふ

挟
ばさみ

小
こ

流
りゅう

獅
し

子
し

舞
まい

が

奉納されている。 

   升塚愛宕神社の氏子は、升塚自治会の住民であり、自治会を６つに分けて例祭等の年番に

当たっている。 

   氏子役員・年番等は神事のお供
く

物
もつ

や直
なお

会
らい

の支度、参道入口への祭
まつり

旗
ばた

の設置などを行うと

ともに、祭りの前には、神社・境内の清掃を行うが、自治会のシニアクラブの方々も定期的

に境内の清掃を行ってくれているという。 

 

 
写真 愛宕神社拝殿 

 
写真 「御造営之誌」の額 
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   祭りの当日は、参道入口に祭旗が立てられるととも

に、１自治会の神社の例祭にもかかわらず、祭りの開

始の合図となる花火が、社務所兼自治公民館から神社

へ向かう途中で打ち上げられ、地区中に音が鳴り響き

地域住民に祭りを知らせる。 

 

 

 

   午前 11時 30分から獅
し

子
し

宿
やど

としている神社の近くに

ある社務所兼自治公民館の前で、獅子舞が行われ、街

道ながし・門くぐりの舞・拝礼の舞・京から下りの舞・

想いの舞・別れの舞を踊る。 

   その後、笛の音色を響かせ、神様に奉納するお供物

を手にした氏子役員達とともに社務所兼自治公民館

から参道を通り、鳥居をくぐって拝殿の前へと進み、

正午から氏子役員達が拝殿に入り玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの神

事が行われる。 

  
写真 参道を通り神社へ向かう様子 写真 神事の様子 

 

   神事終了後、休憩をはさみながら、【花
はな

水
すい

の舞】（街

道ながし・門くぐりの舞・拝礼の舞・京から下りの

舞・想いの舞・別れの舞・喜びの舞・三拍子の舞）、【籠
かご

廻
まわ

りの舞】（街道ながし・門くぐりの舞・拝礼の舞・

京から下りの舞・想いの舞・籠廻りの舞・入替えの舞・

喜びの舞）、【芝
しば

探
さが

しの舞】（はねまわる踊り・京から

下りの舞・芝探しの舞・繁栄の舞・三拍子の舞・田
でん

楽
がく

の舞）を踊った後、拝礼の舞・三拍子団
だん

欒
らん

の舞を踊り、

獅子舞の奉納は終わり、その後、獅子宿である社務所兼自治公民館へと戻り、街道ながし・

門くぐりの舞・拝礼の舞・京から下りの舞・想いの舞・別れの舞を踊り、獅子宿の中に入る。 

 
写真 社務所兼自治公民館から神社

へ向かう途中の様子 

 
写真 社務所兼自治公民館前での獅子舞 

 

 
写真 獅子舞の様子 
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   升塚愛宕神社の獅子舞は、「文挟小流」と称し、今から四百有余年前、日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

祭礼の

地固めに奉納された下
しも

野
つけ

国
のくに

上
かみ

都
つ

賀
が

郡
ぐん

の文挟獅子舞が、寛永（1624～1645）の頃に伝わった

といわれており、踊りは「御前獅子」ともいわれ、雄
お

獅
じ

子
し

・中獅子・雌
め

獅
じ

子
し

の３人での舞で

あり、踊り手は獅
し

子
し

頭
がしら

を付けた「獅子かぐら」をかぶり、腰に三つ巴
ともえ

紋
もん

入の小太鼓、腰の

後には幣
へい

束
そく

をさし、ばち２本を手に持って舞う。 

   獅子頭は、雄獅子・中獅子には２本の角があり、さらに雄獅子の角の真ん中には金の玉を

配している。 

   衣装は、黒一色の三つ巴紋付の羽
は

織
おり

に菖
しょう

蒲
ぶ

模様の袴
はかま

姿
すがた

（舞に入る笛吹以外は、紺の袴）

で足
た

袋
び

に草
ぞう

履
り

を履く。また、笛吹は、頭に四角の面かくしをかぶり、頭上に色紙で作った牡
ぼ

丹
たん

の花を飾る。 

   これらの獅子舞の用具一式は、平成 17年（2005）５月には、旧都
つ

賀
が

町
まち

において有形の民俗

文化財に指定されている。 

 

  
写真 獅子の衣装 写真 舞に入る笛吹の衣装 

 

   獅子舞の踊り手は、昔は、必ず各戸の長男が継承することになっていたが、現在では、数

年に一度、小学３・４年生くらいの男子から６人を選出し、３人２組を編成しており、その

メンバーで新稽古を開始するときには必ず記念写真を撮り、代々の写真が社務所兼自治公民

館に飾られている。 

 

  
写真 獅子舞新稽古記念写真 

(昭和 34年(1959)） 

〔踊り子（前）と指導者（後）〕 

写真 獅子舞新稽古記念写真 

(平成 22年(2010)) 

〔踊り子（前）と保存会会員（後）〕 
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   獅子舞を舞うことができるようになるには、獅子舞保存会の指導のもと、年間 100 回以上

の練習を行う必要があり、厳しい練習を重ねることにより、子ども達には連帯感と誇りが生

まれてくるという。そのため、獅子舞を踊り地元に残った者は獅子舞保存会に入っており、

昭和 40年（1965）頃に 20数名で発足した保存会であるが、現在も 20名程で活動している

という。 

   なお、升塚文挟小流獅子舞は、昭和 49 年（1974）10 月には、旧都賀町において町指定

の無形の民俗文化財となっている。 

 

 まとめ 

   当日の境内では自治会や育成会により出
で

店
みせ

が設け

られ、子ども達をはじめ多くの住民が参拝に訪れ、厳

しい練習を重ね獅
し

子
し

舞
まい

を披露する踊り手にとっては

晴れの舞台となり、参拝者に見守られ自然と境内は活

気を帯びる。 

   このように、地元住民にとって升
ます

塚
づか

愛
あた

宕
ご

神社に奉納

される獅子舞は、いつまでも次世代に継承していきた

い民俗芸能となっており、神社と氏子の営みが一体となって歴史的風致が形成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 祭り当日の境内の様子 
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図 升塚愛宕神社周辺の歴史的風致の範囲 
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４) 上
かみ

新
しん

田
でん

猿
さる

田
た

彦
ひこ

神社の上新田文
ふ

挟
ばさみ

流
りゅう

獅
し

子
し

舞
まい

を構成する建造物と活動 

   上新田地区は、市の北部にある都
つ

賀
が

地域北端に位置

し、西
にし

方
かた

地域との境界付近にある。江戸時代には地区

の中心を日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

が通り交通の要所として栄

えた。また、江戸末期には、地名の由来ともなってい

る水田開拓が行われ、地区東部を流れる思
おもい

川
がわ

から水

を引くための桑
くわ

原
ばら

用水路ができ、思川周辺部には水田

地帯が広がった。 

   近年は、北関東自動車道の開通に伴う都賀インターチェンジがすぐ近くに設置されたこと

もあり、地区内の自動車交通量が多くなってきている。 

   上新田猿田彦神社は、旧日光例幣使街道から西に 100ｍほど入ったところにあり、付近は

住宅地となっているが、神社裏には田園が広がっている。 

 

 
図 上新田猿田彦神社と氏子(自治会)の範囲 

 

 

 
写真 旧日光例幣使街道からの参道入口 
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 ① 建造物 

   上
かみ

新
しん

田
でん

猿
さる

田
た

彦
ひこ

神社の創建年代は不明であるが、境内

にある拝殿新築記念碑によれば、社歴としては、天明

６年（1786）に再建立、昭和 30 年（1955）に再建立

とある。その後、社殿が老朽化し、平成 20 年（2008）

に神
しん

明
めい

造
づくり

亜
あ

鉛
えん

板
ばん

葺
ぶき

の本殿、流
ながれ

造
づくり

亜鉛板葺の幣殿・

拝殿を新築再建立している。 

 

   境内地には摂
せっ

社
しゃ

八
や

坂
さか

神社を奉
ほう

斎
さい

している。また、境

内は明治元年（1868）の廃
はい

仏
ぶつ

棄
き

釈
しゃく

で廃寺となった良
りょう

仙
せん

院
いん

という寺のあったところで、僧の墓標があり、宝
ほう

筺
きょう

印
いん

塔
とう

には延享元年（1744）と刻まれている。その

他に境内には拝殿の前に狛
こま

犬
いぬ

像と石
いし

灯
とう

籠
ろう

があり、石灯

籠には昭和 15 年（1940）に奉納されたことが刻まれ

ている。 

   主祭神は猿
さる

田
た

彦
ひこ

命
のみこと

であり、地元では、猿は十二支

の申
さる

に通じることから庚
こう

申
しん

様とも呼ばれ、親しまれており、神
しん

仏
ぶつ

習
しゅう

合
ごう

の時代には庚申信仰

が盛んに行われていたという。 

 

 ② 活動 

   上
かみ

新
しん

田
でん

猿
さる

田
た

彦
ひこ

神社では、毎年、秋の例祭が 10月 15日に近い日曜日に行われ、例祭の前夜

に宵
よい

祭りとして獅
し

子
し

舞
まい

が奉納されている。以前は祭り当日も奉納されていたという。 

   上新田猿田彦神社の氏子は、上新田自治会の住民であり、役員等は神事のお供
く

物
もつ

や直
なお

会
らい

の

準備、街道沿いの神社入口への祭
まつり

旗
ばた

の設置などを行うとともに、例祭前には各世帯から１

人ずつ出て神社・境内の清掃を行う。 

   宵祭りでは、午後６時から拝殿前で神様をお迎えす

る神事が行われ、その後、拝殿前の石畳のところで獅

子舞が奉納される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 上新田猿田彦神社拝殿 

  
写真 石灯籠（裏側に 

「昭和十五年」と刻まれている） 

 
写真 ３匹の獅子舞 
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   上新田の獅子舞は文
ふ

挟
ばさみ

流
りゅう

であり、３匹の獅子及び笛２人の５

人組になって舞う。３匹の獅子は、雄
お

獅
じ

子
し

、雌
め

獅
じ

子
し

、子獅子で、

それぞれ腹に太鼓を付け、背には赤黄青の３色の幣にササラを差

しており、ばちを巧みにあやつり、笛の音に合わせて太鼓を打ち

ながら舞い、花
はな

籠
かご

役の笛の２人は羽
は

織
おり

袴
はかま

姿
すがた

で、頭には淡い色紙で

折った花（花咲き）で飾った角
かく

盆
ぼん

（ジュウバコとも呼ばれる）を

乗せ背には獅子同様ササラを配する。 

 

   上演演目としては８つあり、街道流しの舞にはじま

り、草
くさ

鞋
わらじ

の紐
ひも

しらべの舞、歌切りの舞、首切りの舞、

芝隠しの舞、奥の御山の舞、雷電切りの舞、いいけの

まこまの舞で終わる。 

   獅子舞の由来は、戦前に関係書類や獅子舞用具一式

を預けていた民家の火災により焼失し、はっきりして

いないが、言い伝えによると永く飢
き

饉
きん

が続き五
ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

を願って、450 年程前、今
いま

市
いち

市（現日
にっ

光
こう

市）文
ふ

挟
ばさみ

地区より伝授され、この上新田地区に

受け継がれたという。第二次世界大戦時中は神社の例祭が開催されなくなったために休止し

ていたとのことであるが、終戦後の昭和 23年（1948）には、保存会と自治会の協力のもと、

新たに小・中学生１組５人を育成し再開したという。また、社務所の使用記録簿に「昭和 29

年（1954）に秋の例祭・獅子舞のために使用した」と記載されている。 

   この上新田文挟流獅子舞は、昭和 57 年（1982）には、旧都
つ

賀
が

町
まち

において町指定の無形の民

俗文化財となり、獅子舞の用具一式も同年に有形の民俗文化財に指定されている。保存会では

何度か後継者育成を行い、自治会や地域住民の支援のもと現在は８名で活動しており、神社

の氏子達により獅子舞は受け継がれている。 

 

 まとめ 

   毎年、例祭前には、獅
し

子
し

舞
まい

保存会の練習が始まり、笛や太鼓の音色が神社周辺に鳴り響き、

秋の訪れを感じるという。 

   宵
よい

祭りに古式にのっとり上演される獅子舞は、幻想

的で神秘的な情景を醸
かも

し出しており、見る者の目に焼

き付き、特に地元を出て他の地で生活する人々にとっ

ては、深く心に残っているという。 

   このように、地元住民にとって獅子舞は、いつまで

も継承し次世代に残していきたい民俗芸能となって

おり、神社と氏子の営みが一体となって歴史的風致が

形成されている。 

 
写真 花(花咲き)で飾った角盆 

 
写真 獅子舞「芝隠しの舞」 

 
写真 宵祭りの境内の様子 
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図 上新田猿田彦神社周辺の歴史的風致の範囲 
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５) 鷲
わしの

宮
みや

神社の依
よ

田
だ

流
りゅう

鷲宮太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

を構成する建造物と活動 

   鷲宮神社は、家
いえ

中
なか

地区 11自治会の総
そう

社
じゃ

である。家中

地区は市の北部にある都
つ

賀
が

地域の中央から北部の一

帯であり、旧日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

沿いに住宅が集中してお

り、街道沿い以外は、田園地帯が広がっている。鷲宮

神社のある鷲宮自治会の区域は思
おもい

川
がわ

のすぐ西側であ

る。 

 

 

 

 
図 鷲宮神社と氏子(自治会)の範囲 

 

 

 

 

 

 
写真 鷲宮神社周辺 

（左奥のところが神社） 
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 ① 建造物 

   鷲
わしの

宮
みや

神社は、大同３年（808）創建で元は思
おもい

川
がわ

沿いにあったが洪水のため承平元年（931）

現在地に遷
せん

宮
ぐう

した。 

   主祭神は天
あめの

日
ひ

鷲
わしの

命
みこと

、大
おお

己
なむ

貴
ちの

命
みこと

であり、愛
あた

宕
ご

神社、八
や

坂
さか

神社、高
たか

龗
お

神社、御
おん

嶽
たけ

神社、闇
くら

龗
お

神社、稲
いな

荷
り

神社、大
おお

杉
すぎ

神社、吾
あ

妻
づま

神社、金
こん

精
せい

神社、三
さん

社
じゃ

神社を境内地に奉
ほう

斎
さい

している。 

   享保 11 年（1726）12 月 11 日を以て正一位の神
しん

階
かい

を授けられ、毎年の大祭には壬
み

生
ぶ

藩主

より多額の弊
へい

帛
はく

が奉納され、藩主または有
ゆう

司
し

（藩の役人）が社
しゃ

参
さん

し、厳
おごそ

かに祭典が挙行さ

れた。 

   明治 35年（1902）の台風で拝殿、幣殿並びに大木はことごとく倒壊し、明治 37年（1904）

に本殿と同様の造りである流
ながれ

造
づくり

銅
どう

板
ばん

葺
ぶき

の拝殿と幣殿並びに神
かぐ

楽
ら

殿が再建され、拝殿前の

社号額は、明治 34 年（1901）に元壬生藩主鳥
とり

居
い

忠
ただ

文
ふみ

公が奉納したもので、台風の際に無事

に残ったものが、今も拝殿に掲げられている。 

 

  
写真 鷲宮神社拝殿(左)・ 

奉斎されている社(中央)・神楽殿(右) 

写真 明治 34 年（1901）の墨書のある社号額 

 

   また、鷲宮神社は古くから「咳き止めの神様」として信仰を集め、その昔、鎌倉幕府二代

将軍、 源
みなもとの

頼
より

家
いえ

公が幼少の折、百
ひゃく

日
にち

咳
ぜき

に罹
かか

り、心配した二
に

位
い

尼
のあま

君（北
ほう

条
じょう

政
まさ

子
こ

）が卵と鶏

肉を断って当社に祈願したところ、たちどころに回復したという言い伝えが残っており、11

月の例大祭には、その故事に倣
なら

った「強
ごう

卵
らん

式
しき

」という珍しい神事が行われており、地元の人々

にはお酉
とり

様として親しまれている。 
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 ② 活動 

   鷲
わしの

宮
みや

神社では、毎年、11 月 23 日に例大祭が行われ、神
かぐ

楽
ら

が奉納されている。 

   氏子は、家
いえ

中
なか

地区の 11 自治会の住民であり、神社の祭礼は各自治会の代表が役員となっ

て運営にあたっており、神事のお供
く

物
もつ

や神楽の際の撒
ま

き物の準備、例祭前の神社の清掃や祭
まつり

旗
ばた

の設置などを行っている。 

   例大祭では、午前９時から各自治会の氏子代表が拝殿に昇り、玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの神事を行っ

た後、午前 10 時 30 分頃から神楽の奉納が始まるが、鷲宮神社は家中地区の総
そう

社
じゃ

であること

から、山
だ

車
し

を持っている自治会は山車とともに参拝に訪れて囃
はや

子
し

を奉納しており、神楽と囃

子が交互に上演される。このような神楽と囃子の一緒の奉納の形態は、戦前から行われてい

たという。 

 

  
写真 神事の様子 写真 神楽と囃子の上演時間表 

 

   神楽は、伊勢神楽の流れを汲む依
よ

田
だ

流
りゅう

鷲
わしの

宮
みや

太
だい

々
だい

神楽であり、式射（四方固め）に始まり、

幣舞、翁
おきな

の舞、春
かす

日
が

の舞、猿
さる

田
た

彦
ひこ

の舞、天
あまの

磐
いわ

戸
と

開きの舞、恵
え

比
び

寿
す

・火
ひ

吹
ふき

男
おとこ

の舞、稲
いな

荷
り

の

舞、大
おお

国
くに

主
ぬし

の舞、八幡の舞、山の神舞の十一座の演目が上演される。また、神楽の他に巫
み

女
こ

舞として、悠
ゆう

久
きゅう

の舞と浦
うら

安
やす

の舞が上演される。 

 

  
写真 囃子の様子 写真 太々神楽「式射」 
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写真 太々神楽「山の神舞」  

 

  神楽の由来は定かではないが、 源
みなもとの

頼
より

家
いえ

公病気回復の後、

御礼参りの使者として代
だい

参
さん

した佐
さ

々
さ

木
き

四
し

郎
ろう

高
たか

綱
つな

が御
ご

神
しん

前
ぜん

に御
ご

神
しん

馬
ば

と舞を奉納したのが始まりと伝えられており、神

楽面の幾つかは江戸時代に奉納されたものである。第二次

世界大戦中は神社の例祭が開催されなくなったために神

楽も休止していたが、昭和 23 年（1948）の例祭の写真が

あることから、それ以前より例祭は再開されており、神

楽もその時から再開されたと推定される。 

   また、依田流鷲宮太々神楽は、平成３年（1991）５月に

は、旧都
つ

賀
が

町
まち

において町指定の無形の民俗文化財となって

おり、古くは壱組十二人講という祈
き

祷
とう

講
こう

社
しゃ

により継承され

てきたが、現在は、氏子による保存会が結成され継承されている。保存会は、平成２年（1990）

に 13名により発足したが、現在では 32名となって活動している。 

 

 まとめ 

   例大祭が近づくと神社では神
かぐ

楽
ら

の練習をはじめ、山
だ

車
し

を持っている自治会でも囃
はや

子
し

の練習がはじまり、神

社周辺では毎日のようにどこからか笛や太鼓の音が

響いてくるという。 

   また、例大祭当日の境内は、露店が所
ところ

狭
せま

しと立ち

並び、各自治会の思い思いに飾られた山車が出て、囃

子の笛や太鼓の音が鳴り響く中、神楽殿では太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

の厳
おごそ

かな舞が披露され、多くの参拝者で賑わいを見

せており、神社と氏子の営みが一体となって歴史的風致が形成されている。 

 

 

 
写真 昭和 23年（1948） 

 の例祭の様子 

 
写真 例大祭当日の神社入口の様子 
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図 鷲宮神社周辺の歴史的風致の範囲 
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６) 近
ちか

津
つ

神社の大
おお

沢
さわ

田
だ

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

を構成する建造物と活動 

   大沢田は現在の本
ほん

城
じょう

地区の旧小字で、神社周辺の

集落であり、市の最北部に位置する西
にし

方
かた

地域の中でも

北部にある田園地帯である。近津神社の社殿は、平地

の田園の中、200ｍほど南から北に続く参道の先にあ

る。 

 

 

 

 
図 近津神社と氏子(自治会)の範囲 

 
写真 近津神社周辺 

（手前の木に覆われた所が参道、奥が神社） 
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 ① 建造物 

   近
ちか

津
つ

神社の主祭神は武
たけ

甕
みか

槌
づち

命
のみこと

、大
おお

己
なむ

貴
ちの

命
みこと

、事
こと

代
しろ

主
ぬしの

命
みこと

であり、永仁元年（1293）、西
にし

方
かた

城初代城主の

西方遠
とお

江
とうみの

守
かみ

烏
からす

丸
まる

景
かげ

泰
やす

が、老
ろう

臣
しん

に命じ社殿を造営し、

宇
う

都
つの

宮
みや

二
ふた

荒
あら

山
やま

神社の御分霊を勧
かん

請
じょう

したことに始ま

り、西方家の氏神として、また西方郷十三ヶ村（か

つて西方氏が支配した西方領）の総鎮
ちん

守
じゅ

として創建

した。以来、天正 15 年（1587）に至るまでの 290 余

年、西方氏七代の時代まで代々崇
すう

拝
はい

され、また結
ゆう

城
き

・壬
み

生
ぶ

・宇都宮・岩
いわ

槻
つき

・古
こ

河
が

の城主や

代官等の崇
すう

敬
けい

社
しゃ

として、多くの神
しん

田
でん

・社
しゃ

領
りょう

を有し、万治元年（1658）に三
さん

間
げん

社
しゃ

流
ながれ

造
づくり

銅
どう

葺
ぶき

の

本殿が建
こん

立
りゅう

されたといわれており、昭和 62 年（1987）の改修時に、文化 13 年（1816）に

改修された墨
ぼく

書
しょ

が見つかっている。 

   参道入口の大鳥居は、寛文 12 年（1672）に建立さ

れており、柱に建立した期日が刻まれている。また、

拝殿前の石
いし

灯
とう

籠
ろう

には、元治２年（1865）建立と刻ま

れている。さらに、神社の記録によれば、昭和 35年

（1960）、今
きん

上
じょう

天
てん

皇
のう

御成婚を記念し天明８年（1788）

建立の入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

銅葺の拝殿改築が行なわれ、昭和 62

年（1987）には、昭和天皇御在位六十年を奉
ほう

祝
しゅく

し、

御本殿の大改修、幣殿・末
まっ

社
しゃ

・社務所の改築、拝殿屋

根替、境内の整備等が行なわれ荘
そう

厳
ごん

な社
やしろ

となったという。また、神
かぐ

楽
ら

殿は、以前本殿の横

に建っていたが平成８年（1996）に現在の位置に移築された。 

 

 ② 活動 

   近
ちか

津
つ

神社では、毎年、秋の例大祭である 11 月３日と大晦日から元旦にかけて大
おお

沢
さわ

田
だ

太
だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

が奉納されている。 

   近津神社の氏子は、西
にし

方
かた

地域の中で真
ま

名
な

子
ご

地区を除

く、元
もと

地区・金
かな

崎
さき

地区・本
ほん

城
じょう

地区・金
かな

井
い

地区・本
ほん

郷
ごう

地

区の各自治会の住民であり、神社の祭礼はこの５つの

地区が年番で担当している。 

   当番となった地区では神事のお供
く

物
もつ

や神楽の際に

撒
ま

かれる餅などの準備、例祭前の神社・境内の清掃、

参道への祭
まつり

旗
ばた

の設置などを行っている。 

 

 

 
写真 近津神社拝殿(正面)・神楽殿(右) 

  
写真 石灯籠 

(「元治二年」と刻まれている) 

 
写真 参道に立てられた祭旗 
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   例大祭では、午前 10 時から神楽が始まり、幣舞・翁
おきな

の舞・春
かす

日
が

の舞が奉納された後、神

楽殿の前に神様をお迎えする神事が行われる。 

  
写真 大沢田太々神楽「幣舞」 写真 神楽殿の前での神事 

   その後、各自治会の氏子代表が拝殿の中に入り、修
しゅ

祓
ばつ

、玉
たま

串
ぐし

拝
はい

礼
れい

などの神事が行われ、終

了後、岩
いわ

戸
と

開きの舞から神楽が再開される。 

   神楽殿の前に神様をお迎えする神事は、神楽殿が移築されたことにより行われるようにな

ったという。 

   大沢田太々神楽は誉
よ

田
だ

流の太々神楽であり、舞の型

は八方舞で十座の演目【幣舞・翁の舞・春日の舞・猿
さる

田
た

彦
ひこ

の舞（天
てん

狗
ぐ

の舞）・岩戸開きの舞・事
こと

代
しろ

主
ぬしの

命
みこと

の

舞（恵比寿
え び す

の舞）・稲
いな

荷
り

の舞・大
おお

国
くに

主
ぬし

命
のみこと

の舞（大国

の舞）・八幡の舞・山の神の舞】を舞い、楽器は太鼓

大拍子、龍
りゅう

笛
てき

が使われており、入退場は神前に向か

って右から行われる。また、大晦日からの夜神楽では

午後 11時 30分から舞が始まり、年が明ける時間に岩戸開きの舞になるように演じられてい

る。 

   大沢田太々神楽の起源は不明であるが、神楽を舞う際の楽器である大拍子に明治 31 年

（1898）に革を張り替えた記録が書いてあることから、それ以前より奉納されていたと考え

られている。また、昭和 33 年（1958）以後、いつ頃からかは分からないが、休止していた

時期があるものの、平成５年（1993）には、神楽に関わっていた方に指導を受け、大沢田自

治会の有志により保存会が発足した。 

  
写真 明治 31 年（1898）に革を張り替えた記録 写真 太々神楽披露記念（昭和 33 年（1958）） 

 
写真 大沢田太々神楽「岩戸開きの舞」 
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   そして、平成８年（1996）の秋の大祭において新築神楽殿の竣工式が執り行なわれ、神楽

の奉納が再開して以来、毎年奉納されるようになった。保存会は、当初 13 名で発足したが、

現在では女性４名を含む 19名となって活動している。 

   なお、大沢田太々神楽は、平成 16 年（2004）９月には、旧西
にし

方
かた

町
まち

において町指定の無形

の民俗文化財となっている。 

 

 まとめ    

   秋の例祭の神社周辺には、神
かぐ

楽
ら

を舞う音色が心地よく鳴り響くなか、多くの参拝者が訪れる

とともに、神楽殿の前には神楽で撒かれる餅などを目当てに子ども達が群がる。また、集った

各地区の住民は地区ごとに直会
なおらい

を行い、その光景は近
ちか

津
つ

神社を中心とするこの地域の風物詩と

なっており、神社と氏子の営みが一体となって歴史的風致を形成している。 

 

  
写真 神楽殿の前の様子 写真 境内での直会の様子 
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図 近津神社周辺の歴史的風致の範囲 
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 おわりに 

   栃木市内には、郷土の民俗芸能である獅
し

子
し

舞
まい

・神
かぐ

楽
ら

・杖
じょう

術
じゅつ

が古くから伝わっており、現

在でもそれぞれの地区の住民達によって、神社の祭礼の際に、毎年奉納されている。 

   民俗芸能は、そのほとんどが口
くち

伝
づた

えで伝承されてきたため、長い時代の移り変りの間に各

地各様の舞い方や曲調をつくり出して行き、「オラガムラ」の郷土の芸能となっていくもの

であり、歴史と伝統を重んじる地域性が今もなお生き続けている地域では、多くの神社の祭

礼の中で受け継がれてきている。 

   これらの地域は、自然豊かな集落に建つ歴史的な神社を舞台とし、住民である氏子によっ

て民俗芸能が奉納されており、神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致が広がってい

る。 

 

 
図 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致の広がり 
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４ 大
おお

平
ひら

地域のぶどう栽培にみる歴史的風致 

 はじめに 

   大平地域は、北西に県立自然公園区域

にもなっている太
おお

平
ひら

山
さん

などの山々が連な

り、永
なが

野
の

川
がわ

・巴
うず

波
ま

川
がわ

を中心に平野が広が

る恵まれた自然環境の中で、緑豊かな市

街地が形成されており、中心部は国内大

手企業二社の工場を中心に工業が発展し

ている一方、周辺部は米麦などの栽培や

地理的立地条件を活かした施設園芸が活

発な地域である。 

   特に、西部の太

平山南山麓地帯

（富
とみ

田
だ

・西
にし

山
やま

田
だ

地

区）は、太平山の

南側に面し温暖

な気候風土に恵

まれ、水はけの良

い土壌で、甘みが

強いぶどうが実

ることからぶど

う栽培が盛んと

なり、一帯をぶど

う団地と呼んで

いる。 

   ぶどう団地は、

海抜 50ｍ前後の

太平山南側の裾

野に広がり、その

裾野に沿って大

規模農道（通称

「ぶどう通り」）

が東西に通って

おり、農道の両側

約２㎞に渡って

いる。 

 
写真 ぶどう団地の風景 

 
図 大平地域の位置図 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

249 

   観光ぶどう園（観光客等に対してぶどうの直売やぶどう狩りをさせているぶどう園）が中

心であることから、通り沿いには直売所が連なり、その後方にぶどう棚が広がっており、夏

季には、辺り一面青々としたぶどうの葉に覆われた景観がつくり出される。 

   周辺地域も含めての市全体でのぶどう栽培面積は、106㏊程で県内第１位（平成 27年（2015）

農林業センサス）の面積を誇っている。 

   また、この地域でのぶどう栽培は、明治末から始められたといわれており、観光農園が中

心であるため有名な銘柄のぶどうはほとんど生産されているが、中心は巨
きょ

峰
ほう

であり、作付面

積の約 70％を占めている。 

   最近では、種なしぶどうの栽培技術の普及によって、種なしの品種のぶどう栽培も多くな

るとともに、ジャム、ジュース、ワイン等の加工品も手掛けるようになってきている。 

 

 
図 ぶどう団地周辺図 

 

 
図 上図の「断層面」（A-A´） 
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表 地域で栽培しているぶどうの品種 

品   種 特 徴 種の有無 収穫時期 

巨峰（ハウス） 

ぶどうの王様といわれ、粒の 

大きさと甘さが特徴 

有 6月上旬～7月下旬 

巨峰（雨よけ） 有 8月上旬～8月下旬 

巨峰（露地） 有 8月下旬～10月上旬 

種なし巨峰 無 7月上旬～9月中旬 

シャインマスカット 種なしで皮ごと食べられる 無 6月上旬～9月中旬 

ピオーネ 巨峰よりやや大きく濃厚な味 無 7月上旬～9月下旬 

ベリーＡ 
皮は黒く果汁が多く、甘い上に酸

味もあり濃厚なおいしさ 
有 8月中旬～10月上旬 

シナノスマイル 
ジューシーでとても甘く酸味との

バランスも良い 
有 8月下旬～9月下旬 

安
あ

芸
き

クイーン 
外見の美しさと糖度の高さが 

特徴 
有 6月中旬～9月下旬 

デラウェア 小粒で糖度が高いのが特徴 無 8月上旬～8月中旬 

ヒムロット さっぱりした上品な味が特徴 無 8月上旬～8月下旬 

ロザリオビアンコ 
甘くて酸味が少なく皮は薄くて皮

ごと食べられる 
有 7月上旬～9月下旬 

藤
ふじ

稔
みのり

 
巨峰よりもさらに大粒で、ジュー

シーな甘さが特徴 
無 8月上旬～9月下旬 

※その他の品種：ハニービーナス・キャンベル・伊
い

豆
ず

錦
にしき

・ゴルビー・メルロー・翠
すい

峰
ほう

など 
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 ① 大
おお

平
ひら

地域のぶどう栽培の歴史 

   大平地域でのぶどうの栽培は、富
とみ

田
だ

地区にある現在の盤
ばん

峰
ぽう

園
えん

というぶどう農家が明治末期

に横浜から苗木を取寄せて栽培したことから始まったといわれている。当初は、趣味で始め

たとのことであるが、気候風土がぶどう栽培に適していたことから、甘いぶどうが収穫でき

るようになり、近くの農家でもぶどうをつくるようになっていった。 

   昭和 10年（1935）には、現在のぶどう団地の中心である西
にし

山
やま

田
だ

地区で、はじめて１戸が開

園し、昭和 21年（1946）に５戸で大
おお

平
ひら

下
した

ぶどう組合が発足、この時期から組織的ぶどう栽培

が本格的に始まったといえる。 

   さらに、昭和 37年（1962）には、大平町ぶどう生産出荷組合が発足して、京浜・東北市場

への大量出荷がはじまり、昭和 40年代からＪＲ大
おお

平
ひら

下
した

駅、東武新
しん

大
おお

平
ひら

下
した

駅付近のぶどう農家

が中心に、観光ぶどう園を本格化していった。 

   その後、作物転換政策が始まり、食生活の変化は果実の需要を促進し、全国的に果実栽培

が盛んになった。 

   そのような中、土地改良が行なわれ、圃
ほ

場
じょう

整備事

業や昭和 46年（1971）に着工した県営広域農道下
しも

都
つ

賀
が

西部地区により規模が拡大され、昭和 48 年（1973）

に「大平ぶどう団地」が完成し、ほとんどの農家が作

物転換を行い、畑地や水田はぶどう園となった。 

 

 

   これらの整備によって、観光農園の規模としては、北関東最大級のぶどう栽培地帯とな

り、現在では、約 70戸でぶどう組合を組織し、作付面積は約 62haを誇
ほこ

っている。 

   また、昭和 57年（1982）には大平町観光ぶどう園協議会が設立し、最近では、「ぶどうま

つり」も開催している。地域の農園では、観光ぶどう（観光客等に対しての直売やぶどう狩

り用のぶどう）栽培が主力であり、６割～７割は観光ぶどうとして販売している。 

 

 ② 建造物 

 ア ぶどう園「盤
ばん

峰
ぽう

園
えん

」 

   明治末期に、はじめて大
おお

平
ひら

地域のぶどう栽培を始めたとされるぶどう園であり、ＪＲ大
おお

平
ひら

下
した

駅の北側 200ｍほどにある。また、駅が近くにある地の利を活かし昭和 42年（1967）から

は、東武鉄道とのタイアップにより観光ぶどう狩りツアーを始めている。 

   「盤峰園」という名称は、江戸末期から明治 20年（1887）頃までを生きた先祖である松
まつ

本
もと

暢
ちょう

氏が土佐藩士の後
ご

藤
とう

象
しょう

二
じ

郎
ろう

氏と交流があり、後藤氏がこちらに来た際には立寄るよ

うな休憩所になっており、この地の水がおいしく、中国の「盤峰」という地の水に似ている

との話が出て、「盤峰園」と称するようになったという。 

 

 
図 ぶどう園のぶどう棚 
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   ぶどうを摘み取った後の箱詰めなどの作業場は、昭和初期に建てられた鶏卵生産のための

にわとり小屋だった建物を利用しており、土
ど

葺
ぶ

きとなっている屋根の下地が現れている。 

 

  
写真 昭和３年（1928）建築の 

にわとり小屋だった作業場 

写真 にわとり小屋だった作業場の 

土葺き屋根の下地 

 

   また、ぶどう栽培を始めた当初の蔵も残っており、

蔵からの下
げ

屋
や

の下は作業場兼販売所となっている。雑

然としているが、両方ともに歴史を感じる建物である。 

 

 

 

 

 

   ぶどう棚は、庭先から作業場の前の方に広がっており、全体で、170ａほどで年間 20ｔ以

上のぶどうを栽培している。 

   最近では、ワイン加工用のぶどう栽培も行なっており、裏山には垣根状のぶどう畑もある。 

 

 
図 盤峰園の配置図 

 
写真 下屋の下が作業場兼販売所の

大正６年(1917)建築の蔵 
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 イ 農家の建物とぶどう棚 

   ぶどう農家は、ほとんどが田畑農家から転作しているため、特に特別な施設をつくる必要

がなかったので、現在も昔のままの納
な

屋
や

や蔵が残っている。また、昭和 37年（1962）には大
おお

平
ひら

町
まち

ぶどう生産出荷組合が発足するとともに、昭和 43年（1968）には富
とみ

田
だ

地区において土地改

良がはじまり、田畑や山の斜面を利用したぶどう棚が広がっていった。 

  a) 農家の建物 

  【ぶどう農家の建物】 

    田畑農家として使用していた屋敷内の建物をそ

のまま使用しており、蔵等にはぶどう栽培の機材や

道具を保管している。 

    また、納屋等は道具等の保管の他、収穫したぶど

うを袋に入れたり、箱に詰めるなどをする作業場と

もなっており、ぶどう農家には、今でも土
ど

蔵
ぞう

や古い

納屋がみられる。 

 

  【景観をつくり出す地元農家の建物】 

    この地域の昔の農家の生活を知ることができる建

物として、白
しら

石
いし

家
け

戸
こ

長
ちょう

屋
や

敷
しき

がある。この建物は、

ぶどう団地のほぼ中央にあり、江戸時代後期の文政

年間（1818～1830 年）に、離れ座敷を除く主
おも

屋
や

・

蔵が建てられた大
おお

庄
じょう

屋
や

の 趣
おもむき

を残す。主屋は昭和

41 年（1966）に「栃木県緊急民家調査対象家
か

屋
おく

」

に指定され、昭和 56年（1981）には「旧家保全事業」

として、長
なが

屋
や

門
もん

・蔵等とともに修復され、その後一

般公開された。 

    「戸長屋敷」の呼

び名は、明治４年

（1871）公布の「戸

籍法」に基づく、行

政区画「大区小区制」

の小区の長を「戸長」

と呼び、白石家がそ

の任にあったことに

由来する。 

 

 

 
写真 大正 15年(1926)建築の 

ぶどう農家の納屋と土蔵 

（中央「茅
かや

葺
ぶき

屋根の納屋」・左奥「土蔵」） 

 
図 白石家戸長屋敷の屋敷構え（配置図） 

 
写真 白石家戸長屋敷の主屋 
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  b) ぶどう棚 

    ぶどう棚は、平地では区画化された農家の個々の田畑だった場所を利用してつくってお

り、山では、南向きの太
おお

平
ひら

山
さん

の裾野のなだらかな斜面を利用してつくっている。 

    山の斜面は、土を耕すと土が流出してしまうため、草を刈った状態のままのところにぶ

どう棚をつくる草
そう

生
せい

栽培という方法が取られている。 

    一般的に、山の斜面にぶどう棚をつくる場合には、石垣などによって段々畑をつくって

栽培している場所が多いが、この地域では、山裾のなだらかな斜面を利用してぶどう棚を

つくるという先人の知恵が息づいており、大
おお

平
ひら

地域独自の景観をつくり出している。 

 

  
写真 平地の区画化された土地での栽培 写真 なだらかな斜面を利用した草生栽培 

 

 

 
写真 大平地域のぶどう棚の風景 
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 ③ 大
おお

平
ひら

地域のぶどう栽培に関わる活動 

 ア ぶどう栽培（露地栽培）の歳
さい

時
じ

記
き

 

  a) 10月～11月（施
せ

肥
ひ

・耕
こう

転
てん

・土づくり） 

    収穫後に樹
き

の様子をみながら、次の年の生育促進

のために適量の有機物の肥料を施
ほどこ

し、土づくりを

行う。 

 

 

 

  b) 12月～２月（剪
せん

定
てい

） 

    新しい枝、葉がでたときに十分に日が当たり、すべての枝に平等に栄養が行きわたるよ

うにするとともに、風通しをよくするように休眠期中のぶどうの枝の剪定をする。前年ま

での余分な枝を切り適切な芽数に揃
そろ

えることで、ぶどうの収穫量や品質を高める重要な作

業である。 

 

 

⇒ 

 
写真 剪定（前）  写真 剪定（後） 

 

  c) ２月～３月（皮
かわ

剥
む

き・誘
ゆう

引
いん

作業・棚の手入れ） 

    病害虫防除のため、皮剥きを行う。皮の下は、樹をいじめる虫や菌の住
すみ

処
か

になるので、

丁寧に剥いていく。 

    その後、枝の配置を整え、テープや紐
ひも

で枝を棚に固定する誘引作業を行う。誘引時には、

剪定の最終確認も同時に行うようにする。 

 

  
写真 皮剥き 写真 枝の誘引 

 
写真 施肥の様子 
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    剪定同様、誘引作業の仕方によって生育を左右するため、非常に重要な作業である。 

    また、他にも棚の手入れとして、ぶどう棚の補強を行う。 

 

  d) ３月～４月（芽
め

欠
か

き） 

    ４月になると芽が出てくる。芽の勢いの強すぎる芽や１箇所に多すぎる芽を、欠いてい

く芽欠き作業を行う。まず、１つの芽から“主
しゅ

芽
が

と副
ふく

芽
が

”の２つの芽が出ているので、副

芽はすべて欠き取る。 

    この芽から伸びる枝に花がついて、それがぶどうになる。 

 

 

⇒ 

 
写真 芽欠き（前）  写真 芽欠き（後） 

 

  e) ５月（新
しん

梢
しょう

の誘引・摘
てき

穂
すい

） 

    すべての新梢に均等に栄養がいくよう枝の強さを調整するために誘引作業を行う。枝を

倒し固定することで枝の伸びる勢いを抑え、ぶどうの実止まりを良くする効果もある。 

    また、１つの新梢には、品種にもよるが２～３つほど花
か

穂
すい

（ぶどうの房
ふさ

）がつくので、

それを１つにするとともに、副
ふく

穂
すい

の切り落とし作業も行う。  

 

 

⇒ 

 
写真 摘穂（前）  写真 摘穂（後） 

 

 

新梢の誘引 
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  f) ６月～７月（房造り・摘
てき

粒
りゅう

・ジベレリン処理・傘や袋かけ） 

    ぶどうの実が肥大し成熟してくると収穫量の見積りができるため、木や房の状態を見な

がら房造り・摘粒を行っていく。 

    まず、房の大きさを決める房造りを１房ずつ丁寧に手作業で行う。粒が大きくなると、

つき過ぎた粒は粒抜き用ハサミを用いて抜き取り、房の形を整える。粒が肥大化するにつ

れて実が詰まり、割れたり、変形したり、粒が小さくなってしまうため、摘粒に最適な成

熟時に作業を終わらせなくてはならない。 

    また、品種にもよるが、この時期にぶどうの花

を「ジベレリン」という薬剤に浸したり、薬剤を

噴
ふん

霧
む

散
さん

布
ぷ

する。このジベレリン処理は種無しぶど

うの生産、成長促進などの効果がある。 

 

 

 

    房造り・摘粒の作業が終わると、雨や日差し、

病害虫などから果実を守るためにぶどうに傘か

け・袋かけをし、実が熟すのを待つ。傘と袋は、

ぶどうの品種や実の成熟具合によって使い分け

ている。 

 

 

  g) ８月～10月（収穫・販売） 

    品種によって収穫する時期は異なり、この地域で一番多く栽培されている露地栽培の巨
きょ

峰
ほう

は、８月下旬～10 月上旬まで収穫されるが、収穫時期は、生育期間の天候の影響で多

少前後する。 

    収穫後は、作業場で袋や箱に詰めるなどの作業を行い、直売所等で販売される。 

 

  
写真 収穫期を迎えたぶどう棚(巨峰) 写真 ぶどう狩りの様子 

 

 
写真 ジベレリン処理 

 
写真 ぶどうへの袋かけ 
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写真 盤峰園での作業場の様子 写真 盤峰園での直売所の様子 

 

    このように、ぶどう栽培は４月から本格的に始まり、ぶどうの実の成熟を見守りながら

手
て

間
ま

隙
ひま

かけて丁寧に栽培する。 

 

 イ 観光ぶどう園 

   大
おお

平
ひら

地域のぶどう園は、昭和 40年代から、駅付近のぶどう農家を中心に観光ぶどう園を本

格化していった。 

   昭和 42年（1967）当時、東武鉄道本社の旅客課に勤務していた大平町富
とみ

田
だ

の和
わ

久
く

井
い

氏が地

元特産品であるぶどうに着目、沿線の観光開発の一環として発案し、盤
ばん

峰
ぽう

園
えん

とのタイアップ

による観光ぶどう狩りツアーを８月に始めた。 

 

  
写真 昭和 42年（1967）９月号に掲載された 

『大平ぶどう狩りのグラビア』 

(東武博物館蔵) 

写真 同誌に掲載された 

「太
おお

平
ひら

山
さん

ぶどう狩りとハイキング」の募集広告 

(東武博物館蔵) 

 
図 当時の行程表 

   ぶどう狩りツアーは、毎週満員状態となり大成功を収め、盤峰園だけではまかないきれな

い事態となり、駅周辺のぶどう農家も加わっていった。富田地区でのこれらの取組みの成果

は、この地域のぶどう栽培への布石となり、現在では、地域全体で６割～７割は、観光ぶど

うとして販売している。 

東京→（東武電車）→新
しん

栃
とち

木
ぎ

駅→（バス）→太平山→（ハイキング）→ 

大
だい

中
ちゅう

寺
じ

（七
なな

不
ふ

思
し

議
ぎ

の紙芝居を住職に依頼）→（ハイキング）→盤峰園（ぶどう狩り）→ 

新
しん

大
おお

平
ひら

下
した

駅→（東武鉄道）→東京 
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   近年では、平成 21年（2009）から、大平町観光ぶどう園協議会の取組みとして、都市住民

を対象にぶどうの袋かけ体験や収穫体験、地元の女性組織協力によるジャムやお菓子作り体

験なども始め、平成 25年（2013）からは、ツアー企画会社と連携し、新たなぶどう狩りツ

アーにも力を入れ始め、直売等によるぶどう農家の収入向上にもつながっている。 

   このような地域や団体との連携により、観光案内や商業ベースのＰＲが迅
じん

速
そく

かつ効果的に

行われ、観光ぶどう園の来場者も増加し、ぶどう農家の生産意欲も沸いてきており、観光ぶ

どう園の多くで後継者が育ってきている。 

 

 おわりに 

   大
おお

平
ひら

地域西部（富
とみ

田
だ

・西
にし

山
やま

田
だ

地区）のぶどう栽培は、明治末期にある農家の趣味でつくっ

た「ぶどう」が、特においしくできたことから、この地域が栽培に適していることが分かり、

栽培農家も徐々に増え、作物転換政策が相まって農家の転作が進み、「ぶどう団地」と呼ば

れるような栽培地帯となった。また、鉄道会社とのタイアップや道路整備等により、主流は

観光ぶどう園となっていった。 

   このように、この地区のぶどう栽培は、時代の流れと人々の営みが深い関係を持ちながら、

発展してきた。 

   さらに、殆
ほとん

どのぶどう農家が転作でぶどう栽培を始めたため、古い農家の建物が今も多

く残っているとともに、ぶどう棚は田畑や草
そう

生
せい

栽培による山裾のなだらかな斜面を利用して

おり、先人の知恵が息づいたこの地域独自の景観がみられる。 

   大平地域西部のぶどう畑の景観は、このような古い農家の建造物やぶどう棚と、ぶどう

栽培による人々の営みが一体となった農村景観であり、ぶどう栽培の地域に歴史的風致が広

がっている。 

 

 
図 大平地域のぶどう栽培にみる歴史的風致の広がりとぶどう畑の範囲 
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～コラム～ 

「おおひらぶどうまつり」の開催 

 「おおひらぶどうまつり」は、地域の代表的な行事として行政主体で開催され

ていたが、平成 11年（1999）から開かれなくなっていた。 

 しかし、平成 19 年（2007）、地元団体の協力もあり、ぶどう農家と地域が一

体となって、行政の直接的な支援を受けずに復活させ、それ以来、開催してお

り、最近では毎年 3,000人を超える来場者がある。 

 まつりは、ぶどう団地内の「かかしの里」で開催され、地域のぶどう農家が

搬出したぶどうの試食や直売、早食い競争などにより、多くの来場者に楽しん

でもらうとともに、地域を知ってもらう良い機会にもなっている。 

 

 
写真 ぶどうの早食い競争の様子 

 



第２章 栃木市の維持向上すべき歴史的風致 

261 

 

   

 

 

 

 

～コラム～ 

岩
いわ

舟
ふね

地域におけるぶどう栽培 

 大
おお

平
ひら

地域に隣接する岩舟地域のぶどう栽培は大正時代にまで 遡
さかのぼ

ることがで

き、大平ぶどう団地周辺と同様に風土がぶどう栽培に適していたことから、昭

和 30年代後半から栽培が本格的に始まった。 

 現在は、巨
きょ

峰
ほう

、シャインマスカットを主として露地、ハウスを含め約 24㏊を

作付けしており、年間で約 202ｔを出荷している。 

 岩舟地域のぶどう栽培農家は、約 45戸で、そのほとんどがＪＡを通した出荷を

行っている。近年では、「市場出荷から直販へ」と新たな経営感覚を目指した観

光農業にも力を入れ、行政とＪＡ・農家が協力して「いわふねフルーツパーク」

を開園し、ぶどう狩りをはじめとした農産物の販売や加工品を製造するととも

に、ぶどうまつりを開催するなど、産地の振興にも力を注いでいる。 

 

 
写真 いわふねフルーツパークでのぶどう栽培 
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５ 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

のヨシにみる歴史的風致 

 はじめに 

   渡良瀬遊水地（旧谷
や

中
なか

村、現在

の藤
ふじ

岡
おか

地域藤岡地区等）は、市の

最南端に位置し、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

などの大きな河川に囲まれており、

かつて、そこに住んでいた人々は、

洪水に見舞われやすい地域を堤防

で囲みその中で生活を営んでいた。

そのため、洪水によって米の収穫

量は少なく、副業の漁業やスゲ笠

づくりなどを行ない生活していた。 

   明治 16 年（1883）以降、上流

の足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

での産銅量増加に伴う

鉱毒の影響により、急速に森林が

失われたこともあり、渡良瀬川沿

岸の多くの村々では、明治 23 年

（1890）、明治 29年（1896）と大

洪水に襲われた。 

   このような諸状況から沿岸に住

む人々は鉱毒反対運動を繰り広げ、

その後、旧谷中村民の移住問題等

も生じたが、明治 43年（1910）から着手した渡良瀬川改修事業により、渡良瀬遊水地は、大

正 11 年（1922）に完成された。 

   一方、谷中村の廃村で人々が住まなくなると、その跡地には土砂が堆積し上質のヨシが繁殖

するようになり、遊水地の周辺部に住む農家では葦
よし

簀
ず

づくりを行うようになっていった。 

   特に、昭和 30 年代から良質なヨシを生産するために始められたヨシ焼きは、今では、渡

良瀬遊水地の早春の風物詩となっている。 

 

  
写真 葦簀づくりの様子 写真 ヨシ焼きの風景 

 
図 渡良瀬遊水地の位置 
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 ① 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

の概要と環境 

 ア 概要 

   渡良瀬遊水地は、東京から約 60㎞に位置し、栃木、群馬、埼玉、茨城の４県の県境にまた

がる日本最大級の遊水地であり、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

の３河川が流れ込み、約４㎞下流

で、流域面積が日本一の利根川に合流する。 

   面積は、約 33㎢あり、南北に約９㎞、東西に約６㎞、周囲の長さが約 30㎞で堤防や台地に

より囲まれており、栃木県（２市１町）が約９割を占め、特に栃木市は全体の 71.2％を占め

ている。 

 

 
写真 渡良瀬遊水地 

 

   この地が遊水地となったのは、明治 43年（1910）から大正 11年（1922）にかけて実施され

た渡良瀬川改修工事によるものである。それ以前の渡良瀬川は遊水地の西側を海
え

老
び

瀬
せ

七曲りと

いわれるように曲がりくねって流下し、思川、巴波川は現在の遊水地の南部を流れ渡良瀬川に

合流しており、北部には赤
あか

麻
ま

沼
ぬま

、石
いし

川
かわ

沼
ぬま

という大きな沼があって、谷中村などの周囲には囲
かこい

堤
づつみ

が築かれていた。 

   明治 14 年（1881）以降、上流の足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

での産銅量増加に伴う鉱毒事件に関連して遊水地

計画ができ、明治 38 年（1905）からの栃木県による谷中村の買収、翌年の明治 39 年（1906）

には、谷中村は藤
ふじ

岡
おか

町
まち

へ合併され、明治 43年（1910）の洪水後、国による渡良瀬川の改修計
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画等が進められ現在の遊水地となった。 

   昭和 22年（1947）の「カスリーン台風」による大
おお

出
で

水
みず

を契機に策定された昭和 24年（1949）

の利
と

根
ね

川
がわ

改修改訂計画に基づいて調節池化が進められ、工事は昭和 38年（1963）から始まり、

第１調節池は昭和 45年（1970）、 第２調節池は昭和 47年（1972）に概
がい

成
せい

（一定の完成をみた

状態になること）し、第３調節池は巴波川上流の改修計画の進捗に合わせて平成９年（1997）

に完成した。 

   また、洪水調節機能の拡充や増加する水需要と流水の正常機能を図ることを目的として、昭

和 51 年（1976）に着工し、平成２年（1990）に貯水容量 2,640 万㎥の貯水池、通称「谷
や

中
なか

湖
こ

」

が概成した。 

   谷中湖は、平地部にできた我が国で初めての多目的貯水池であり、建設に際しては、旧谷中

村中心部の役場・雷
らい

電
でん

神社・延
えん

命
めい

院
いん

跡地などを配慮し、現在のハート形になった。 

 

 
図 旧藤岡町の変遷図 

 

 

恵
え

下
げ

野
の

村
むら

下
した

宮
みや

村
むら

大
おお

前
さき

村
むら

都
つ

賀
が

村
むら

太
おお

田
た

村
むら

大
おお

田
だ

和
わ

村
むら

三
み

鴨
かも

村
むら

甲
こう

村
むら Ｍ22（1889）

赤
あか

麻
ま

村
むら Ｍ22（1889）

赤
あか

麻
ま

村
むら

Ｍ22（1889）
谷
や

中
なか

村
むら

内
うち

野
の

村
むら

藤
ふじ

岡
おか

町
まち Ｍ39（1906）

藤
ふじ

岡
おか

町
まち

藤
ふじ

岡
おか

村
むら

冨
とみ

吉
よし

村
むら

中
なか

根
ね

村
むら

西
にし

前
まえ

原
はら

村
むら

Ｍ22（1889）

部
へ

屋
や

村
むら

石
いし

川
かわ

新
しん

田
でん

村
むら

帯 刀
たてわき

新 田
しんでん

村
むら

蛭
ひる

沼
ぬま

村
むら

新
にっ

波
ぱ

村
むら Ｍ22（1889）

部
へ

屋
や

村
むら Ｓ30（1955）

旧藤岡町

緑
みどり

川
かわ

村
むら
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 イ 環境 

   渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

は、昔から低湿地帯で大きな沼なども多く、洪水のたびに氾
はん

濫
らん

するようなと

ころで、人々は、米の収穫量が少ないため、漁業や沼
しょう

沢
たく

地
ち

（水草が茂っている水たまり）

に群生しているスゲを原料としたスゲ笠づくりなどを行い生活していた。 

   住民が移住した後の明治 40 年代以降の遊水

地は、その周囲を高さ 10ｍ内外の堤防で囲まれ、

ヨシ（アシ）、オギを中心とした豊かな湿地環

境を有するようになり、このような環境に生育

できる湿
しっ

生
せい

植
しょく

物
ぶつ

群
ぐん

落
らく

、水
すい

生
せい

植物群落と呼ばれ

る川
かわ

辺
べ

や湿地に生育する植生（ある対象地域に

生育している植物の集団の状態）である。 

 

 

  
写真 ヨシ（アシ） 写真 オギ 

 

   この湿地環境は、世界的にも貴重であるため、平成 24年（2012）７月にはラムサール条約

（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）にも登録された。 

   渡良瀬遊水地は、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

からの流
りゅう

出
しゅつ

土
ど

石
せき

が堆積しているが、利
と

根
ね

川
がわ

の

影響もあり流
りゅう

速
そく

も弱まり、土壌は微
び

砂
しゃ

や粘
ねん

質
しつ

土
ど

からなり、植生もヨシ群落、オギ群落が優

先し、その他に水路沿いにはヤナギ低木林、地下水位の高い 沖
ちゅう

積
せき

低地や湖
こ

沼
しょう

に生活する

カサスゲ、マコモ、コガマなどが見られる。 

   ヨシ群落、オギ群落が存在するのは、低湿地の地形と毎年実施さているヨシ焼きや河川の

洪水により、植生遷
せん

移
い

（移り変わること）は阻害され、一般的な植生遷移（裸
ら

地
ち

→一
いち

年
ねん

生
せい

草
くさ

木
き

→多年
た ね ん

草木→陽
よう

樹
じゅ

の低木林→陰
いん

樹
じゅ

の常
じょう

緑
りょく

広
こう

葉
よう

樹
じゅ

林
りん

）へとは一概に進まないものと思われる。 

   ヨシ焼の効果は大きく、休眠型の地上、地表植物に致命的な打撃を与え、地中植物には影

響を与えない。即ち、ヨシ焼きによりヤナギの生長は抑制され広大な地下茎のヨシ・オギ等

が優占され維持されているものと考えられる。 

 

 

 
写真 渡良瀬遊水地の植生 
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 ② 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

のヨシに関わる建造物 

 ア 「遊水地化」事業での建造物 

   渡良瀬遊水地は、明治 38年（1905）から栃木県が用地を買収した後、しばらくは遊水地のた

めの工事が特に行われることもなく、自然の遊水地としておかれていたが、明治 42年度（1909）

に入ると、内務省は渡良瀬改修工事を直
ちょっ

轄
かつ

で行うことに方針を定め、関係県に対し総工費 750

万円の事業負担の同意を求めた。 

   各県の同意を得た内務省は、明治 43年（1910）の第 26回通常議会の協賛を経て、渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

改修工事を行うこととなり、同年直ちに用地調査を開始し翌年から改修工事事業に着手した。 

   渡良瀬遊水地は、周囲の延長約 27 ㎞のうち、堤防を築く必要のある部分は約 12㎞で、残

りの約 15 ㎞は自然の高台になっていた。 

   当時、渡良瀬遊水地の予定地には堤防はほとんど築かれておらず、わずかに利
と

島
しま

村（現加
か

須
ぞ

市）・部
へ

屋
や

村（現栃木市）の一部、赤
あか

麻
ま

・筌
うけ

場
ば

・篠
しの

山
やま

の谷地に小堤防があるだけであり周
しゅう

囲
い

堤
てい

（遊水地周りの堤防）の大部分は新しく築造することになった。 

   遊水地周囲堤のうち右岸

堤は、埼玉県川
かわ

辺
べ

村（現加

須市）字向
むかい

古河
こ が

地先から藤
ふじ

岡
おか

地先（現栃木市）までの

間、また左岸側は遊水地北

方の部屋村（現栃木市）か

ら生
なま

井
い

村（現小
お

山
やま

市）東
ひがし

生
なま

井
い

地先までを計画した。 

   計画の堤防は、築堤予定

線上に渡良瀬川３箇所の他、

谷
や

田
た

川
がわ

、巴
うず

波
ま

川
がわ

、与
よ

良
ら

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

などの諸川の河
か

道
どう

を横断

する部分があり、これを締

め切らなければならなかっ

た。 

   築堤工事は、大正元年

（1912）から着手し、大正

11年（1922）に完成した。 

 

 

 

 

 
 

図 渡良瀬遊水地周辺築堤状況図（大正 11年（1922）） 
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   「遊水地化」事業で築堤した周囲堤（遊水地周

りの堤防）は、川の外側の本堤防のことで、洪水

時に調
ちょう

節
せつ

池
ち

に貯めた水を溢
あふ

れさせないためにつ

くったものである。 

   天
てん

端
ば

幅４間（7.2ｍ）で、川に沿って遊水地を

囲むように築堤されており、人々が住む、住宅地

への浸水を防ぐ重要な堤防となっている。 

 

 

 
写真 遊水地化事業で築堤した周囲堤 （加工） 

 

 

 
写真 周囲堤 
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 ③ 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

のヨシに関わる活動 

 ア 渡良瀬遊水地周辺での葦
よし

簀
ず

づくり 

  a) 葦簀づくりの歴史 

    渡良瀬遊水地の葦簀編みは、廃村前の旧谷
や

中
なか

村の恵
え

下野
げ の

で始められた。 

    恵下野で始められたのは江戸時代後期で、古
こ

河
が

藩主土
ど

井
い

利
とし

亨
なり

がアジロと葦簀生産を行な

わせたことが始まりといわれている。 

    旧谷中村やその周辺の人々は農業の他にスゲ笠づくりや漁業を主な生
なり

業
わい

としていたが、

国の遊水地計画により、明治 39年（1906）には谷中村は廃村、明治 43年（1910）からの

改修工事により遊水地となり、遊水地外への移転による農地の減少に伴い、農業以外の生

業を見つける必要が生じたことや、赤
あか

麻
ま

沼
ぬま

周辺で盛んに行われていた漁業も渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

の河

川改修工事による赤麻沼の埋没もあって廃
すた

れていった。 

    そうした中で、遊水地内では、土砂の堆積等により上質のヨシが繁殖するようになり、

それを利用して葦簀の生産が次第に職業化されてきた。 

    特に、旧谷中村の人達は遊水地内の地上物に対する権利を持っていたため、ヨシを刈り

取り、葦簀編みとその販売を生業とし、大正時代にはその生産はピークを迎えた。 

    昭和 18 年（1943）には「栃南葭
よし

加工販売組合」が組織され葦簀の製造・販売が行なわ

れるようになり、編み終わった葦簀は大きな倉庫を幾つも使い出荷するまで保管しておく

状況であった。 

 

 
写真 栃南葭加工販売組合（昭和 31年（1956）） 

 

    その後、昭和 40年代までは葦簀の生産は広く行なわれていたが、中国から大量に廉
れん

価
か

な

葦簀が輸入されるようになるとともに、渡良瀬遊水地の開発などによって、葦簀の生産者

は年々少なくなっているものの伝統的な葦簀づくりが引き継がれており、材料となるヨシ

は、遊水地内に各自治会が借りている土地から毎年刈り取ってきている。 
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図 ヨシ刈り箇所図（平成 27年度（2015）） 

 

  b) 葦
よし

簀
ず

づくりの場所と方法 

    この地域での葦簀づくりは、一部の農家では生
なり

業
わい

としていた時期があったが、大多数は

農
のう

閑
かん

期
き

の副業として行われていたため、家の敷地や田畑の土地等に作業場や倉庫を造り、

手編みによる葦簀づくりを行なう生産者が多かった。 

    現在、この地域で葦簀づくりを行なっている家では、農閑期の副業あるいは高齢者の手

間仕事として機械編みにより行われている。 
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  【葦簀づくりの場所】 

    現在でも葦簀づくりを行なっている家では、敷地内や近くの田畑に作業場や倉庫があり、

増築して主
おも

屋
や

に繋げて作業場を造った家などもある。 

    床は土間で、作業場や倉庫は丈の長いヨシを入れるため、天井が高く風通しを良くする

ようになっている。 

 

  
写真 昭和 45年(1970）に建てられた作業場 写真 慶応元年(1865)建築の主屋に昭和 20

年代に増築して造った作業場 

（主屋の右側） 

  
写真 昭和 39年(1964)から使用し、 

昭和 55年(1980)に木の電柱の 

廃材を使って改修された倉庫の内部 

写真 葦簀を編む機械 

 

    また、葦簀を編む機械には、180cm・270cm・300cm・360cm の長さのヨシを編むことが

できる４種類があり、全部を揃えている家は少なく、各家で必要に応じた機械を使用して

いる。 

 

  【葦簀づくりの方法（機械編み）】 

   ○ 材料であるヨシの刈り取り 

     ヨシは 12月下旬頃から枯れ始め、翌３月中旬くらいまで、刈り取ることができる。 
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     自分達で工夫をした刈り取るための刃をトラ

クターに取付けた機械を使って、ヨシを刈り取る。

刈り取ったヨシはその場で束ねて、「押切り」と

いう裁
さい

断
だん

機
き

である程度の長さにして、トラックで

倉庫まで運ぶ。 

 

 

 

  
写真 押切り器 写真 刈り取り風景 

  
写真 束ねたヨシを｢押切り｣で裁断 写真 刈り取ったヨシを束ねる 

 

   ○ 刈り取ってきたヨシの保管 

     束ねて運んできたヨシは、はじめは外に並べて置くが、その後、倉庫に入る長さに切

って、倉庫内に入れて保管する。 

 

  
写真 刈り取ってきたヨシの束 写真 倉庫に入れたヨシの束 

 
写真 ヨシを刈り取るための機械 
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   ○ 選別とヨシの皮
かわ

剥
む

き 

     刈り取ってきたヨシから、葦簀づくりに使えな

いような曲っているヨシを取除く。 

     また、刈り取ってきたままでは皮がついている

ため、皮剥き機で皮を取る。下の方は皮が固くて

取れないため、その部分は１本１本鎌で取除く。 

 

 

 

  
写真 皮剥き機 写真 下の方の固い皮は鎌で取除く 

 

   ○ 選別・皮剥きをしたヨシの束づくり 

     選別・皮剥きをしたヨシは、再度、「押切り｣で

目的にあった葦簀をつくる長さに切り、ある一定

の束にしておく。 

 

 

 

 

 

   ○ 機械でヨシを編む 

     ヨシを編む機械では、機械右側からヨシを入れ

ると、左側にスライドし、上下が交互になるよう

に通したシュロ紐
ひも

の間に１本ずつ入っていく。 

     一般的な１間（約 180cm）の長さの葦簀をつく

るには、ヨシ 400本が必要であり、１本１本通す

作業を繰り返し、編み上がるまでに約１時間がか

かるという。 

 

 

 
写真 曲っているヨシを取除く 

 
写真 長さを一定にした束 

 
写真 葦簀を編む様子 
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   ○ 左端を揃えるための裁断 

     編む長さがある程度になったところで、左端を

揃えるために機械の左側についている刃で裁断

する。 

 

 

 

 

   ○ 葦簀として保管 

     出来上がった葦簀は、丸めて縛り、束にして保

管する。葦簀は、２年間ほどは保管が可能だとい

う。 

 

 

 

 

 

 イ 良質なヨシを育成するためのヨシ焼き 

  a) ヨシ焼きの歴史 

    昭和 20年代までは、渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

は今より湿地でぬかるんでいて、人力で鎌を使って

ヨシ刈りをし、馬を使い刈り取ったヨシを運搬しており、ヨシの生育条件も良くヨシが密

集していて、使えない短いヨシはほとんどなかった。 

    ヨシを刈り取って残った根に近い部分は、釜戸などの燃料として使用したため周囲の農

家が競うように持ち帰り、ヨシ焼きをする必要はなかった。 

    昭和 30年代からヨシ刈りも機械化され、大量生産されるようになるとヨシを刈る面積

も広がり、刈り取って残った根に近い部分も多くなっていった。 

    この時期以降、害虫からヨシを守り、良質なヨシを生産するために各家で自分の占有し

ていた場所のヨシを各自で焼くヨシ焼きが始められた。 

    そして、昭和 40年代になると、ヨシ焼きが「渡良瀬遊水地利用組合連合会」で組織的

に行われるようになった。 

 

  b) ヨシ焼の実施 

    ヨシ焼きの作業を安全に確実に実施するためには、関係者による連携のもと協議を進め、

多くの人の理解を得るために広報等を行う準備から始める必要があり、10月後半より調整

に入り 11 月には実施日の決定をはじめ実施体制を明確にし、関係機関の協力を得て翌年

３月のヨシ焼き実施となる。 

 
写真 左の刃で裁断する 

 
写真 完成した葦簀 
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  【実施体制】 

    ヨシ焼きは、昭和 30年代より始められ、「渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

利用組合連合会」が主体となっ

て、安全に実施するためにも、長年の経験と実績に基づき、引き継がれている技術のもと

関係自治体（近隣市町：現在は栃木市・古
こ

河
が

市・小
お

山
やま

市・加
か

須
ぞ

市・野
の

木
ぎ

町
まち

・板
いた

倉
くら

町
まち

の４市

２町）、河川管理者、遊水地利用占有者等が一体となって実施してきた。 

    平成 17 年（2005）７月には、渡良瀬遊水地の豊かな自然環境の保全並びにヨシに寄生

する害虫の駆除及び野
の

火
び

による周辺家庭への類
るい

焼
しょう

防止等のために、渡良瀬遊水地のヨシ

焼きを継続実施することを目的とした、自治体から構成となる「渡良瀬遊水地ヨシ焼き連

絡会」ができた。 

    そして、地域が一体となって安全に配慮して実施するため、「渡良瀬遊水地ヨシ焼き連

絡会」が主体となってヨシ焼き計画を検討することとしたが、ヨシ焼きの主催者は「渡良

瀬遊水地利用組合連合会」で実施することとなった。 

    その後、平成 23年（2011）３月 11日の東日本大震災により、その年と翌年はヨシ焼き

が中止となった。 

    平成 25年（2013）ヨシ焼き再開に向け協議が行われ、渡良瀬遊水地は平成 24年（2012）

ラムサール条約に登録となったことにより、さらに自然環境の保全が必要なことから、渡

良瀬遊水地のヨシ焼きを継続的に実施するため、「渡良瀬遊水地利用組合連合会」が会員

として「渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会」に加盟する形で組織を一本化し、地元住民も一体

となって、「渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会」の主催で実施することとなった。 
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  【実施範囲】 

    実施範囲は、渡良瀬遊水地内全域であるが、ヨシの自生地は全体の約半分の 1,500haで、

渡良瀬遊水地利用組合連合会実施の区域については細分化され、各地区の分担に分かれて

いる。 

 
図 ヨシ焼き箇所図 
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【ヨシ焼きの流れ】 

   ○ 火入れ 

     ヨシ焼きの火入れ場所は、長い経験とともに風向きや風速などから判断して行われる。 

     風向きを見て風上から火を着けるが、一気に火を着けるのではなく、状況を確認しつ

つ焼いていく。基本的には、ヨシの根元の枯葉の堆積物に１～５ｍ置きに着火をし、外

部（周辺の堤防等）から内側に燃え広げながら火入れを行ない、周辺への飛び火を防止

する。 

     避難方向には最後に火入れを行ない、管理用通路やヨシ運搬道路等を利用して、すば

やく移動する。 

  
写真 火入れの様子 

   ○ 延焼 

     ある程度燃え広がった段階で、各自ヨシ原
はら

の内側に点火し、区域内の延焼となること

や早期に延焼が完了するように、互いが火の動きを読みあって連絡する。 

     延焼は立ちヨシや下草に沿っていくため、池や湿地帯のヨシは焼き残りが多くなるの

で注意しながら、ある程度延焼が進んだ段階で、安全を確認して風向きを見て焼き残り

箇所に向かって点火する。 

  
写真 延焼の状況 

   ○ 鎮火 

     全体の動きを把握できるように高台に上がって延焼状況や安全の確認を行い、連絡を

取合い分担して鎮火状況を見回る。 

     鎮火しても、風が出てきて燃え残りに再度延焼する場合などがあるため、見張りの体

制とともに、消防隊等との連絡体制を密にしておく。 
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 おわりに 

   渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

一帯で暮らしてきた人々は、洪水に見舞われ米の収穫量は少なく、副業の漁

業やスゲ笠づくりなどを行い生活していた。 

   そのような中、明治 43年（1910）から大正 11年（1922）にかけて実施された「遊水地化」

事業により土砂が堆積され、昭和初期頃から遊水地において良質なヨシが取れるようになっ

た。 

   このヨシの繁殖は、人々の生活を一変させ、葦
よし

簀
ず

づくりを営むことにより、副業による収

入が増加、あるいは農業をやめて専業化するなど大きな影響を与えた。 

   渡良瀬遊水地におけるヨシは、地域住民にとっての象徴的存在であり、平成 11年（1999）

３月のヨシ焼きでは、西赤
あか

麻
ま

地区は自分の地区にヨシ生産者がいないためヨシ焼きに参加し

なかったが、その後、遊水地内の旧西赤麻地区の環境悪化などにより、再度、赤
あか

麻
ま

沼
ぬま

管理会

の構成員として西赤麻地区の自治会が毎年順番を決めてヨシ焼きに参加するなど、遊水地の

ヨシ原
はら

を維持・保存するために地域住民が一体となって取組んでいる。 

   また、地域の伝統的な工芸ともいえる葦簀づくりにおいては、編む機械も製造が中止とな

っている状態で、部品から特別につくってもらう必要が生じて貴重となっているばかりか、

背の高いヨシを扱う作業場や倉庫も貴重な建造物となってきている。 

   渡良瀬遊水地では、春から夏にかけてつくられる葦簀が作業場や倉庫に並ぶ光景を見るこ

とができるとともに、材料となる良質なヨシが取れる遊水地の四季折々の風景が、地域住民

の活動と一体となって歴史的風致が広がっている。 

 

 
図 渡良瀬遊水地のヨシにみる歴史的風致の広がり 
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～コラム～ 

渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

のヨシ活用の広がり 

 ① 藤
ふじ

岡
おか

よし利用組合 

   藤岡地域内には、葦
よし

簀
ず

づくりを行なっている生産者が赤
あか

麻
ま

地区に３軒、部
へ

屋
や

地区に１軒、その他、茅
かや

葺
ぶき

の屋根をつくるためにヨシを扱っている生産

者が１軒あり、ヨシを扱う生産者組合が組織されている。 

   組合は、渡良瀬遊水地利用組合連合会の中心的存在となってヨシ焼きの

実施にあたっているとともに、地域の様々な行事や事業等の際にヨシを供

給している。 

 

 ② ヨシ紙すき・ミニ葦簀づくり体験 

   地域住民がヨシ紙すきやミニ葦簀づくり体験のボランティアスタッフと

して、年に 10回以上のイベントや講座等の指導者として活躍している。 

   このボランティアスタッフは、市と生産者組合（藤岡よし利用組合）で

ヨシの文化を継承していきたいということで、ヨシ生産者の指導を受けて

養成された。 

   主に、学校や育成会に出向いたり、イベントの際の体験コーナーで指導

することにより、年間 300 人以上の地域内外の子ども達が、ヨシ紙すき・

ミニ葦簀づくりを体験している。 

 

  
写真「ヨシ紙すき」の様子 写真「ミニ葦簀づくり」の様子 
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～コラム～ 

渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

と田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

 

 ① 旧谷
や

中
なか

村と田中正造 

   谷中村は、現在の渡良瀬遊水地南側にあった村で、西に渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、東に思
おもい

川
がわ

と巴
うず

波
ま

川
がわ

が流れ、しばしば洪水被害を受けた。そのため谷中村では、堤

防の修復工事や排水器設置工事などを繰り返し、足
あし

尾
お

銅
どう

山
ざん

鉱毒の被害も重

なり、結果的に財政が破綻していった。 

   明治 35年（1902）に国が設置した第二次鉱毒調査委員会の答申に従い、

政府は谷中村の提
てい

内
ない

地の買収を決定し、これを受けて、明治 38年（1905）

から栃木県が買収に着手し、翌年の明治 39年（1906）７月には廃村となっ

た。 

   村民は、それまでに周辺の町や村、集団で栃木県那
な

須
す

郡の国有林などへ

約 300戸が移住し、なかには同じ谷中村の堤内地から堤
てい

外
がい

地へ移転する

家々もあった。 

   このような栃木県の方針に対して、買収反対派村民は抵抗を重ねていたが、

翌年の明治 40年（1907）、栃木県は堤内地に残る村民に対し家屋を破壊す

るなどの強制執行を行なった。しかし、家
か

屋
おく

を失った 16戸は、仮小屋を建

てて強固に抵抗し続けた。 

   田中正造は、明治 37年（1904）７月に谷中村に移り住み、渡良瀬川の遊

水地計画の反対運動に尽力し、谷中村の復活を要望して日夜奔
ほん

走
そう

し、大正

２年（1913）９月４日、73歳の生涯を閉じた。 

 

 

写真 旧谷中村の延
えん

命
めい

院
いん

跡共同墓地 
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～コラム～ 

渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

と田
た

中
なか

正
しょう

造
ぞう

 

 ② 田中霊
れい

祠
し

 

   田中霊祠は、田中正造の五分骨の一つを祀
まつ

ったもので、藤
ふじ

岡
おか

地域藤岡堤
てい

外
がい

にある。 

   大正２年（1913）に田中正造が亡くなった当初は、元谷
や

中
なか

村の嶋
しま

田
だ

熊
くま

吉
きち

邸

内に石
せき

祠
し

を建て、遺骨をその中に納め田中霊祠と称
たた

え祀ったが、大正６年

(1917)に渡良瀬川を藤岡町の北端に移して、赤
あか

麻
ま

沼
ぬま

及び谷中村に貫流する

工事に伴い、県から立ち退きを命じられ、谷中村残留民が移転するととも

に、３月３日に霊祠を現在の地に奉
ほう

還
かん

した。 

   ９月４日の命日は洪水期のため、例祭日を春期に繰り上げ、４月４日に

改定して祭礼が行われてきたが、現在では、４月４日に近い日曜日という

ことで４月の第１日曜日を例祭日としている。 

   境内には、昭和 32年（1957）に造営された木造瓦
かわら

葺
ぶき

向
こう

拝
はい

造
づくり

の拝殿並び

に本殿、幣殿の他、歌碑、霊祠の造営碑などがある。 

 

 
写真 造営された拝殿 

 



 

 

 

 

 

 第３章                  

歴史的風致の維持及び向上に関する方針

  



 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

  281   

 

第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

１ 歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

(１) 歴史的建造物の保存・活用に関する課題 

   栃木市の歴史的風致を構成する歴史的建造物は、栃木地域の歴史的町並みをはじめ各地域

の社寺や渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

の周
しゅう

囲
い

堤
てい

、大
おお

平
ひら

ぶどう団地のぶどう棚にも存在している。これまで歴

史的な価値のある建造物については、文化財保護法、栃木県文化財保護条例、栃木市文化財

保護条例に基づく文化財の指定等により保存や活用のため必要な措置を講じてきた。また、

主として昭和前期（昭和 20年（1945）頃）までにかけて建造された旧
きゅう

日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

や巴
うず

波
ま

川
がわ

周辺の見
み

世
せ

蔵
ぐら

や土
ど

蔵
ぞう

、石
いし

蔵
ぐら

、木造店舗等については、「歴史的町並み景観形成地区」の「歴

史的建造物」に指定し、その保全と活用のための支援事業を実施してきた。 

   しかし、近年において後継者不足や後継となる家族が市外にいる場合が多いことから、管

理することが困難となった歴史的建造物が増加傾向にあり、町並みを保存していくうえで建

造物の活用がうまくできなくなってきている。また、歴史的建造物を相続した人が、その価

値を十分に認識していないがゆえに、維持管理が行われないまま老朽化し空き家となってい

るものや管理しきれずに取壊される状況も発生している。 

   こうしたことから、旧日光例幣使街道及び巴波川周辺の戦前建築物の件数は、平成９年

（1997）から平成 28年（2016）の 20年間で 1,347棟減少しており、依然として歴史的建造

物の減少は止まっていないと推測される。 

 
 

図 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺の昭和 20年（1945）12月 31日以前建築・木造家屋棟数の推移 

 

   歴史的建造物の中には、老朽化による破損等により修理が必要なものも多くあるが、現制

度を活用しても所有者の費用負担が大きく修理されないのが現状であるとともに、歴史的建

造物の修理を行うための伝統工法や技術についての知識や経験、人材の不足や、歴史的建造

物の修理を行おうとする者等に対し技術的指導及び助言を専門的立場から行うような体制

についても十分とは言えない。 

   また、これらの歴史的建造物は主に木造の建築物で構成されているため、火災や、近年頻

発している地震や台風、豪雨等の自然災害に脆
ぜい

弱
じゃく

なものも多く、保存や活用に関しては大き

な課題である。 
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(２) 歴史的町並みの保全・形成に関する課題 

   旧日光例幣使街道沿いにおいては、見世蔵や木造店舗が建ち並び、洋風建築や所々に塀や

門が現れ、塀越しに木造住宅、土蔵や石蔵が望める町並みが特徴となっている。栃木市では、

こうした歴史的町並みを保全するため、「栃木市歴史的町並み景観形成要綱」を制定して、旧

日光例幣使街道及び巴波川周辺を「歴史的町並み景観形成地区」に指定し、市、事業者及び

住民により、その形成に向けて一体的に取組んできた。 

   しかし、未だに、沿道の建築物を取壊し空き地になっているものや駐車スペース、庭など

として使用しているもの、建替えにより現代の建築物になっているものが多く見られ、町並

みの連続性を阻害している。 

   また、蔵の街大通り（旧日光例幣使街道）に

おいては、景観の阻害要因である電線・電柱に

ついて、無電柱化を行ったが、「嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

伝

建地区」や巴波川沿いなどにおいて未整備とな

っている。 

   巴波川や県
けん

庁
ちょう

堀
ほり

を流れる県庁堀川
がわ

において

は、現在、栃木県や地区住民、市民団体等によ

り護岸整備や水質浄化、美化活動等が実施され

ているが、周辺を含む景観の保全が十分に行われていない。 

   嘉右衛門町伝建地区は、栃木県屋外広告物条例により、原則として屋外広告物を掲出する

ことができない禁止地域であるが、未だに不適切な屋外広告物が見受けられるとともに、蔵

の街大通り（旧日光例幣使街道）や巴波川周辺においても歴史的風致とは異質の屋外広告物

が見受けられる。 

 

(３) 歴史や伝統文化を反映した活動の継承に関する課題 

   地域における民俗芸能等は、長い歴史と伝統の中から生まれ、守り伝えられてきた市民の

財産であり、将来に渡って確実に継承され、発展を図っていかなければならない重要な資産

となっている。栃木市では、今も多くの地域で祭りや神
かぐ

楽
ら

、獅
し

子
し

舞
まい

等の民俗芸能が残されて

いるが、近年、少子高齢化などの地域社会の急激な変化に伴い、多くの民俗芸能等の保存団

体が後継者、指導者の不足など、運営面で様々な課題を抱えているとともに、保存団体間で

の相互の連携が取れていない。 

   また、山
だ

車
し

祭りにおいては、山車所有町内の住民の減少や高齢化、転入した住民の不参加

などにより、山車の引き手不足が問題となっている。さらに、山車等の保存・修理には多額

の費用が掛かり、維持・伝承するために山車所有町内等の負担が大きい。 

 

(４) 自然景観や農業景観に関する課題 

   栃木市を代表する風景として、渡良瀬遊水地のヨシ原
はら

のある風景や大平ぶどう団地のぶど

 

写真 嘉右衛門町伝建地区内の電線・電柱 
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う棚が広がる風景等が挙げられる。 

   渡良瀬遊水地については、国指定の絶滅危惧種を含む希少植物が多く生育する豊かな自然

環境にあり、自然環境を守るため、掘削等による撹
かく

乱
らん

、ヨシ焼き、外来種駆除などの人の手

が入って保たれてきたが、その生育環境が悪化している場所も見受けられる。 

   また、大平ぶどう団地のぶどう栽培については、生産者の高齢化や後継者不足により、今

後、栽培されないぶどう棚が増えることが懸念され、良好な農業景観づくりに影響を与えか

ねない。さらに、県内有数のぶどうの産地として、また、観光ぶどう園としての観光地の評

価を受けているが、近年のぶどうの消費動向は、ぶどうの消費が減少する一方で、手軽さを

売りにした加工品の消費が増加している。 

 

(５) 歴史的風致に係る情報発信と認識向上に関する課題 

   栃木市の歴史的風致は、歴史や文化を理解する上で欠くことのできない固有の資源であり、

将来へ継承すべき貴重な財産である。 

   しかし、継承すべき歴史的風致についての市民の共通理解が不足しており、地域の歴史的

風致を市民の誰もが認識できるための情報発信など、歴史的風致についての積極的な情報発

信は進んでいないうえ、情報発信の拠点となる施設が不足している。 

   文化振興に関する市民アンケート調査結果（平成 25年度（2013）に実施）によると、市内

各地域の資料館等の施設については利用したことがない人の割合が８割を超えており、利用

しない理由としては「時間に余裕がないから」、「歴史民俗資料等に関心がないから」ととも

に、「場所が分からないから」の割合が高くなっており、市民の認知度や利用率、歴史民俗資

料等への関心の低さが窺
うかが

える。 

 
 

図 市内各地域の歴史民俗資料館の利用頻度 
 

図 歴史民俗資料館等を利用しない理由 
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   栃木市では、歴史的風致を紹介するような冊子がないため十分に案内・説明することがで

きず、歴史的風致に対する市民意識があまり高くないとともに、歴史文化資産について説明

できる人材も不足している。 

   また、平成 32年（2020）夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定し、栃

木市は東京から近い観光地として、オリンピックを機会に訪日する外国人を市内に誘客する

契機ではあるが、栃木市の魅力を発信できる体制が十分に整っていない。 

 

(６) 周遊性の向上に関する課題 

   市街地中心部においては、歴史的建造物は来訪者等が散策する路地にも存在するが、アス

ファルト舗装の状態や、道路美
び

装
そう

化
か

後に数年が経過したことによるタイルの剥
は

がれや損傷が

著しい箇所があるとともに、歴史的な町並みに調和していない街路灯も見受けられる。また、

休憩施設が少なく市民や来訪者にとって訪れやすい環境となっていない。加えて、車利用に

よる交通アクセスが多い中、来訪者を受け入れるための駐車スペースについても、十分に整

備されていない状況にある。 

   多くの来訪者が訪れる嘉右衛門町伝健地区の旧日光例幣使街道（市道）は、幅員が約７～

８ｍと比較的広く、ゆったりと湾曲し、通過交通による交通量も多く、歩道がないことから

歩行者にとって安全・安心な環境ではない。 

   市内各所に歴史文化資産が分布しており、これらの資産がネットワークでつながっておら

ず、一定のテーマやストーリーでこれらをつなぎ、栃木市の魅力を分かりやすく体験して感

じられるような環境づくりなど、来訪者の受入環境の整備が不足している。 

   既存の案内板や説明板においても、個々のデザインの統一感がなく、老朽化しているもの

も見られ、来訪者の利便性への配慮に欠けているものや、外国人来訪者の案内誘導のための

外国語併記のない案内板もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

  285   

 

２ 上位計画及び関連計画との関連性 

   本計画は、平成 25年（2013）３月に策定した「栃木市総合計画」に即する計画である。 

   また、「栃木市都市計画マスタープラン」や「栃木市景観計画」等の関連計画との整合、連

携を図りながら、栃木市の歴史まちづくりに関する基本的な方針を示す計画として位置付け

る。 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

＜主な関連計画＞ 

 栃木市都市計画マスタープラン 

 栃木市景観計画 

 栃木市教育計画 

 栃木市文化振興計画 

 栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群

保存地区保存計画 

 栃木農業振興地域整備計画 

 栃木市観光基本計画 
 

 

図 栃木市歴史的風致維持向上計画と上位・関連計画の関係 

 

(１) 栃木市総合計画（平成 25年（2013）３月策定、平成 27年（2015）３月改訂） 

   栃木市では、総合的な振興・発展等を目的として、平成 25年度（2013）から平成 34年度

（2022）までを計画期間とする「栃木市総合計画」を策定し、平成 26年（2014）４月の岩舟

町との合併により、平成 27年（2015）３月に改訂した。 

   目指す将来都市像『“自然”“歴史”“文化”が息づき“みんな”が笑顔のあったか栃木市』

の実現に向け、様々な施策を推進しており、将来像の実現を効果的・効率的に進めていくた

め、まちづくりの７つの基本方針を設定している。 

   また、平成 30年度（2018）から平成 34年度（2022）を計画期間とする「栃木市総合計画

《後期基本計画》」には、景観形成及び歴史まちづくりの推進、歴史文化の保護と活用など、

栃木市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略 

栃木市総合計画 

栃木市歴史的風致維持向上計画 

整
合
・
連
携 

即
す
る 

整
合
・
調
整 

整
合 

整
合
・
連
携 
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基本構想に掲げたまちづくりの基本方針を実現するための手段として、関連する基本施策と

単位施策を体系化している。 

 
 

図 基本構想 将来都市像 
 

図 まちづくりの７つの基本方針 

 

(２) 栃木市都市計画マスタープラン（平成 26 年（2014）３月策定、平成 28 年（2016）３月改訂） 

   「栃木市都市計画マスタープラン」は、平成 26年（2014）３月に策定された。その後、平

成 26年（2014）４月の岩舟町との合併並びに「栃木市総合計画」が改訂されたことにより、

平成 28年（2016）３月に改訂した。 

   まちづくりの将来都市像について、『“自然”“歴史”“文化”が息づく 多様な交流を育む 

新たな“とちぎ”のまちづくり』とし、６つのまちづくりの目標を定め、このうち「地域資

源を活かした美しいまちづくり」の実現のために、豊かな自然や歴史・文化的な景観の保全

や活用を図りながら、都市と自然・田園環境が調和する美しい都市景観の創出を目指すとし

ている。 
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図 将来都市像とまちづくりの目標 

 

 

図 将来都市構造（イメージ） 
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(３) 栃木市景観計画（平成 26年（2014）10月作成、平成 27年（2015）４月施行） 

   栃木市は、人々の暮らしの中で長い年月の間に育まれた歴史的な町並みや樹木や草花等に

よる美しい景観が形成されている。これらの美しい景観の中でも、栃木地域中心部において

は、これまで「蔵造りの歴史的町並み」を保全・活用するため、景観形成に関わる諸事業を

展開し、市民・事業者とともに、歴史的町並みを守り育ててきた。先人達が守り育ててきた

栃木市のこうした景観を次世代に継承し、これらを活かしたまちづくりを進めることが必要

なことから、市民・事業者・行政が一体となって良好な景観形成を図ることを目的に、平成

26年（2014）10月に景観法に基づく「栃木市景観計画」を作成、平成 26年（2014）12月に

「栃木市景観条例」を告示、平成 27年（2015）４月に「栃木市景観計画」並びに「栃木市景

観条例」を施行した。 

   景観計画では、栃木市の景観資源や景観構造を活かし、地域の特性に応じた良好な景観形

成を図っていくため、栃木市全域を「景観計画区域」とし、市民・事業者・行政が共有すべ

き目標として、４つの景観まちづくりの基本目標を設定し、これらの基本目標に沿って、６

つの基本方針を設定し、景観まちづくりに取組んでいくとしている。 

   主なものとして、基本方針①では、自然資源を遠くから眺める眺望景観や自然資源から周

りを見渡す眺望景観として、太
おお

平
ひら

山
さん

や三
み

毳
かも

山
やま

、岩
いわ

船
ふね

山
さん

等の山々の景観や渡
わた

良
ら

瀬
せ

川
がわ

、巴波川、

永
なが

野
の

川
がわ

、思
おもい

川
がわ

等の川が構成する良好な景観、さらに渡良瀬遊水地周辺における景観を保全

し、眺望を大切にするとしている。基本方針②では、蔵造りの町並みが残されている栃木地

域の歴史的町並みや各地域の市街地内に残されている歴史資源、さらに田園風景の中にある

下
しも

野
つけ

国
こく

庁
ちょう

跡や村
むら

檜
ひ

神社など、自然的景観を呈している歴史資源を保全、活用するとしてい

る。 

   また、栃木市の景観を形成するうえで、土地利用や景観的に同質な広がりの一帯を４つの

「ゾーン」に区分し、それぞれの景観形成の方針を示している。 

 
 

図 景観まちづくりの基本目標 

 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

  289   

 

 

図 景観まちづくりの基本方針 

 

 

図 景観構造別の景観形成の方針 
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(４) 栃木市教育計画（平成 25年（2013）３月策定） 

   「栃木市教育計画」は、栃木市の実情に応じた教育振興の方針とそのための施策に関し、

基本的な事項を定めたもので、平成 25年（2013）３月に策定された。 

   『ふるさとの風土で育む人づくり・まちづくり』をスローガンに、栃木市ならではの教育

を推進するため、基本理念を設定し、基本理念を推進するべく、４つの教育の目標を設定し

ている。その一つである『ふるさとへの愛着と誇りを育み、歴史文化のまちづくりを推進し

ます』では、市内に現存する文化財等の保存・保護や活用に努めることにより、歴史文化を

活かしたまちづくりを推進するとしている。 

 
 

図 基本理念と教育の目標 

 

(５) 栃木市文化振興計画（平成 27年（2015）３月策定、平成 30年（2018）３月改訂） 

   「栃木市文化振興計画」は、栃木市の実情に応じた文化振興の方針とそのための施策に関

し基本的な事項を定めたもので、平成 27年（2015）３月に策定された。その後、上位計画で

ある「総合計画」及び「教育計画」において、「栃木市総合計画後期基本計画」及び「栃木市

教育計画後期計画」が策定されることにより、平成 30年（2018）３月に改訂した。 

   計画の基本理念は、『市民が、幸福と満足を感じ、希望と誇りを持てる文化創造の新しいま

ちをつくります』とし、２つの基本目標と４つの施策の方向性を定めている。このうち、基

本目標２では、文化財等の調査・研究を進め、その保存・活用を図るとともに、郷土芸能等

の継承支援や地域の歴史と伝統を守るための後継者育成等に努めるとしている。 
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図 基本理念と基本目標、施策の方向性 

 

(６) 栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区保存計画（平成 24年（2012）３月告示） 

   嘉右衛門町伝建地区には、旧日光例幣使街道に沿って見世蔵や土蔵をはじめとする江戸末

期から昭和前期頃にかけての伝統的な建造物が群としてよく残り、地形に沿って湾曲する道、

巴波川、翁
おきな

島
じま

や陣
じん

屋
や

跡の緑等とともに特徴的な歴史的風致をつくり上げている。「栃木市嘉

右衛門町伝統的建造物群保存地区保存計画」は、現在まで継承されてきた嘉右衛門町伝建地

区の歴史と伝統、これらを彩
いろど

る文化遺産、これらによって形成されている歴史的風致を守り

伝えるため、行政が住民と協力しながら町並みの保存・整備を進めるとともに、地域の活性

化と生活環境の向上及び栃木市の文化基盤の向上等に資することを目的とし、平成 24 年

（2012）３月に告示された。 

   保存計画の保存の方向として、保存地区の歴史的風致を維持・向上するにあたっては、現

状変更の許可の基準を定めてこれを適切に運用するとともに、「伝統的建造物」及び「環境物

件」を特定してこれらの「修理基準」に即して所有者の保存の取組みに支援を行い、それ以

外の建築物等については「修
しゅう

景
けい

基準」に即して所有者の整備の取組みに支援を行うとしてい

る。 
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   ＜保存地区内における建築物等及び環境物件の保存整備計画＞ 

   

 

   ＜保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備計画＞ 

   

 

 ① 伝統的建造物 

   伝統的建造物の保存修理は、歴史的風致を損なうことなく、その外観を維持する修理を

行う。外観が変更されているものについては、伝統的建造物群の特性の維持を基本として、

「修理基準」に従って原状に復する修理を行うこととする。 

   伝統的建造物の修理に際しては、構造耐力上必要な補強を行い、防災・耐震性能の向上を

図ることとする。 

   伝統的建造物のうち、一般公開が可能なものについては内部の復
ふく

原
げん

又は現状維持のため

の修理を行うこととする。 

 ② 伝統的建造物以外の建築物等 

   伝統的建造物以外の建築物等の新築や増改築については、歴史的風致と調和するよう、

「修景基準」及び「許可基準」に従って行うこととする。 

 ③ 環境物件 

   歴史的風致の維持や形成に寄与している環境物件の保存整備については、現状維持又は

復旧を行うこととする。 

 ① 管理施設等 

   保存地区の住民と来訪者の便宜を図り、保存地区に関する歴史資料等の保存と活用を推

進し、さらに保存地区についての理解を深めることに資するよう、空き家等を利用した管

理施設を設置する。また、保存地区内の適切な箇所に標識、案内板、説明板等を設置する。

これらの設備の整備にあたっては歴史的景観を損なわないように配慮する。 

 ② 防災施設等 

   保存地区では、火災の早期発見、初期消火、延焼防止等を目的とした防災施設を整備する

とともに、避難路の確保、建築物等の構造補強等を含めた防災計画を早期に策定する。ま

た、保存地区内の住民による自主的な防災活動を奨励し、防災意識の啓発と初期消火等の

充実を図る。 

 ③ 環境の整備等 

   保存地区では、歴史的風致に合わせた生活環境及び都市基盤の整備に努める。また、電

線・電柱等は移設又は整理に努める。保存地区内の道路は、歴史的な町並みとの調和に配慮

して整備・維持に努める。 
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図 嘉右衛門町伝建地区の区域と伝統的建造物（建築物）の位置図 

 

(７) 栃木農業振興地域整備計画（平成 29年（2017）12月策定） 

   「栃木農業振興地域整備計画」は、平成 29年（2017）12月に策定された。 

   第１から第８までの計画からなり、「第１ 農用地の利用計画」の中では、栃木市の恵まれ

た条件を効果的に活用した新たな首都圏農業の確立に向け、都市近郊という条件を活かした

産地の形成等の取組みを推進するとしており、太平山・晃
てる

石
いし

山
さん

南麓のエリアにおいては、「ぶ

どう団地」が造成され、既に北関東有数の産地として、また、観光地として認知・定着して

【凡例】 

   嘉右衛門町伝建地区 

■  伝統的建造物（建築物） 
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いることから、引き続きぶどうを主力とする果樹生産の振興を図るとともに、その販売・加

工のための施設用地として、観光農業や都市型農業（大都市の周辺で行われる農業）の確立

に向けた土地利用を促進することとしている。また、離
り

農
のう

や農業者の高齢化、後継者不足な

どから、農業以外への土地利用の増加や農地の遊
ゆう

休
きゅう

化
か

・耕作放棄地が深刻化しつつあり、こ

れらの発生防止や再生・有効活用に向けた対策が必要とし、農地中間管理事業等を活用した

農地の流
りゅう

動
どう

化
か

の促進や農用地区域に係る制度の適切な運用による優良農地の確保等の取組

みを推進するとしている。 

   「第５ 農業近代化施設の整備計画」では、ぶどうの果樹栽培が観光農業としての産地評

価を受けており、今後は、来訪者の志向や栽培動向に対応した施設・農業機械の整備・導入

を進めるとともに、加工・販売施設の充実を図るとし、また、海外富
ふ

裕
ゆう

層
そう

をターゲットとし

た高品質な果物の輸出拡大に向け、ニーズの把握に努めるとともに、これに対応した生産・

流通加工設備・施設の整備を進めるとしている。 

 
 

図 農業振興地域の指定の状況 
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(８) 栃木市観光基本計画（平成 26年（2014）３月策定） 

   「栃木市観光基本計画」は、合併により多くの観光資源を有することとなった栃木市の観

光を取巻く現状と課題を抽出・分析して、観光の目指すべき方向性を明確にし、観光振興の

指針となる計画とし、平成 26年（2014）３月に策定された。 

   計画の基本理念は、『市民の笑顔と来訪者の笑顔をつなぐ観光まちづくり』とし、５つの基

本目標を定めている。 

   栃木市の観光資源を「自然」、「歴史・文化」、「観光関連施設」、「イベント・まつり」、「食

物・土産品」の５つに区分し整理しており、基本目標１では、多様な観光資源について、来

訪者の快適な観光活動を支援するため、来訪者のニーズを把握しながら設備等の充実や新た

な機能付加等を図るとともに、地域に埋もれている観光資源を地域住民とともに掘り起こし、

新たな魅力として観光まちづくりに活用するとし、「観光施設及び資源のデータベース化」や

「観光資源の磨上げ」等の具体的アクションを示している。 

   また、基本目標３では、栃木市を訪れる外国人観光客への対応を中心に各種プロモーショ

ンや観光振興施策を展開し、国内のみならず海外へ目を向けた観光施策の推進を図るとし、

「外国人観光客の受入環境整備と誘客推進」等の具体的アクションを示している。 

 
 

図 基本理念と基本目標 

 

   ＜外国人観光客を含む観光客入込数の数値目標＞ 

平成 24年度（2012）  平成 34年度（2022）目標 

現状値 

540万人 
 

目標値 

650万人 
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(９) 栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和２年（2020）３月） 

   栃木市では、人口減少問題に取組むため、栃木市の人口の現状と将来の展望を提示する「栃

木市人口ビジョン」と、今後５箇年の目標や施策の基本的方向と具体的な施策をまとめた「第

２期栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を令和２年（2020）３月に策定した。 

 ① 栃木市人口ビジョン 

   「栃木市人口ビジョン」では、国、県の長期ビジョン及びこれまでの推計や分析、調査等

を考慮し、栃木市が将来目指すべき人口規模を展望している。 

   短期的には、産業系開発事業等の施策による転入人口増加、転出人口の抑制に努め、総合

計画（後期基本計画）の人口見通しで設定した令和４年（2022）の 15万４千人を目指すとし

ている。 

   また、平成 29年（2017）４月に発表された「国立社会保障・人口問題研究所」の「将来人

口推計」では、栃木市の令和 47年（2065）の人口は約８万４千人まで減少すると示されてい

るが、人口減少に歯止めをかける施策を積み上げ、「合計特殊出
しゅっ

生
しょう

率
りつ

」及び「純移動率」を

改善することにより、人口の減少幅が抑えられるとし、令和 47年（2065）に約 10万９千人

を目指すとしている。 
 

      ※合計特殊出生率：その年次の 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、 

       仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを産むと仮定したときの子どもの数に相当する。 

 

 
 

図 人口の将来展望 

 

 ② 総合戦略 

   「総合戦略」では、４つの基本目標や具体的施策を位置付けており、特に、基本目標２で

146,830 

131,935 

115,517 

99,741 

84,028 

159,211 

148,825 

138,227 

127,170 

117,627 

108,771 

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

平成27年

(2015)

令和2年
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令和7年
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令和17年

(2035)

令和22年

(2040)

令和27年

(2045)

令和32年

(2050)

令和37年

(2055)

令和42年

(2060)

令和47年

(2065)

人口の将来展望

パターン１（社人研推計）

将来展望

（人）

「栃木市総合計画（後期基本計画）」 

定住人口の目標値：154,000人（令和 4年） 

「合計特殊出生率」及

び「純移動率」の改善に

より、人口の減少幅が

抑えられる。 
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は、栃木市の観光資源に磨きをかけることによって交流人口を増加させ、経済活性化や栃木

市の知名度アップを図るため、ラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地や重伝建地区

に選定された嘉右衛門町伝建地区など、栃木市が持つ特徴的な観光資源について、積極的に

有効活用するとしている。 

 

   ＜基本目標と具体的施策＞ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【基本目標１】 雇用を生み出し、安心して働けるようにする 

  (ア) 雇用の創出と確保 

   ① 企業誘致の推進      ② 事業所等への経営支援 

   ③ 起業・創業支援及び若手起業家の育成 

  (イ) 特色ある農業の展開 

   ① 市の特徴を活かした強い農業の確立   ②栃木市版フードバレーの推進 

 【基本目標２】 栃木市への新しい人の流れをつくる 

  (ア) 本市らしさ・本市の強みを活かしたまちづくり 

  (イ) 定住人口の増加 

   ① 本市の魅力の効果的な発信  ② 定住希望者への支援 

   ③ ＵＩＪターン希望者への支援 

  (ウ) 交流人口の増加 

   ① インバウンドの拡大    ② 観光資源の魅力向上と有効活用 

  (エ) 関係人口の創出・拡大 

 【基本目標３】 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるとともに、誰もが活躍でき

る地域社会をつくる 

  (ア) 結婚活動への支援 

  (イ) 出産・子育てへの支援 

   ① 妊娠・出産への支援      ② 子育てへの支援 

(ウ) 誰もが活躍できる地域社会の創造 

 ① 女性活躍の推進         ② 若者が活躍できるまちづくり 

   ③ 人生 100年時代のまちづくり  ④ 共生社会実現の推進 

(エ) 魅力ある学校教育の創造 

 ① 確かな学力の育成       ② 一貫性のある教育の充実 

 ③ グローバル教育の推進 
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 【基本目標４】 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連

携する 

  (ア) 安全安心で快適な暮らしへの支援 

   ① 国土強靭化地域計画の着実な実行   ② 地域公共交通の充実    

 ③ 安全安心な暮らしへの支援 

  (イ) 地域コミュニティの連携による一体感の醸成 

   ① 地域コミュニティの維持       ② 定住自立圏形成の推進 

   ③ 持続可能な行財政運営 

(ウ) スポーツ・健康まちづくりの推進 

 ① スポーツ資源を活用した地域活性化  ② スポーツを通じた健康増進の推進 

   (エ) 関係団体との連携の強化 

   ① 近隣市町との連携強化        ② 関係自治体との連携強化 

   ③ 教育機関との連携強化        ④ 民間団体等との連携強化 

  (オ) 地域人材の育成・活用 

(カ) 環境にやさしいまちづくりの検討 
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３ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

(１) 歴史的建造物の保存・活用に関する方針 

   旧日光例幣使街道及び巴波川周辺において、空き家化が懸念される歴史的建造物について、

空き家を利用したい人と所有者をつなぎ、その活用に向けて専門家がコーディネートする仕

組みの構築やまち歩き拠点としての活用を検討する。 

   歴史的な町並みを保存し、活用を図るためにも、歴史的建造物の取壊しを防ぐことが急務

であり、管理体制を整えるとともに利活用の促進が求められることから、歴史的風致を構成

する建造物のうち、文化財に指定されている建造物については、文化財保護法をはじめとし

た関係法令に基づき、その保護と活用の強化に努める。その他の歴史的建造物については、

「歴史的風致形成建造物」に指定し、建物調査を行ったうえで、修復を基本としてそれぞれ

の建物の特色に即した修理・修景を行うことにより、建造物の滅
めっ

失
しつ

を防止し、かつ修理等に

対する支援を行うなどの保護措置を講じ、その活用を図る。 

   さらに、栃木市文化財保護条例に基づく文化財の指定や栃木市景観計画に基づく景観重要

建造物の指定、文化財保護法に基づく登録有形文化財の登録を検討し、今後の保存・活用を

図る。 

   歴史的建造物の維持管理や修理のための技術継承や技術的指導及び助言を専門的立場か

ら行う組織の設置を検討する。 

   嘉右衛門町伝建地区防災計画の推進などにより、火災をはじめとした地震や台風等の災害

から住民や建築物等を守るための総合的な防災対策に取組むとともに、市街地の防災計画を

策定することで、災害抑制、地域住民による初期消火、効率的に防災活動に取組める設備導

入を検討し、それらの設備に対しては修景整備を行う。 

 

(２) 歴史的町並みの保全・形成に関する方針 

   「歴史的町並み景観形成地区」において、景観形成補助金制度を拡充し歴史的建造物の外

観やそれらに付
ふ

随
ずい

する工
こう

作
さく

物
ぶつ

の修景整備を行うとともに、町並みの連続性を阻害している建

物の外観について、歴史的町並みに調和した形態、意
い

匠
しょう

となるよう整備を行う。 

   また、景観向上のための無電柱化事業を検討、推進するとともに、巴波川や県庁堀川にお

いては、歴史的建造物と一体となった景観の保全に努め、歴史的町並みの保全と活用の促進

を図っていく。 

   歴史的な町並み及び伝統的建造物や歴史的建造物と調和した屋外広告物の設置による景

観整備を図るため、市独自の屋外広告物条例を制定し、重点区域内における屋外広告物等を

制限する。 

 

(３) 歴史や伝統文化を反映した活動の継承に関する方針 

   民俗芸能等の保存団体への支援の拡充を図るとともに、市民や関係機関との情報交換や連

携により、地域の伝統文化を学ぶ機会等を充実し、民俗芸能等の後継者育成に努める。 
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   市内には、文化財の保存団体や民俗芸能団体等も多数あり、交流・連携により、活動の充

実並びに多彩な企画等が開催できることから、団体間の連携促進を図る。 

   後世に継承すべき祭礼や民俗芸能を保存・継承あるいは再開させるための道具修理や活

動・人材育成への支援体制の充実に取組むとともに、山車祭りについては、山車祭りの維持・

伝承のための取組みを支援する。また、山車の引き手不足の解消に向けた取組みを検討する。 

 

(４) 自然景観や農業景観に関する方針 

   渡良瀬遊水地においては、今後も今までの自然環境を守るため、掘削等による撹乱、ヨシ

焼き、外来種駆除などの永
えい

続
ぞく

的
てき

な実施体制を推進するとともに、周辺においても「栃木市景

観計画」等により渡良瀬遊水地の自然環境と調和した景観の形成に努める。 

   大平ぶどう団地においては、「栃木農業振興地域整備計画」に基づき、農地の遊休化・耕作

放棄地の発生防止や再生・有効活用に向けた対策を講じるとともに、来訪者の志向や栽培動

向に対応した加工・販売・新商品開発等の充実を図る。また、栃木市景観計画等により大平

ぶどう団地の景観の保全に努め、景観法に基づく「景観農業振興地域整備計画」の策定への

検討を行う。さらに、両地域においては文化的景観保護制度の活用を検討する。 

 

(５) 歴史的風致に係る情報発信と認識向上に関する方針 

   継承すべき歴史的風致について、市民の理解促進を図り、地域の歴史的風致の啓発と情報

発信を様々な媒体を活用しながら進めるとともに、情報発信施設の整備を検討する。 

   各地域の郷土資料館や歴史民俗資料館については、施設の整備と既存施設の周知に努める

一方、大学・研究団体等と連携して郷土や歴史民俗の調査研究を進め展示内容の充実を図る。 

   歴史的風致を紹介するような冊子等を作成し、案内板等を整備することにより、継承すべ

き歴史的風致に対する市民意識の高揚を図るとともに、歴史文化資産に関する解説ボランテ

ィア養成講座などを開設し、人材の育成を図る。 

   市内外の来訪者をはじめ、栃木市を訪れる外国人観光客に対して各種プロモーションや観

光振興施策を展開し、国内のみならず海外へ目を向けた観光施策の推進を図る。 

 

(６) 周遊性の向上に関する方針 

   市民や市内を訪れる来訪者が旧日光例幣使街道及び巴波川周辺の歴史的建造物等を回遊

できる歩行ルートについて、歩道の整備や路面舗装の美装化、街路灯の整備により、歴史的

町並みに調和した空間の整備を図る。また、休憩施設の整備や来訪者の利便性を図るための

駐車場を確保する。 

   嘉右衛門町伝建地区の旧日光例幣使街道における安全性を確保し、有識者と地元住民を交

えて現状の交通課題と風致を考
こう

察
さつ

しつつ、より良い交通体系を検討する。 

   市内各所に分布する歴史文化資産の個性を活かしながら、各地域の共通するテーマに基づ

く「物語づくり」を進め、その上で物語に基づくモデルコースの設定やネットワーク化に係
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る基盤整備、さらには旅行業者、交通事業者との連携による各種サービスの提供へと展開す

ることにより、来訪者の周遊を促進し、栃木市の一体的な観光振興を図る。 

   案内板や説明板については、外国人を含む来訪者が安心して歴史文化資産にアクセスでき

るよう、案内板のデザインの統一、説明板の整備及び維持管理等に努める。 

   地域の歴史・文化等を活かした観光振興を図るため、歴史的な町並みの景観を阻害してい

る建築物等の美装化を実施し、外国人観光客の満足度向上やインバウンドの促進を図る。 

 

４ 歴史的風致維持向上計画の実施体制 

   本計画の実施体制については、市長部局の総合政策部蔵の街課と都市整備部都市計画課、

教育委員会生涯学習部文化課を事務局とした庁内推進組織を設置するとともに、歴史まちづ

くり法第 11条の規定に基づく「栃木市歴史的風致維持向上協議会」において、計画の推進や

変更等の連絡・調整・協議等を行い、事業の推進を図る。 

   また、必要に応じて、栃木市の都市計画や景観、文化財保護等に関する審議会、並びに文

化財や歴史的建造物の所有者等と連絡調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     

図 歴史的風致維持向上計画の推進体制 
 

 

国 
 文部科学省、農林水産省、国土交通省 

 栃木県 
 教育委員会 等 

（栃木市） 

都市計画審議会 

景観審議会 

文化財保護審議会 

文化財等の所有者 

 相談・支援等 連絡・調整等 

庁内関係各課により構成 

・地域振興部長 ・道路河川整備課長 

・総合政策課長 ・道路河川維持課長 

・蔵の街課長   ・  

・公園緑地課長  ・財政課長 

・都市計画課長  ・商工振興課長 

・市街地整備課長・観光振興課長 

・建築指導課長  ・農業振興課長 

・文化課長 

事務局 

 ・蔵の街課・都市計画課・文化課 

【庁内推進組織】 

 

【法定協議会】 

 

栃木市歴史的風致維持向上協議会 

 

・学識経験者 

（都市計画、都市景観、民俗、 

文化財等） 

・栃木県：都市計画課長 

     文化財課長 

     栃木土木事務所長 

・栃木市：地域振興部長 

     産業振興部長 

     都市建設部長 

     教育次長 

             等 

連絡・調整等 

栃木市歴史的風致維持向上計画 推進体制 
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第４章 重点区域の位置及び区域 

１ 歴史的風致の分布 

   栃木市の歴史的風致は、古くから交通の要衝であったことから形成されてきた。律令時代

には、下
しも

野
つけ

国
のくに

の国
こく

府
ふ

が置かれるとともに、東
とう

山
さん

道
どう

が敷かれ、政治や交通の要衝であった。ま

た、江戸時代には、日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

の宿場町として栄え、江戸後期から明治期にかけては、

舟
しゅう

運
うん

の発展により江戸との交流が盛んとなり商都となった。 

   栃木市の市街地には、江戸との舟運により北関東有数の商都として発展した時代を象徴す

る見
み

世
せ

蔵
ぐら

や木造店舗、土
ど

蔵
ぞう

等の歴史的建造物が多く残る旧栃
とち

木
ぎ

町
まち

や、商都としての繁栄に重

要な役割を担ってきた巴
うず

波
ま

川
がわ

において、問屋業に関する歴史的風致、山
だ

車
し

祭りや百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

し

などの祭礼・行事に関する歴史的風致及び巴波川の保全維持に関する歴史的風致がそれぞれ

重なり合いながら存在している。 

   また、国府が置かれていたこともあり、市内には下野国の式
しき

内
ない

社
しゃ

であった大
おお

神
みわ

神社、大
おお

前
さき

神社、村
むら

檜
ひ

神社の三社が存在しており、これら三社をはじめ、歴史と伝統を重んじる地域性

の歴史的な神社では、郷土の民俗芸能の継承や育成が図られ、今もなお氏子達によって神社

の祭礼・行事が脈々と継承されてきている。 

   さらに、市内中央には大
おお

平
ひら

ぶどう団地が、南には渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

が存在し、それぞれの地域

では、ぶどう栽培や葦
よし

簀
ず

づくり、ヨシ焼きといった営みや活動が、現在に至るまで脈々と続

けられてきている。 

   これらの人々の活動と歴史上価値の高い建造物及びその周辺地域とが一体となって形成

している栃木市を代表する歴史的風致については、第２章「栃木市の維持向上すべき歴史的

風致」として次の５つを選定している。 

 

 １ 商家町栃木にみる歴史的風致 

  (１) 物資の集散による問屋業の発展にみる歴史的風致 

  (２) 栃木の山車祭りにみる歴史的風致 

  (３) 百八灯流しをはじめとする湊
みなと

町
ちょう

二
ふた

荒
ら

山
さん

神社の祭礼にみる歴史的風致 

  (４) 巴波川にみる歴史的風致 

 ２ 式内社における祭礼にみる歴史的風致 

 ３ 神社の祭礼における民俗芸能にみる歴史的風致 

 ４ 大平地域のぶどう栽培にみる歴史的風致 

 ５ 渡良瀬遊水地のヨシにみる歴史的風致 
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図 歴史的風致の分布 
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図 歴史的風致の分布（商家町栃木にみる歴史的風致拡大図） 
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２ 重点区域設定の考え方 

   重点区域は、これらの歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に

推進することが特に必要な区域である。 

   また、歴史まちづくり法第２条第２項には、重点区域設定の土地の区域の要件として、「文

化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指

定された建造物の用に供される土地」又は「文化財保護法の規定により選定された重伝建地

区内の土地」とあり、これらを含む区域である必要がある。 

   栃木市内において、重点区域の要件を満たす重要文化財等の建造物又は重伝建地区は、下

表のとおりである。 

 

表 重点区域設定の土地の区域の要件を満たす重要文化財建造物等 

  
村檜神社本殿（重要文化財） 

栃木市岩
いわ

舟
ふね

町
まち

小
お

野
の

寺
でら

 

下
しも

野
つけ

国
こく

庁
ちょう

跡（史跡） 

栃木市田
た

村
むら

町
まち

 

  

吾
あ

妻
づま

古墳（史跡） 

栃木市大
だい

光
こう

寺
じ

町
まち

吾
あ

妻
づま

 

下都賀郡壬
み

生
ぶ

町
まち

藤
ふじ

井
い

吾
あ

妻
づま

原
はら

 

栃木市嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

 

（重伝建地区） 

栃木市泉
いずみ

町
ちょう

、嘉右衛門町、小
こ

平
ひら

町
ちょう

、 

錦
にしき

町
ちょう

及び昭
しょう

和
わ

町
ちょう

の各一部 

 

   栃木市の歴史的風致は第２章にて５つの歴史的風致を選定しているが、中でも栃木市の代

表的な歴史的風致として維持向上すべき重点区域の設定の考え方として、歴史的風致が存在

する地域のうち、重点区域の要件を満たす建造物が立地しており、当該区域周辺の地域固有

の歴史及び伝統を反映した人々の活動が今も行われ、それらが一体となって良好な市街地環

境を形成している範囲であり、重点区域での事業を重点的に実施することによって、歴史的
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風致の維持及び向上が効果的に図られる範囲とする。 

   上記の考え方に基づき、「商家町栃木にみる歴史的風致」において、「物資の集散による問

屋業の発展にみる歴史的風致」「栃木の山車祭りにみる歴史的風致」「百八灯流しをはじめと

する湊町二荒山神社の祭礼にみる歴史的風致」「巴波川にみる歴史的風致」の４つの歴史的風

致の重なりをもとに、重伝建地区である「栃木市嘉右衛門町伝建地区」を中心とした地域を

「旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域」として、また、「式内社における祭礼にみる歴史的

風致」のうち、重要文化財である「村檜神社本殿」の建造物が立地する村檜神社を中心とし

た地域を「村檜神社区域」として重点区域に設定し、歴史的風致の維持向上に資する各種施

策を展開していくものとする。 

   これらの区域においては、文化財保護法に基づく保護措置、都市計画法や景観法又は屋外

広告物法等に基づく規制、その他多種多様な施策によって、維持向上を図ってきたところで

あるが後継者不足等による管理困難な歴史的建造物の増加、維持管理が行われない歴史的建

造物の老朽化、空き家や空き地の増加、少子高齢化による祭りや民俗芸能の担い手不足、活

動を支える組織の弱
じゃく

体
たい

化
か

等により栃木市固有の歴史的風致の維持に支障をきたすことが危
き

惧
ぐ

されている。 

   重点区域においては、文化財や歴史的建造物等とそれらに結び付いた人々の活動の維持や

発展に重点的に取組み、当該区域の歴史的風致の維持向上を効果的に推進するものとする。

また、これを通じて、その他の歴史的風致の維持向上にも効果を波及させ、ひいては栃木市

全域の歴史的・文化的魅力の向上を目指すものとする。 

   なお、重点区域は、今後、本計画を推進することで、栃木市の歴史的風致の維持向上に効

果的に寄与する範囲が新たに生じた場合などに随時見直しを行うものとする。 
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図 歴史的風致と重点区域の位置図 
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図 歴史的風致と重点区域の位置図（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域） 
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図 歴史的風致と重点区域の位置図（村檜神社区域） 
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３ 重点区域の位置及び区域 

(１) 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

   重点区域の範囲は、天明７年（1787）に作成された『栃木町絵図』に示されている栃木町

の中で、現在も敷地割りや街道等のまちの骨格がよく残っている範囲を基本とし、重伝建地

区を含む市街地の範囲とする。 

   また、歴史的な建造物を保全するため、平成２年（1990）に、「栃木市歴史的町並み景観形

成要綱」と「同補助金交付要綱」を制定して、「歴史的町並み景観形成地区」を設定し、歴史

的建造物の修
しゅう

景
けい

事業を進めており、緊
きん

密
みつ

に連携しながら歴史的風致の維持向上に関わる取

組みを行うことから、「栃木市歴史的町並み景観形成地区」と整合させることを基本とする。 

   加えて、山車祭りの巡
じゅん

行
こう

ルートや湊町二荒山神社祭礼の神
み

輿
こし

巡行ルート、巴波川の清掃区

間、さらには、歴史的風致に関連する文化財及び建造物等を包括した範囲とし、県道や市道、

町界等に沿って境界を設定する。 

 

   重点区域の名称 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

   重点区域の面積 約 131ha 
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図 重点区域の範囲 
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図 重点区域の境界図 
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区間 説明 区間 説明 

①～② 
市道 2044号線 

（山車の巡行順路） ⑲～⑳ 
主要地方道栃木藤岡線 

（山車の巡行順路） 

②～③ 
主要地方道宇都宮亀和田栃木線

（山車の巡行順路） ⑳～㉑ 
一般県道栃木停車場線 

（山車の巡行順路） 

③～④ 大町と平柳町１丁目の町界 ㉑～㉒ 
市道 1036号線 

（山車の巡行順路） 

④～⑤ 
主要地方道宇都宮亀和田栃木線

（山車の巡行順路） ㉒～㉓ 
主要地方道栃木藤岡線 

（山車の巡行順路） 

⑤～⑥ 
一般県道新栃木停車場線 

（山車の巡行順路） ㉓～㉔ 
市道 11198号線 

（山車の巡行順路） 

⑥～⑦ 
市道 11052号線 

（山車の巡行順路） ㉔～㉕ 歴史的町並み景観形成地区界 

⑦～⑧ 
一般県道新栃木停車場線 

（山車の巡行順路） ㉕～㉖ 湊町と富士見町の町界 

⑧～⑨ 
主要地方道宇都宮亀和田栃木線 

（山車の巡行順路） ㉖～㉗ 湊町と祝町の町界 

⑨～⑩ 泉町と昭和町の町界 ㉗～㉘ 歴史的町並み景観形成地区界 

⑩～⑪ 泉町と平柳町１丁目の町界 ㉘～㉙ 
市道 11174号線 

（巴波川一斉清掃区間） 

⑪～⑫ 泉町と日ノ出町の町界 ㉙～㉚ 県庁堀川右岸 

⑫～⑬ 泉町と万町の町界 ㉚～㉛ 歴史的町並み景観形成地区界 

⑬～⑭ 
市道 11137号線 

（山車の巡行順路） ㉛～㉜ 嘉右衛門町と小平町の町界 

⑭～⑮ 
市道 11182号線 

（江戸時代の栃木町） ㉜～㉝ 
主要地方道栃木粕尾線 

（山車の巡行順路） 

⑮～⑯ 
市道 11189号線 

（江戸時代の栃木町） ㉝～㉞ 巴波川左岸堤防 

⑯～⑰ 
市道 11207号線 

（江戸時代の栃木町） ㉞～㉟ 
主要地方道栃木粟野線 

（山車の巡行順路） 

⑰～⑱ 
市道 11201号線 

（江戸時代の栃木町） ㉟～㊱ 
市道 13458号線 

（山車の巡行順路） 

⑱～⑲ 歴史的町並み景観形成地区界 ㊱～① 
市道 2043号線 

（山車の巡行順路） 
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(２) 村檜神社区域 

   重点区域の範囲は、重要文化財「村檜神社本殿」が立地する村檜神社の境
けい

内
だい

を中心とし、

参
さん

詣
けい

のルートとなる旧参道を包括した範囲とする。 

 

   重点区域の名称 村檜神社区域 

   重点区域の面積 約３ha 

 

 

図 重点区域の範囲 
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図 重点区域の境界図 

 

区間 説明 区間 説明 

①～② 村檜神社の敷地境界 ⑤～⑥ 村檜神社の鳥居の敷地境界 

②～③ 市道 2068号線（参詣ルート） ⑥～⑦ 市道 2068号線（参詣ルート） 

③～④ 主要地方道栃木佐野線（参詣ルート） ⑦～⑧ 主要地方道栃木佐野線（参詣ルート） 

④～⑤ 市道 2068号線（参詣ルート） ⑧～① 市道 2068号線（参詣ルート） 
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４ 重点区域設定における歴史的風致の維持及び向上の効果 

   重点区域は、栃木市の維持向上すべき歴史的風致の中でも、特に代表的な栃木の山車祭り

が行われる区域であるとともに、商家町時代の敷地割りや歴史的建造物がよく残っている区

域、そしてかつての下野国の式内社であった村檜神社を中心とする区域を対象としている。 

   重点区域において、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推

進することにより、歴史的建造物や町並みの保存・活用とその周辺環境の整備が進展し、そ

れぞれの区域の個性と魅力がより高まり、重点区域の歴史や伝統が広く市民に再認識され、

郷土に対する誇りと愛着が生まれることを期待する。これにより、祭礼行事など、地域行事

への積極的な参加につながり、地域の伝統文化が次世代へ大切に受け継がれていくことも期

待される。 

   また、栃木市固有の魅力が向上することにより、市外からの歴史的風致の評価が高まるこ

とによって、栃木市の知名度も更に向上し、観光振興等を目的とした交流人口の増加へとつ

ながることで地域活性化が図られることを期待する。 

   重点区域において、本計画に基づく各種事業を推進することで、上記のような効果が得ら

れるとともに、重点区域外の歴史的風致や地域住民主体のまちづくり活動にも波及効果を与

え、ひいては栃木市全体の歴史文化を活かしたまちづくりが一層推進されることが期待され

る。 

 

５ 良好な景観の形成に関する施策との連携 

   栃木市では、都市計画の指定のほか、「栃木市景観計画」「栃木市景観条例」等に基づいて

良好な景観の形成に関する施策を推進しており、重点区域における取組みも、これと連携し

て推進するものとする。 

(１) 都市計画法との連携 

 ① 区域区分及び用途地域 

   栃木市は、市域全域が都市計画区域となっており、小
お

山
やま

栃木都市計画区域 29,950ha と非

線引きの西
にし

方
かた

都市計画区域 3,200haに分かれている。小山栃木都市計画区域の内、約 11％に

あたる 3,371.7ha が市街化区域であり、約 89％にあたる約 26,578.3ha が市街化を抑制すべ

き区域である市街化調整区域に指定されており、市街化区域の全域に用途地域が定められて

いる。また、西方都市計画区域の内、約４％にあたる 140.5haに用途地域が定められている。 

   重点区域を設定した２区域は、小山栃木都市計画区域であり、「旧日光例幣使街道及び巴波

川周辺区域」は市街化区域、「村檜神社区域」は市街化調整区域である。 

   「旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域」には栃木市嘉右衛門町伝建地区が含まれており、

栃木市伝統的建造物群保存地区保存条例及び保存計画に基づき、現状変更の規制、その他保

存のために必要な措置を定めている。 

   今後においても、区域区分及び用途地域の指定状況を踏まえた上で、適切な土地利用の規

制誘導によって周辺環境との調和に努め、歴史的風致の維持向上を図っていくものとする。 
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   また、特に価値が高いと判断された建造物群で、保存措置が必要な場合は伝統的建造物群

保存地区（以下「伝建地区」という。）の制度の活用も検討していく。 

 

 

図 用途地域と重点区域【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 

 

 ② 地区計画 

   栃木市では、それぞれの地区にふさわしい形態を備えた良好な環境整備、保全するために

地区計画の導入を進めている。 

   「蔵の街大通り倭
やまと

町
ちょう

一丁目東側商家群地区計画」においては、中心市街地に位置し、旧

日光例幣使街道（蔵の街大通り）沿いに建てられた見世蔵や木造店舗等の歴史的建造物が繋

がっている栃木市の代表的な景観を形成しており、特色ある歴史的な町並みの保全・創出を

図り、将来にわたって周辺環境と調和した魅力ある歴史的景観の形成を図るものであり、「壁
へき

面
めん

の位置」についての制限や「建築物の高さ」についての制限を設けるなど、地区の特性を

活かした計画となっている。 

   また、栃木駅北口周辺は「栃木駅前地区計画」及び「栃木駅前第２地区計画」を定めてお
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り、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、「栃木駅前地区」においては、栃木駅周辺における

商業・業務の拠点となる快適な市街地形成を図るとし、「栃木駅前第２地区」においては、今

後も良好な市街地環境を保全することを目標としている。 

   今後においても、地区の特性に応じた、計画的できめの細かいルールを定める制度を活用

して、周辺に見られる歴史的風致との調和に努め、良好な市街地環境の形成を図っていくも

のとする。 

 

 

図 地区計画と重点区域 

【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 
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表 蔵の街大通り倭町一丁目東側商家群地区計画書 

名 称 蔵の街大通り倭町一丁目東側商家群地区計画 

位 置 栃木市倭町地内 

面 積 約0.6ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目

標 

本地区は、栃木市の中心市街地に位置し、旧日光例幣使街道（都市計画道路３・４・216号栃

木大通り、以下「蔵の街大通り」という。）沿いに建てられた見世蔵・土蔵・塗屋や大正期以

前の木造店舗などの建造物（以下「歴史的建造物」という。）が連たんする栃木市の代表的な

景観を形成している地区である。 

また、栃木市の特色の一つである「蔵の街とちぎ」の歴史的町並みを形成するシンボル地区

であることから、地区計画により個性豊かな歴史的町並み景観を保全し、周辺環境に調和した、

うるおいのあるまちづくりを形成することを目標とする。 

その他当該区

域の整備・開発

及び保全に関

する方針 

（土地利用の方針） 

歴史的建造物等のたたずまいによって醸し出される趣のある歴史的な町並みの保全・創出を

図り、将来にわたって周辺環境と調和した快適で魅力ある歴史的景観の形成を目指す。 

（建築物等の整備方針） 

歴史的建造物等の保全と、うるおいのある歴史的町並み景観の形成を図るため、地区の特性

に応じ、建築物等に関して次の事項を定める。 

（１）建築物の容積率の最高限度 

（２）壁面の位置の制限 

（３）壁面後退区域における工作物の設置の制限 

（４）建築物の高さの最高限度 

（５）建築物等の形態又は意
い

匠
しょう

の制限 

（６）かき又はさくの構造の制限 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積

率の最高限度 
30／10 

壁面の位置の

制限 

１．建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）から蔵の街大通りの道路

境界線までの距離は、0.2ｍ以上とし、北側出隅が最も蔵の街大通りに近接するものとする。 

２．蔵の街大通りに面する壁面は、北側出隅を支点として当該壁面が蔵の街大通りに平行する

位置から10ｍにつき0.15ｍ以上反時計回りの位置に配置する。 

壁面後退区域

における工作

物の設置の制

限 

自動販売機その他これらに類するものを設置する場合は、歴史的建造物の意匠に準じた覆い

をかぶせ、若しくは明度・彩度の低い色彩を施し、歴史的建造物に調和させるものとする。 

建築物の高さ

の最高限度 

１．建築物の高さは37ｍを超えてはならない。 

２．蔵の街大通りの境界線から距離6.3ｍまでの区域における建築物は、地下を除く階数を２

階以下とし、その高さは10ｍを超えてはならない。 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

１．屋上広告物及び屋上看板は設置してはならない。 

２．屋外広告物及び看板類（以下「広告物」という。）の面積は片面２㎡以下とする。 

また、広告物の数量は、１建築物につき２つ以内とする。 

ただし、歴史的建造物及びこれに準じて建築された建築物の１階屋根部分又は壁面に設置

された、木製又はこれに類する広告物についてはこの限りではない。 

３．広告物の色彩及び形状は周囲の景観に配慮したものとし、電飾を使用する場合は点滅しな

いものとする。 

また、夜光塗料や蛍光塗料は使用しないものとする。 

４．蔵の街大通りの境界線から距離6.3ｍまでの区域における建築物は、前面部分を平入りの

勾配屋根とする。 

また、建築物の１階の軒線の連続性を確保するため、蔵の街大通りに面するひさしの位置

については、隣接又は近接した見世蔵等の下屋ひさしの位置にそろえるものとする。 

５．建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺の建築物と調和した落ち着きのある色調（白色、黒

色、灰色等を基調とした無彩色又は明度の低い茶系統）のものとする。 

かき又はさく

の構造の制限 

１．蔵の街大通りに面する敷地を駐車場及び空地にする場合、並びに建築物を蔵の街大通りか

ら0.9ｍ以上後退して建築する場合は、出入り口を除いて蔵の街大通りとの境界に板塀や築

地塀などの周辺の歴史的建造物の意匠と調和した塀又は門を設置するものとする。なお、基

礎を構築する場合は基礎の高さは道路面から0.3ｍ以下とする。 

ただし、蔵の街大通りに沿った敷地を公共の用に供する場合は、門及び塀の位置を後退す

ることができる。 

２．蔵の街大通りに面する敷地を駐車場等にする場合で、蔵の街大通りと交差する道路（道路

法（昭和27年法律第180号）による道路（以下「道路」という。））が存する場合は、当該道

路の蔵の街大通りから10ｍまでは、出入り口を除いて道路との境界に板塀や築地塀などの周

辺の歴史的建造物の意匠と調和した塀又は門を設置するものとする。なお、基礎を構築する

場合は基礎の高さは道路面から0.3ｍ以下とする。 

ただし、道路に沿った敷地を公共の用に供する場合は、門及び塀の位置を後退することが

できる。 
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表 栃木駅前地区計画書 

名 称 栃木駅前地区計画 

位 置 栃木市境町及び河合町の各一部 

面 積 約 7.3ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目

標 

本地区は、ＪＲ及び東武栃木駅の北側に隣接した商業・業務地であり、栃木駅前土地区画整

理事業によって、健全で良好な市街地の形成を図るため、道路、公園、下水道等の公共施設及

び宅地の整備を行っている地域である。 

そこで、地区計画により、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、栃木駅周辺における商業・

業務の拠点となる快適な市街地形成を図る。 

土地利用の方

針 

栃木駅北口駅前広場を中心とする都市計画道路沿いについては、栃木市の玄関口として快適

で魅力ある商業・業務活動を促進し、都市機能の充実と高度利用を図る。 

また、それ以外の地区は、既存の住宅等と調和した商業・業務施設の集積と高度利用を図る。 

地区施設の整

備の方針 

土地区画整理事業により整備される地区内の道路及び公園について、その機能の維持・保全

を図る。 

建築物等の整

備の方針 

ゆとりある都市空間とうるおいのある町並み景観形成のため、地区の特性に応じ、建築物等

に関して次の制限を定める。 

（１）建築物等の用途 

（２）建築物の敷地面積の最低限度 

（３）壁面の位置 

（４）建築物等の形態又は意匠 

（５）かき又はさくの構造 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区

の 

区分 

地区の

名称 
Ａ地区 Ｂ地区 

地区の

面積 
約 3.9ha 約 3.4ha 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は建築してはなら

ない。 

(1)住宅（建築基準法別表第２(い)項第１号に

掲げる「住宅」をいう。） 

(2)１階を共同住宅、寄宿舎及び下宿（同法同

表第２(い)項第３号に掲げる「共同住宅、寄

宿舎及び下宿」をいう。)の用に供するもの 

(3)工場（同法同表第２(に)項第２号に掲げる

「工場」をいう。） 

(4)自動車教習所（同法同表第２(に)項第５号

に掲げる「自動車教習所」をいう。） 

(5)畜舎 

(6)倉庫（ただし、主たる建築物に附属するも

のを除く。） 

次の各号に掲げる建築物は建築してはなら

ない。 

(1)工場（建築基準法別表第２(に)項第２号に

掲げる「工場」をいう。） 

(2)自動車教習所（同法同表第２(に)項第５号

に掲げる「自動車教習所」をいう。） 

(3)畜舎 

(4)倉庫（ただし、主たる建築物に附属するも

のを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

100㎡ 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、都市計画道路の道路境界線（ただし、隅切部分

を除く。）までの距離は、１メートル以上とする。 

ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合及び２階以上の部分を除

く。 

(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル以下であるもの 

(2)車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面

積の合計が５平方メートル以内であるもの 

建築物等の形

態又は意匠の

制限 

建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色彩を避け、周辺の建築物と調和した落ち着きのあ

る色調のものとする。 

建築物の屋根の形態は、勾配屋根を基調とする。 

広告物、看板類は、周囲の景観的調和に配慮したものとする。 

かき又はさく

の構造の制限 

道路に面する敷地の部分にかき又はさくを設置する場合は、次の各号の一に掲げるものとす

る。ただし、高さが0.9メートル以下の部分を除く。 

(1)生垣 

(2)高さが1.8メートル以下の透視可能な材料で造られたもの 
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表 栃木駅前第２地区計画書 
名 称 栃木駅前第２地区計画 
位 置 栃木市境町、沼和田町及び河合町の各一部 
面 積 約 5.6ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目
標 

本地区は、ＪＲ両毛線及び東武日光線栃木駅の主に東側に位置し、土地区画整理事業によって健
全で良好な市街地の形成を図るため、道路、公園、下水道等の公共施設及び宅地の整備を行ってい
る地区である。 
このため、地区計画により、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、今後もこの良好な市街地環境

を保全することを目標とする。 

その他当該地
区の整備・開発
及び保全に関
する方針 

＜土地利用の方針＞ 
栃木駅北口駅前広場を中心とする商業地域は、北側に隣接する栃木駅前地区と一体的に商業・業

務施設の集積を促進し、都市機能の充実と高度利用を図る。（Ａ地区、Ｂ地区） 
地区の東側の第一種住居地域は、利便性の高い快適な住宅や教育施設の立地を図る。（Ｃ地区、

Ｅ地区） 
巴波川沿いの工業地域は、周辺の生活環境や教育環境に配慮しつつ工業施設の立地を図る。（Ｄ

地区） 
 
＜地区施設の整備方針＞ 
土地区画整理事業により整備される地区内の道路及び公園について、その機能の維持・保全を図

る。 
 
＜建築物等の整備方針＞ 
ゆとりある都市空間とうるおいのある街並み景観形成のため、地区の特性に応じ、建築物等に関

して次の制限を定める。 
（１）建築物等の用途 
（２）建築物の敷地面積の最低限度 
（３）壁面の位置 
（４）建築物等の形態又は意匠 
（５）かき又はさくの構造 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区
の 
区分 

地区の
名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 Ｄ地区 Ｅ地区 

地区の
面積 

約 0.8ha 
(商業地域) 

約 0.8ha 
(商業地域) 

約 1.2ha 
(第一種住居地域) 

約 0.8ha 
(工業地域) 

約 2.0ha 
(第一種住居地域) 

建築物等の用
途の制限 
（次の各号に
掲げる建築物
は建築しては
ならない。） 

(1)住宅（建築基
準法別表第２
(い)項第１号
に掲げる「住
宅」をいう。） 

(2)１階を共同住
宅、寄宿舎及び
下宿（同法別表
第２(い)項第
３号に掲げる
「共同住宅、寄
宿舎及び下宿」
をいう。)の用
に供するもの。 

(3)工場（ただし、
令 130 条の６
に定めるもの
を除く。） 

(4)自動車教習所 
(5)畜舎 
(6)倉庫（ただし、
主たる建築物
に附属するも
のを除く。） 

(1)工場（ただし、
令 130 条の６
に定めるもの
を除く。） 

(2)自動車教習所 
(3)畜舎 
(4)倉庫（ただし、
主たる建築物
に附属するも
のを除く。） 

(1)工場（ただし、
令 130 条の６
に定めるもの
を除く。） 

(2)自動車教習所 
(3)畜舎 
(4)倉庫（ただし、
主たる建築物
に附属するも
のを除く。） 

(1)自動車教習所 
(2)畜舎 

(1)工場（ただし、
令 130 条の６
に定めるもの
を除く。） 

(2)自動車教習所 
(3)畜舎 
(4)倉庫（ただし、
主たる建築物
に附属するも
のを除く。） 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

100㎡ 

壁面の位置の 
制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から、都市計画道路の道路境界線
（ただし、隅切部分を除く。）までの
距離は、１メートル以上とする。 
ただし、建築物又は建築物の部分が

次の各号の一に該当する場合を除く。 
(1)２階以上の部分 
(2)外壁又はこれに代わる柱の中心線
の長さの合計が３メートル以下で
あるもの 

(3)車庫、物置その他これらに類する
用途に供し、軒の高さが2.3メート
ル以下で、かつ、床面積の合計が５
平方メートル以内であるもの 

建築物の外壁又はこれに代わる柱
の面から、道路境界線（ただし、隅切
部分を除く。）までの距離は、１メー
トル以上とする。 
ただし、建築物又は建築物の部分が

次の各号の一に該当する場合を除く。 
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線
の長さの合計が３メートル以下で
あるもの 

(2)車庫、物置その他これらに類する
用途に供し、軒の高さが2.3メート
ル以下で、かつ、床面積の合計が５
平方メートル以内であるもの 

建築物の外壁
又はこれに代わ
る柱の面から、道
路境界線（ただ
し、隅切部分を除
く。）までの距離
は、３メートル以
上とする。 
ただし、車庫そ

の他これらに類
する用途に供し、
軒の高さが2.3メ
ートル以下であ
る建築物を除く。 

建築物等の形
態又は意匠の
制限 

建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色彩を避け、周辺の建築物と調和した落ち着きのある色
調のものとする。 
建築物の屋根の形態は、勾配屋根を基調とする。 
広告物、看板類は、周囲の景観的調和に配慮したものとする。 

かき又はさく
の構造の制限 

道路に面する敷地の部分にかき又はさくを設置する場合は、次の各号の一に掲げるものとする。
ただし、高さが0.9メートル以下の部分を除く。 
(1)生垣 
(2)高さが1.8メートル以下の透視可能な材料で造られたもの 
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 ③ 都市計画道路の整備方針 

   栃木市の都市計画道路は、市全体で 55 路線を計画決定している。これまで、主に市街地

縁辺
えんぺん

部や国県道部の整備を進め、現在は都市計画道路小山栃木都
つ

賀
が

線などを遂
つい

次
じ

整備してい

る。市街地内における道路は、昭和 40 年～50 年代に計画決定したものの、権利関係の複雑

さや多くの費用と時間を要することから整備が先送りされ、面的整備地区における整備が中

心となっており、特に歴史的な町並みが残る栃木地域の中心市街地において、多くの路線が

未整備となっている。今後は、歴史的な町並みの維持に努め、広域的な幹線道路整備による

交通の流れなどを踏まえ、必要性等の再検証が必要な路線については、栃木県が策定した『栃

木県都市計画道路検証の基本方針（案）』に基づき、検証・見直しを図る。 

 

＜『栃木県都市計画道路検証の基本方針（案）』（平成 19年（2007）３月）における見直しの視点＞ 

１．路線の計画上の視点 

 ① 土地利用計画、まちづくりとの一体性の視点 

  （上位計画との整合性、将来都市像・都市交通の目標、土地利用・都市施設との一体性） 

 ② 各都市の個性や状況に対応する視点 

  （歴史、都市構造、都市計画決定状況・整備状況、将来交通需要の伸び等） 

 ③ 道路ネットワーク等広域的な視点 

  （広域的な道路ネットワーク、周辺道路との関連性・将来交通需要予測の検証） 

 ④ 要求される多様な機能の確保の視点 

  （交通機能・空間機能・市街地形成機能・防災機能・シンボル機能・アメニティ機能等） 

 ⑤既存ストックの有効活用の視点 

  （機能を代替する道路や既存道路での役割分担可能な場合の既存道路の有効活用） 

２．必要性と実現性の視点 

  （必要性の変化の要因や事業の実現化に支障を来す要因の評価を踏まえた検証） 
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図 都市計画道路の整備状況（平成 27年(2015)４月） 

【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 

資料：栃木市都市計画マスタープラン（改訂版） 
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(２) 景観計画との連携 

 ① 市全域の景観形成の方針と行為の制限 

   栃木市では、地域の特性に応じた良好な景観を守り、育て、創るため、景観法に基づく「栃

木市景観計画（平成 27年（2015）４月施行）」を策定し、あわせて「栃木市景観条例」を制

定し、総合的な景観形成を進めている。 

   栃木市景観計画では、栃木市全域を「景観計画区域」とし、景観まちづくりの基本目標や

基本方針及び４つのゾーン別の景観形成の方針のもと、届出勧
かん

告
こく

制度による大規模な建築物

等の行為の制限、「景観重要建造物」の指定の方針等を定めている。 

   栃木市の歴史的風致は市内各所に広がっていることから、事業展開に合わせて景観計画と

連携し、歴史的風致の維持向上に努める。 

 

 

図 景観構造図【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 

資料：栃木市景観計画 
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図 市街地利用ゾーン 

＜商業・業務系市街地（歴史的な町並み）＞における景観形成イメージ 

資料：栃木市景観計画 

 

 

図 景観構造図【重点区域・村檜神社区域の拡大図】 

資料：栃木市景観計画 
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表 大規模行為等における届出対象行為 

区分 行為の種類 届出対象規模 

建築物 

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更する

こととなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

高さ 10ｍを超えるもの又

は建築面積 1,000㎡を超え

るもの 

 

表 大規模行為等における景観形成基準 

項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 

□眺望景観に配慮した配置 

 ●ランドマークや山並み等のスカイライン等への眺望を、できる限り確保

するように配置する。 

□周辺の景観特性を考慮した配置 

 ●敷地内や周辺に、良好な樹林や樹木、河川や水辺がある場合、これを活

かせるように配置する。 

高さ 

□眺望景観に配慮した高さ 

 ●地域のシンボル的な景観や山並み等への眺望に配慮した高さとする。 

□周辺の景観特性に配慮した高さ 

 ●地域の特性に応じた周辺景観に配慮し、それらと調和した高さとする。 

形態 

意匠 

□周辺と調和した統一感のある形態・意匠 

 ●周辺の基調となる景観に配慮した形態であるとともに、全体としてまと

まりのある形態とする。 

色彩 

□周辺の建築物や背景の色彩との調和 

 ●その地域の建築物の色彩の傾向、その地域の背景となっている周辺の自

然的景観等の色彩等と調和したものとする。 

 ●色彩ガイドラインに適合し、良好な景観形成に資する色彩とする。 

素材 

□地域の特性と自然を活かした素材 

 ●自然素材を活用するとともに、耐久性、季節や気候の変化に強い素材を

使用する。 

 ●伝統的に使用されてきた素材等、地域の景観を特徴付ける素材や地場産

業の素材、伝統的な工法を積極的にとり入れる。 

その他 

□付帯設備 

 ●屋外や屋上の設備は通りからの見え方に配慮した配置や、建築物と一体

的なデザインの格子状のもので覆うなど、直接見えにくくする。 

□付属施設 

 ●車庫や物置、倉庫等の付属物は、圧迫感を生じないようにし、建築物と

一体的なデザインとするなど、雑然としないように努める。 

 ●屋外広告物やサインは、大きさ・色・形状に配慮して、周辺環境に配慮

したデザインとする。 

 ●屋外照明を設置する場合は、夜間の景観を良好なものとし、安全の確保

に十分な光量で過剰な光が周囲に散乱しないよう配慮する。 

□既存木の活用と風土にあった緑化 

 ●敷地内に優れた樹木がある場合は、保存等により修
しゅう

景
けい

に活かす。 

 ●新たな樹木を植栽する場合は、地域の気候や風土にあった、周辺植生と

調和した樹種を選定する。 

□景観に配慮した再生可能エネルギーの活用促進 

 ●太陽光発電設備や風力発電設備等の設置においては、周囲の良好な景観

を著しく損ねないよう配慮する。 
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 ② 景観形成重点地区の指定 

   栃木市景観計画では、地域住民等と協働して地域特性に応じたきめ細かな景観形成を図る

べき区域を、条例に基づく「景観形成重点地区」として指定し、地区単位で景観形成を進め

ていくこととしている。 

   景観形成重点地区として指定する区域を、特徴ある景観を有する町並みの保全活用を図る

地域、地域のシンボルとなっている自然景観の保全を図る地域、魅力ある景観の創出を目指

す地域の３地域に分け、本計画の重点区域「旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域」と「村

檜神社区域」の両区域において、景観形成重点地区の候補地として設定しており、今後、重

点地区の指定について検討していく。 

 

(３) 屋外広告物について 

   栃木市における屋外広告物は、「栃木県屋外広告物条例（昭和 39年（1964）10月 1日栃木

県条例第六十四号）」により規制されている。この条例では、適用除外として定められている

場合を除き、原則として屋外広告物を掲出することができない「禁止地域」と原則として許

可が必要な「許可地域」が定められている。 

   屋外広告物は、景観に対する影響が大きく、また景観形成上重要な要素であり、周辺環境

との調和が求められる。 

   重点区域は、禁止地域と許可地域が混在し規制内容が異なっていることから、良好な景観

が阻害されることが懸念される。 

   そこで、重点区域内の歴史的風致の維持及び向上を図るため、今後は、市独自の屋外広告

物の設置規制や適正な維持管理を行う条例の制定を目指す。 

 

表 栃木県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の設置の禁止地域の具体的な例 

① 都市計画法第２章の規定により定められた第１種・第２種低層住居専用地域、

第１種・第２種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特

別緑地保全地区、伝建地区(これらのうち、知事が指定する地域に限る。) 

② 指定文化財等 

③ 保安林（知事が指定する地域に限る。） 

④ 国立公園、県立自然公園 

⑤ 自然環境保全地域等 

⑥ 保存樹木 

⑦ 指定道路又は指定鉄道 

⑧ 指定道路又は指定鉄道の路端から両側 500ｍ以内の地域（用途地域、30 戸以上

の家屋連続区域及び鉄道の停車場の区域を除く。） 

⑨ 都市公園 

⑩ 河川、湖沼、渓谷等（知事が指定する地域に限る。） 

⑪ 指定公共用広場又は指定駐車場 

⑫ 官公署、学校、図書館等 

⑬ 古墳、墓地等（知事が指定する地域に限る。） 

⑭ 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域で、知事が指定する区域 
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図 重点区域の屋外広告物規制図 

【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 

 

 

図 重点区域の屋外広告物規制図 

【重点区域・村檜神社区域の拡大図】 

東北縦貫自動車道 
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(４) 栃木市歴史的町並み景観形成要綱について 

   栃木市では歴史的な建造物を保全するために、平成２年（1990）に、「栃木市歴史的町並み

景観形成要綱」と「同補助金交付要綱」を制定して、「歴史的町並み景観形成地区」を設定し、

江戸末期から昭和前期頃に建てられた景観上重要な歴史的・文化的資産である建造物を「歴

史的建造物」に指定し、歴史的建造物の外観やそれらに付
ふ

随
ずい

する工
こう

作
さく

物
ぶつ

の修景整備を進めて

いる。現在、指定された歴史的建造物は 105件に及ぶ。 

   今後は、景観形成補助金制度の拡充を検討するとともに、町並みの連続性を阻害している

建物の外観について、歴史的町並みに調和した形態、意匠となるよう整備を行う。 

 

 

図 栃木市歴史的町並み景観形成地区と歴史的建造物の位置 

【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域の拡大図】 
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(５) 重要伝統的建造物群保存地区との連携 

   嘉右衛門町伝建地区には、問屋業に関わる見世蔵や土蔵をはじめとする江戸末期から昭和

前期頃にかけての伝統的な建造物が群としてよく残り、問屋業で栄えた栃木の歴史を今に伝

えている。 

   それらの問屋業により培
つちか

われてきた町の履歴を示す多種多様な形態の伝統的な建造物が

建ち並ぶ町並みを保存していくために、「栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区保存計

画」を策定し、主として昭和前期（昭和 20年（1945）頃）までにかけて建造された建築物そ

の他の工作物のうち、伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものを「伝統的建

造物」として定めるとともに、伝統的建造物群と一体を成す環境を保存するため、特に必要

があると認められる物件（土地及び自然物等）を「環境物件」として定め、修理事業を実施

している。 

   また、地区全体に現状変更の規制を行い、保存地区内の新しい建物や空き地に対しても修

景事業を実施し、歴史的風致との調和を図るための整備に努めている。 

   嘉右衛門町伝建地区は、この保存計画に基づいた文化財としての伝統的建造物群の保存を

進めながら、歴史的風致維持向上計画の重点区域の中心的地域であることから、その周辺環

境の保全・整備を一体的に行い、歴史的資源を活かしたまちづくりを推進していく。 

 

 

表 修理基準 

建築物 

位 置 

外観を維持するため、原則として現状維持又は復原修理とする。 

高 さ 

形 態 

構 造 

意 匠 

色 彩 

建築設備等 

建築設備等は公共の場から容易に望見できる位置に設置しない。 

ただし、やむを得ず望見できる場所に設置する場合には、伝統的建造物

と調和する材料、仕上げ、着色等を施すか、伝統的建造物と調和する目

隠し等により外観上目立たないようにする。 

工作物 塀・門等 現状維持又は復原のための修理を行う。 

環境物件（樹木等） 現状維持又は復原のための復旧を行う。 
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表 修景基準 

建築物 

位 置 

それぞれの通りが持つ歴史的な特性に配慮し、歴史的町並みとしての

一体性と連続性を損なわないものとする。 

通りに面して建物を置く場合には、外壁の位置を周囲の伝統的建造物

と合わせる。 

高 さ 棟高 10ｍ以下、かつ、２階建以下とする。 

規 模 周囲の伝統的建造物と合わせる。 

形 態 

歴史的風致と調和したものとする。 

２方向以上の勾配屋根とする。 

旧日光例幣使道沿いは、切妻造・平入で１階に下屋庇もしくは小庇を

設ける。 

意匠 

屋 根 

（勾配・

材料等） 

周囲の伝統的建造物と合わせる。 

黒色又は銀鼠色の桟瓦葺とする。 

壁 面 

（仕上

等） 

漆喰塗り、板張り等、歴史的風致と調和したものとする。 

開口部 歴史的風致と調和した規模、形状とし、木製建具を基本とする。 

色 彩 歴史的風致と調和した落ち着いた色彩とする。 

建築設備等 

建築設備等は公共の場から容易に望見できる位置には設置しない。 

ただし、やむを得ず望見できる場所に設置する場合には、修景した建

築物と調和する材料、仕上げ、着色等を施すか、修景した建築物と調

和する目隠し等により外観上目立たないようにする。 

工作物 

（塀・門等） 

伝統的な材料や構法による、歴史的風致と調和したものとする。 

巴波川沿いにおいては、原則として、黒板塀とする。 

屋外広告物 
自家用看板とし、歴史的風致に調和した位置、形状、意匠、色彩とす

る。 
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表 許可基準 

建築物 

位 置 
それぞれの通りが持つ歴史的な特性に配慮し、歴史的町並みとしての

一体性と連続性を損なわないものとする。 

高 さ 
棟高は 10ｍ以下とする。 

旧日光例幣使道沿いは、棟高 10ｍ以下、かつ、２階建て以下とする。 

規 模 歴史的風致を損なわないものとする。 

形 態 

歴史的風致を損なわないものとする。 

２方向以上の勾配屋根とする。 

旧日光例幣使道沿いは、２方向以上の勾配屋根とし、かつ、一方を通

り側に葺き下ろし、１階には下屋庇もしくは小庇を設ける。 

意匠 

屋 根 

（勾配・

材料等） 

歴史的風致を損なわないものとする。 

壁 面 

（仕上

等） 

歴史的風致を損なわないものとする。 

開口部 歴史的風致を損なわないものとする。 

色 彩 歴史的風致を損なわない落ち着いた色彩とする。 

建築設備等 

建築設備等は公共の場から容易に望見できる位置には設置しない。 

ただし、やむを得ず望見できる場所に設置する場合には、歴史的風致

と調和する材料、仕上げ、着色等を施すか、歴史的風致と調和する目

隠し等により外観上目立たないようにする。 

工作物 

（塀・門等） 

それぞれの通りが持つ歴史的な特性に配慮し、歴史的町並みとしての

一体性と連続性を損なわないものとする。 

巴波川沿いにおいては、歴史的風致に調和した形態、意匠とする。 

屋外広告物 
自家用看板とし、歴史的風致を損なわない位置、形状、意匠、色彩と

する。 

宅地の造成その他の土地の

形質の変更 
変更後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする。 

木竹の伐採 伐採後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする。 

土石類の採取 採取後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする。 

水面の埋立て又は干拓 埋立て・干拓後の状態が、歴史的風致を損なわないものとする。 
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(６) 農業振興地域整備計画について 

   重点区域である「村檜神社区域」の一部に農業振興地域が指定されている。 

   良好な農業環境の保全を図るため、農業行政と連携して農地の保全などに取組み、歴史的

風致の維持向上を図る。 

 
 

図 村檜神社区域の農業振興地域 
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１ 栃木市全体に関する事項 

(１) 文化財の保存・活用の現況と今後の方針 

   栃木市には、国指定文化財が６件、重伝建地区が１箇所、県指定文化財が 41件、市指定文

化財が 198 件、国の登録有形文化財が 54 件、計 300 件の文化財があり、市内各地に広く点

在している。 

   これらの国県市の指定等文化財については、文化財保護法、栃木県文化財保護条例、栃木

市文化財保護条例のほか、関連法令に基づいて保存管理を実施し、必要に応じ所有者等に対

して保存管理に向けた助言等を行ってきており、引き続き適切な保存管理を実施するととも

に、所有者等との連携の下、計画的に保護のための措置を講ずる。 

   また、未指定の文化財も数多く存在することから、大学等の研究機関や民間団体とも連携

し、文化財の調査・研究を継続して実施し、価値が認められたものについては市指定や国の

登録制度の活用を検討することで適切な保護を行う。 

   有形文化財（建造物）・史跡の保護に当たっては、以下のとおり行うものとする。 

   国指定文化財については、保存活用計画を策定し、計画に基づき適切に維持管理するとと

もに、保存整備・活用を推進する。国の登録有形文化財については、適切な保存管理や活用

が図られるよう、物件ごとに所有者及び管理者と協議し、保存活用計画の策定を推進する。

また、県市の指定文化財及び未指定文化財については、所有者及び管理者に対し、適切な維

持管理、保存・活用が図られるよう協議を行うとともに、指導・助言又は支援を行う。 

   無形の民俗文化財の保護に当たっては、その活動の記録を作成するとともに、今後も活動

を継承していくことが可能となるよう、担い手育成に対する支援を行う。 

   さらに、未指定も含めた文化財の総合的な把握と保護や活用の方針について定めるため、

別途「栃木市歴史文化基本構想」や「文化財保存活用地域計画」の策定を進める。 

 

(２) 文化財の修理（整備）に関する方針 

   有形文化財の建造物は、経
けい

年
ねん

劣
れっ

化
か

や風雨等の外的要因によるき損や、滅
めっ

失
しつ

を招く恐れがあ

り、日頃の維持管理を主とした予防対策と被害を受けた後の適切な修理が必要である。 

   指定等文化財の修理や整備については、所有者等による維持管理や日常的な点検により損

傷の早期発見に努めるとともに、所有者等の意識向上のため適切な助言を実施する。 

   また、これら指定等文化財の修理や整備にあたり、文化財の価値を損なうことなく修理を

行う必要があることから、過去の修理履歴や調査記録を整理及び調査した上で、現状や修理

箇所の詳細な調査を実施し、修理の方法及び内容を検討するとともに、関係機関と調整し、

各分野の専門家の指導により修理の方法及び内容の厳
げん

密
みつ

性
せい

、客観性を高めて保護のための措

置を講ずる。なお、調査情報は蓄積し、今後の維持管理や保存のための助言に活用する。 

   さらに、所有者等の財政的負担の軽減のため、指定等文化財の修理には各種補助制度を積

極的に活用する。未指定の文化財や、歴史的風致形成建造物として指定した建造物の修理に

ついては、所有者等と協議しながら、保存のための対策を講ずる。 
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(３) 文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

   栃木市の文化財の保存・活用を行うための施設は、合併以前から各地域（岩
いわ

舟
ふね

地域を除く）

に整備されており、下
しも

野
つけ

国
こく

庁
ちょう

跡資料館・星
ほし

野
の

遺跡地層たんけん館・郷土参考館・蔵の資料館

「古
こ

久
く

磯
いそ

提
ちょう

灯
ちん

店
てん

見
み

世
せ

蔵
ぐら

」（栃木地域）、おおひら歴史民俗資料館・おおひら郷土資料館「白
しら

石
いし

家
け

戸
こ

長
ちょう

屋
や

敷
しき

」（大
おお

平
ひら

地域）、藤
ふじ

岡
おか

歴史民俗資料館（藤岡地域）、都
つ

賀
が

歴史民俗資料館（都賀地

域）、西
にし

方
かた

民俗資料室（西方地域）があり、地域文化や文化財・先人・偉
い

人
じん

の功
こう

績
せき

についての

展示施設として利用されている。 

   今後も、これらの施設において文化財の保存・活用を行うものとするが、各施設とも、老

朽化に伴う機能の低下や施設の狭
きょう

小
しょう

の問題等の課題があり、郷土資料や民俗関係資料、考

古資料を収蔵している施設も各施設に点在し、加えて観光施設や学校、体育館等の小規模な

施設にも資料が分散して収蔵されていることから、施設の集約化や資料館、展示施設の見直

しを行い、将来的には資料を一元管理し、一定の保存管理ができる施設の整備を目指す。 

   さらに、より多くの人々に興味・関心を持ってもらうため、文化財の情報を広く発信し、

文化財の説明板や誘導サイン、位置サイン等の公共サインの設置を推進する。 

 

(４) 文化財の周辺環境の保全に関する方針 

   文化財は周辺環境も含め価値を持つものであり、文化財の保存だけではなく、周辺環境の

保全も視野に入れる必要があることから、都市計画法や景観法、栃木市の関係条例等による

制度・規制を積極的に活用することにより、引き続き良好な景観の保全に努める。 

   また、文化財の説明板や誘導サイン、位置サイン等の新設・再整備の際は文化財やその周

辺環境と調和したものを設置し、周辺環境の保全を図る。 

 

(５) 文化財の防災に関する方針 

   地震、落雷、水害、火災等による自然災害を原因とする有形文化財の損壊や滅失の危険性

を低下させるため、所有者や管理者による防災対策の注意喚
かん

起
き

を促すとともに、被災した場

合には迅
じん

速
そく

な対応が可能となるよう、文化財の啓発活動や文化財防火デーを活用し、地域住

民が参加した防火訓練や消火体制等の日常的な備えの取組みを促す。 

   また、個別の有形文化財ごとに防災対策を検討するとともに、現状の文化財の記録を行い、

整理保管し、被災した場合の復
ふく

元
げん

に資する資料の整備に努める。 

   さらに、各専門家や研究機関、修理業者と連携し、被災履歴の記録や被災文化財の復旧作

業を行えるよう体制を準備する。 

   なお、文化財については盗難や放火等の防犯についても注意が必要なことから、所有者等

へ防犯設備の設置についても促していくものとする。 

 

(６) 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 
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   文化財の保存及び活用の普及・啓発については、チラシやパンフレットの作成、配布等を

はじめ、文化財の情報提供や展示・公開を行っている。 

   しかし、地域住民の間では、文化財の歴史的価値を誤解したり、保存より活用を優先する

考えが生じているため、保存あっての活用という認識を広める。 

   また、学問的研究に基づいた根拠ある歴史的価値を理解し、地域住民が自ら調べる姿勢と

本物志向を促す必要があることから、文化財の歴史的価値と保存の重要性について市民や事

業者に広く知ってもらうため、説明板等の設置やパンフレットなどの作成・配布とともに、

学校や公民館での講座やイベントを開催し普及・啓発を図る。 

   さらに、遠隔地からも文化財情報にアクセスできるようデジタル技術を活用して情報を発

信するような体制の導入について検討する。 

 

(７) 埋蔵文化財の取扱いに関する方針 

   平成 27年（2015）３月に遺跡分布地図を刷
さっ

新
しん

したことから、遺跡分布地図が整備されてい

なかった地域も、統一した基準により文化財保護法に基づく保護が行えるようになった。 

   今後は、周知の埋蔵文化財包
ほう

蔵
ぞう

地
ち

において土木工事等を行おうとする際の届出や、これま

で知られていない遺跡が発見された場合の届出等については、その義務を徹底するとともに、

栃木県教育委員会の指導助言を仰ぎながら、開発に係る関係者と十分な協議を行い、その保

護を図る。 

   さらに、研究や文献、過去の調査の成果、現地の状態等により重要度を判断し、重要と考

えられる包蔵地においては地下の保存を優先するとともに、破壊が回避できない場合には十

分な記録保存を行う。また、重要度の高い発掘調査については、栃木県教育委員会や関係機

関等と連携のもと確認を行い、客観性を担保する。 

   出
しゅつ

土
ど

遺
い

物
ぶつ

等についても適切な保存管理ができる場所の確保に努める。 

 

(８) 文化財の保存・活用に向けた市の体制と今後の方針 

   栃木市では、文化財保護については教育委員会の「文化課」が所管しており、学芸員２名

（考古、保存科学）、事務職員２名を配置している。一方で、伝建地区における修理事業のほ

か、歴史まちづくり施策の検討については、市長部局の「蔵の街課」が所管しており、景観

計画を所管する「都市計画課」と相互に連携しながら文化財の保存活用と歴史まちづくりを

推進している。 

   文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議を行う機関として、栃木市文化財保

護条例に基づき「栃木市文化財保護審議会」を設置しており、専門分野として建造物が１名、

絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料が４名、有形の民俗文化財、

無形の民俗文化財が２名、遺跡、動物・植物・地質鉱物が３名である。また、栃木市伝統的

建造物群保存地区保存条例に基づき「栃木市伝統的建造物群保存審議会」を設置しており、

適切な文化財の保存・活用を進めている。このほか、栃木市景観条例に基づき「栃木市景観
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審議会」を設置している。 

   今後は、文化財の保存・活用の視点に立ち、観光部局との連携強化体制の充実を図る。 

 

(９) 各種団体の状況及び今後の体制整備の方針 

   栃木市の文化財を保存・活用していくためには、栃木市の行政機関だけで取組むのは困難

であるため、地域において文化財の保存・活用に取組んでいる団体と連携をとることが重要

である。 

   栃木市においては、文化財の保存団体や民俗芸能等の保存団体が多く存在する。 

   これまで、市内各地の様々な文化財について、市において調査研究を進めてきたが、これ

らの文化財の保存と活用は、必ずしも組織的に行われてきたとは言えないことから、地域の

様々な文化財の、その周辺環境を含めた総合的な保存・活用を視野に入れた調査研究を行う

とともに、保存・活用するための団体等の育成を進める。 

   また、市内各地で民俗芸能等の保存団体が精力的な活動を行っているが、多くの団体が後

継者、指導者の不足など、運営面で様々な課題を抱えていることから、今後は、こうした各

団体が抱える課題を共有化するとともに、継承される技術や道具等について情報交換を行う

ため、民俗芸能等の保存団体間の連携強化を図る。 

 

表 栃木市の文化財の保存・活動等に関わり市が活動を支援している団体の一覧 

（保存会は指定民俗文化財の団体） 

 機関・団体名 
主な活動 

エリア 
活動内容 

１ 下野国庁跡・地区文化財整備委員会 栃木地域 下野国庁跡の維持管理、保存 

２ 文化財山
だ

車
し

保存会 栃木地域 山車の維持管理、保存 

３ 大
おお

宮
みや

神社獅
し

子
し

舞
まい

保存会 栃木地域 大宮神社の獅子舞の保存、継承 

４ 富
とみ

田
だ

節
ぶし

保存会 大平地域 富田節の保存、継承 

５ 横
よこ

堀
ぼり

神
かぐ

楽
ら

保存会 大平地域 横堀の太
だい

々
だい

神楽の保存、継承 

６ 新
あらい

神
かん

田
だ

囃
ばや

子
し

保存会 大平地域 新の神田五段囃子の保存、継承 

７ 都賀町郷土芸能推進委員会 都賀地域 無形の民俗文化財の保存、継承の連合団体 

８ 小
こ

天
てん

狗
ぐ

流
りゅう

杖
じょう

術
じゅつ

保存会 都賀地域 木の杖術の保存、継承 

９ 関
かん

白
ぱく

流
りゅう

獅子舞保存会 都賀地域 関白流獅子舞の保存、継承 

10 升
ます

塚
づか

文
ふ

挾
ばさみ

小
こ

流
りゅう

獅子舞保存会 都賀地域 升塚文挾小流獅子舞の保存、継承 

11 上
かみ

新
しん

田
でん

文
ふ

挾
ばさみ

流
りゅう

獅子舞保存会 都賀地域 上新田文挾流獅子舞の保存、継承 

12 依
よ

田
だ

流
りゅう

鷲
わし

宮
のみや

太々神楽保存会 都賀地域 依田流鷲宮太々神楽の保存、継承 

13 西方町文化財愛護ボランティア 西方地域 
西方城址の管理、登山道整備、旧西方町域

の資料収集、整理、保存 

14 大
おお

沢
さわ

田
だ

太々神楽保存会 西方地域 大沢田太々神楽の保存、継承 
 

２ 重点区域に関する事項 
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(１) 文化財の保存・活用の現況と今後の具体的な計画 

   重点区域内には、国指定文化財が１件（村
むら

檜
ひ

神社区域）、重伝建地区が１箇所（旧
きゅう

日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

及び巴
うず

波
ま

川
がわ

周辺区域）、県指定文化財が５件（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区

域）、市指定文化財が 20 件（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 19、村檜神社区域１）、

国の登録有形文化財 52件（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域）が所在し、特に登録有形

文化財は、重点区域（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域）内に集中している。これらに

ついては、これまでに文化財保護法や栃木県文化財保護条例、栃木市文化財保護条例、栃木

市伝統的建造物群保存地区保存条例のほか、関係法令に基づき保護のための措置がとられて

きた。今後も引き続き、各指定等文化財の特徴や特性に応じた計画的な保護を図り、必要に

応じて保存活用計画の策定を促進する。 

   旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域では、景観や町並みを維持する上で重要な建造物を、

以前より歴史的建造物として指定し保全してきたが、これらは多数が未指定の文化財である

ことから、修理が必要なものや活用に供することができるものは、市指定文化財への指定を

含めた調査を行い、保存対策を検討する。また、個人所蔵の収蔵品や文書資料は、収集や保

管について法令による義務付けがないため破棄されることが多く、建造物やその来
らい

歴
れき

を語る

上で重要な資料の保存に関して考慮されていないことから、保存・保管について大学と連携

しての体制や設備の確立を検討する。 

 

(２) 文化財の修理（整備）に関する具体的な計画 

   重点区域内には、伝建地区内の伝統的建造物及び指定等の文化財建造物のほか、重要文化

財村檜神社本殿や市内の歴史的風致を構成する未指定の文化財建造物など、修理が必要な有

形文化財が多く存在している。これらの文化財は経年劣化により屋根や土台周辺部材の劣化

が進んでおり、雨漏りによる部材の腐
ふ

朽
きゅう

や蟻
ぎ

害
がい

の被害を受けて歪
ゆが

みや傾きを引き起こし、倒

壊等による滅失の恐れにつながることから、早急かつ計画的に修理事業を実施する必要があ

る。 

   事業の実施にあたっては、文化財の価値を損ねないよう過去の改変履歴や調査記録等の活

用と、新たな調査研究に基づいた修理を行うとともに、文化財保護法や栃木県文化財保護条

例、栃木市文化財保護条例、栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区保存計画に基づいて

修理を適切に行う。 

   未指定の有形文化財である建造物は、所有者等と協議を行い歴史的風致形成建造物として

指定の上、修理や活用等に係る費用について支援する。 

 

(３) 文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

   重点区域内に立地する文化財の保存や情報発信をする施設としては、旧日光例幣使街道及

び巴波川周辺区域では考古や歴史、民俗資料等を収蔵・展示している郷土参考館や蔵の資料

館「古
こ

久
く

磯
いそ

提
ちょう

灯
ちん

店
てん

見
み

世
せ

蔵
ぐら

」があり、そのほか多くの文化財建造物が一般公開されているもの
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の、村檜神社区域には情報発信を行う施設はない。また、文化財としての価値を説明する説

明板の老朽化または未設置、誘導サイン、位置サインの未整備など、ガイダンス機能が不十

分な状況にある。 

   そのため、重点区域内の文化財の情報を発信する施設の整備、各説明板等の設置・整備及

び多言語化を図り、来訪者が安心して文化財にアクセスでき、その価値を十分理解できるよ

う環境を整える。 

 

(４) 文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

   重点区域内の指定等文化財及び歴史的価値の高い建造物が分布する周辺地域については、

文化財を核としてその周辺環境を一体的に保存するために、都市計画法や景観法等の関連法

令等と連携することで一体的な保全を図る。 

   旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域においては、平成２年（1990）に「栃木市歴史的町

並み景観形成要綱」を制定して、一部において「歴史的町並み景観形成地区」に指定し歴史

的町並みの保全を進めてきており、引き続き周辺環境と調和したまちづくりを推進する。 

   また、文化財の周辺環境と調和のとれた景観整備として、無電柱化、歩道の整備、道路舗

装の美
び

装
そう

化
か

、周辺環境と調和する街路灯の整備を行い、良好な景観形成を図る。 

 

(５) 文化財の防災に関する具体的な計画 

   火災予防については、防火訓練を毎年１月 26 日の文化財防火デーにあわせ、重伝建地区

である嘉右衛門町伝建地区で、消防本部職員、地元消防団員、地域住民、市などが協力して

実施しており、今後も継続して行うとともに、重要文化財である村檜神社本殿等における実

施も検討し、協議していく。 

   歴史的建造物は主に木造の建築物で構成されているため、火災や、近年頻発している地震

や台風、豪雨等の自然災害に脆
ぜい

弱
じゃく

なものも多い。そのため、防災施設の整備等を行うととも

に、所有者等と協議を行い、個々の歴史的建造物に対して耐震診断を実施し、補強修復計画

の立案や耐震補強の実施を検討する。 

   また、旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域においては、嘉右衛門町伝建地区防災計画の

推進等により、火災をはじめとした地震や台風等の災害から住民や建築物等を守るための総

合的な防災対策に取組むとともに、市街地の防災計画を策定することで、災害抑制、地域住

民による初期消火、効率的に防災活動に取組める設備導入を検討し、それらの設備に対して

は修
しゅう

景
けい

整備を行う。 

 

(６) 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

   重点区域内に分布する文化財の普及・啓発に係る取組みを推進することは、歴史的風致を

維持及び向上させる上でも重要であることから、様々なマスメディアの活用やイベントの実

施等により、市内外に対して積極的に文化財についての情報発信を図るとともに、パンフレ
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ットの作成や配布など、観光振興も視野に入れた情報発信を強化する。また、民俗芸能の継

承と人材育成に向けて、学校が一つの核となり子どもの時から民俗芸能に親しむ体験の機会

を増やすなど、地域と学校が連携しながら、学校教育の中で文化財とふれあい、学ぶ機会の

充実を図る。 

 

(７) 埋蔵文化財の取扱いに関する具体的な計画 

   村檜神社区域には、周知の埋蔵文化財包蔵地が所在しており、栃木市にとって重要な遺跡

として文化財保護法に基づいた保護措置が求められる。 

   周知の埋蔵文化財包蔵地内で行われる土木工事等の際の届出や、届出後の取扱いの遵
じゅん

守
しゅ

、

それ以外の場所において歴史を理解する上で重要な遺跡が発見される場合も想定されるた

め、発見された場合の届出等について、その義務を徹底することにより、保護を図る。 

 

(８) 各種団体の状況及び今後の体制整備の具体的な計画 

   重点区域内における文化財の保存・活用に関わる団体は、伝統行事や祭礼の保存継承を行

っている「とちぎの山車まつり伝承会」や「文化財山車保存会」、「村檜神社神楽保存会」等

がある。また、来訪者に地域の歴史を伝える団体としては、「栃木市観光ボランティア協会」

等がある。その他にも、各地域の自治会や氏子等が存在しており、それぞれが活発な活動を

行っている。 

   歴史的風致の維持及び向上や文化財の保護を推進する上では、地域住民やこれらの団体等

と連携することが重要である。様々な機会をとらえ、その活動に対して助成や支援を行って

いく。 
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第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

１ 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針 

   本計画における歴史的風致維持向上施設とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に

寄与する公共施設等を指し、歴史的風致維持向上施設を整備し、適切な管理を行うことによ

り、歴史的風致の維持及び向上を図る。 

   歴史的風致維持向上施設の整備については、歴史的風致を構成する建造物の保存や整備、

歴史的風致の維持及び向上に資する環境の維持・形成、歴史的風致の認識を向上させる事業

等を実施する。 

   事業の実施に際しては、施設やその周辺の歴史的背景を十分に調査するとともに、周辺の

景観に配慮した整備を行うこととし、関係機関と十分な協議調整をしたうえで整備を行い、

国や県の補助を有効に活用するよう検討していくものとする。また、整備を行った施設は、

積極的な公開・活用を行い歴史的風致の維持及び向上を図る。 

   歴史的風致維持向上施設の維持管理については、施設の所有者や関係課等と十分な協議・

調整の上、今後も適切な維持管理に努める。また、地域住民や関連団体等との連携による維

持管理にも取組むこととし、必要に応じて、所有者等に対して指導・助言を行うこととする。 

   上記、歴史的風致維持向上施設の整備・管理の基本的な考え方に基づき、計画期間内に実

施する事業は、以下のとおりである。 

 

(１) 歴史的建造物の保存・活用に関する事業 

 ① 歴史的風致形成建造物修理・修
しゅう

景
けい

事業 

 ② 嘉
か

右
う

衛
え

門
もん

町
ちょう

伝建地区拠点施設整備事業 

 ③ 伝統的建造物公開活用事業 

 ④ 嘉右衛門町伝建地区修理等事業 

 ⑤ 伝統的技術継承事業 

 ⑥ 嘉右衛門町伝建地区防災施設等整備事業 

 ⑦ 村
むら

檜
ひ

神社修理整備事業 

 ⑧ 景観重要建造物保全事業 

 

(２) 歴史的町並みの保全・形成に関する事業 

 ① 歴史的町並みに関する修景助成事業 

 ② 景観形成重点地区指定に関する調査事業 

 ③ 無電柱化事業 

 

(３) 歴史や伝統文化を反映した活動の継承に関する事業 

 ① 祭礼・民俗芸能等の記録保存事業 

 ② 指定無形の民俗文化財保存事業 
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 ③ 山
だ

車
し

等の保存・修理補助事業 

 

(４) 自然景観や農業景観に関する事業 

 ① 渡
わた

良
ら

瀬
せ

遊
ゆう

水
すい

地
ち

環境保全事業 

 ② 農業体験（農業ワーキングホリデー）事業 

 ③ ６次産業化推進事業 

 

(５) 歴史的風致に係る情報発信と認識向上に関する事業 

 ① 情報発信事業 

 ② 文化財データベース整備・発信事業 

 ③ 文化財マップ作成事業 

 ④ 案内板等整備事業 

 ⑤ 歴史・文化に関する解説ボランティア人材育成事業 

 

(６) 周遊性の向上に関する事業 

 ① 嘉右衛門町伝建地区及び周辺整備事業 

 ② ポケットパーク整備事業 

 ③ 駐車場整備事業 

 ④ 旧
きゅう

日
にっ

光
こう

例
れい

幣
へい

使
し

街
かい

道
どう

交通体系検討調査事業 

 ⑤ 歴史文化資産ネットワーク形成事業 

 ⑥ 公共サイン整備事業 

 ⑦ 歴史的観光資源高質化支援事業 
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図 重点区域と事業位置図 

 

 

■事業範囲が市内全域の事業 

(1)－⑤伝統的技術継承事業 

(3)－①祭礼・民俗芸能等の記録保存事業 

(3)－②指定無形の民俗文化財保存事業 

(5)－②文化財データベース整備・発信事業 

(5)－③文化財マップ作成事業 

(5)－⑤歴史・文化に関する解説ボランティア人材育成事業 

(6)－⑤歴史文化資産ネットワーク形成事業 

(6)－⑥公共サイン整備事業 

 

(4)－③６次産業化推進事業 

(4)－①渡良瀬遊水地環境保全事業 

(4)－②農業体験（農業ワーキングホリデー）事業 
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図 重点区域と事業位置図 

【重点区域・旧日光例幣使街道及び巴
うず

波
ま

川
がわ

周辺区域の拡大図】 

嘉右衛門町伝建地区内で行う事業 

(1)－③伝統的建造物公開活用事業 

(1)－④嘉右衛門町伝建地区修理等事業 

(1)－⑥嘉右衛門町伝建地区防災施設等整備事業 

(6)－④旧日光例幣使街道交通体系検討調査事業 

 

栃木市歴史的町並み景観形成地区内で行う事業 

(2)－①歴史的町並みに関する修景助成事業 

(6)－⑦歴史的観光資源高質化支援事業 

旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域内で行う事業 

(1)－①歴史的風致形成建造物修理・修景事業 

(1)－⑧景観重要建造物保全事業 

(2)－②景観形成重点地区指定に関する調査事業 

(3)－③山車等の保存・修理補助事業 

(5)－①情報発信事業 

(5)－④案内板等整備事業 

(6)－①嘉右衛門町伝建地区及び周辺整備事業 

(6)－②ポケットパーク整備事業 

(6)－③駐車場整備事業 

(1)－②嘉右衛門町伝建地区拠点施設整備事業 

(2)－③無電柱化事業 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区 

    栃木市歴史的町並み景観形成地区 
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図 重点区域と事業位置図 

【重点区域・村檜神社区域の拡大図】 

 

 

 

 

 

 

 

(1)－⑦村檜神社修理整備事業 

(1)－①歴史的風致形成建造物 

修理・修景事業 

【凡例】 

    重点区域 



第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

 

346 

 

(１) 歴史的建造物の保存・活用に関する事業 

 

事 業 番 号 (１)－① 

事 業 名 歴史的風致形成建造物修理・修景事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（令和２年度～令和６年度） 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置  

  
旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 村檜神社区域 

 

歴史的風致形成建造物指定候補位置図 
 

事 業 概 要  地域の歴史的風致を形成しており、歴史的風致の維持及び向上のため、

その保全を図る必要が認められる建造物を歴史的風致形成建造物として指

定する。また、歴史的風致形成建造物に指定した建造物の外観の保全に係

る修理・修景に対して支援する。市所有の歴史的風致形成建造物は保存・

公開のための修理を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 歴史的風致形成建造物は、重点区域内において歴史的風致を形成する要

素となることから、保全のための適正な維持・管理について、所有者等を

支援していくことで、商家町栃木にみる歴史的風致や式内社における祭礼

にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 
 

１櫻井肥料店町屋（店舗） 

２櫻井肥料店主屋 

３櫻井肥料店文庫蔵  

４櫻井肥料店煉瓦蔵  

35 蔵の街ダイニング蒼  

36医療法人杏林会栃木 

中央クリニック  
29善野家土蔵 

12横山郷土館麻蔵 

14横山郷土館離れ 

22太田家見世蔵 

47旧栃木町役場庁舎 

13横山郷土館文庫蔵 

11横山郷土館店舗及び住居 

31郷土参考館土蔵 

27郷土参考館居宅 

32おたまじゃくし文庫石蔵 

44塚田家住宅旧主屋 

39塚田歴史伝説館 

展示館 

40塚田歴史伝説館人形

山車・銘木展示館 

41塚田歴史伝説館事務室・ 

売店及び休憩所 

38塚田家住宅文庫蔵 

43塚田家住宅銘木蔵 

45塚田家住宅板塀 

42塚田家住宅旧米蔵 

46塚田家住宅旧別邸 

18とちぎ蔵の街観光館南蔵１ 

17とちぎ蔵の街観光館蔵資料館 

21日光珈琲蔵ノ街 
16とちぎ蔵の街観光館観光物産館 

34好古壱番館 

23山本有三ふるさと記念館南棟・北棟 

20蔵の資料館「古久磯提灯店見世蔵」 

とちぎ歌麿館 

 28古久磯提灯店住居 

15下野新聞社栃木支局 

37大島肥料店見世蔵 

19とちぎ蔵の街観光館南蔵２ 

24北蔵カフェひがの 

８本澤商店土蔵（東側） 

７本澤商店土蔵（間蔵） 

６本澤商店土蔵（西側） 

５本澤商店店舗 

30関根家住宅文庫蔵 

33パーラートチギ 
９五十畑荒物店見世蔵 

25旧金澤呉服店 

10毛塚紙店見世蔵 

26三桝屋本店 

【凡例】 
     重点区域 

     伝統的建造物群保存地区  

49関根家住宅主屋 

50雲龍寺 

 

 

48村檜神社拝殿 

【凡例】 

    重点区域 



第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

347 

 

事 業 番 号 (１)－② 

事 業 名 嘉右衛門町伝建地区拠点施設整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金（令和２年度） 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 30年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

（嘉右衛門町伝建地区内） 

事 業 概 要 味噌工場跡地の敷地内に数多く残る伝統的建造物の保存に努めるととも

に、周辺の歴史的建造物と一体となった町並みの整備や人と文化の交流を

目的とした活用を目指し、観光・まちづくり・防災の拠点的施設として整

備する。（伝統的建造物の修理・景観阻害建築物の撤去解体・煙突や窯の整

備・中庭の整備等） 

事業の実施箇所 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

嘉右衛門町伝建地区拠点施設を整備することで、伝統的建造物の保存・

活用が図られるとともに、多くの人々の伝建地区に関する関心と理解が高

められ、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 
拠点施設（味噌工場跡地）整備イメージ 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区  
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事 業 番 号 (１)－③ 

事 業 名 伝統的建造物公開活用事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

（嘉右衛門町伝建地区内） 

事 業 概 要 

 

 

 嘉右衛門町伝建地区の歴史的な価値について理解を深めるため、当地区

で最も古い（天保年間）見
み

世
せ

蔵
ぐら

、土
ど

蔵
ぞう

群（伝統的建造物）及び土地の取得

を目指し、活用を図る。 

事業の実施箇所 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 当施設の伝統的建造物の保存・活用が図られるとともに、多くの人々の

伝建地区に関する関心と理解が高められ、商家町栃木にみる歴史的風致の

維持向上に寄与する。 

 

大
おお

貫
ぬき

家（旧大貫定
さだ

衛
えい

商店） 

大貫家 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区  
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事 業 番 号 (１)－④ 

事 業 名 嘉右衛門町伝建地区修理等事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 伝統的建造物群基盤強化事業費補助金（令和２年度） 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 24年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

（嘉右衛門町伝建地区内） 

事 業 概 要  嘉右衛門町伝建地区保存計画で特定されている伝統的建造物の修理及び

伝統的建造物以外の建築物等の修景を実施する所有者に対し、修理・修景

に係る経費の助成を行う。 

 

 

 

 
（事業のイメージ）修理前  修理後 

 

 

 

 
（事業のイメージ）修理前  修理後 

 

 

 

 
（事業のイメージ）修景前  修景後 

     

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 嘉右衛門町伝建地区内の伝統的建造物の修理及び伝統的建造物以外の建

築物等の修景を行うことにより、文化財建造物の保存及び町並みの回復が

図られ、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (１)－⑤ 

事 業 名 伝統的技術継承事業 

事 業 主 体 栃木市・NPO法人とちぎ蔵の街職人塾 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 25年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  歴史的町並みの保全・活用に必要な歴史的建造物の伝統的技術の継承事

業を促進する団体等の支援を行う。 

 

 
技術者研修会 

 

 
土壁塗り体験学習 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 地域の伝統建築を支える人材を育成し、伝統的技術を継承することで、

歴史的建造物の継続的な保全・活用につながることから、歴史的風致の維

持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (１)－⑥ 

事 業 名 嘉右衛門町伝建地区防災施設等整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和４年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

（嘉右衛門町伝建地区内） 

事 業 概 要  嘉右衛門町伝建地区防災計画に基づき、保存地区内に無線連動式住宅用

火災警報器を設置し、火災を早期発見するシステムを導入する所有者に対

し、設置に係る経費の助成を行う。 

 また、火災に対し初期消火を行える環境を整えるため、保存地区内に住

民でも使用可能な消火設備等を整備する。 

 

 
無線連動式住宅用 

火災警報器の設置事例 

 

 
D級可搬ポンプ 

（日本消防ポンプ協会資料） 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 嘉右衛門町伝建地区において防災施設等の整備を行い、災害に対する予

防体制を確立することで、災害リスクの軽減が図られ、商家町栃木にみる

歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (１)－⑦ 

事 業 名 村檜神社修理整備事業 

事 業 主 体 栃木市、所有者等 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 村檜神社区域 （村檜神社境内内） 

事 業 概 要  重要文化財村檜神社本殿等の建造物の修理や修景、また村檜神社境内の

参道や記念物（動物・植物・地質鉱物）社
しゃ

叢
そう

の修景や整備を行うとともに、

防火、防犯、防災設備や解説板等の設置を行うことにより周辺環境の整備

を行う。 

 

 村檜神社本殿 

 

 村檜神社拝殿 

 

 村檜神社参道 

     

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 村檜神社（重要文化財や記念物（動物・植物・地質鉱物）等）の適切な

保存を行い、地域の中核となる文化財として活用することにより、式内社

として古代から継承されてきた伝統が守られるとともに、地域に対する誇

りが醸成されることから、式内社における祭礼にみる歴史的風致の維持向

上に寄与する。 
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事 業 番 号 (１)－⑧ 

事 業 名 景観重要建造物保全事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（令和２年度～令和６年度） 

市単独事業 

事 業 期 間 平成 28年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

 

事 業 概 要  景観的に価値のある建造物を景観重要建造物として指定する。また、景

観重要建造物に指定した建造物の保全に係る経費の一部について助成す

る。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 景観重要建造物の保全に対し助成を行うことで、建造物の維持管理が適

正に行われるとともに、その景観を保全し、資源として活用し、良好な景

観が形成され、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

(２) 歴史的町並みの保全・形成に関する事業 

【凡例】 

      重点区域 

      伝統的建造物群保存地区 
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事 業 番 号 (２)－① 

事 業 名 歴史的町並みに関する修景助成事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（令和２年度～令和６年度） 

市単独事業 

事 業 期 間 平成２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域（歴史的町並み景観形成地区内） 

 

事 業 概 要  歴史的町並み景観形成地区において、景観形成補助金制度を拡充し、歴

史的建造物の外観の修景整備を行うとともに、町並みの連続性を阻害して

いる建物等の外観について、歴史的町並みに調和するよう修景を促進する。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 景観形成に対する助成を充実させることにより、「栃木の山車祭り」の会

場かつ江戸時代からの敷地割りを残す商家町の町並み景観の保全が図ら

れ、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (２)－② 

事 業 名 景観形成重点地区指定に関する調査事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和元年度～令和５年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

 

事 業 概 要  歴史的町並み景観形成地区において、歴史的町並みの更なる充実を図り、

景観まちづくりを推進するため、本地区を基本に栃木市景観条例に基づく

景観形成重点地区の指定に向けた調査（景観の特徴等）を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 景観形成重点地区に指定することにより、歴史的な町並みと調和した景

観形成を推進し、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区  
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事 業 番 号 (２)－③ 

事 業 名 無電柱化事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和４年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

事業の実施箇所 

事 業 概 要  重点区域において、歴史的な町並みに調和した空間の整備を図るため、

無電柱化を実施し、景観形成の充実を図る。 

 

 

 

 
嘉右衛門町伝建地区内の電線・電柱  巴波川沿いの電線・電柱 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 無電柱化によって、歴史的な町並みと調和した景観形成を推進し、商家

町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区  

    事業範囲 
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(３) 歴史や伝統文化を反映した活動の継承に関する事業 

 

事 業 番 号 (３)－① 

事 業 名 祭礼・民俗芸能等の記録保存事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  市内の無形の民俗文化財に指定されている祭礼や民俗芸能等について、

調査し記録を作成するとともに、作成した記録を保存する。 

 

 

百
ひゃく

八
はっ

灯
とう

流
なが

し 

 

 

木
き

八
はち

幡
まん

宮
ぐう

の 杖
じょう

術
じゅつ

 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 百八灯流しをはじめ、市内の民俗芸能等について調査し、記録を作成す

ることで、将来への継承を図るための基礎資料となることから、歴史的風

致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (３)－② 

事 業 名 指定無形の民俗文化財保存事業 

事 業 主 体 栃木市、保存団体等 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  市指定無形の民俗文化財の保存や伝承活動の促進のために、保存団体等

に対し、伝承活動に要する経費や保存に必要な専門用具、楽器、衣装等の

修理又は新調に要する経費の助成を行う。 

 

 

 

 

横
よこ

堀
ぼり

神
かぐ

楽
ら

保存会  関
かん

白
ぱく

流
りゅう

獅
し

子
し

舞
まい

保存会 

 

 

 

升
ます

塚
づか

文
ふ

挟
ばさみ

小
こ

流
りゅう

獅子舞保存会   上
かみ

新
しん

田
でん

文
ふ

挟
ばさみ

流
りゅう

獅子舞保存会 

 

 

 

依
よ

田
だ

流
りゅう

鷲
わしの

宮
みや

太
だい

々
だい

神楽保存会  大
おお

沢
さわ

田
だ

太々神楽保存会 

 

 

 
提灯の修理  劣

れっ

化
か

が進む附
つけ

締
しめ

太
だい

鼓
こ

 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

 古くから受け継がれ、市内で広く知られる地域の民俗芸能等を維持・継

承することにより、地域の魅力向上や地域活性化にもつながり、歴史的風

致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (３)－③ 

事 業 名 山車等の保存・修理補助事業 

事 業 主 体 栃木市、保存会等 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

事 業 概 要  栃木の山車祭りの山車等の保存や伝承活動の促進のために、保存会等に

対し、保存会の運営に要する経費や山車の修理に係る経費の助成を行う。 

 

 

修理が必要となってきている山車人形 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

 栃木の山車祭りという伝統的な行事の保存・継承に寄与し、歴史・伝統

を活かした住民活動がさらに活発化され、栃木の山車祭りにみる歴史的風

致の維持向上に寄与する。 
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(４) 自然景観や農業景観に関する事業 

 

事 業 番 号 (４)－① 

事 業 名 渡良瀬遊水地環境保全事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 渡良瀬遊水地 

事 業 概 要  渡良瀬遊水地の環境保全として、渡良瀬遊水地の現状を把握するための

生態系調査や希少植物保全のための外来植物除去活動、絶滅危惧種を復活

させるための環境学習池の管理を行う。 

 また、ヨシ原
はら

保全のためクリーン作戦やヨシ焼きを行う。 

 

 
外来植物除去活動 

 

 
ヨシ焼きの風景 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 環境学習池を環境団体や市民団体等に利用してもらうことにより、遊水

地の環境の周知を図ること、並びに地域住民やヨシ関係団体等と一緒にク

リーン作戦やヨシ焼きを実施することは、市内外の方に環境保全の重要性

を認識いただくだけでなく地域で遊水地を守り続ける体制が充実し、ヨシ

原が保全でき、渡良瀬遊水地のヨシにみる歴史的風致の維持向上に寄与す

る。 



第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

361 

 

事 業 番 号 (４)－② 

事 業 名 農業体験（農業ワーキングホリデー）事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 大
おお

平
ひら

ぶどう団地 

事 業 概 要  ぶどうを一般消費者にアピールし、地域農業の振興に寄与するよう、ぶ

どう収穫等の体験学習を行う。 

 また、ぶどう農家に農作業を手伝いたいなど、ぶどう栽培に関心があり

勉強をしたい人を紹介して、ぶどう農家の人手不足を解消していくサービ

スを行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 意欲ある担い手農家の確保・育成や次代を担う新規就農者を確保するき

っかけができ、農地の遊
ゆう

休
きゅう

化
か

・耕作放棄地の発生防止や再生・有効活用が

図られ、大平地域のぶどう栽培にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

 

 

事 業 番 号 (４)－③ 

事 業 名 ６次産業化推進事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 29年度～令和８年度 

事 業 位 置 大平ぶどう団地 

事 業 概 要  ぶどうを主力とする果樹生産の振興を図るとともに、大平ぶどう団地で

は、来訪者の志向や栽培動向に対応した、ワインやジュース、ジャム等の

加工・販売・新商品開発等の支援を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 高品質・高付加価値ブランド商品の開発と高価格による販売を促進する

ことにより、ぶどう農家の収益の増大、地域活力の向上が図られ、ぶどう

栽培・販売等に関わる人の増加が見込まれ、大平地域のぶどう栽培にみる

歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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(５) 歴史的風致に係る情報発信と認識向上に関する事業 

事 業 番 号 (５)－① 

事 業 名 情報発信事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

事 業 概 要  嘉右衛門町伝建地区の歴史的な価値や、伝建地区や伝統的建造物等を楽

しめる魅力や情報を発信するなど、様々な情報発信ツールを活用した PRを

展開する。 

 栃木市の認知度を高め、魅力を知ってもらうため、メディアや交通事業

者、旅行業者等へ、時期にあった情報発信を行い、栃木市への誘客に努め

る。また、栃木市を訪れる外国人観光客の誘客推進を図るため、商談会や

県主催の海外プロモーションイベントに参加し、積極的な誘客活動を展開

する 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 嘉右衛門町伝建地区の魅力発信と栃木市の認知度の向上を図ることで、

多くの人々の伝建地区への関心と理解が高められ、商家町栃木にみる歴史

的風致の維持向上に寄与する。 

 

事 業 番 号 (５)－② 

事 業 名 文化財データベース整備・発信事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  国県市指定の文化財の修理履歴や現状を総合的に把握するため、資料情

報をデジタル化した管理データベースを構築する。データベースのうち、

各々の文化財の歴史的価値や意義について、インターネット上で公開し、

活用を行う。また、公開端末は主要な資料館に設置し、市全域の歴史や文

化、歴史的風致のガイダンスを行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 資料管理データベースを構築することにより、これまでの修理状況を総

合的に把握することができ、将来の適切な保存に大きく寄与する。一部を

公開することで文化財の歴史的価値や意義が地域住民だけでなく、遠隔地

の住民にも理解され、市民の文化財保存の意識向上や地域の観光的価値の

向上が期待でき、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (５)－③ 

事 業 名 文化財マップ作成事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和５年度～令和８年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  国県市指定の文化財マップを作成し、主要施設に配布することで、市全

域の歴史や文化、歴史的風致の情報発信を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 文化財マップの作成配布により、市民や観光客が、現地で本物の体験を

することを促し、文化財の歴史的価値や意義、保存の意識向上、地域の魅

力の再発見が期待でき、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (５)－④ 

事 業 名 案内板等整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

 

事 業 概 要  嘉右衛門町伝建地区の説明や、伝建地区及びその周辺地域の防災施設等

の施設に関する適切で分かりやすい情報の提供を行う地図、また、災害時

に情報伝達・共有をするための掲示板（でんけん伝言板）を設置する。ま

た、伝建地区の南隅と北隅に位置サインを設置する。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 案内板等を整備し、来訪者に伝建地区の魅力を伝えることで、多くの人々

の伝建地区に関する関心と理解が高められ、商家町栃木にみる歴史的風致

の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区  
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事 業 番 号 (５)－⑤ 

事 業 名 歴史・文化に関する解説ボランティア人材育成事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  市民や来訪者向けに、地域に残る歴史的資源や歴史・文化について語る

ことができる解説ボランティアを育成するため、講習会や現地視察等の歴

史文化資産に関する解説ボランティア養成講座を実施する。 

 

 
講習会 

 

 
現地視察 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 解説ボランティアの分かりやすい説明により、市民や来訪者は、栃木市

の歴史や文化をより一層理解することができるとともに、地域住民による

地域資源の魅力の発信は、伝統行事の継承や担い手の育成につながること

から、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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(６) 周遊性の向上に関する事業 

 

事 業 番 号 (６)－① 

事 業 名 嘉右衛門町伝建地区及び周辺整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和４年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

事 業 概 要  歴史的な町並みに調和した空間の整備を図るため、歩道の整備や道路の

美
び

装
そう

化
か

、街路灯の整備を行う。 

 

 
 

 
嘉右衛門町伝建地区内の状況 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 歩道の整備や道路の美装化、街路灯の整備によって、歴史的な町並みと

調和した景観形成を推進し、重点区域内の周遊性が図られ、商家町栃木に

みる歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (６)－② 

事 業 名 ポケットパーク整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

 

事 業 概 要  歴史的な町並み景観の阻害要素となっている空き家や空き地を活用し、

地域住民・来訪者が憩えるポケットパーク（歴史的風致に関する説明板・

防災倉庫・防火水槽・トイレ）を整備する。 

 

 

 

 
ポケットパーク整備のイメージ 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 歴史的な町並み景観の阻害要素である空き家を撤去し、ポケットパーク

として整備することで、町並みの連続性を確保し歴史的な町並みが形成さ

れるとともに、重点区域内の周遊性が図られ、商家町栃木にみる歴史的風

致の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

    伝統的建造物群保存地区 
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事 業 番 号 (６)－③ 

事 業 名 駐車場整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

 

事 業 概 要  重点区域（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域）における嘉右衛門町

伝建地区等へのアクセス環境を向上させるため、駐車場を整備する。 

 

 
駐車場整備のイメージ 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 嘉右衛門町伝建地区への来訪の起点となる駐車場を整備し、多くの市民、

来訪者を呼び込み、歴史・文化を感じることで、商家町栃木にみる歴史的

風致の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

    伝 統的 建 造 物 群保 存 地 区 
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事 業 番 号 (６)－④ 

事 業 名 旧日光例幣使街道交通体系検討調査事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域（嘉右衛門町伝建地区内） 

事業の実施箇所 

事 業 概 要  有識者と地元住民を交えて現状の交通課題と風致を考察し、より良い交

通体系を検討する。 

 

 

 
観光客と車両で混雑する伝建地区（イベント開催時） 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 住民や来訪者の安全性の確保のため、速度抑制策や通過交通対策、さら

に、歩行者の安全性を確保するための方策等について、地域住民とともに

考察し対策をとることで、住民や来訪者の周遊性の向上につながることか

ら、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 

【凡例】 

    重点区域 

     伝統的建造物群保存地区  

    事業範囲 
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事 業 番 号 (６)－⑤ 

事 業 名 歴史文化資産ネットワーク形成事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 平成 31年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  市内各所の歴史文化資産について、地域に根差した物語づくりを行いな

がら、新たなモデルコースの設定をするとともに、来訪者が複数の歴史文

化資産を周遊できるよう広域的な自転車道路網を活用するため、レンタサ

イクルシステムの導入を検討する。 

 各々の歴史文化資産への来訪者に、そこだけに留まらずに周遊してもら

うため、着地情報（交通手段、施設情報等）の共有や、歴史文化資産間の

ネットワークを強化する。 

 

 
市内自転車ネットワークの形成 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 各地域が有する個性としての歴史文化資産を大切にしながら、それらを

物語としてつなげることにより、来訪者への認知が高まる機会を創出する

ことができることから、歴史的風致の維持向上に寄与する。 
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事 業 番 号 (６)－⑥ 

事 業 名 公共サイン整備事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 市単独事業 

事 業 期 間 令和２年度～令和 10年度 

事 業 位 置 市全域 

事 業 概 要  市内の文化財や史跡等に誘導するサイン等について、案内機能の向上を

図るために、表記方法や意匠の統一化、多言語化など、平成 27年（2015）

に策定した栃木市公共サインガイドラインに基づき整備する。 

 

 
栃木市公共サインガイドライン 

    

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 統一性を持たせた公共サインを整備することにより、市内に点在する文

化財建造物等へ来訪者をスムーズに案内・誘導でき、周遊ルートが分かり

やすくなり観光振興につながることから、歴史的風致の維持向上に寄与す

る。 
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事 業 番 号 (６)－⑦ 

事 業 名 歴史的観光資源高質化支援事業 

事 業 主 体 栃木市 

事 業 手 法 歴史的観光資源高質化支援事業（令和元年度）・市単独事業 

事 業 期 間 令和元年度～令和 10年度 

事 業 位 置 旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域 

事 業 概 要  外国人を含む多くの観光客が訪れる旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区

域において、歴史的な町並みの景観を阻害している建築物等を美装化・除

却することにより、歴史的建造物を含めた町並みの質を向上させ、外国人

観光客の満足度向上を図る。 

 

観光客宿泊数の推移 

 平成 27 

2015年 

平成 28 

2016年 

平成 29 

2017年 

平成 30 

2018年 

令和元 

2019年 

令和２ 

2020年 

市全体 12,674 13,096 14,393 16,857 17,494 

※1 

20,890 

内外国人 255 298 954 1,058 1,043 

※2 

271 

※１ 宿泊施設が増加 

※２ コロナ感染症の影響により減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄 与 す る 理 由 

 統一感のある歴史的な町並みの形成や町並み全体の質の向上が図ること

ができ、商家町栃木にみる歴史的風致の維持向上に寄与する。 

 また、歴史的な町並みの魅力に磨きがかかり、さらなる外国人宿泊者数

の増加が期待できる。 

 

歴史的な町並みの景観を阻害する建築物の美装化・除却 

伝建地区拠点施設（除却） 



 

 

 

 

 

 第７章                  

歴史的風致形成建造物の指定の方針  
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第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

１ 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

   栃木市では、これまでに歴史的建造物について、文化財保護法をはじめとした栃木県や栃

木市の文化財保護条例に基づく指定を行い、保護に努めてきた。しかし、栃木市には指定文

化財以外にも歴史的建造物が多く存在しており、これらの建造物においても適切な保護が必

要となっている。このため、栃木市の歴史的風致を形成する重要な構成要素である歴史的建

造物のうち、重点区域における歴史的風致の維持向上のために必要かつ重要と認められる建

造物を歴史まちづくり法の規定に基づく「歴史的風致形成建造物」として指定する。これに

より、指定文化財の保護とともに、指定文化財以外の歴史的建造物の保護を推進する。 

 

２ 歴史的風致形成建造物の指定の基準 

   歴史的風致形成建造物の指定にあたっては、「概ね築 50年を経過しているもの」、「所有者

又は管理者等により、今後当該建造物の適切な維持管理が見込まれ、かつ歴史的風致の維持

向上に資するための一般公開等の諸活動が継続的に行われる見込みがあること」、「所有者の

同意が得られるもの」、の条件を満たすことを前提とする。 

 

３ 歴史的風致形成建造物の指定の対象 

   指定の対象は、国指定文化財及び重伝建地区内の伝統的建造物を除く、重点区域内の歴史

的建造物で、次のいずれかに該当する建造物とする。 

 ① 文化財保護法第 57条第１項の規定に基づく登録有形文化財 

 ② 栃木県文化財保護条例に基づく指定文化財 

 ③ 栃木市文化財保護条例に基づく指定文化財 

 ④ 景観法第 19条第１項に基づく景観重要建造物 

 ⑤ その他、栃木市の歴史的風致の維持向上に寄与する建造物で、市長が必要と認めたもの 
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４ 歴史的風致形成建造物の指定物件及び候補物件 

   当該重点区域において、指定及び候補となる歴史的風致形成建造物は、以下のとおりであ

る。 

 

  歴史的風致形成建造物指定物件及び候補物件一覧  

№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

１ 

 

櫻井肥料店 

町屋（店舗） 

令和４年(2022)

２月１日指定 

（第 21号） 

栃木地域 

万町 
個人 

大正元年

（ 1912）

以前 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

２ 

 

櫻井肥料店 

主屋 

令和４年(2022)

２月１日指定 

（第 22号） 

栃木地域 

万町 
個人 

大正元年

（ 1912）

以前 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

３ 

 

櫻井肥料店 

文庫蔵 

令和４年(2022)

２月１日指定 

（第 23号） 

栃木地域 

万町 
個人 

大正元年

（ 1912）

以前 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

４ 

 

櫻井肥料店 

煉瓦蔵 

令和４年(2022)

２月１日指定 

（第 24号） 

栃木地域

万町 
個人 

大正元年

（ 1912）

以前 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

５ 

 

本澤商店 

店舗 

栃木地域 

倭町 
法人 

昭和 36年

（ 1961）

以前 

－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

６ 

 

本澤商店 

土蔵（西側） 

栃木地域 

倭町 
法人 

文久２年

（1862） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

７ 

 

本澤商店 

土蔵（間蔵） 

栃木地域 

倭町 
法人 

昭和 36年 

（1961） 

以前 

－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

８ 

 

本澤商店 

土蔵（東側） 

栃木地域 

倭町 
法人 

明治６年 

（1873） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

９ 

 

五十畑荒物店 

見世蔵 

栃木地域 

倭町 
法人 明治中期頃 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

10 

 

毛塚紙店 

見世蔵 

令和３年(2021) 

10月 1日指定 

（第 20号） 

栃木地域 

倭町 
個人 

明治 41年 

（1908） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

11 

 

横山郷土館 

店舗及び住居 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第１号） 

栃木地域

入舟町 
栃木市 明治後期 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

12 

 

横山郷土館 

麻蔵 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第２号） 

栃木地域 

入舟町 
栃木市 

明治 42年 

（1909） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

13 

 

横山郷土館 

文庫蔵 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第３号） 

栃木地域 

入舟町 
栃木市 

明治 43年 

（1910） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

14 

 

横山郷土館 

離れ 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第４号） 

栃木地域 

入舟町 
栃木市 

大正７年 

（1918） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

15 

 

下野新聞社栃木

支局 

【旧毛塚肥料店

見世蔵】 

栃木地域 

万町 
法人 

文久元年 

（1861） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

16 

 

とちぎ蔵の街観

光館 

観光物産館 

【旧田村家見世

蔵】 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第５号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

明治 38年 

（1905） 
市指定 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

17 

 

とちぎ蔵の街観

光館 

蔵資料館 

（文庫蔵） 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第６号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

慶応４年 

（1868） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

18 

 

とちぎ蔵の街観

光館 

南蔵１ 

（荷蔵１） 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第７号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

明治 28年 

（1895） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

19 

 

とちぎ蔵の街観

光館 

南蔵２ 

（荷蔵２） 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第８号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

明治 32年 

（1899） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

20 

 

蔵の資料館 

「古久磯提灯店

見世蔵」 

とちぎ歌麿館 

【古久磯提灯店

見世蔵】 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第９号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

弘化２年 

（1845） 
県指定 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

21 

 

日光珈琲蔵ノ街 

【綿忠はきもの

店店舗】 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第 10号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 

安政３年 

（1856） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

22 

 

太田家 

見世蔵 

栃木地域 

万町 
個人 

明治 37年 

（1904） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

23 

 

山本有三ふるさ

と記念館 

南棟、北棟 

 

栃木地域 

万町 

個人 

栃木市 
江戸末期 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

24 

 

北蔵カフェひが

の 

【佐藤家住宅店

舗】 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第 11号） 

栃木地域 

万町 
栃木市 明治中期 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

25 

 

旧金澤呉服店 

店舗 

令和４年(2022)

７月１日指定 

（第 25号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

明治 41年 

（1908） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

26 

 

三桝屋本店 
栃木地域 

倭町 
個人 

明治 41年 

（1908） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

27 

 

郷土参考館 

居宅 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第 12号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 明治初期 － 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

28 

 

古久磯提灯店 

住居 

栃木地域 

万町 
栃木市 明治期 － 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

29 

 

善野家土蔵（通

称おたすけ蔵） 

栃木地域 

万町 
個人 

東蔵 

文化年間 

（ 1804 ～

1818） 

初期、 

中蔵 

天保２年 

（1831） 

以前、 

西蔵 

天保 11年 

（1840） 

市指定 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

30 

 

関根家住宅 

文庫蔵 

令和２年(2020)

６月１日指定 

（第 17号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 江戸末期 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

31 

 

郷土参考館 

土蔵 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第 13号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

弘化３年 

（1846） 

以前 

－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

32 

 

おたまじゃくし

文庫 

石蔵 

栃木地域 

倭町 
個人 

大正５年 

（1916） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

33 

 

パーラートチギ 

【関根家住宅店

舗】 

令和２年(2020)

６月１日指定 

（第 15号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

大正 11年 

（1922） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

34 

 

好古壱番館 

【旧安達呉服店

店舗】 

令和３年(2021)

６月１日指定 

（第 18号） 

栃木地域 

万町 
個人 

大正 12年 

（1923） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

35 

 

蔵の街ダイニン

グ蒼 

【旧足利銀行栃

木支店】 

栃木地域 

万町 
栃木市 

昭和９年 

（1934） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

36 

 

医療法人杏林会 

栃木中央クリニ

ック 

【旧栃木病院】 

栃木地域 

万町 
法人 

大正２年 

（1913） 
市指定 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 
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№ 写真 名称 所在地 
所有

者 
築年 

指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

37 

 

大島肥料店 

見世蔵 

栃木地域 

大町 
個人 

明治 15年 

（1882） 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

38 

 

塚田家住宅 

文庫蔵 

栃木地域 

倭町 
法人 

明治 32年 

（1899） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

39 

 

塚田歴史伝説館 

展示館 

栃木地域 

倭町 
法人 

明治 36年 

（1903） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

40 

 

塚田歴史伝説館 

人形山車・銘木

展示館（旧荷

蔵） 

栃木地域 

倭町 
法人 

明治 42年 

（1909） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

41 

 

塚田歴史伝説館 

事務室・売店及

び休憩所 

栃木地域 

倭町 
法人 

大正５年 

（1916） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

42 

 

塚田家住宅 

旧米蔵 

栃木地域 

倭町 
法人 

大正 13年 

（1924） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

43 

 

塚田家住宅 

銘木蔵 

栃木地域 

倭町 
法人 

大正 13年 

（1924） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

44 

 

塚田家住宅 

旧主屋 

栃木地域 

倭町 
法人 

明治 42年 

（1909） 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

45 

 

塚田家住宅 

板塀 

栃木地域 

倭町 
法人 明治後期 

国登録 

文化財・ 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

46 

 

塚田家住宅 

旧別邸 

栃木地域 

倭町 
法人 

大正 15年 

（1926） 

景観重

要建造

物 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（百八灯流しを

はじめとする湊

町二荒山神社の

祭礼にみる歴史

的風致） 

47 

 

旧栃木町役場 

庁舎 

令和２年(2020)

３月 11日指定 

（第 14号） 

栃木地域 

入舟町 
栃木市 

大正 10年 

（1921） 
市指定 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（巴波川にみる

歴史的風致） 

48 

 

村檜神社 

拝殿 

岩舟地域 

小野寺 

村檜 

神社 

明治 36年 

（1903） 
－ 

式内社における

祭礼にみる歴史

的風致 
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№ 写真 名称 所在地 所有者 築年 
指定等 

区分 

関連する 

主な歴史的風致 

49 

 

関根家住宅 

主屋 

令和２年(2020)

６月１日指定 

（第 16号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

大正 11年

（1922） 

以前 

国登録

文化財 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

50 

 

雲龍寺 

令和３年(2021)

６月１日指定 

（第 19号） 

栃木地域 

泉町 
法人 

明治 23年

(1890) 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

51 

 

旧金澤呉服店 

住居 

令和４年(2022)

７月１日指定 

（第 26号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

明治 41年 

（1908） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

52 

 

旧金澤呉服店 

土蔵 

令和４年(2022)

７月１日指定 

（第 27号） 

栃木地域 

倭町 
栃木市 

嘉永６年 

（1853） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（栃木の山車祭

りにみる歴史的

風致） 

53 

 

油伝味噌 

石蔵 

栃木地域 

嘉右衛門

町 

個人 

昭和 15年 

（1940） 

以前 

－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 

54 

 

油伝味噌 

木造長屋 

栃木地域 

嘉右衛門

町 

個人 
昭和 16年 

（1941） 
－ 

商家町栃木にみ

る歴史的風致 

（物資の集散に

よる問屋業の発

展にみる歴史的

風致） 



第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

384 

 

 
 

 歴史的風致形成建造物指定候補位置図 

（旧日光例幣使街道及び巴波川周辺区域） 
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１櫻井肥料店町屋（店舗） 

２櫻井肥料店主屋 

３櫻井肥料店文庫蔵  

４櫻井肥料店煉瓦蔵  

35 蔵の街ダイニング蒼  

36医療法人杏林会栃木 

中央クリニック  
29善野家土蔵 

12横山郷土館麻蔵 

14横山郷土館離れ 

22太田家見世蔵 

47旧栃木町役場庁舎 

13横山郷土館文庫蔵 

11横山郷土館店舗及び住居 

31郷土参考館土蔵 

27郷土参考館居宅 

32おたまじゃくし文庫石蔵 

44塚田家住宅旧主屋 

39塚田歴史伝説館 

展示館 

40塚田歴史伝説館人形

山車・銘木展示館 

41塚田歴史伝説館事務室・ 

売店及び休憩所 

38塚田家住宅文庫蔵 

43塚田家住宅銘木蔵 

45塚田家住宅板塀 

42塚田家住宅旧米蔵 

46塚田家住宅旧別邸 

18とちぎ蔵の街観光館南蔵１ 

17とちぎ蔵の街観光館蔵資料館 

21日光珈琲蔵ノ街 

16とちぎ蔵の街観光館観光物産館 

34好古壱番館 

23山本有三ふるさと記念館南棟・北棟 

20蔵の資料館「古久磯提灯店見世蔵」 

とちぎ歌麿館 

 28古久磯提灯店住居 

15下野新聞社栃木支局 

37大島肥料店見世蔵 

19とちぎ蔵の街観光館南蔵２ 

24北蔵カフェひがの 

８本澤商店土蔵（東側） 

７本澤商店土蔵（間蔵） 

６本澤商店土蔵（西側） 
５本澤商店店舗 

30関根家住宅文庫蔵 

33パーラートチギ 

９五十畑荒物店見世蔵 

25旧金澤呉服店店舗 

10毛塚紙店見世蔵 

26三桝屋本店 

【凡例】 
     重点区域 

     伝統的建造物群保存地区  

49関根家住宅主屋 

50雲龍寺 

51旧金澤呉服店住居 

52旧金澤呉服店土蔵 

53 油伝味噌石蔵  

54 油伝味噌木造長屋  

 a） 



第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

385 

 
図 歴史風致形成建造物指定候補位置図 

（村檜神社区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48村檜神社拝殿 

【凡例】 

    重点区域 
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第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

１ 歴史的風致形成建造物の維持・管理の基本的な考え方 

   歴史的風致形成建造物の維持・管理は、栃木県や栃木市の文化財保護条例に基づき指定さ

れている建造物及び文化財保護法に基づき登録されている建造物については、それぞれ該当

する法律及び条例に基づき適正に維持・管理を行い、それ以外は、建造物の特性や価値に基

づき適正に維持・管理を行うこととする。 

   適正な維持・管理は、所有者等による維持・管理を基本とし、歴史まちづくり法第 15条第

１項に基づく歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除
じょ

却
きゃく

に係る市長への届出及び勧
かん

告
こく

等を活用し、適正な維持・管理を図る。維持・管理を行ううえで修理が必要な場合は、建

築様式や改変履歴等の調査・記録を行ったうえで、修復を基本とする。また、往時の姿に復
ふく

原
げん

することも認める。 

   また、歴史的風致の維持向上のため、歴史的風致形成建造物の積極的な公開・活用を図る

ものとする。公開にあたっては、外部から眺め見ることができるような措置を講ずるだけで

はなく、可能な限り内部の公開に努めることとし、公開する場合は、所有者の生活に支障を

与えないよう配慮するよう十分に協議をし、実施することとする。 

 

２ 個別の事項 

(１) 県及び市指定文化財である歴史的風致形成建造物 

   県及び市指定文化財は、栃木県及び栃木市の文化財保護条例に基づく現状変更等の許可制

度により保護を図る。これらの建造物の維持・管理は、建造物の外観及び内部を対象に、調

査に基づく修復を基本とする。 

   文化財の保護のために必要な防災上の措置を講じる場合は、文化財の価値の担保に支障を

与えない範囲で行うこととする。 

   特に民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めると

ともに、関連する審議機関や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するも

のとする。 

 

(２) 登録有形文化財である歴史的風致形成建造物 

   登録有形文化財は、文化財保護法に基づき、適切に維持・管理を行う。これらの建造物の

維持・管理は、建造物の外観を主対象に、調査に基づく修復を基本とする。 

   また、建造物の内部において歴史的価値の高いものは、所有者と協議のうえ、保存に努め

ることとする。 

   民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めるととも

に、関連する審議機関や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものと

する。 
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(３) 景観重要建造物である歴史的風致形成建造物 

   景観重要建造物は、景観法に基づき、適切に維持・管理を行う。これらの建造物の維持・

管理は、建造物の外観を主対象に、調査に基づく修復を基本とする。 

   また、建造物の内部において歴史的価値の高いものは、所有者と協議のうえ、保存に努め

ることとする。 

   民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めるととも

に、関連する審議機関や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものと

する。 

 

(４) その他の歴史的風致形成建造物 

   歴史的風致形成建造物のうち指定文化財等でない建造物は、計画期間後も建造物の保護を

図るため、登録有形文化財や市指定文化財として登録・指定するよう努めるものとする。 

   これらの建造物の維持・管理は、建造物の外観を主対象に、現状の維持及び保護を基本と

する。 

   民間が所有する建造物の修理等は、補助制度を活用して所有者の負担軽減に努めるととも

に、関連する審議機関や専門の有識者等による必要な技術的指導を踏まえて実施するものと

する。 

 

３ 届出が不要の行為 

   歴史まちづくり法第 15 条第１項第１号及び同法施行令第３条第１号に基づく届出が不要

な行為については、以下の行為とする。 

 ① 文化財保護法第 57条第１項に基づく登録有形文化財で、同法第 64条第１項の規定に基づ

く現状変更の届出を行った場合 

 ② 栃木県文化財保護条例第４条第１項に基づく栃木県指定有形文化財で、同条例第 13 条第

１項に基づく現状変更等の許可申請を行った場合、及び同条例第 14 条第１項に基づく修理

の届出を行った場合 

 ③ 栃木市文化財保護条例第４条第１項に基づく栃木市指定有形文化財で、同条例第 15 条に

基づく現状変更等の許可申請を行った場合 

 ④ 景観法第 19条第１項に基づく景観重要建造物で、同法第 22条第１項に基づく現状変更の

許可申請を行った場合
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資料編 

１ 国県市の指定等文化財一覧 

   栃木市には、令和２年（2020）２月１日現在で、300 件の国県市の指定等文化財がある。

その内訳は、国指定文化財が６件、重伝建地区が１箇所、県指定文化財が 41件、市指定文化

財が 198件、国の登録有形文化財が 54件となっている。 

(１) 国指定等文化財 

 

番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

１ 建造物 村檜神社本殿 岩舟町小野寺 昭和 25年８月 29日 

２ 彫刻 鉄造 薬師如来坐像 西方町金井 昭和 27年７月 19日 

３ 考古資料 下野七廻り鏡塚古墳出土遺物 大平町西山田 昭和 61年６月６日 

４ 考古資料 栃木県藤岡神社遺跡出土品 栃木県立博物館 平成 12年 12月４日 

５ 遺跡(史跡) 吾妻古墳 

大光寺町吾妻

/下都賀郡壬

生町藤井吾妻

原 

昭和 45年７月 22日 

６ 遺跡(史跡) 下野国庁跡 田村町 昭和 57年 10月 12日 

７ 重伝建 
栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群

保存地区 

泉町、嘉右衛

門町、小平町、

錦町及び昭和

町の各一部 

平成 24年７月９日 

 

 

(２) 県指定文化財 

 

番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

１ 建造物 満願寺本堂（大御堂） 出流町 昭和 51年８月 27日 

２ 建造物 古久磯提灯店見世蔵 万町 平成６年１月 28日 

３ 建造物 大慈寺相輪橖 岩舟町小野寺 昭和 33年４月 25日 

４ 建造物 高勝寺三重塔 岩舟町静 昭和 48年１月 12日 

５ 建造物 高勝寺山門 岩舟町静 昭和 62年４月 17日 

６ 建造物 高勝寺鐘楼 岩舟町静 平成８年８月 20日 

７ 絵画 絹本著色 鮎図 沼和田町 昭和 39年 12月８日 

８ 絵画 絹本著色 韓信堪忍図 嘉右衛門町 昭和 52年７月 29日 

９ 絵画 紙本墨画 寒山拾得図 万町 昭和 53年１月 31日 

10 絵画 紙本淡彩 前後赤壁の賦図 万町 昭和 53年６月２日 

11 絵画 絹本著色 虚空蔵曼荼羅図 栃木県立博物館 平成５年２月 19日 

12 絵画 絹本著色 秋山覓句図 都賀町大柿 昭和 50年４月 30日 
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番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

13 絵画 荒井寛方紙本著色「蝉丸図」 西方町元 昭和 41年３月 18日 

14 絵画 
荒井寛方紙本金泥紙本著色文殊菩

薩像 
西方町元 昭和 47年４月 21日 

15 彫刻 木造 千手観音立像 平井町 昭和 37年１月９日 

16 彫刻 木造 釈迦如来坐像 大塚町 昭和 52年７月 29日 

17 彫刻 木造 虚空蔵菩薩坐像 平井町 平成２年１月 26日 

18 彫刻 木造 十一面千手観世音菩薩立像 大平町西山田 昭和 53年１月 31日 

19 彫刻 木造 薬師如来坐像 大平町牛久 平成８年１月 16日 

20 彫刻 木造 出山釈迦像 西方町元 昭和 45年９月１日 

21 彫刻 木造 阿弥陀如来坐像 岩舟町小野寺 昭和 58年２月４日 

22 彫刻 銅造 聖観音菩薩坐像 岩舟町小野寺 昭和 62年４月 17日 

23 彫刻 木造 薬師如来坐像 岩舟町曲ヶ島 平成４年２月 28日 

24 彫刻 木造 金剛力士立像 木野地町 平成 27年２月 27日 

25 工芸品 刀 銘 甲陽士武井信正 大平町西山田 昭和 58年８月 19日 

26 工芸品 わきざし 銘 甲陽士武井信正 大平町西山田 昭和 58年８月 19日 

27 工芸品 銅鐘（喚鐘） 大平町西山田 昭和 62年８月 18日 

28 工芸品 薙刀 銘 作陽幕下士細川正義 西方町金崎 平成２年５月 15日 

29 工芸品 銅製華鬘 岩舟町小野寺 昭和 33年４月 25日 

30 工芸品 梵鐘 木野地町 平成 27年２月 27日 

31 工芸品 刀 銘 宇都宮藩士細川義規淬 箱森町 昭和 52年７月 29日 

32 書跡 軍装軍役掟書 西方町真名子 昭和 52年２月 15日 

33 歴史資料 田中正造墨跡 藤岡町藤岡 昭和 38年４月 16日 

34 歴史資料 田中正造墨跡 藤岡町藤岡 昭和 38年４月 16日 

35 歴史資料 田中正造遺品 藤岡町藤岡 昭和 38年４月 16日 

36 有形民俗 

とちぎの山車（天照大神、劉備玄

徳）、とちぎの山車（関羽雲長、日

本武尊）、とちぎの山車（素盞嗚尊、

太閤秀吉、張飛翼徳）、とちぎの山

車（神武天皇）、とちぎの山車（静

御前）、とちぎの山車（桃太郎） 

万町 平成８年１月 16日 

37 無形民俗 木の杖術 都賀町木 平成３年 10月 11日 

38 遺跡(史跡) 県庁堀附漕渠 入舟町 平成８年８月 20日 

39 遺跡(史跡) 金山塚古墳 岩舟町静戸 昭和 32年８月３日 

注：所有者の都合等により公表していないものが２件ある。 
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(３) 市指定文化財 

 

番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

１ 建造物 太平山神社随神門 平井町 昭和 36年 12月 21日 

２ 建造物 太山寺観音堂 平井町 昭和 52年３月 17日 

３ 建造物 東泉寺観音堂 沼和田町 昭和 52年３月 17日 

４ 建造物 満願寺山門 出流町 昭和 52年３月 17日 

５ 建造物 連祥院本堂（六角堂） 平井町 平成６年 10月 25日 

６ 建造物 旧田村家見世蔵 万町 平成９年３月 19日 

７ 建造物 善野家土蔵（通称おたすけ蔵） 万町 平成 12年６月 19日 

８ 建造物 近龍寺本堂 万町 平成 12年６月 19日 

９ 建造物 神明宮本殿 旭町 平成 12年６月 19日 

10 建造物 太平山神社本殿 平井町 平成 20年 12月 18日 

11 建造物 太平山神社拝殿 平井町 平成 20年 12月 18日 

12 建造物 星宮神社社殿 平井町 平成 20年 12月 18日 

13 建造物 神明宮拝殿（旧神道中教院講堂） 旭町 平成 20年 12月 18日 

14 建造物 栃木病院 万町 平成 21年７月 29日 

15 建造物 大中寺山門 大平町西山田 昭和 58年３月 25日 

16 建造物 華厳寺観音堂 都賀町木 平成９年 11月 15日 

17 建造物 愛宕神社 西方町金崎 昭和 56年３月５日 

18 建造物 西院の河原堂 岩舟町静 昭和 47年４月１日 

19 建造物 慈覚大師堂 岩舟町小野寺 平成４年４月 10日 

20 建造物 

高平寺本堂（客殿） 

附宮殿１基 客殿棟札１枚 

客殿置札１枚 
岩舟町下津原 平成 28年３月４日 

21 建造物 旧栃木町役場庁舎 入舟町 平成 29年 12月 28日 

22 絵画 太平山神社随神門 天井絵「龍図」 平井町 昭和 36年 12月 21日 

23 絵画 大麻収穫の絵 万町 昭和 39年５月 19日 

24 絵画 天平古寺（海竜王寺）の絵 万町 昭和 52年３月 17日 

25 絵画 不動明王像軸 藤岡町甲 昭和 56年 10月１日 

26 絵画 半跏思惟像図 藤岡町甲 平成５年３月１日 

27 絵画 平出雪耕紙本水墨画「鷹図」 西方町金井 平成 15年９月 11日 

28 絵画 田﨑草雲紙本墨画淡彩「農家団欒図」 足利草雲美術館 平成 16年９月 10日 

29 絵画 田﨑草雲紙本墨画淡彩「鍾馗の図」 足利草雲美術館 平成 16年９月 10日 

30 絵画 福田棠陰絹本着色「花鳥図」 西方町元 平成 16年９月 10日 

31 絵画 福田棠陰絹本着色「秋影山水図」 西方町元 平成 16年９月 10日 
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番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

32 絵画 

岩船山地蔵菩薩縁起（仮名本５巻） 

下野州岩船山縁起（真名本１巻/附 

本尊木造地蔵菩薩立像（厨子入）

１躯、紀伊藩主徳川宗将卿簾中寄

進七条袈裟 額装２面、石造岩船

地蔵菩薩立像 船型台座 １躯、

石造岩船地蔵菩薩立像 １躯、石

造船型台 １隻、山門扁額  １面） 

岩舟町静 平成 27年３月 31日 

33 絵画 紙本墨画淡彩 山水図 大平町西野田 平成元年９月 20日 

34 彫刻 薬師如来 皆川城内町 昭和 36年 12月 21日 

35 彫刻 定願寺御成門の彫刻 旭町 昭和 36年 12月 21日 

36 彫刻 成就院不動堂の扉の彫刻 旭町 昭和 36年 12月 21日 

37 彫刻 三鬼尊の内、中位青鬼像 旭町 昭和 36年 12月 21日 

38 彫刻 阿しゅく如来像（釈迦如来像） 平井町 昭和 51年７月１日 

39 彫刻 大威徳夜叉明王 平井町 昭和 51年７月１日 

40 彫刻 文殊菩薩 平井町 昭和 51年７月１日 

41 彫刻 大日如来像 平井町 昭和 51年７月１日 

42 彫刻 不動明王 平井町 昭和 51年７月１日 

43 彫刻 
金銅 阿弥陀如来立像・脇侍像 

（善光寺式） 箱森町 平成６年 10月 25日 

44 彫刻 木造 菩薩形坐像（円空仏） 野中町 平成 15年７月 24日 

45 彫刻 童形聖徳太子像 大平町西山田 昭和 53年９月 21日 

46 彫刻 烈國志像 大平町西山田 昭和 53年９月 21日 

47 彫刻 双龍像 大平町西山田 昭和 53年９月 21日 

48 彫刻 木造 勝軍地蔵・毘沙門天立像 大平町西山田 平成元年９月 20日 

49 彫刻 木造 歓喜天立像 大平町富田 平成元年９月 20日 

50 彫刻 諏訪神社「百首歌」額 大平町真弓 昭和 58年３月 25日 

51 彫刻 大中寺山門額 大平町西山田 昭和 58年３月 25日 

52 彫刻 木造 地蔵菩薩半跏像 大平町西山田 平成３年 11月 12日 

53 彫刻 孝養太子像 藤岡町甲 昭和 56年 10月１日 

54 彫刻 大日如来坐像 藤岡町赤麻 平成９年 10月１日 

55 彫刻 如来坐像 藤岡町中根 平成 13年 10月１日 

56 彫刻 木造 馬頭観音菩薩坐像 藤岡町都賀 平成 14年 10月１日 

57 彫刻 八百比丘尼尊 西方町真名子 昭和 56年３月５日 

58 彫刻 聖観音立像 西方町本城 昭和 57年６月 21日 

59 彫刻 木造 薬師如来坐像 西方町真名子 平成５年８月 23日 

60 彫刻 二城院開山不動明王 西方町本城 平成７年７月 20日 
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番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

61 彫刻 千手観世音立像 西方町真名子 平成７年 11月 30日 

62 彫刻 福正寺向拝彫刻 西方町元 平成 19年３月９日 

63 彫刻 銅造 阿弥陀如来立像 都賀町家中 平成 27年３月 23日 

64 彫刻 木造 薬師如来立像 都賀町富張 平成 28年８月１日 

65 工芸品 皆川広照着用具足 皆川城内町 昭和 36年 12月 21日 

66 工芸品 平等庵の鐘 旭町 昭和 36年 12月 21日 

67 工芸品 鋳造（銅製）薬師如来座像 大塚町 昭和 59年３月 30日 

68 工芸品 薬師如来立像 藤岡町藤岡 昭和 36年４月１日 

69 工芸品 金銅誕生釈迦仏立像 藤岡町甲 平成５年３月１日 

70 工芸品 大仏 岩舟町静 昭和 47年４月１日 

71 工芸品 手香炉 岩舟町小野寺 昭和 47年４月１日 

72 工芸品 燈籠 岩舟町静 昭和 47年４月１日 

73 書跡 不動堂の扁額 旭町 昭和 36年 12月 21日 

74 書跡 樹徳学校木彫扁額と書 吹上町 昭和 36年 12月 21日 

75 書跡 入定記 城内町 昭和 36年 12月 21日 

76 書跡 皆川廣勝官途状写 西方町真名子 平成９年２月 28日 

77 古文書 徳川家康書状（折紙） 皆川城内町 昭和 43年２月 16日 

78 古文書 天海書状（折紙） 城内町 昭和 43年２月 16日 

79 考古資料 踊る埴輪 皆川城内町 昭和 36年 12月 21日 

80 考古資料 つぼ（骨蔵器） 倭町 昭和 36年 12月 21日 

81 考古資料 永倉遺跡出土石器 大久保町 昭和 40年３月 20日 

82 考古資料 本多大隈守忠純の墓 大平町榎本 昭和 53年９月 21日 

83 考古資料 おとら様の墓 大平町西山田 昭和 53年９月 21日 

84 考古資料 青木三太郎利長の墓 大平町下高島 昭和 53年９月 21日 

85 考古資料 法印俊弘の墓（逆修銘の墓碑） 大平町下高島 昭和 53年９月 21日 

86 考古資料 五輪塔 大平町下皆川 昭和 56年 10月 23日 

87 考古資料 下皆川将門霊神古墳出土遺物 大平町西山田 昭和 56年 10月 23日 

88 考古資料 近藤出羽守綱秀の墓 大平町榎本 平成元年９月 20日 

89 考古資料 山王寺大桝塚古墳出土遺物一括資料 藤岡町藤岡 平成５年 11月１日 

90 考古資料 甕棺及び同蓋 西方町真名子 平成６年９月７日 

91 考古資料 金剛童子（層塔） 西方町金井 平成 12年 12月 21日 

92 考古資料 藤田能登守信吉五輪塔 西方町元 平成 16年９月 10日 

93 考古資料 板碑 岩舟町小野寺 昭和 47年４月１日 

94 考古資料 小野巣根古墳群出土遺物 大平町西山田 平成３年８月１日 
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95 歴史資料 神明宮棟札 旭町 昭和 43年２月 16日 

96 歴史資料 栃木町道路元標 倭町 平成 17年２月 18日 

97 歴史資料 牛久の神輿 大平町牛久 昭和 60年 12月 12日 

98 歴史資料 蔵井の神輿 大平町蔵井 昭和 60年 12月 12日 

99 歴史資料 八坂神社の神輿 大平町西山田 平成７年６月 30日 

100 歴史資料 万葉歌碑 藤岡町大田和 昭和 44年７月１日 

101 歴史資料 愛染明王塔 藤岡町藤岡 平成 13年 10月１日 

102 歴史資料 旧延命院所蔵釣鐘 藤岡町藤岡 平成 15年２月１日 

103 歴史資料 力石 藤岡町部屋 平成 17年４月１日 

104 歴史資料 徳川秀忠黒印状 栃木県立文書館 平成 15年９月 11日 

105 歴史資料 藤田信吉知行宛行状 栃木県立文書館 平成 15年９月 11日 

106 歴史資料 西方綱吉官途状（渡辺四郎兵衛あて） 栃木県立文書館 平成 15年９月 11日 

107 歴史資料 西方綱吉官途状（中新井主水丞あて） 栃木県立文書館 平成 15年９月 11日 

108 歴史資料 宇都宮国綱書状 栃木県立文書館 平成 21年２月 11日 

109 歴史資料 孝山（小山秀綱）書状 西方町真名子 平成 21年２月 11日 

110 歴史資料 

徳川斉昭筆袋戸書（二面対）箱書付 

附「水戸公親題瓊章」（板倉重平家

文書№2890）４点 
万町 平成 28年 12月 27日 

111 有形民俗 大町の山車（弁慶） 大町 平成 13年１月 22日 

112 有形民俗 泉町の山車（諫鼓鶏） 泉町 平成 13年１月 22日 

113 有形民俗 倭町一丁目の獅子頭一対附尾一対 万町 平成 13年１月 22日 

114 有形民俗 嘉右衛門町の山車（仁徳天皇） 嘉右衛門町 平成 13年５月 24日 

115 有形民俗 柿本人麻呂の碑 大平町西山田 平成元年９月 20日 

116 有形民俗 馬頭観世音菩薩坐像 大平町下高島 平成 14年２月 22日 

117 有形民俗 露真坊碑・祈雨謝恩塔 藤岡町太田 平成 21年４月１日 

118 有形民俗 上新田文挟流獅子舞の用具式 都賀町家中 昭和 57年１月 11日 

119 有形民俗 升塚文挟小流獅子舞の用具式 都賀町升塚 平成 17年５月３日 

120 有形民俗 

神明神社の神輿及び祭礼用具一括 

附 用具収納箱５合、古文書 16

点、棟札２枚、担ぎ棒３本  
嘉右衛門町 平成 31年３月８日 

121 無形民俗 大宮神社の獅子舞 大宮町 昭和 36年 12月 21日 

122 無形民俗 大神神社の神楽 惣社町 昭和 39年５月 19日 

123 無形民俗 大神神社の鉾祭 惣社町 昭和 39年５月 19日 

124 無形民俗 百八灯流し 湊町 昭和 51年７月１日 

125 無形民俗 宮野辺神社の祭儀習俗 田村町 昭和 59年３月 30日 

126 無形民俗 富田節 大平町富田 昭和 56年 10月 23日 
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127 無形民俗 横堀の太々神楽 大平町横堀 昭和 56年 10月 23日 

128 無形民俗 新の神田五段囃子 大平町新 昭和 56年 10月 23日 

129 無形民俗 関白流獅子舞 都賀町木 昭和 44年４月 15日 

130 無形民俗 升塚文挟小流獅子舞 都賀町升塚 昭和 49年 10月１日 

131 無形民俗 上新田文挟流獅子舞 都賀町家中 昭和 57年 10月 15日 

132 無形民俗 依田流鷲宮太々神楽 都賀町家中 平成３年５月 17日 

133 無形民俗 大沢田太々神楽 西方町本城 平成 16年９月 10日 

134 遺跡(史跡) しめじが原 川原田町 昭和 36年 12月 21日 

135 遺跡(史跡) 皆川家歴代祖廟 皆川城内町 昭和 36年 12月 21日 

136 遺跡(史跡) 岩出の古墳 岩出町 昭和 36年 12月 21日 

137 遺跡(史跡) 薗部愛宕下古墳 薗部町 昭和 36年 12月 21日 

138 遺跡(史跡) 小山芳姫の墓 星野町 昭和 37年４月 26日 

139 遺跡(史跡) 皆川城址 皆川城内町 昭和 39年５月 19日 

140 遺跡(史跡) 狩岡古墳 皆川城内町 昭和 39年５月 19日 

141 遺跡(史跡) 朝日塚古墳 柏倉町 昭和 39年５月 19日 

142 遺跡(史跡) 角道山古墳 岩出町 昭和 39年５月 19日 

143 遺跡(史跡) 永倉遺跡 大久保町 昭和 40年３月 20日 

144 遺跡(史跡) 岩出古墳群 岩出町 昭和 41年２月 15日 

145 遺跡(史跡) 星野遺跡 星野町 昭和 41年２月 15日 

146 遺跡(史跡) 下野惣社（室の八嶋） 惣社町 昭和 43年２月 16日 

147 遺跡(史跡) 日枝神社 国府町 昭和 43年２月 16日 

148 遺跡(史跡) 権現宮遺跡 田村町 昭和 43年２月 16日 

149 遺跡(史跡) 白山神社遺跡 田村町 昭和 43年２月 16日 

150 遺跡(史跡) 丸山古墳 田村町 昭和 43年２月 16日 

151 遺跡(史跡) 岩家古墳 大塚町 昭和 43年２月 16日 

152 遺跡(史跡) 栃木城址の一部 城内町 昭和 47年８月 28日 

153 遺跡(史跡) 白山台 皆川城内町 昭和 47年 10月 27日 

154 遺跡(史跡) 入定平 平井町 昭和 51年７月１日 

155 遺跡(史跡) 伊吹山 吹上町 昭和 52年３月 17日 

156 遺跡(史跡) 荒宿Ｂ古墳群 皆川城内町 昭和 58年４月 18日 

157 遺跡(史跡) しわぶきノ杜 国府町 昭和 63年１月６日 

158 遺跡(史跡) 茶臼山第一号古墳 大平町富田 昭和 53年３月１日 

159 遺跡(史跡) 白岩第七号古墳 大平町西山田 昭和 53年３月１日 

160 遺跡(史跡) 下皆川将門霊神古墳 大平町下皆川 昭和 53年３月１日 
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161 遺跡(史跡) 下皆川マガキ第一号古墳 大平町下皆川 昭和 53年３月１日 

162 遺跡(史跡) 伯仲第一号古墳 大平町伯仲 昭和 53年３月１日 

163 遺跡(史跡) オトカ塚古墳 大平町富田 昭和 58年３月 25日 

164 遺跡(史跡) 篠山貝塚 藤岡町藤岡 昭和 36年４月１日 

165 遺跡(史跡) 山王寺大桝塚古墳 藤岡町蛭沼 昭和 36年４月１日 

166 遺跡(史跡) 赤麻古墳 藤岡町赤麻 昭和 36年４月１日 

167 遺跡(史跡) 升塚 都賀町升塚 昭和 45年３月 24日 

168 遺跡(史跡) 華厳寺跡 都賀町木 昭和 45年３月 24日 

169 遺跡(史跡) 宇都宮領境界標 西方町金崎 昭和 56年３月５日 

170 遺跡(史跡) 画聖田崎草雲の墓地 西方町真名子 昭和 62年 12月 12日 

171 遺跡(史跡) 慈覚大師誕生の地 岩舟町下津原 昭和 47年４月１日 

172 遺跡(史跡) 小野寺禅司太郎墓 岩舟町小野寺 昭和 47年４月１日 

173 遺跡(史跡) 慈覚大師御母公墓 岩舟町上岡 昭和 47年４月１日 

174 遺跡(史跡) 大慈寺奥の院 岩舟町小野寺 昭和 63年７月１日 

175 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  出流鍾乳洞 出流町 昭和 36年 12月 21日 

176 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  さしも草 吹上町 昭和 36年 12月 21日 

177 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  出流自然林 出流町 昭和 47年８月 28日 

178 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  しだれ桜 平井町 昭和 51年７月１日 

179 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  新井町の欅 新井町 昭和 51年７月１日 

180 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  嘉右衛門町の欅 嘉右衛門町 昭和 52年３月 17日 

181 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  田村町のイチョウ 田村町 平成 10年７月 24日 

182 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  大應寺のヒバ 星野町 平成 12年６月 19日 

183 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  椎 大平町富田 昭和 53年３月１日 

184 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  榧（カヤ） 大平町伯仲 昭和 53年３月１日 

185 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  グミ 大平町西山田 平成３年 11月 12日 

186 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  なんきんはぜ 都賀町家中 昭和 57年１月 11日 

187 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  しだれ桜 都賀町大柿 昭和 57年１月 11日 

188 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  高野槇（コウヤマキ） 都賀町臼久保 平成４年 11月３日 

189 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  ムクロジ 都賀町家中 平成７年８月 24日 

190 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  さいかちの木 西方町本城 昭和 56年３月５日 

191 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  真上のけやき 西方町真名子 昭和 59年 12月 24日 

192 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  しだれ桜 西方町元 昭和 62年７月９日 

193 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  洞雲寺の大いちょう 西方町真名子 平成５年２月１日 

194 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  村檜神社社叢 岩舟町小野寺 昭和 47年４月１日 

195 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  杉 大平町西山田 平成 27年３月 23日 

196 動物・植物・地質鉱物(天然記念物)  楓 大平町西山田 平成 27年３月 23日 

注：所有者の都合等により公表していないものが２件ある。 
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(４) 登録有形文化財 

 

番号 種別 名称 所在地 指定年月日 

１ 建造物 栃木高校講堂 入舟町 平成 10年７月 23日 

２ 建造物 栃木高校記念図書館 入舟町 平成 10年７月 23日 

３ 建造物 横山郷土館店舗及び住居 入舟町 平成 10年９月２日 

４ 建造物 横山郷土館麻蔵 入舟町 平成 10年９月２日 

５ 建造物 横山郷土館文庫蔵 入舟町 平成 10年９月２日 

６ 建造物 横山郷土館離れ 入舟町 平成 10年９月２日 

７ 建造物 
栃木高校記念館（旧栃木尋常中学

校栃木分校本館） 入舟町 平成 12年４月 28日 

８ 建造物 大島肥料店店舗 大町 平成 12年 10月 18日 

９ 建造物 岡田家住宅翁島別邸主屋 小平町 平成 12年 10月 18日 

10 建造物 岡田家住宅翁島別邸土蔵 小平町 平成 12年 10月 18日 

11 建造物 下野新聞社栃木支局 万町 平成 12年 10月 18日 

12 建造物 山本有三ふるさと記念館北棟 万町 平成 12年 10月 18日 

13 建造物 山本有三ふるさと記念館南棟 万町 平成 12年 10月 18日 

14 建造物 大二商店店舗 万町 平成 12年 10月 18日 

15 建造物 好古壱番館（旧安達呉服店店舗） 万町 平成 12年 10月 18日 

16 建造物 綿忠はきもの店店舗 万町 平成 12年 10月 18日 

17 建造物 佐藤家住宅店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

18 建造物 関根家住宅店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

19 建造物 関根家住宅主屋 倭町 平成 12年 10月 18日 

20 建造物 関根家住宅文庫蔵 倭町 平成 12年 10月 18日 

21 建造物 五十畑荒物店店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

22 建造物 中田家住宅店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

23 建造物 雅秀店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

24 建造物 丸三家具店店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

25 建造物 毛塚紙店店舗 倭町 平成 12年 10月 18日 

26 建造物 塚田家住宅旧主屋 倭町 平成 12年 10月 18日 

27 建造物 塚田家住宅板塀 倭町 平成 12年 10月 18日 

28 建造物 塚田家住宅文庫蔵 倭町 平成 12年 10月 18日 

29 建造物 塚田家住宅旧米蔵 倭町 平成 12年 10月 18日 

30 建造物 塚田家住宅銘木蔵 倭町 平成 12年 10月 18日 

31 建造物 塚田歴史伝説館展示館 倭町 平成 12年 10月 18日 
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32 建造物 
塚田歴史伝説館事務室、売店及び休

憩所 倭町 平成 12年 10月 18日 

33 建造物 
塚田歴史伝説館人形山車・銘木展

示館（旧荷蔵） 倭町 平成 12年 10月 18日 

34 建造物 油伝味噌文庫蔵 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

35 建造物 油伝味噌東蔵 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

36 建造物 油伝味噌中蔵 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

37 建造物 油伝味噌離れ 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

38 建造物 天海家住宅店舗 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

39 建造物 天海家住宅主屋 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

40 建造物 天海家住宅土蔵 嘉右衛門町 平成 16年２月 17日 

41 建造物 野口栄三商店店舗及び主屋 泉町 平成 16年２月 17日 

42 建造物 野口栄三商店土蔵 泉町 平成 16年２月 17日 

43 建造物 舘野家住宅店舗 泉町 平成 16年２月 17日 

44 建造物 舘野家住宅主屋 泉町 平成 16年２月 17日 

45 建造物 舘野家住宅鼻緒蔵 泉町 平成 16年２月 17日 

46 建造物 櫻井肥料店店舗 万町 平成 16年２月 17日 

47 建造物 櫻井肥料店主屋 万町 平成 16年２月 17日 

48 建造物 櫻井肥料店文庫蔵 万町 平成 16年２月 17日 

49 建造物 櫻井肥料店煉瓦蔵 万町 平成 16年２月 17日 

50 建造物 下都賀酒造協同組合事務所 万町 平成 16年２月 17日 

51 建造物 旧足利銀行栃木支店 万町 平成 20年７月８日 

52 建造物 油伝味噌店舗兼主屋 嘉右衛門町 平成 20年７月８日 

53 建造物 小根澤家長屋東棟 入舟町 平成 23年７月 25日 

54 建造物 小根澤家長屋西棟 入舟町 平成 23年７月 25日 
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２ 主な参考文献 

 

資料名 発行者 発行年 

栃木市史 史料編 自然・原始 栃木市 昭和 57年（1982） 

栃木市史 史料編 古代・中世 栃木市 昭和 60年（1985） 

栃木市史 史料編 近世 栃木市 昭和 61年（1986） 

栃木市史 史料編 近現代Ⅰ 栃木市 昭和 56年（1981） 

栃木市史 史料編 近現代Ⅱ 栃木市 昭和 58年（1983） 

栃木市史 通史編 栃木市 昭和 63年（1988） 

栃木市史 民俗編 栃木市 昭和 54年（1979） 

目で見る栃木市史 栃木市 昭和 53年（1978） 

栃木郷土史 栃木市役所 塩澤榮一 昭和 27年（1952） 

栃木市の歴史 栃木市 昭和 41年（1966） 

大平町誌 大平町 昭和 57年（1982） 

藤岡町史 資料編 考古 藤岡町長 亀田仲司 平成 15年（2003） 

藤岡町史 資料編 古代・中世 藤岡町長 亀田仲司 平成 11年（1999） 

藤岡町史 資料編 近世 藤岡町長 亀田仲司 平成 12年（2000） 

藤岡町史 資料編 近現代 藤岡町長 亀田仲司 平成 14年（2002） 

藤岡町史 通史編 前編 藤岡町長 亀田仲司 平成 16年（2004） 

藤岡町史 通史編 後編 藤岡町長 亀田仲司 平成 16年（2004） 

藤岡町史 別巻 民俗 藤岡町長 亀田仲司 平成 13年（2001） 

藤岡町史 資料編 藤岡町の自然 藤岡町長 亀田仲司 平成 15年（2003） 

藤岡町史 資料編 谷中村 藤岡町長 亀田仲司 平成 13年（2001） 

藤岡町史 資料編 渡良瀬遊水地の自然 藤岡町長 亀田仲司 平成 14年（2002） 

渡良瀬遊水地 生い立ちから現状 
財団法人渡良瀬遊水地アク

リメーション振興財団 
平成 24年（2012） 

渡良瀬遊水地 ヨシ焼き技術資料 
（一財）渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団 
平成 28年（2016） 

ふじおか見てある記 藤岡町教育委員会 平成 14年（2002） 

都賀町史 歴史編 都賀町 平成元年（1989） 

都賀町史 民俗編 都賀町 平成元年（1989） 

都賀町史 自然編 都賀町 平成元年（1989） 

西方町史 西方町 平成 23年（2011） 

岩舟町の歴史 岩舟町 町長 森田正義 昭和 49年（1974） 

とちぎガイドブック 栃木市教育委員会 平成 27年（2015） 
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資料名 発行者 発行年 

栃木県神社誌 栃木県神社庁 昭和 39年（1964） 

下野神社沿革誌 風山廣雄 明治 36年（1903） 

栃木県の民俗芸能 

栃木県民俗芸能緊急調査報告書 
栃木県教育委員会 平成 10年（1998） 

栃木県の近代化遺産 

栃木県近代化遺産（建造物等)総合調査報告書 

栃木県教育委員会事務局 

文化財課 
平成 15年（2003） 

とちぎ農作物はじまり物語 有限会社随想舎 平成 21年（2009） 

豪商の物語り「栃木の商業と金融」 栃木商工会議所 平成 28年（2016） 

栃木人 石崎常蔵 平成 29年（2017） 

船の科学館叢書７「船鑑」 森田文憲 平成 25年（2013） 

とちぎまつり拾遺記 倭三山車保存会 昭和 61年（1986） 

栃木の江戸型山車 太田義男 平成 11年（1999） 

栃木県指定有形民俗文化財の山車を中心とす

る人形の調査・研究報告書 

とちぎの山車人形 

社団法人栃木市観光協会 平成 17年（2005） 

江戸の人形文化と名工原舟月 

人形師・雛祭り・山車人形 
とちぎ蔵の街美術館 平成 17年（2005） 

北関東における一封建都市の研究 
県立栃木女子高等学校 

社会科研究室 
昭和 27年（1952） 

図説 日本の町並み 第三巻 関東編 田中重弥 昭和 57年（1982） 

栃木の町並み 蔵造りに関する調査報告書 栃木市産業部商工課 昭和 62年（1987） 

栃木の町並みⅡ 

旧日光例幣使街道沿線（泉町・嘉右衛門町・

大町）の歴史的建造物調査報告書 

栃木市教育委員会 平成 14年（2002） 

平成 17年度観光資源保護調査 

栃木の町並み景観 

財団法人 

日本ナショナルトラスト 
平成 18年（2006） 

栃木県歴史の道調査報告書 

第二集 日光例幣使道奥州道中 

栃木県教育委員会事務局 

文化財課 
平成 23年（2011） 

古き町並みとかつての賑わい 
栃木の例幣使街道を考える

会 
平成 16年（2004） 

栃木市のあゆみ 栃木市教育委員会 平成６年（1994） 

嘉右衛門町伝建地区まちづくり計画 栃木市 平成 26年（2014） 

伝建ガイドライン 
栃木市教育委員会 

伝建推進室 
平成 25年（2013） 

目で見る栃木・小山・下都賀の 100年 神津良子 平成 12年（2000） 

『巴波川・蔵のまちルネッサンス』 

栃木市誇れるまちづくり計画調査報告書 

栃木市誇れるまちづくり委

員会 
平成元年（1989） 

栃木市 TMO 構想「栃木市商業タウンマネージ

メント計画策定事業」 
栃木商工会議所 平成 16年（2004） 

栃木市大通り周辺整備計画 

景観デザインマニュアル策定調査 

シンボルロード基本設計調査 

栃木市大通り周辺整備推進

協議会 
平成２年（1990） 
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資料名 発行者 発行年 

栃木市総合計画（改訂版） 栃木市 平成 27年（2015） 

栃木市都市計画マスタープラン（改訂版） 栃木市 平成 28年（2016） 

栃木市景観計画 栃木市 平成 28年（2016） 

栃木市教育計画 栃木市教育委員会 平成 25年（2013） 

栃木市文化振興計画（改訂版） 栃木市教育委員会 平成 30年（2018） 

栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区保

存計画 
栃木市 平成 24年（2012） 

栃木農業振興地域整備計画書 栃木市 平成 29年（2017） 

栃木市観光基本計画 栃木市 平成 26年（2014） 

第２期栃木市まち・ひと・しごと創生総合戦略  栃木市 令和 2年（2020） 

栃木市農業ビジョン 栃木市 平成 29年（2017） 

栃木市公共サインガイドライン 栃木市 平成 27年（2015） 

新市まちづくり計画（合併市町村基本計画） 栃木市・岩舟町合併協議会 平成 25年（2013） 

栃木県埋蔵文化財調査報告第 244集 

大塚古墳群内遺跡・塚原遺跡 

県営広域農道整備事業下都賀西部地区におけ

る埋蔵文化財発掘調査 

栃木県教育委員会 

財団法人とちぎ生涯学習文

化財団 

平成 13年（2001） 

栃木県埋蔵文化財報告第 35 集 下野国府跡Ⅱ

昭和 54年度発掘調査概報 
栃木県教育委員会 昭和 55年（1980） 

平成 20年度春季企画展 

野州麻～道具がかたる麻づくり～ 
栃木県立博物館 平成 20年（2008） 

第 26回秋季特別展 

吾妻古墳と藤井古墳群 
栃木県教育委員会 平成 24年（2012） 

※発行者は奥付による。 

 

３ 写真・資料提供 

   片岡写真館／国土交通省関東地方整備局／国土交通省利根川上流河川事務所／金剛寺／

皆川地区街づくり協議会歴史文化部会／大慈寺／文化財所蔵者の皆様／栃木県教育委員会

／公益財団法人とちぎ未来づくり財団栃木県埋蔵文化財センター／栃木県立博物館／栃木

市教育委員会 
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